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凡
例

一
、
本
論
は
こ
れ
ま
で
既
発
表
の
論
文
に
新
稿
を
も
加
え
て
再
構
成
し
、
内
容
に
よ
っ
て
全
体
を
三
部
に

分
け
た
。

一
、
新
字
体
新
仮
名
遣
い
を
基
調
と
し
た
が
、
原
資
料
に
見
る
言
い
回
し
や
仮
名
遣
い
に
関
し
て
は
、
皇

室
関
連
の
敬
語
表
現
を
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
忠
実
に
引
用
し
た
。

一
、
第
一
次
資
料
に
見
る
返
り
点
に
つ
い
て
は
第
一
次
資
料
に
あ
る
も
の
を
保
持
し
つ
つ
、
最
小
限
の
増

補
が
必
要
と
思
わ
れ
る
個
所
に
つ
い
て
は
新
た
に
筆
者
が
補
っ
た
。
た
だ
、
送
り
仮
名
は
煩
を
避
け
て
省

略
し
た
。
原
文
で
は
句
読
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
文
意
を
汲
ん
で
補
っ
た
。

一
、
第
一
次
資
料
は
句
点
（
。
）
を
用
い
て
い
な
い
。
そ
こ
で
読
み
や
す
さ
を
考
え
、
文
意
を
汲
ん
で
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
句
点
を
用
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
当
該
箇
所
の
多
く
は
、
文
末
に
位
置
し
て
い
る
。

一
、
江
戸
期
に
は
複
合
動
詞
用
の
返
点
「
‐
」
は
返
り
点
と
し
て
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本

論
文
で
は
該
当
箇
所
に
本
来
あ
る
べ
き
「
‐
」
を
補
っ
た
。

一
、
現
代
人
に
は
な
じ
み
の
薄
い
一
部
の
字
句
に
関
し
て
は
、
最
小
限
の
ふ
り
が
な
を
補
っ
た
。

一
、
漢
文
文
献
引
用
部
分
の
読
解
の
た
め
の
難
語
に
つ
い
て
の
注
を
示
す
。
禅
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）
に
依
拠
し
た
。
ま

た
、
禅
語
以
外
の
仏
教
語
及
び
一
般
的
な
漢
語
語
彙
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
てJ
a
p
an
K
n
ow
l
e
dg
e

L
ib

に
お
け
る
『
仏
教
語
大
辞
典
』
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
等
に
依
拠
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
筆
者
な
り
の
言

い
換
え
を
加
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
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序
章

一

研
究
の
背
景
及
び
目
的

日
中
両
国
間
に
は
悠
久
な
る
文
化
交
流
の
歴
史
が
あ
る
。
両
国
は
と
も
に
仏
教
思
想
か
ら
の
影
響
を
大

き
く
受
け
て
い
る
国
で
あ
る
。
歴
史
上
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
両
国
の
多
く
の
僧
侶
が
思
想
文
化
交
流
の

架
け
橋
と
な
り
、
い
ず
れ
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
鑑
真
や
蘭
渓

道
隆
な
ど
唐
宋
時
代
の
中
国
の
高
僧
が
日
本
へ
渡
来
し
、
単
に
仏
教
を
広
め
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
中
国
文
化
を
も
も
た
ら
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
空
海
、
道
元
の
よ
う
な
日
本
の
高
僧
が
中
国
に
留
学
し
、

帰
国
後
、
そ
れ
ぞ
れ
新
た
に
一
宗
派
を
開
い
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
文
化
を
も
継
承
し
、
日

本
で
広
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
僧
侶
は
日
中
思
想
文
化
交
流
に
あ
っ
て
重
要
な
使

者
と
な
り
、
歴
史
的
に
深
遠
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
。

事
例
と
し
て
は
上
記
の
諸
師
よ
り
も
や
や
時
代
が
下
る
が
、
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
中
国
明
末
清

初
の
高
僧
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
が
日
本
に
渡
来
し
た
。
そ
し
て
、
寛
文
元
（
一
六
六
一
）

年
、
京
都
宇
治
で
黄
檗
山
萬
福
寺
を
建
立
し
、
日
本
黄
檗
宗
の
開
祖
と
な
っ
て
い
る
。
隠
元
以
後
、
中
国

仏
教
の
日
本
へ
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
伝
来
は
見
ら
れ
ず
、
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
僧
に
よ
る
日
本
で
の

開
宗
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
隠
元
及
び
黄
檗
宗
は
、
禅
思
想
、
戒
律
清
規
、
法
式
儀
軌
、
教
団
組
織
、
寺

院
制
度
等
の
面
か
ら
、
江
戸
時
代
の
日
本
仏
教
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
お
り
、
各
宗
派
の
復
興

運
動
を
促
進
し
た
（
一
）

。
仏
教
以
外
に
も
、
思
想
、
文
学
、
言
語
、
建
築
、
絵
画
、
篆
刻
、
彫
刻
、
印
刷
、

音
楽
、
医
学
、
製
薬
、
煎
茶
、
料
理
、
社
会
福
祉
、
公
共
教
育
、
干
拓
事
業
等
の
各
分
野
に
も
多
大
な
影

響
を
与
え
て
お
り
、
僧
侶
以
外
の
一
般
の
日
本
人
の
生
活
の
中
へ
も
深
く
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
点
、
『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』
の
序
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
に
至
り
、
「
そ
の
影
響
は

す
ぐ
れ
た
文
化
遺
産
と
し
て
、
ま
た
文
化
的
伝
統
と
し
て
種
々
の
分
野
に
遺
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
近
世

の
文
化
を
語
る
と
き
、
黄
檗
禅
や
黄
檗
文
化
を
ぬ
き
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
」（
二
）
。

こ
れ
が
決
し
て
誇
張
で
な
い
こ
と
を
、
筆
者
は
本
論
文
執
筆
を
通
じ
親
し
く
認
識
し
た
。

柳
田
聖
山
氏
も
以
下
の
よ
う
に
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
日
本
仏
教
及
び
日
本
文
化
へ
与
え
た
影
響
の
大

き
さ
を
描
写
し
て
い
る
―
―
「
明
治
以
後
の
急
激
な
西
欧
化
に
よ
っ
て
、
と
か
く
見
逃
さ
れ
て
い
た
霊
性

ア
ジ
ア
の
、
本
質
的
な
反
省
の
時
と
し
て
、
隠
元
生
誕
四
百
年
を
位
置
づ
け
て
よ
い
の
で
な
い
か
…
…
隠

元
隆
琦
に
よ
る
、
黄
檗
山
の
開
創
は
、
長
い
日
本
史
に
お
け
る
中
国
を
、
人
び
と
に
あ
ら
た
め
て
見
せ
つ

け
る
、
大
き
い
衝
撃
の
は
じ
め
と
い
え
た
。
戦
国
を
終
息
し
て
、
三
百
年
の
太
平
を
ひ
ら
く
、
江
戸
の
為

政
者
が
、
近
世
日
本
の
行
方
を
見
通
す
眼
力
は
正
し
か
っ
た
。
奈
良
平
安
以
来
、
長
く
日
本
人
の
生
活
の

中
に
入
り
こ
ん
で
い
た
仏
教
を
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
も
哲
学
的
に
も
、
初
心
に
も
ど
っ
て
洗
い
直
す
発
端

と
な
る
。
黄
檗
は
近
世
日
本
の
、
新
し
い
東
大
寺
で
あ
る
…
…
近
世
日
本
の
動
き
は
、
ど
の
一
面
を
と
っ

て
み
て
も
、
黄
檗
文
化
の
影
響
な
し
に
は
解
釈
で
き
な
い
」
（
三
）

。
こ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
隠
元
及
び
黄
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檗
に
関
す
る
重
要
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
深
く
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
黄
檗
を
新
し
い
東
大
寺
に
た
と
え
て
、
そ
れ
ら
が
近
世
日
本
の
各
方
面
の
新
た
な
動
き
に
及
ぼ
し
た
影

響
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
近
代
以
降
西
欧
化
し
、
ア
ジ
ア
の
霊
性
を
見
逃
し
た
現
代
日
本
は
、
隠
元

及
び
黄
檗
の
そ
の
影
響
を
今
こ
そ
見
直
し
て
、
正
し
く
評
価
し
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
後
、
日
本
各
地
で
黄
檗
文
化
に
ま
つ
わ
る
展
覧
会
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

と
り
わ
け
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
で
は
春
季
と
秋
季
と
の
二
回
に
わ
た
る
展
覧
会
が
例
年
挙
行
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
各
博
物
館
や
文
化
団
体
が
主
催
す
る
展
覧
会
に
あ
っ
て
も
、
黄
檗
文
化
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
展
覧
会
の
図
録
の
中
で
も
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、『
黄
檗
―

禅
と
芸
術
―
』
（
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
、
一
九
九
二
年
九
月
）
、
『
黄
檗
の
美
術
―
江
戸
時
代
の
文
化

を
変
え
た
も
の
―
』
（
京
都
国
立
博
物
館
編
、
一
九
九
三
年
十
月
）
、
『
黄
檗
―O

U
B
AK
U

京
都
宇
治
・

萬
福
寺
の
名
宝
と
禅
の
新
風
―
』
（
九
州
国
立
博
物
館
編
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
、
『
殿
様
の
愛
し
た
禅
―

黄
檗
文
化
と
そ
の
名
宝
―
』
（
鳥
取
県
立
博
物
館
編
、
二
〇
一
九
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
四
）

。
近
年
来
、

日
本
、
中
国
大
陸
、
台
湾
で
相
次
い
で
、
黄
檗
関
係
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
二
〇
一
五

年
十
月
に
、
台
湾
大
学
で
「
黄
檗
宗
と
十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
交
流
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
七
月
に
、
名
古
屋
大
学
で
「
黄
檗
文
化
の
越
境
と
発
展
―
人
と
文
物
の
交

流
―
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
、
長
崎
県
と
福

建
省
と
の
共
催
で
、
日
中
黄
檗
文
化
交
流
大
会
が
福
州
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
九
年
六
月
三
〇

日
に
は
、
長
崎
県
主
催
の
「
隠
元
禅
師
と
黄
檗
文
化
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
長
崎
市
で
行
わ
れ
て
い

る
。一

連
の
展
覧
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
挙
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
黄
檗
文
化
が
日
中
文
化
交
流
の
接
点

で
あ
り
、
日
中
友
好
交
流
の
架
け
橋
で
も
あ
る
と
い
う
黄
檗
文
化
の
持
つ
価
値
が
再
認
識
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
隠
元
と
黄
檗
宗
が
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
を
客
観
的
に
、
し
か
も
全
面
的
に
再
認
識

し
、
そ
の
う
え
で
近
世
日
本
と
日
本
文
化
を
よ
り
よ
く
理
解
し
、
日
中
双
方
の
民
間
に
お
け
る
友
好
的
往

来
と
文
化
交
流
と
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
た
め
に
、
隠
元
と
黄
檗
宗
、
黄
檗
文
化
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深

く
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
の
諸
章
を
通
じ
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
関
す
る
近
年
の
先
行
研
究
、
特
に
黄
檗
を
媒

介
と
す
る
日
中
文
化
交
流
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
を
整
理
・
概
観
し
て
お
き
た
い
。

二

隠
元
・
黄
檗
宗
研
究
に
お
け
る
近
年
の
動
向
と
課
題

資
料
篇

隠
元
及
び
黄
檗
宗
研
究
に
関
す
る
基
本
的
な
第
一
次
資
料
は
平
久
保
章
氏
が
編
纂
し
た
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』(

開
明
書
院
、
一
九
七
九
年)

、
『
新
纂
校
訂

木
菴
全
集
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
、

『
新
纂
校
訂

即
非
全
集
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
及
び
黄
檗
文
化
研
究
所
『
高
泉
全
集
』
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編
纂
委
員
会
が
編
纂
し
た
『
高
泉
全
集
』
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
年
）
、
さ
ら
に
田
中
実

マ
ル
コ
ス
が
編
纂
し
た
『
独
湛
全
集
』
（
未
公
刊
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
木
村
得
玄
氏
は

『
黄
檗
宗
資
料
集
成
』
（
一
～
四
）
（
春
秋
社
、
二
〇
一
四
～
二
〇
一
七
年
）
を
編
纂
し
て
、
黄
檗
宗
に

関
係
の
あ
る
多
く
の
資
料
の
中
か
ら
七
篇
を
選
ん
で
刊
行
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
大
槻
幹
郎
・
加
藤
正
俊
・

林
雪
光
が
編
著
し
た
『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）
は
伝
記
、
法
系
譜
、
索

引
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
同
辞
典
は
黄
檗
文
化
総
合
辞
典
と
言
え
る
も
の
で
、
黄
檗
禅
・

黄
檗
文
化
研
究
の
基
礎
資
料
で
あ
る
。

平
久
保
章
氏
が
編
纂
し
た
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
は
全
十
二
巻
で
あ
る
。
『
索
引
』
『
附
録
』
の

二
巻
を
除
い
て
、
三
巻
は
隠
元
が
中
国
在
住
時
の
語
録
で
、
他
の
七
巻
は
日
本
滞
在
時
の
語
録
を
収
録
し

て
い
る
。
隠
元
生
涯
の
語
録
は
同
書
に
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
て
い
て
、
隠
元
に
関
す
る
最
も
完
全
な
第
一

次
資
料
で
あ
る
。
全
集
に
は
隠
元
の
上
堂
、
小
参
な
ど
の
語
録
だ
け
で
な
く
、
隠
元
の
五
千
首
近
く
の
詩

偈
や
、
一
部
の
書
簡
や
そ
の
弟
子
が
書
い
た
年
譜
な
ど
の
伝
記
資
料
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は

「
隠
元
禅
師
語
録
」
「
黄
檗
和
尚
扶
桑
語
録
」
「
雲
涛
集
」
「
太
和
集
」
「
松
隠
集
」
「
松
堂
集
」
「
普

照
国
師
年
譜
」
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
隠
元
及
び
隠
元
に
ゆ
か
り
深
い
黄
檗
僧
ら
に
関
連
す
る
こ

れ
ら
諸
資
料
は
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。

著
作
篇

平
久
保
章
氏
は
隠
元
全
集
を
編
纂
し
た
だ
け
で
な
く
、
『
隠
元
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)

を
も

著
し
て
い
る
。
同
書
は
隠
元
に
つ
い
て
の
初
の
伝
記
を
ま
と
め
た
。
平
久
保
章
氏
は
客
観
的
な
立
場
で
、

全
面
的
に
隠
元
の
波
乱
万
丈
で
、
毀
誉
褒
貶
と
も
無
縁
で
な
か
っ
た
一
生
を
詳
述
し
て
い
る
。
同
書
は
い

わ
ば
先
駆
的
文
献
と
し
て
、
後
の
隠
元
研
究
の
基
礎
を
築
い
て
き
た
。

こ
の
ほ
か
、
木
村
得
玄
氏
は
黄
檗
宗
寺
院
住
職
と
し
て
の
立
場
を
も
活
か
し
つ
つ
、
隠
元
と
そ
の
弟
子

た
ち
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
を
行
い
、
『
隠
元
禅
師
年
譜
（
現
代
語
訳
）
』(

春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年)

、

『
黄
檗
宗
の
歴
史
・
人
物
・
文
化
』(

春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年)

、
『
初
期
黄
檗
派
の
僧
た
ち
』
（
春
秋
社
、

二
〇
〇
七
年
）
、
『
隠
元
禅
師
と
黄
檗
文
化
』(

春
秋
社
、
二
〇
一
一
年)

を
出
版
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
隠
元
及
び
他
の
黄
檗
僧
、
黄
檗
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で
基
本
的
な
文
献
と
な
っ
て
い
る
。

竹
貫
元
勝
氏
『
隠
元
と
黄
檗
宗
の
歴
史
』
（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
充
実
し
た
資
料
を
挙
げ
て
い
る
。
同
氏
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
日
本
に
お
け
る
隠
元
と
そ
の

開
宗
教
団
に
つ
い
て
、
近
世
期
の
二
百
十
余
年
間
を
主
に
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
期
の
一
五
〇
年

余
を
視
野
に
入
れ
、
ま
た
、
そ
の
展
開
に
関
わ
り
を
も
っ
た
妙
心
寺
派
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
少
し
く
切

り
口
を
変
え
て
、
史
的
視
点
で
三
六
〇
年
余
の
歩
み
を
う
か
が
い
、
黄
檗
宗
の
一
通
史
」
（
五
）

と
な
る
べ

く
努
め
て
い
る
。
同
書
に
あ
っ
て
は
、
先
行
研
究
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
隠
元
及
び
黄
檗
宗

へ
の
批
判
書
の
分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
。
同
氏
自
身
が
黄
檗
宗
と
は
反
発
的
な
関
係
に
あ
っ
た
妙
心
寺
派

の
宗
門
大
学
（
花
園
大
学
）
に
長
く
奉
職
し
て
お
り
、
妙
心
寺
側
の
文
献
も
も
と
よ
り
多
用
さ
れ
て
い
る
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が
、
し
か
し
史
学
者
と
し
て
の
公
正
さ
は
同
書
に
あ
っ
て
は
強
く
保
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
充

実
し
た
史
料
に
基
づ
い
て
、
黄
檗
開
立
後
の
発
展
、
特
に
末
寺
展
開
の
状
況
に
対
す
る
考
察
は
、
と
り
わ

け
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

野
川
博
之
氏
は
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
に
お

い
て
、
日
中
仏
教
交
流
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
隠
元
の
法
孫
に
あ
た
る
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三
―
一
六
九

五
）
の
全
集
を
中
心
と
し
て
、
高
泉
が
江
戸
仏
教
及
び
一
般
学
術
界
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
。
特
に
、

高
泉
に
よ
る
高
僧
伝
編
纂
と
「
文
字
禅
」
の
鼓
吹
、
在
来
二
大
禅
宗
や
教
宗
諸
師
及
び
儒
者
と
の
交
流
、

『
黄
檗
清
規
』
、
「
燃
頂
」
や
「
経
典
血
書
」
及
び
「
掩
関
」
と
い
っ
た
苦
行
等
に
関
し
て
詳
し
く
考
察

し
て
い
る
。
高
泉
を
中
心
に
、
他
宗
派
と
の
教
理
面
・
儀
礼
面
で
の
影
響
関
係
な
ど
、
幅
広
い
面
か
ら
日

中
仏
教
交
流
の
実
態
を
考
察
す
る
充
実
し
た
著
作
で
あ
る
。

現
在
の
中
国
に
あ
っ
て
は
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
先
駆
的
な
研
究
者
と
し
て
、
ま
ず
厦
門
大
学
の
林
観

潮
氏
に
指
を
屈
す
る
べ
き
で
あ
る
。
林
氏
は
『
隠
元
隆
琦
禅
師
』(

厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

、

『
臨
済
宗
黄
檗
派

と与
日
本
黄
檗
宗
』(

中
国
財
富
出
版
社
、
二
〇
一
三
年)

と
い
う
著
作
が
あ
る
。
林
氏
は

ま
ず
『
隠
元
隆
琦
禅
師
』
で
は
、
隠
元
が
歩
ん
だ
高
僧
と
し
て
の
道
の
り
、
そ
の
波
乱
万
丈
な
一
生
を
詳

し
く
考
察
し
た
だ
け
で
な
く
、
隠
元
と
明
遺
民
、
鄭
成
功
、
日
本
皇
室
と
の
交
流
と
い
う
側
面
か
ら
も
隠

元
の
人
物
像
を
考
察
し
て
い
る
。
つ
い
で
『
臨
済
宗
黄
檗
派

と与
日
本
黄
檗
宗
』
で
は
、
日
中
仏
教
交
流
、

海
上
貿
易
の
経
済
交
流
、
文
化
交
流
な
ど
を
背
景
に
、
中
国
に
お
け
る
臨
済
宗
黄
檗
派
の
形
成
か
ら
、
日

本
に
渡
来
し
て
、
日
本
黄
檗
宗
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
経
緯
、
黄
檗
文
化
の
形
成
や
影
響
な
ど
を
も
研
究
対

象
と
し
、
そ
の
う
え
で
歴
史
の
流
れ
を
軸
と
し
て
、
語
録
、
書
簡
な
ど
大
量
な
資
料
を
利
用
し
つ
つ
考
察

し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
著
作
は
日
中
仏
教
交
流
史
と
い
う
視
点
に
立
ち
つ
つ
、
全
体
的
で
、
し
か
も
深

み
の
あ
る
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
収
録
さ
れ
た
資
料
も
す
こ
ぶ
る
充
実
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
活
躍
す
る
中
国
人
学
者
呉
彊
氏
に
は
英
文
著
作
た
る
『L

e
a
vi
n
g

f
o
r

t
h
e

R
i
si
n
g

S
u
n

：C
h
in
e
s
e

Z
e
n

M
a
s
te
r

Y
i
n
yu
a
n

a
n
d

t
h
e

A
u
t
he
n
t
ic
i
t
y

C
r
i
si
s

i
n

E
a
r
ly

M
o
d
er
n

E
a
s
t

A
s
i
a

』（
『
蹈
海
東
瀛
：
中
国
禅
僧
隠
元
と
前
近
代
東
ア
ジ
ア
の
本
真
危
機
』
）(O

xf
o
r
d

U
n
i
ve
r
s
it
y
P
r
e
ss

、
二
〇
一
四
年)

が
あ
り
、
そ
れ
を
中
国
語
訳
し
、
二
〇
二
一
年
九
月
に
出
版
さ
れ

た
『
蹈
海
東
瀛
：
隠
元
隆
琦
与
前
近
代
東
亜
社
会
的
本
真
危
機
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）

と
が
あ
る
。
呉
氏
は
こ
の
著
作
で
は
、
日
中
関
係
だ
け
で
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
、
朝
鮮
半
島
、
琉
球
等
を
も

視
野
に
入
れ
て
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
広
い
視
点
か
ら
、
隠
元
渡
日
の
意
義
を
考
察
し
た
。
呉
氏
は
本
書
全

体
を
通
じ
、「
本
真
」（a

u
t
he
n
t
ic
i
t
y

）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
提
起
し
て
い
る
。
な
お
、au

t
he
n
t
ic
i
t
y

と
は
英
和
辞
典
で
は
一
般
に
真
実
性
・
信
憑
性
・
確
実
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
呉
氏
に
よ
れ
ば
、
前
近
代

の
東
ア
ジ
ア
は
、
思
想
、
政
治
、
文
化
と
い
っ
た
諸
領
域
で
「
本
真
」
的
な
危
機
に
面
し
て
い
た
。
そ
の

危
機
を
背
景
に
、
隠
元
は
宗
教
、
政
治
、
文
化
に
お
け
る
「
本
真
」
面
で
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
宗
教
上
、
隠
元
は
「
臨
済
正
宗
三
十
二
世
」
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
上
、
隠
元
は
依
然
明

朝
に
忠
節
心
を
い
だ
く
遺
民
で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
上
、
隠
元
は
漢
詩
文
や
書
道
に
長
じ
て
い
る
文
人
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
面
が
あ
る
一
方
で
、
徳
川
幕
府
に
と
っ
て
、
隠
元
は
宗
教
的
と
い
う
よ
り
も
政
治
的
な

意
義
を
帯
び
た
存
在
で
あ
っ
た
。
時
あ
た
か
も
幕
府
は
、
東
ア
ジ
ア
で
日
本
を
中
心
と
し
た
新
し
い
世
界

秩
序
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
か
か
え
た
幕
府
が
敢
え
て
隠
元
を
支
持
し
た
の
は
、

新
た
な
世
界
秩
序
に
お
い
て
、
隠
元
が
象
徴
的
に
中
国
を
代
表
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
呉
氏
は
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
運
命
が
前
近
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
思
想
や
政
治
面
で
の
変

革
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
と
い
う
広
い
視
点
を
通
じ
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗

に
関
す
る
研
究
に
独
特
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
著
作
で
あ
る
。

呉
氏
に
先
行
し
た
ア
メ
リ
カ
人
学
者
の
著
述
と
し
て
は
、B

a
r
on
i
.
H
e
le
n
J
o
s
ep
h
i
ne

氏
の
『O

b
a
ku

Z
e
n

：T
h
e
E
m
e
rg
e
n
ce

o
f
t
h
e

T
h
ir
d
S
e
c
t
o
f

Z
e
n
i
n
T
o
k
ug
a
w
a
J
a
p
an

』
（
『
黄
檗
禅
：
徳
川

日
本
三
番
目
の
禅
宗
派
の
形
成
』
）
（H

o
n
ol
u
l
u:
U
n
iv
e
r
si
t
y
o
f

H
a
wa
i
i
P
r
e
ss

、
二
〇
〇
〇
年
）

は
宗
派
史
の
視
点
か
ら
黄
檗
宗
を
全
体
的
に
考
察
し
た
。B

a
r
on
i

氏
は
現
代
の
西
洋
国
家
に
見
る
新
宗

教
活
動
（N

R
M
s

）
と
い
う
概
念
を
黄
檗
研
究
へ
も
導
入
し
た
。
新
宗
教
活
動
（N

R
M
s

）
と
は
、
（
一
）
ど

の
よ
う
に
帰
依
者
を
広
め
る
か
、
（
二
）
ど
の
よ
う
に
経
済
的
基
盤
を
築
く
か
、
（
三
）
理
論
と
実
践
の

面
で
ど
の
よ
う
に
在
来
の
諸
宗
派
と
の
間
で
差
異
を
見
る
か
、
（
四
）
ど
の
よ
う
に
世
俗
の
権
力
と
付
き

合
う
か
、
（
五
）
エ
ス
ニ
ッ
ク
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
ホ
ス
ト
社
会
に
お
け
る
所
与
の
主
流
文
化
の
中
で
、

認
め
ら
れ
た
か
、
と
い
う
お
お
よ
そ
五
つ
の
側
面
か
ら
成
っ
て
い
る
。
黄
檗
宗
は
も
と
よ
り
成
功
し
た

「N
R
M
s

」
の
典
型
で
あ
る
。
黄
檗
宗
は
主
流
文
化
と
の
間
で
連
続
性
を
持
つ
一
方
で
、
中
国
か
ら
携
え
た

服
装
、
風
習
や
儀
礼
を
も
保
ち
つ
つ
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
、
自
己
以
外
の
他
の
宗

教
教
団
と
の
間
に
適
当
な
緊
張
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
教
団
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
あ
っ
て
も
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
欧
米
人
が
黄
檗
宗
を
全

面
的
に
考
察
し
た
労
作
と
し
て
、
最
初
に
屈
指
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
取
り
上
げ
た
諸
文
献
は
、
日
本
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
ら
の
手
に
成
る
、
隠
元
及
び
黄
檗

宗
に
関
す
る
研
究
文
献
の
中
で
も
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
そ
の
他
、
個
別
の
黄
檗
僧
に
関
す
る
研
究
と
し

て
は
、
上
に
触
れ
た
野
川
博
之
・
田
中
実
マ
ル
コ
ス
両
氏
の
著
作
の
ほ
か
、
近
年
か
ら
過
去
へ
と
遡
る
と
、

『
売
茶
翁
の
生
涯
』
（
ノ
ー
マ
ン
・
ワ
デ
ル
著
、
樋
口
章
信
訳
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
、
『
黄

檗
三
傑
慧
極
道
明
禅
師
伝
』
（
李
家
正
文
著
、
大
蔵
出
版
、
一
九
八
一
年
）
、
『
鉄
眼
禅
師
』
（
赤
松
晋

明
著
、
弘
文
堂
、
一
九
四
二
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
紹
介

を
差
し
控
え
る
。

論
文
篇

黄
檗
宗
内
の
弘
法
の
た
め
の
雑
誌
と
し
て
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
三
月
に
は
月
刊
の
『
瞎
驢
眼
』
、

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二
月
に
は
月
刊
『
通
玄
』
、
戦
後
の
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
六
月
に
は
月

刊
『
黄
檗
文
化
』
が
そ
れ
ぞ
れ
創
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
瞎
驢
眼
』
は
五
年
間
刊
行
さ
れ
た
に
と
ど
ま

り
、
『
通
玄
』
と
『
黄
檗
文
化
』
と
は
い
ず
れ
も
創
刊
当
年
で
停
刊
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
『
黄
檗
文
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化
』
の
創
停
刊
か
ら
二
十
五
年
を
へ
た
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
一
〇
月
に
至
り
、
京
都
宇
治
の
黄
檗

宗
大
本
山
萬
福
寺
内
に
黄
檗
山
文
華
殿
が
建
立
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
黄
檗
文
化
研
究
所
も
設
立
さ
れ

た
。
そ
し
て
同
時
に
、
機
関
誌
と
し
て
月
刊
『
黄
檗
文
華
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
六
（
一
九

九
四
）
年
、
『
黄
檗
文
華
』
は
年
刊
と
な
り
、
し
か
も
学
術
的
な
論
文
集
と
な
っ
た
。
以
後
、
こ
の
年
刊

『
黄
檗
文
華
』
は
日
本
を
中
心
に
、
各
国
の
学
者
の
論
文
を
掲
載
し
て
お
り
、
黄
檗
文
化
研
究
の
最
新
成

果
を
よ
く
反
映
し
つ
つ
、
黄
檗
宗
内
外
に
流
通
し
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
同
誌
か
ら
見

い
出
し
た
関
連
論
文
は
列
挙
を
差
し
控
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
章
節
中
に
示
す
に
と
ど
め
た
い
（
六
）

。

徐
興
慶
・
劉
序
楓
編
『
十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
―
黄
檗
宗
を
中
心
に
―
』
（
国
立
台
湾
大
学

出
版
中
心
、
二
〇
一
八
年
）
は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
日
・
三
日
、
台
湾
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
で
主

催
し
た
「
黄
檗
宗
―
十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
―
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た

報
告
に
基
づ
い
て
、
加
筆
、
修
正
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
こ
の
論
文
集
に
は
、
「
近
世
日
本
に
お
け
る
「
華

僑
」
社
会
の
形
成
と
変
遷
」
（
劉
序
楓
）
、
「
禅
門
の
法
式
・
法
具
に
お
け
る
黄
檗
禅
の
影
響
」
（
野
口

善
敬
）
、
「
隠
元
禅
師
と
日
中
雅
交
―
幻
寄
山
房
の
人
々
」
（
若
木
太
一
）
、
「
「
儒
、
釈
、
道
、
医
」

を
通
じ
た
日
中
文
化
交
流
―
戴
笠
か
ら
独
立
性
易
へ
と
い
う
流
転
の
人
生
」
（
徐
興
慶
、
野
川
博
之
訳
）
、

「
独
立
―
安
東
省
菴
と
朱
舜
水
を
つ
な
い
だ
黄
檗
僧
」
（
田
渕
義
樹
）
、
「
岩
国
と
独
立
」
（
松
岡
智
訓
）
、

「
唐
通
事
の
語
る
長
崎
唐
三
寺
―
ク
レ
オ
ー
ル
文
学
の
担
い
手
と
し
て
の
唐
通
事
」（
木
津
祐
子
）
、「
唐

通
事
の
白
話
文
―
日
本
語
作
品
の
翻
訳
を
中
心
に
」
（
奥
村
佳
代
子
）
、
「
黄
檗
宗
の
肖
像
画
と
中
国
民

間
肖
像
画
」
（
錦
織
亮
介
）
と
い
う
計
九
篇
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
政
治
、
経
済
、

美
術
及
び
禅
門
の
法
式
、
中
国
語
学
、
詩
文
、
医
学
を
め
ぐ
っ
て
、
黄
檗
文
化
の
影
響
や
日
中
文
化
交
流

に
関
す
る
諸
問
題
を
検
討
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
、
黄
檗
文
化
が
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
の
思
想
体

系
に
お
い
て
果
た
し
た
意
義
や
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
。

若
木
太
一
編
の
論
集
『
長
崎

東
西
文
化
交
渉
史
の
舞
台
：
明
・
清
時
代
の
長
崎

支
配
の
構
図
と
文

化
の
諸
相
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
に
あ
っ
て
は
、
「
唐
寺
と
唐
僧
」
（
原
田
博
二
）
、
「
隠
元

渡
来
と
佐
賀
藩
」
（
井
上
敏
幸
）
、
「
黄
檗
禅
林
の
書
画
」
（
錦
織
亮
介
）
と
い
っ
た
隠
元
及
び
黄
檗
宗

に
関
係
の
あ
る
諸
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
長
崎
を
舞
台
に
、
隠
元
及
び
黄
檗
僧
と
唐
三
箇

寺
、
佐
賀
藩
主
達
、
長
崎
の
書
家
等
と
の
間
に
お
け
る
日
中
文
化
交
流
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
い
る
。

石
崎
又
造
氏
『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』
（
清
水
弘
文
堂
書
房
、
一
九
六
七
年
）
の
「
第

二
章

支
那
語
学
の
源
流
（
其
二
）
―
黄
檗
宗
」
「
第
三
章

江
戸
に
於
け
る
支
那
語
学
の
流
行
」
に
お

い
て
、
柳
沢
吉
保
や
そ
の
儒
臣
荻
生
徂
徠
等
が
黄
檗
僧
か
ら
唐
話
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
に
お

け
る
近
世
中
国
語
学
が
流
行
を
見
た
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
そ
こ
に
見
る
黄
檗
僧
の
役
割
を
考
察
し
て

い
る
。

中
野
三
敏
氏
は
『
十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸
―
雅
と
俗
の
成
熟
―
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
の
「
二

都
市
文
化
の
成
熟
―
明
風
の
受
容
―
」
に
お
い
て
、
学
問
、
思
想
、
文
芸
の
諸
分
野
で
黄
檗
宗
が
果
た
し

た
、
い
わ
ゆ
る
「
明
風
の
風
規
」
の
役
割
に
つ
い
て
略
述
し
て
い
る
。
同
氏
は
さ
ら
に
、
黄
檗
文
化
が
絵
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画
、
書
、
篆
刻
、
建
築
、
工
芸
、
医
術
、
煎
茶
、
唐
料
理
、
明
楽
、
投
壺
な
ど
の
諸
方
面
で
、
日
本
に
与

え
た
影
響
も
論
じ
て
い
る
。

黄
薇
姍
氏
の
博
士
論
文
「
十
七
世
紀
渡
日
明
知
識
人
研
究
―
中
日
思
想
交
流
を
中
心
に
―
」
（
立
命
館

大
学
、
二
〇
一
九
年
九
月
）
で
は
、
儒
者
の
朱
舜
水
（
一
六
〇
〇
―
一
六
八
二
）
、
黄
檗
宗
の
隠
元
、
独

立
性
易
（
一
五
九
六
―
一
六
七
二
）
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
黄
檗
宗
の
部
分
で
は
、

隠
元
の
渡
日
弘
法
の
理
由
に
つ
い
て
再
探
求
し
、
隠
元
及
び
独
立
性
易
の
い
だ
い
て
い
た
思
想
に
つ
い
て

も
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
向
井
元
升
の
『
知
耻
篇
』
や
無
著
道
忠
の
『
黄
檗
外
記
』
と
い
っ
た
関
連
史
料

を
取
り
上
げ
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
対
す
る
日
本
側
か
ら
の
批
判
の
声
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

「
隠
元
と
そ
の
弟
子
ら
黄
檗
僧
の
渡
日
に
関
し
て
は
当
該
期
日
本
社
会
の
僧
俗
界
に
自
他
認
識
の
覚
醒

を
促
し
た
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
」
（
七
）

と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
関
す
る
研
究
上
の
基
礎
資
料
を
概
観
し
、
さ
ら
に
近
年
の
日
本
、
中
国
、

欧
米
の
学
界
に
お
け
る
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
関
す
る
研
究
的
著
作
、
及
び
黄
檗
文
化
や
日
中
文
化
交
流

に
関
す
る
諸
方
面
の
論
文
を
も
概
観
し
て
み
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
宗
祖
で
あ
る
隠
元
の
生
涯
や
事
績
、

ま
た
、
黄
檗
宗
の
歴
史
・
思
想
や
い
わ
ゆ
る
黄
檗
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
は
徐
々
に
深
め
ら
れ
て
き
た
も

の
と
認
識
さ
れ
よ
う
。

た
だ
、
日
本
近
世
の
仏
教
や
文
化
を
踏
み
込
ん
で
研
究
す
る
に
際
し
、
そ
れ
ら
が
黄
檗
禅
や
黄
檗
文
化

か
ら
受
け
た
影
響
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
細
か
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
や
日
中
文
化
交
流
史
を
研
究
す
る

上
で
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
学
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
仏
教
学
に
せ
よ
、
歴
史
学
に
せ
よ
、

黄
檗
宗
の
研
究
は
臨
済
・
曹
洞
の
両
宗
に
対
す
る
ほ
ど
に
は
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
紛
れ
も
な
い

現
状
で
あ
る
。

本
研
究
は
明
清
の
政
権
交
替
と
江
戸
時
代
の
「
海
禁
・
華
夷
秩
序
」
体
制
と
い
う
日
中
を
取
り
巻
く
東

ア
ジ
ア
の
歴
史
的
背
景
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
日
中
双
方
の
第
一
次
資
料
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、

今
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
史
的
な
研
究
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
い
角
度
か
ら
、
思
想
交
流
や
仏
教
儀
礼
と

い
っ
た
面
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
日
中
友
好
交
流
の
接
点
と
し
て
の
隠
元
及
び
彼
が
率
い
た
黄
檗
教
団

が
、
近
世
に
あ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
皇
室
や
日
本
禅
界
等
と
の
間
に
生
じ
た
さ
ま
ざ

ま
な
思
想
・
文
化
面
で
の
交
流
（
時
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
面
の
そ
れ
を
も
含
む
）
を
深
め
た
か
、
い
わ
ば
交

流
に
際
し
て
の
実
態
を
考
察
す
る
。
こ
う
し
た
研
究
手
法
を
通
じ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
深
く
知
ら
れ
て
来

な
か
っ
た
、
具
体
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
交
流
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
日
中
文
化
交
流
史
の
分
野
で
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

三

本
研
究
の
構
成

本
研
究
は
三
部
構
成
を
採
っ
た
上
で
、
人
・
物
・
葬
送
儀
礼
を
中
心
に
、
近
世
に
お
け
る
隠
元
・
黄
檗

宗
と
日
中
文
化
交
流
の
実
態
を
考
察
し
て
い
く
。
各
部
は
そ
れ
ぞ
れ
二
章
か
ら
な
る
。
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【
第
一
部
】

隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
禅
界
―
「
人
」
の
交
流
を
中
心
に
―

隠
元
の
渡
来
に
際
し
て
は
、
当
時
日
本
禅
界
を
、
と
り
わ
け
臨
済
宗
を
代
表
し
て
い
た
妙
心
寺
は
、
龍

渓
性
潜
（
一
六
〇
二
―
一
六
七
〇
）
（
も
と
は
龍
渓
宗
潜
と
称
し
た
が
、
隠
元
に
帰
依
し
た
後
、
性
潜
と

改
名
し
た
。
本
論
文
で
は
以
下
、
性
潜
を
用
い
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
親
檗
派
と
愚
堂
東
寔
（
一
五
七
七
―

一
六
六
一
）
を
は
じ
め
と
す
る
反
檗
派
と
に
分
か
れ
、
隠
元
の
妙
心
寺
招
請
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
論
争
を

生
じ
た
。
反
檗
派
の
阻
止
に
よ
り
結
局
招
請
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
親
檗
派
の
尽
力
、
特
に
龍
渓
の
斡

旋
で
、
隠
元
は
幕
府
か
ら
京
都
宇
治
に
寺
地
を
与
え
ら
れ
、
黄
檗
山
萬
福
寺
を
開
創
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
檗
山
萬
福
寺
開
創
は
あ
る
意
味
で
妙
心
寺
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
本

部
で
は
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
当
時
の
日
本
禅
界
を
代
表
す
る
妙
心
寺
に
お
け
る
親
檗
派
・
反
檗
派
と
の

融
合
・
衝
突
の
実
態
を
史
的
面
や
思
想
的
面
か
ら
考
察
す
る
。

第
一
章

隠
元
渡
来
と
黄
檗
宗
の
開
立

隠
元
渡
来
及
び
黄
檗
宗
の
開
立
は
日
本
仏
教
界
、
特
に
日
本
禅
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

し
か
し
、
隠
元
渡
来
の
原
因
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
初
は
三
年
後
に
帰

国
す
る
と
い
う
約
束
で
日
本
に
渡
来
し
た
隠
元
は
ど
う
し
て
日
本
に
留
ま
り
、
黄
檗
宗
を
開
立
す
る
に
至

っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
近
世
前
期
に
お
け
る
幕
府
の
宗
教
政
策
や
日
本
仏
教
界
の
状
況

等
の
時
代
背
景
を
考
察
し
た
上
で
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
章

隠
元
と
龍
渓
性
潜
―
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
す
る
龍
渓
性
潜
の
動
機
を
中
心
に
―

龍
渓
性
潜
は
黄
檗
山
萬
福
寺
開
立
の
偉
業
を
促
進
し
た
、
い
わ
ば
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
で
は
ど
う

し
て
、
龍
渓
は
自
身
の
妙
心
寺
で
の
立
場
が
危
う
く
な
る
こ
と
を
も
顧
み
ず
、
隠
元
を
そ
こ
ま
で
強
く
支

援
し
た
の
か
。
本
章
で
は
、
隠
元
と
龍
渓
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
、
隠
元
渡
来
か
ら
黄
檗
山
萬
福
寺
開
立

に
至
る
ま
で
の
史
的
経
緯
を
背
景
に
、
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
し
た
龍
渓
の
側
の
動
機
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
黄
檗
宗
開
立
に
関
し
て
、
龍
渓
の
功
績
に
加
え
て
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
が
妙

心
寺
に
お
け
る
親
檗
派
・
反
檗
派
と
の
間
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
融
合
・
衝
突
し
た
の
か
、
そ
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
。

【
第
二
部
】

隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
―
「
物
」
の
交
流
を
中
心
に
―

隠
元
及
び
黄
檗
宗
は
日
本
皇
室
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。
日
本
皇
室
は
隠
元
の
五
十
年
ご
と
の
遠
忌
に

際
し
て
は
い
わ
ゆ
る
徽
号
を
授
け
て
い
る
。
と
く
に
、
後
水
尾
法
皇
（
一
五
九
六
―
一
六
八
〇
）
（
黄
檗

宗
に
お
け
る
伝
統
的
呼
称
に
拠
る
）
と
隠
元
の
間
に
は
、
深
厚
な
友
誼
を
見
る
に
至
っ
た
。
本
部
で
は
後

水
尾
法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
と
の
交
流
を
考
察
す
る
。
後
水

尾
法
皇
を
と
り
ま
く
サ
ロ
ン
や
、
法
皇
が
帰
依
し
た
僧
侶
（
一
般
に
は
沢
庵
宗
彭
（
一
五
七
三
―
一
六
四

六
）
が
知
ら
れ
て
い
る
）
の
中
に
あ
っ
て
、
隠
元
・
龍
渓
師
弟
及
び
他
の
黄
檗
僧
侶
が
占
め
て
い
た
位
置

の
重
さ
に
つ
い
て
、
俯
瞰
的
な
角
度
か
ら
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近
世
前
期
に
お
け
る
日
本
皇
室

の
仏
教
に
対
す
る
態
度
、
と
り
わ
け
、
濃
厚
な
明
代
文
化
を
帯
び
て
新
た
に
渡
来
し
た
黄
檗
宗
に
対
す
る
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好
意
的
関
心
の
深
さ
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
章

後
水
尾
法
皇
の
隠
元
へ
の
帰
依
の
背
景
―
和
歌
や
書
簡
等
の
分
析
を
中
心
に
―

後
水
尾
法
皇
は
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
に
、
紫
衣
事
件
な
ど
に
よ
る
幕
府
の
干
渉
・
圧
迫
へ
の
不
満

で
、
明
正
天
皇
に
譲
位
し
た
。
さ
ら
に
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
、
相
国
寺
の
昕
叔
顕
晫
（
一
六
一
一
―

一
六
五
八
）
に
つ
い
て
落
飾
し
た
。
譲
位
後
の
法
皇
は
多
く
の
文
化
人
が
周
辺
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
け
で

な
く
、
法
皇
自
身
も
昕
叔
顕
晫
を
は
じ
め
一
糸
文
守
（
一
六
〇
八
―
一
六
四
六
）
、
愚
堂
東
寔
、
龍
渓
性

潜
な
ど
、
多
く
の
禅
僧
に
帰
依
し
て
い
る
。
法
皇
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
隠
元
と
面
会
し
た
こ
と
は
実
は
一

度
も
な
か
っ
た
が
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
七
日
、
法
皇
は
隠
元
の
嗣
法
の
和
僧
弟
子
た
る
龍

渓
性
潜
か
ら
嗣
法
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
皇
は
黄
檗
の
法
脈
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、

法
皇
は
そ
こ
ま
で
隠
元
・
黄
檗
宗
に
深
く
帰
依
し
た
の
か
、
法
皇
が
隠
元
に
帰
依
し
た
背
景
は
何
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
法
皇
が
製
作
し
た
和
歌
や
隠
元
の
法
皇
へ
の
書
簡
や
隠
元
の
詩
偈
の
分
析
を
中
心
に
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
章

後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―

三
平
瑞
木
像
と
は
、
中
国
福
建
省
三
平
山
で
唐
代
に
義
忠
禅
師
が
植
え
た
九
〇
〇
年
以
上
の
樹
齢
の
あ

る
檜
の
木
か
ら
彫
刻
さ
れ
た
三
十
余
尊
の
瑞
像
の
中
の
釈
迦
像
で
あ
る
。
隠
元
は
日
本
へ
渡
来
し
た
翌
年

の
一
六
五
五
年
、
有
力
信
徒
で
あ
っ
た
許
欽
台
か
ら
こ
の
像
を
贈
ら
れ
た
。
隠
元
は
こ
の
像
を
法
皇
へ
献

上
し
た
。
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
、
法
皇
は
泉
涌
寺
に
宝
殿
（
妙
応
殿
）
を
建
立
し
、
こ
の
像
を
安
置

し
た
。
本
章
で
は
、
先
行
研
究
に
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
余
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
三
平
瑞
木
像
を
取
り
上
げ
、

隠
元
が
こ
の
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
意
図
や
、
法
皇
が
こ
の
像
を
泉
涌
寺
に
安
置
し
た
理
由
な
ど
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
を
新
た
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

【
第
三
部
】

黄
檗
宗
と
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
と
の
相
互
影
響
―
―
葬
送
儀
礼
の
視
点
か
ら
―

思
う
に
人
間
に
と
っ
て
、
生
死
ほ
ど
大
事
な
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
人
生
の
最
後
の
時
、
葬
送
儀
礼
が

行
わ
れ
て
、
亡
く
な
っ
た
人
を
送
る
が
、
現
代
日
本
に
あ
っ
て
は
、
葬
送
儀
礼
と
と
り
わ
け
深
い
関
わ
り

を
も
つ
宗
教
と
し
て
、
や
は
り
仏
教
を
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
歴
史
を
遡
っ
て
み
る
と
、
平
安
時

代
の
浄
土
信
仰
の
広
が
り
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
仏
教
と
葬
送
儀
礼
と
が
連
結
す
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉

時
代
か
ら
室
町
時
代
末
ま
で
に
、
日
本
仏
教
は
全
面
的
に
葬
送
儀
礼
と
習
合
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
。
近
世

に
入
っ
て
、
仏
教
界
で
は
、
幕
藩
体
制
か
ら
の
政
治
的
な
影
響
を
深
く
受
け
た
。
具
体
的
に
は
、
寺
檀
制

度
・
本
末
制
度
を
中
核
と
し
た
仏
教
政
策
か
ら
仏
教
界
は
強
い
統
制
を
受
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の

中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
葬
式
仏
教
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
は
現
代
の
日
本
仏
教
の
枠
組
み
を
す
ら
も
深
く
規

定
す
る
に
至
っ
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
流
れ
を
築
い
た
宗
派
と
し
て
は
、
主
と
し
て
禅
宗
に
指
を
屈
す
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
禅
宗
の
葬
送
儀
礼
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
近
世
・
近
代
仏
教
の
核
心
的
要
素

を
研
究
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
本
部
で
は
、
葬
送
儀
礼
を
中
心
に
、
仏
教
儀
礼
の
面
か
ら
、
黄
檗

宗
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
や
、
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
と
の
相
互
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
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第
五
章

黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
を
中
心
に
―

黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
本
章
で
は
、
黄
檗
宗
の
思
想
、
儀
礼

な
ど
を
理
解
す
る
た
め
の
基
本
と
し
て
の
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
に
お
け
る
葬
送
儀

礼
を
取
り
上
げ
、
中
国
禅
宗
の
葬
送
儀
礼
に
関
し
て
何
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

通
時
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
六
章

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
済
洞
両
宗
と
の
比
較
を
視
野
に
入
れ
て
―

明
治
維
新
後
、
各
宗
派
は
新
た
な
布
教
教
化
を
図
り
、
と
り
わ
け
、
葬
儀
を
通
し
て
の
布
教
、
宗
派
と
し

て
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
た
。
曹
洞
宗
は
、
『
行
持
規
範
』
を
編
纂
す
る
な
ど
、
宗
門
全
体
で
統
一
し

た
方
向
に
向
か
っ
た
が
、
臨
済
各
派
、
黄
檗
宗
は
、
そ
う
し
た
ま
と
ま
り
や
方
向
性
が
形
成
さ
れ
な
か
っ

た
。
山
本
悦
心
氏
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
憂
え
て
、
黄
檗
宗
に
お
け
る
新
た
な
葬
儀
の
次
第
・
法
要
の
確

立
、
新
た
な
意
味
づ
け
を
目
指
し
、
『
津
送
須
知
』
を
編
纂
し
た
。
本
章
で
は
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
津
送
須
知
』
を
取
り
上
げ
、
同
書
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ

る
の
か
、
こ
の
特
徴
に
よ
り
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
な
変
遷
が

見
ら
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
在
来
の
済
・
洞
両
宗
と
の
比
較
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
問
題
を

明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）
林
観
潮
「
黄
檗
文
化
と
そ
の
現
代
性
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
三
九
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、

二
〇
二
〇
年
）
三
頁
。

（
二
）
大
槻
幹
郎
・
加
藤
正
俊
・
林
雪
光
編
『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）

（
三
）
柳
田
聖
山
「
隠
元
の
東
渡
と
日
本
黄
檗
禅
」
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書

第
四
巻

宗
教
』
（
源

了
圓
・
楊
曾
文
編
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
）
二
七
九
～
二
八
四
頁
。

（
四
）
前
掲
注
（
一
）
十
頁
。

（
五
）
竹
貫
元
勝
「
は
し
が
き
」
『
隠
元
と
黄
檗
宗
の
歴
史
』
（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）

（
六
）
林
観
潮
『
臨
済
宗
黄
檗
派

と与
日
本
黄
檗
宗
』(

中
国
財
富
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
九
～
十
頁
。

（
七
）
黄
薇
姍
「
十
七
世
紀
渡
日
明
知
識
人
研
究
―
中
日
思
想
交
流
を
中
心
に
―
」
（
立
命
館
大
学
、
二

〇
一
九
年
九
月
）
一
八
八
頁
。
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第
一
部

隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
禅
界
―
「
人
」
の
交
流
を
中
心
に
―
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第
一
章

隠
元
渡
来
と
黄
檗
宗
の
開
立

一

は
じ
め
に

隠
元
の
渡
来
及
び
黄
檗
宗
の
開
立
は
日
中
仏
教
文
化
交
流
史
、
日
本
近
世
仏
教
史
、
日
本
禅
宗
史
等
の

史
的
側
面
に
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
特
筆
す
べ
き
大
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
主
役
た

る
隠
元
は
ど
ん
な
人
物
な
の
か
、
ま
た
、
何
故
日
本
に
渡
来
し
た
の
か
、
さ
ら
に
、
ど
ん
な
時
代
背
景
の

も
と
で
、
隠
元
は
渡
来
し
て
、
黄
檗
宗
を
開
立
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
隠
元
の
渡
来
は
日
本
の
仏
教
界
、

特
に
日
本
の
禅
界
で
、
ど
ん
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。
こ
う
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
先
行
研
究

を
踏
ま
え
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
章
の
目
的
で
あ
る
。

二

隠
元
の
生
涯

隠
元
隆
琦
は
、
中
国
で
は
明
の
神
宗
の
治
世
の
万
暦
二
〇
（
一
五
九
二
）
年
一
一
月
四
日
、
福
建
省
福

州
府
福
清
県
（
現
在
は
福
州
市
の
一
部
）
万
安
郷
霊
得
里
東
林
の
林
氏
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
隠
元
は

三
人
の
息
子
の
末
子
で
、
諱
を
曽
昺
と
い
い
、
子
房
と
号
し
た
。
隠
元
が
六
歳
の
時
、
父
の
徳
龍
は
、
湖

南
・
湖
北
省
方
面
に
行
っ
た
ま
ま
消
息
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
不
在
の
た
め
か
、
家
業
も
衰
え
を
免

れ
な
か
っ
た
。
隠
元
も
一
〇
歳
の
時
、
学
問
を
廃
し
、
耕
樵
の
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
少
年
期
に
、
隠
元
は
す
で
に
宗
教
へ
憧
れ
る
萌
芽
を
示
し
て
い
る
。
一
六
歳
の
時
、
静
か
な
夜
に
、

二
三
人
の
友
達
と
松
の
下
に
坐
っ
て
天
空
を
仰
ぎ
見
た
際
の
様
子
を
、
そ
の
「
行
実
」
で
は
「
仰
二

観
天

河
運
転
。
星
月
流
輝
一

。
誰
繋
誰
主
。
纏
度
不
レ

忒
。
心
甚
駭
焉
。
然
此
理
非
二

仙
仏
一

難
レ

明
。
纔
有
二

慕

レ

仏
之
念
一

。
意
雖
レ

未
レ

決
。
志
在
二

塵
表
一

。
無
レ

心
二

于
世
故
一

」
（
一
）

と
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
星

が
流
れ
月
の
輝
く
宇
宙
の
神
秘
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
こ
の
宇
宙
間
の
道
理
は
仙
仏
で
な
け
れ
ば
到
底
明

ら
か
に
し
難
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
つ
い
に
仏
を
慕
う
念
を
い
だ
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
一
歳
の
時
、
結
納
金
を
旅
費
に
使
っ
て
、
消
息
を
絶
っ
て
久
し
い
父
を
捜
す
た
め
の
旅
に
出
た
。
二

三
歳
の
春
、
中
国
の
四
大
仏
教
名
山
の
一
つ
普
陀
山
に
参
詣
し
た
。
普
陀
山
は
浙
江
省
寧
波
市
定
海
県
の

沖
合
に
浮
か
ぶ
舟
山
群
島
に
あ
り
、
観
音
菩
薩
の
霊
場
と
し
て
名
高
い
。
「
行
実
」
で
は
「
只
随
二

香
船

一

至
二

南
海
一

朝
二

観
音
一

。
一
到
見
二

仏
地
荘
厳
人
境
殊
勝
一

。
一
時
凡
念
氷
釈
。
遂
発
心
持
斎
」
（
二
）

と
あ

る
。
つ
ま
り
、
出
家
の
志
は
こ
の
海
上
の
聖
山
に
赴
い
た
時
、
す
で
に
定
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
八
歳
に
な
っ
た
時
、
母
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
れ
ま
で
孝
養
を
尽
く
し
て
い
た
隠
元
は
翌
万
暦
四
八

（
一
六
二
〇
）
年
二
月
一
九
日
故
郷
の
黄
檗
山
萬
福
寺
で
鑑
源
興
寿
（
？
―
一
六
二
六
）
の
下
で
落
髪
し
、

こ
こ
に
出
家
の
素
願
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
一
歳
以
降
、
隠
元
は
北
上
し
、
良
き
師
を
求
め
て
諸

方
遍
参
の
旅
に
出
た
。
明
の
天
啓
四
（
一
六
二
四
）
年
、
三
三
歳
で
、
浙
江
省
海
塩
県
の
金
粟
山
広
慧
寺

に
住
し
て
い
た
密
雲
円
悟
（
一
五
六
六
―
一
六
四
二
）
に
参
見
し
た
。
そ
し
て
二
年
数
か
月
後
、
密
雲
の

下
で
大
悟
し
た
。
崇
禎
七
（
一
六
三
四
）
年
、
隠
元
が
四
三
歳
の
時
、
故
郷
の
黄
檗
山
萬
福
寺
で
、
密
雲
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円
悟
の
弟
子
の
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
―
一
六
六
一
）
に
嗣
法
し
て
、
臨
済
宗
三
十
二
世
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

中
国
で
は
、
隠
元
は
故
郷
の
黄
檗
山
萬
福
寺
を
二
回
住
持
し
た
。
一
回
目
は
崇
禎
一
〇
（
一
六
三
七
、

四
六
歳
）
年
一
〇
月
か
ら
、
同
一
七
（
一
六
四
四
、
五
三
歳
）
年
三
月
ま
で
の
計
六
年
数
ヵ
月
間
で
、
二

回
目
は
順
治
三
年
（
一
六
四
六
、
五
五
歳
）
正
月
か
ら
同
一
一
年
（
一
六
五
四
、
六
三
歳
）
五
月
ま
で
の

計
九
年
数
ヵ
月
間
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
順
治
元
年
（
一
六
四
四
）
一
〇
月
か
ら
、
同
二
（
一
六
四
五
）

年
一
月
ま
で
、
浙
江
省
崇
徳
県
の
福
厳
寺
で
三
ヵ
月
間
住
持
し
た
。
順
治
二
（
一
六
四
五
）
年
三
月
か
ら
、

同
三
年
（
一
六
四
六
）
一
月
ま
で
、
福
建
省
福
州
府
長
楽
県
の
龍
泉
寺
に
約
一
〇
ヵ
月
間
住
持
し
た
。
こ

う
し
て
み
る
と
、
隠
元
が
二
回
に
わ
た
り
黄
檗
山
を
住
持
し
た
期
間
は
、
あ
わ
せ
て
十
七
年
と
な
る
。
密

雲
円
悟
と
費
隠
通
容
の
後
を
継
ぐ
形
で
、
隠
元
は
黄
檗
山
の
復
興
に
努
め
、
単
に
伽
藍
寮
舎
、
庵
塔
の
重

興
に
力
を
注
い
だ
ば
か
り
で
な
く
、
寺
田
を
も
増
置
さ
せ
て
経
済
的
基
礎
を
確
立
す
る
よ
う
力
を
注
い
だ
。

僧
侶
も
当
初
の
三
四
百
名
か
ら
千
人
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
隠
元
の
重
興
に
よ
っ
て
、
黄
檗
山
は
面
目
を

一
新
し
、
中
国
東
南
地
方
に
お
け
る
一
大
叢
林
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
。

承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
長
崎
興
福
寺
の
住
持
逸
然
性
融
（
一
六
〇
一
―
一
六
六
八
）
を
中
心
と
す

る
中
国
か
ら
の
移
民
か
ら
の
招
請
に
応
じ
、
三
年
後
に
は
帰
国
す
る
と
い
う
約
束
で
、
六
三
歳
の
隠
元
は

弟
子
一
行
と
と
も
に
厦
門
か
ら
出
発
し
、
長
崎
へ
渡
来
し
た
。
隠
元
の
渡
日
は
、
日
本
で
、
大
き
な
反
響

を
起
こ
し
た
。
民
衆
や
多
く
の
僧
侶
が
長
崎
へ
行
っ
て
、
盛
況
を
呈
し
て
い
た
。
妙
心
寺
の
龍
渓
性
潜
、

竺
印
祖
門
（
一
六
一
〇
―
一
六
七
七
）
、
禿
翁
妙
宏
（
一
六
一
一
―
一
六
八
一
）
等
を
中
心
に
、
隠
元
を

妙
心
寺
に
招
請
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
起
き
て
い
た
。
し
か
し
、
妙
心
寺
内
で
、
一
方
的
な
支
持
の
声
で

は
な
く
、
批
判
の
声
も
強
か
っ
た
。
こ
の
隠
元
招
請
運
動
は
、
愚
堂
東
寔
を
は
じ
め
と
す
る
妙
心
寺
の
反

対
派
の
対
抗
で
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
、
龍
渓
の
住
持
地
で
あ
る
摂
津
富
田
の
普
門
寺
に
隠
元
を

迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
幕
府
か
ら
警
戒
さ
れ
て
い
て
、
行
動
上
何
の
自
由
も
与
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
龍
渓
、
竺
印
、
前
京
都
所
司
代
の
板
倉
重
宗
（
一
五
八
七
―
一
六
五
六
）
ら

か
ら
の
斡
旋
に
よ
り
、
厳
し
い
制
約
の
も
と
で
は
あ
っ
た
が
、
隠
元
に
も
あ
る
程
度
の
自
由
が
与
え
ら
れ

た
。
隠
元
を
日
本
に
引
き
留
め
る
た
め
に
、
龍
渓
は
何
回
も
江
戸
へ
赴
い
て
、
閣
老
間
を
奔
走
し
た
。
万

治
元
（
一
六
五
八
）
年
、
幕
府
へ
働
き
か
け
た
結
果
、
隠
元
は
、
将
軍
徳
川
家
綱
に
拝
謁
で
き
た
。
翌
万

治
二
（
一
六
五
九
）
年
、
幕
府
か
ら
京
都
付
近
に
寺
地
を
授
け
ら
れ
、
こ
こ
に
京
都
黄
檗
山
萬
福
寺
を
建

立
し
た
。
か
く
て
隠
元
は
黄
檗
宗
の
開
祖
と
な
り
、
中
国
に
お
け
る
臨
済
宗
の
正
系
を
伝
え
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。

住
山
三
年
に
し
て
、
隠
元
は
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
九
月
四
日
に
京
都
黄
檗
山
萬
福
寺
の
法
席
を
木

庵
性
瑫
（
一
六
一
一
―
一
六
八
四
）
に
継
が
せ
、
松
隠
堂
に
退
隠
し
た
。
と
き
に
七
三
歳
で
あ
り
、
日
本

に
渡
来
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
隠
元
は
隠
居
後
も
黄
檗
山
の
基
盤
確
立
の
た
め

さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
尽
力
し
た
が
、
寛
文
一
三
（
一
六
七
三
）
年
四
月
三
日
に
八
二
歳
（
数
え
年
。
以
下

同
様
）
で
遷
化
し
て
い
る
。
遷
化
す
る
前
の
四
月
二
日
に
、
後
水
尾
法
皇
か
ら
「
大
光
普
照
国
師
」
号
を
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下
賜
さ
れ
た
。
享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
五
〇
回
忌
に
は
霊
元
上
皇
か
ら
「
仏
慈
広
鑑
国
師
」
、
明
和
九

（
一
七
七
二
）
年
の
一
〇
〇
回
忌
に
は
後
桃
園
天
皇
か
ら
「
径
山
首
出
国
師
」
、
文
政
五
（
一
八
二
二
）

年
の
一
五
〇
回
忌
に
は
仁
孝
天
皇
か
ら
「
覚
性
圓
明
国
師
」
の
号
を
そ
れ
ぞ
れ
追
贈
さ
れ
て
お
り
、
遷
化

二
四
五
年
後
の
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
、
大
正
天
皇
か
ら
「
真
空
大
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
た
。
一

九
七
二
年
、
昭
和
天
皇
か
ら
「
華
光
大
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
令
和
四
（
二
〇
二

二
）
年
二
月
二
五
日
に
、
今
上
天
皇
か
ら
「
厳
統
大
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
た
。
（
三
）

三

隠
元
渡
来
の
原
因
と
時
代
背
景

十
七
世
紀
の
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
で
注
目
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
。

「
一
つ
め
は
、
一
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
最
大
の
政
治
変
動
で
あ
っ
た
中
国
王
朝
の
交
替
、

す
な
わ
ち
明
か
ら
清
へ
の
「
華
夷
変
態
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
中
国
大
陸
内
部
で
の
政
治
体
制
の
交
替

で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
と
も
外
交
関
係
を
も
つ
朝
鮮
や
琉
球
に
も
影
響
が
及
ん
だ
。
特
に
台
湾

に
拠
る
鄭
氏
を
中
心
と
し
た
旧
明
系
勢
力
の
抵
抗
活
動
が
、
東
ア
ジ
ア
海
を
主
な
舞
台
と
し
て
三
〇
年
以

上
も
続
い
た
こ
と
か
ら
、
日
本
近
海
は
不
安
定
な
情
勢
に
な
り
、
日
本
の
対
外
関
係
に
与
え
た
影
響
は
大

き
か
っ
た
。

二
つ
め
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
ア
ジ
ア
で
の
対
抗
関
係
で
あ
る
。
戦
国
末
期
以
来
、
日
本
に
来
航
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
の
勢
力
図
も
一
七
世
紀
に
至
り
大
き
く
変
動
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
六
世
紀
末
以
来
、

日
本
貿
易
の
中
心
的
地
位
に
あ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
対
し
て
、
一
七
世
紀
初
頭
に
は
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン

ダ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
他
の
勢
力
が
相
次
い
で
日
本
貿
易
に
参
入
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
国
で
の
戦
争
や

同
盟
と
い
っ
た
国
際
関
係
に
連
動
し
て
、
複
雑
な
事
態
を
日
本
の
対
外
関
係
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ

た
」
。
（
四
）

ア
メ
リ
カ
で
活
躍
す
る
中
国
系
研
究
者
・
呉
彊
氏
は
、
明
清
交
代
及
び
そ
れ
に
従
っ
て
形
成
し
た
移
民

潮
を
背
景
と
し
て
隠
元
は
渡
日
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
行
動
自
体
は
十
七
世
紀
の
中
国
の
社

会
や
政
治
の
激
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
（
五
）

。
筆
者
も
基
本
的
に
は
こ

の
見
解
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
隠
元
は
一
六
五
四
年
、
長
崎
興
福
寺
住
持
の
逸
然
性
融
の

四
回
目
の
招
請
を
受
け
て
、
三
年
後
帰
国
す
る
と
い
う
約
束
で
、
六
三
歳
の
隠
元
は
弟
子
一
行
を
つ
れ
て

日
本
へ
渡
来
し
た
。
隠
元
渡
日
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
ま
ず
、
平
久
保
章
氏
は

そ
の
著
『
隠
元
』
の
「
東
渡
に
関
す
る
諸
説
」
（
六
）

で
、
隠
元
渡
来
の
原
因
に
つ
い
て
、
ま
ず
以
下
の
四

説
を
挙
げ
て
い
る
―
―
①
「
明
末
の
乱
を
避
け
て
帰
化
し
た
と
の
説
」
。
十
七
世
紀
五
十
年
代
、
福
建
省

は
鄭
成
功
が
清
に
対
抗
す
る
た
め
の
最
前
線
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
戦
乱
を
避
け
る
べ
く
、
隠
元
は
渡
来

し
た
。
そ
し
て
日
本
で
黄
檗
宗
を
開
立
し
て
、
日
本
で
示
寂
し
た
。
②
「
法
の
為
め
渡
来
し
た
と
の
説
」
。

こ
の
説
は
黄
檗
僧
に
と
っ
て
は
最
も
恰
好
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
現
在
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
唱
道
さ
れ

て
い
る
。
③
い
わ
ゆ
る
「
宗
趣
の
争
」
に
失
敗
し
て
、
渡
来
し
た
と
の
説
。
こ
こ
に
い
う
「
宗
趣
の
争
」

と
は
、
中
国
で
隠
元
の
師
費
隠
通
容
が
編
集
し
た
『
五
灯
厳
統
』
を
め
ぐ
っ
て
中
国
の
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
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の
間
で
行
わ
れ
た
大
き
な
論
争
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
隠
元
の
師
で
あ
る
費
隠
が
敗
訴
と
な
り
、
『
五

灯
厳
統
』
は
廃
版
と
な
っ
た
。
中
国
で
そ
の
影
響
力
を
失
っ
た
同
書
を
携
え
、
師
の
教
え
を
宣
揚
す
べ
く
、

隠
元
は
ま
も
な
く
日
本
へ
渡
来
し
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
④
「
日
本
の
招
請
に
応
じ
て
渡
来
し
た
と
の
説
」
。

こ
れ
に
も
四
代
将
軍
家
綱
招
請
説
や
、
長
崎
奉
行
招
請
説
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
異
説
が
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
説
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
⑤
「
子
債
父
還
」
（
こ
の
借
財
を
父
親
が
返
還
す
る
）
と
の
説
が
あ

る
。
隠
元
自
身
が
費
隠
へ
宛
て
た
書
簡
「
上
径
山
本
師
和
尚
」
の
中
で
、
「
日
本
之
請
原
為
二

懶
首
座
一

。

弗
レ

果
二

其
願
一

。
故
再
聘
二

於
某
一

。
似
二

乎
子
債
父
還
一

」
（
七
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
隠
元
の
弟
子
也
懶
性
圭
（?

ー
一
六
五
一
）
は
隠
元
よ
り
先
に
招
請
さ
れ
た
も
の
の
、
一
六
五
一

年
、
日
本
へ
渡
航
す
る
途
中
で
、
水
難
に
遭
っ
て
、
溺
死
し
た
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
師
の
費
隠
通

容
は
隠
元
の
渡
日
に
強
く
反
対
し
て
い
る
。
反
対
す
る
師
を
説
得
す
べ
く
、
隠
元
は
「
子
債
父
還
」
と
い

う
見
解
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
近
年
に
な
っ
て
唱
え
ら
れ
た
説
と
し
て
、
小
野
和
子
氏
は
、

隠
元
は
鄭
成
功
の
密
使
で
あ
り
、
幕
府
に
援
軍
を
求
め
る
と
い
う
政
治
的
目
的
を
持
っ
て
、
日
本
に
渡
来

し
た
と
主
張
し
て
い
る
（
八
）

。
た
だ
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
林
観
潮
氏
は
、
隠
元
は
鄭
成
功
の
船
で
渡
航

し
た
が
、
鄭
成
功
の
使
者
で
は
な
い
と
反
論
し
た
（
九
）

。
木
村
得
玄
氏
も
、
林
氏
の
如
上
の
主
張
を
支
持

し
、
小
野
氏
の
論
点
に
は
無
理
が
あ
る
と
論
じ
た
（
一
〇
）

。
さ
ら
に
前
出
の
呉
彊
氏
は
、
隠
元
渡
日
の
原

因
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
説
を
ま
と
め
て
、
詳
し
く
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
隠
元
は
鄭
成
功
の
使
者
で

あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
、
明
末
の
「
日
本
乞
師
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
や
、
隠
元
と
明

遺
民
の
関
係
、
鄭
成
功
と
隠
元
の
関
わ
り
等
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
更
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
結
果
的

に
は
、
断
言
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
呉
氏
は
隠
元
の
渡
日
が
日
中
双
方
の
政
治
と
関
わ
り
の
な
い
こ

と
を
否
認
し
難
い
と
主
張
す
る
（
一
一
）

。
ま
た
、
黄
薇
姍
氏
は
、
『
五
灯
厳
統
』
を
め
ぐ
る
済
洞
の
論
争

に
失
敗
し
て
、
「
日
本
で
の
公
的
支
持
に
乗
じ
て
曲
線
的
に
「
臨
済
正
宗
」
を
振
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
抱

負
」
が
あ
っ
て
来
日
し
た
と
主
張
し
て
い
る
（
一
二
）

。
こ
の
よ
う
に
隠
元
渡
日
の
原
因
に
関
す
る
先
行
研

究
は
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
定
説
は
ま
だ
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

隠
元
渡
日
は
、
十
七
世
紀
の
日
本
へ
の
移
民
潮
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
中
国
の
僧
侶
が
日
本
へ
渡
来
す

る
の
は
長
崎
に
あ
る
中
国
人
移
民
が
宗
教
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
を
必
要
と
し
て
い
た
め
で
あ
る
。
明
初
の
皇

帝
は
「
朝
貢
貿
易
」
シ
ス
テ
ム
を
設
け
る
事
に
よ
り
、
中
国
の
統
治
を
強
化
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
、
日

中
間
の
貿
易
は
い
わ
ゆ
る
「
勘
合
貿
易
」
で
行
わ
れ
て
い
た
。
半
ば
公
的
な
貿
易
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、

私
人
間
の
海
外
貿
易
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
一
五
〇
〇
年
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
ラ
ッ
カ
ま
で
渡
来
し

た
。
こ
の
時
期
に
は
既
に
「
朝
貢
貿
易
」
シ
ス
テ
ム
も
崩
壊
し
て
い
き
、
中
国
、
日
本
、
西
洋
諸
国
の
間

の
私
人
貿
易
が
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
一
五
〇
〇
年
以

後
、
長
崎
は
次
第
に
海
外
華
人
の
集
中
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
一
六
三
九
年
、
日
本
で
は
鎖
国
時

代
が
始
ま
り
、
日
本
の
対
外
貿
易
は
長
崎
に
限
ら
れ
る
に
至
る
。
一
六
八
八
年
に
は
、
長
崎
に
「
唐
人
屋

敷
」
と
い
う
、
一
種
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
が
建
て
ら
れ
て
、
絶
え
ず
増
え
て
き
た
中
国
か
ら
の
移
民
及
び

中
国
か
ら
の
貿
易
船
乗
組
員
が
こ
こ
に
集
住
す
る
に
至
っ
た
。
近
世
中
国
仏
教
も
こ
の
よ
う
に
し
て
、
移
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民
と
共
に
、
中
国
か
ら
長
崎
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
隠
元
が
渡
来
す
る
以
前
か
ら
、
既
に
多
く
の
中

国
人
僧
侶
が
長
崎
に
渡
来
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
六
二
〇
年
、
江
西
か
ら
渡
来
し
た
僧
侶
真
円
は
興
福
寺

を
建
立
し
た
。
同
寺
は
南
京
寺
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
は
主
に
中
国
の
揚
子
江
の
下
流
に
あ
る
浙

江
省
出
身
と
江
西
省
出
身
の
商
人
の
援
助
で
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
六
二
八
年
、
中
国
の
僧
侶

覚
海
（
？
―
一
六
三
七
）
は
福
建
省
漳
州
人
の
援
助
で
福
済
寺
を
建
立
し
た
。
同
寺
は
漳
州
寺
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
六
二
九
年
、
崇
福
寺
が
中
国
の
僧
侶
超
然
に
よ
り
建
立
さ
れ
て
お
り
、
同
寺
は
福

州
寺
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
か
寺
は
一
般
に
「
唐
三
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
「
唐
三

寺
」
は
い
ず
れ
も
媽
祖
祠
堂
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
一
三
）

媽
祖
は
も
と
も
と
の
名
を
林
黙
娘
と
い
う
。
北
宋
建
国
の
年
、
建
隆
元
（
九
六
〇
）
年
三
月
二
十
三
日
、

福
建
の
莆
田
湄
州
島
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
宋
太
宗
雍
熙
四
（
九
八
七
）
年
九
月
九
日
に
、
二
八
歳
で

世
を
去
っ
た
。
菊
地
章
太
氏
に
よ
れ
ば
、
「
お
さ
な
く
し
て
父
と
兄
の
海
難
を
予
言
し
、
巫
女
の
力
を
示

し
は
じ
め
た
。
二
十
代
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
没
後
も
海
岸
に
灯
火
を
現
じ
て
船
人
を
見

守
り
、
海
難
の
救
護
に
霊
験
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
」
（
一
四
）

。
そ
し
て
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
い
わ

ゆ
る
媽
祖
信
仰
が
次
第
に
形
成
さ
れ
、
か
く
て
「
媽
祖
は
海
に
生
き
る
人
々
の
守
護
神
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
る
」
（
一
五
）

と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
信
仰
は
中
国
と
か
か
わ
り
の
あ
る
海
外
各
地
へ
も
広
が
っ
て
、

大
き
な
影
響
力
を
具
え
た
民
間
信
仰
と
な
っ
た
。
長
崎
へ
貿
易
の
た
め
来
航
し
た
初
期
の
唐
人
は
、
媽
祖

を
敬
虔
に
信
仰
し
て
い
る
。
そ
し
て
媽
祖
祠
堂
を
建
て
て
、
媽
祖
を
供
養
し
て
い
た
。
航
海
中
、
媽
祖
神

像
は
船
上
に
祀
ら
れ
て
、
船
員
ら
は
日
々
海
路
の
平
穏
を
祈
り
、
や
が
て
無
事
港
に
入
る
と
、
今
度
は
そ

の
像
を
現
地
の
媽
祖
祠
堂
に
遷
座
す
る
の
で
あ
る
。
元
和
年
間
（
一
六
一
五
―
一
六
二
三
）
、
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
―
一
六
四
三
）
初
期
、
幕
府
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
禁
止
す
る
政
策
を
取
っ
た
。
李
献
璋
氏

に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
の
強
化
と
共
に
貿
易
船
の
規
制
が
行
な
わ
れ
る
に
つ
れ
、
唐

人
も
媽
祖
が
女
神
で
マ
リ
ヤ
と
紛
ら
わ
し
い
こ
と
を
思
い
、
自
ら
進
ん
で
邪
宗
門
で
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
媽
祖
祠
堂
を
仏
寺
に
切
換
え
た
」
（
一
六
）

。
そ
の
結
果
、
上
に
挙
げ
た
「
唐
三
寺
」
も
そ
れ
ま

で
の
媽
祖
祠
堂
か
ら
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
在
来
の
媽
祖
祠
堂
は
、
新
た
に
建
立
さ
れ
た
寺

の
一
部
分
と
な
っ
て
、
媽
祖
も
供
養
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

「
唐
三
寺
」
は
中
国
か
ら
僧
侶
を
招
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
招
請
で
、
中
国
か
ら
の
僧
侶
が
絶

え
ず
日
本
に
渡
来
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
隠
元
は
日
本
へ
招
請
さ
れ
、
長
崎
に
渡
来
し
た
の
で

あ
る
。

四

江
戸
時
代
の
仏
教

中
世
前
期
（
鎌
倉
時
代
）
に
あ
っ
て
は
、
一
人
の
僧
が
兼
学
兼
修
と
い
う
形
で
、
一
つ
の
宗
派
に
拘
ら

ず
、
自
由
に
各
宗
を
学
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
仏
教
各
宗
派
間
の
固
定
性
は
そ
れ
ほ

ど
強
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
思
潮
の
所
産
こ
そ
東
大
寺
の
凝
然
（
一
二
四
〇
―
一
三
二

一
）
の
『
八
宗
綱
要
』
で
あ
り
、
あ
る
い
は
無
住
道
暁
（
一
二
二
七
―
一
三
一
二
）
の
『
沙
石
集
』
で
あ
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る
。
凝
然
や
無
住
の
仏
教
こ
そ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
認
め
ら
れ
る
と
お
り
、
ま
さ
し
く
総
合
的
な
仏

教
で
あ
る
。

中
世
後
期
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
対
照
的
に
、
仏
教
は
次
第
に
宗
派
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
原
因

は
、
い
わ
ゆ
る
新
仏
教
諸
宗
派
が
在
来
の
顕
密
仏
教
と
の
間
で
対
立
が
可
能
に
な
る
ほ
ど
に
、
規
模
と
教

義
を
具
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
室
町
前
期
か
ら
は
、
五
山
を
中
心
と
し
た
禅
宗
（
臨
済
宗
）

が
室
町
幕
府
か
ら
の
帰
依
に
よ
り
、
権
力
の
中
心
に
存
在
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
五
山
に
あ
ら
ざ
る
臨
済

宗
妙
心
寺
派
や
大
徳
寺
派
、
あ
る
い
は
曹
洞
宗
の
系
統
な
ど
、
五
山
以
外
の
諸
派
（
林
下
）
が
次
第
に
各

地
の
民
衆
の
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
禅
宗
以
外
の
他
の
宗
派
、
具
体
的
に
は
浄
土
真
宗
や

日
蓮
宗
も
地
方
に
展
開
し
、
次
第
に
民
間
に
定
着
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
幕
府

の
権
威
失
墜
も
あ
っ
て
、
仏
教
各
派
の
勢
力
は
む
し
ろ
強
大
化
を
遂
げ
た
。
そ
の
中
で
も
、
浄
土
真
宗
の

一
向
一
揆
や
法
華
一
揆
を
も
引
き
起
こ
し
た
京
都
の
日
蓮
宗
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
戦
国
大
名
（
織
田

信
長
ら
）
と
対
抗
で
き
る
ほ
ど
の
強
大
な
宗
教
勢
力
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
。
こ
う
し
た
宗
教
勢
力
を
打
倒

す
べ
く
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
は
弾
圧
的
な
手
段
を
取
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば

織
田
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
残
酷
で
、
徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
逆
説
的
に

い
え
ば
、
信
長
が
こ
う
し
た
挙
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
寺
院
の
側
が
強
大
な
軍
事
力
を
具
備
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
一
七
）

江
戸
幕
府
統
治
下
に
入
っ
て
、
一
連
の
宗
教
政
策
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
に
見
る
本
末
制
度
や
寺
檀
制

度
こ
そ
は
近
世
仏
教
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
日
本
の
仏
教
制
度
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

も
あ
り
、
現
代
に
あ
っ
て
は
日
本
の
仏
教
の
特
徴
と
言
え
る
ほ
ど
に
重
要
な
制
度
で
あ
る
。
近
世
仏
教
に

つ
い
て
は
、
さ
き
に
辻
善
之
助
氏
（
一
八
七
七
―
一
九
四
五
）
の
仏
教
堕
落
論
が
あ
り
、
そ
の
後
、
末
木

文
美
士
氏
（
一
九
四
九
年
生
）
が
こ
れ
に
反
駁
す
る
形
で
仏
教
非
堕
落
論
を
主
張
し
て
い
る
。
近
世
仏
教

を
全
面
的
に
理
解
す
べ
く
、
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
、
辻
氏
と
末
木
氏
の
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
筆
者
な

り
の
概
観
を
行
い
た
い
。

四
―
一

辻
善
之
助
氏
の
近
世
仏
教
堕
落
論

辻
氏
は
「
仏
教
の
形
式
化
」
「
仏
教
の
衰
微
と
僧
侶
の
堕
落
」
を
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
つ
つ
、
近
世
仏

教
の
堕
落
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
仏
教
の
形
式
化
」
は
、
「
本
末
制
度
」
「
寺
院
僧
侶
の
階
級

格
式
」
「
檀
家
制
度
と
宗
門
改
」
「
新
義
異
義
の
禁
止
」
と
い
う
計
四
つ
の
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
本
末
制
度
」
と
は
「
各
宗
本
寺
の
勢
力
を
強
化
し
て
、
末
寺
の
勢
力
を
中
央
に
吸
収
し
た
」

（
一
八
）

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
導
入
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
、
辻
氏
は
「
寺
院
の
階
級
・
僧
侶
の
格
式
が
厳

重
に
定
め
ら
れ
て
、
動
き
の
と
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
形
式
文
化
の
弊
が
現
れ
た
の
で
あ
る
」
（
一

九
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
本
末
制
度
の
制
定
と
共
に
、
本
寺
と
末
寺
と
の
間
に
、
寺
院
僧
侶
の

階
級
格
式
が
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
士
農
工
商
」
（
必
ず
し
も
固
定
化
し
た

も
の
で
は
な
い
と
す
る
近
年
の
所
見
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
捨
象
）
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
社
会
組

織
と
照
応
し
て
、
「
平
等
な
る
べ
き
仏
教
界
に
も
、
尊
卑
の
階
級
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
階
級
に
随
っ
て
、
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僧
侶
の
格
式
に
相
違
が
あ
る
。
服
制
に
も
区
別
が
あ
り
、
傘
、
履
物
、
乗
物
な
ど
ま
で
、
そ
の
格
式
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
、
将
軍
へ
の
謁
見
に
も
、
独
礼
格
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
区
別
が
あ
る…

…

幕
府
に
於
け

る
待
遇
は
こ
の
階
級
に
随
っ
て
差
別
あ
り
、

こ
れ之

に
違
背
す
る
者
は
厳
に
制
裁
を
受
け
る
」
（
二
〇
）

と
指
摘

し
て
い
る
。

「
寺
檀
制
度
と
宗
門
改
」
も
仏
教
を
形
式
化
へ
と
導
い
た
。
つ
と
に
室
町
時
代
に
始
ま
っ
た
大
名
と
僧

侶
と
の
結
合
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
法
律
的
に
そ
の
関
係
も
定
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
寺
檀
制
度
と
な

っ
た
。
具
体
的
に
は
高
野
山
上
の
宿
坊
寺
院
と
各
大
名
家
と
の
固
定
さ
れ
た
縁
故
が
典
型
例
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
広
く
個
々
の
家
系
（
社
会
階
級
を
問
わ
な
い
）
と
一
般
寺
院
の
間
に
押
し
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
幕
府
は
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
制
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
門
改
」
政
策
を
制
定
し
た
。
即
ち
、

寺
檀
制
度
に
よ
り
、
全
民
は
形
式
上
必
ず
仏
教
の
あ
る
一
宗
派
に
帰
依
す
る
。
寺
檀
制
度
は
、
仏
教
を
全

民
の
間
に
普
及
さ
せ
た
。
辻
氏
は
そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
「
檀
家
制
度
は
、
一
面
に
は
仏
教
を
利
し
た
が
、

一
面
に
は

こ
れ之

を
毒
し
た
。
僧
侶
は
宗
門
改
に
依
っ
て
、
半
ば
幕
府
の
公
吏
に
等
し
い
実
権
を
握
っ
た
。
之

が
為
め
に
、
自
ら
そ
の
勢
を
恃
ん
で
、
附
届
け
の
悪
い
者
に
は
つ
ら
く
当
り
、
葬
式
の
時
に
出
す
べ
き
、

吉
利
支
丹
で
な
い
と
い
う
証
明
を
出
し
渋
る
よ
う
な
事
が

し
ば
し
ば

屡
々
あ
っ
て
、
心
あ
る
も
の
の
嫌
悪
の
情
を
惹

い
た
。
排
仏
思
想
は
こ
こ
に
そ
の
一
因
を
有
し
て
い
る
。
僧
侶
は
幕
府
の
政
策
の
為
に
麻
痺
せ
ら
れ
、
外

か
ら
の
刺
激
の
な
く
な
っ
た
が
為
め
に
、
自
ら
惰
眠
を
貪
り
、
つ
い
に
内
部
か
ら
腐
敗
し
た
の
で
あ
る
」

（
二
一
）

と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
江
戸
幕
府
は
「
新
義
異
義
の
禁
止
」
と
い
う
政
策
も
制
定
し
た
。
そ
の
弊
害
に
つ
い
て
辻
氏

は
、
「
即
ち
研
究
の
自
由
を
束
縛
し
た
。
こ
れ
は
幕
府
の
事
勿
れ
主
義
よ
り

い出
で
て
、
国
家
の
治
安
社
会

の
平
穏
を
保
た
ん
が
為
め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
策
は
檀
家
制
度
と
相
俟
っ
て
、
仏
教
を
し
て
籠
の

中
の
鳥
の
如
く
な
ら
し
め
た
。
為
め
に
仏
教
各
派
は
、
そ
の
発
展
を
抑
え
ら
れ
、
他
に
競
争
者
の
な
い
が

為
め
に
、
そ
の
発
達
が
停
頓
し
た
。
そ
こ
で
仏
教
の
中
に
内
訌
が
起
り
、
同
志
討
ち
が
始
ま
っ
て
、
形
式

仏
教
の
腐
敗
を
暴
露
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
二
二
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
教
理
上
、
新
た
な
学

説
を
立
て
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
言
葉
で
言
え
ば
「
学
問
の
自
由
」
が
束
縛
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

如
上
の
辻
氏
の
論
述
か
ら
み
る
と
、
近
世
仏
教
堕
落
の
原
因
は
江
戸
幕
府
の
一
連
の
宗
教
政
策
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
、
「
本
末
制
度
」
「
寺
檀
制
度
と
宗
門
改
」
「
新
義
異
義
の
禁

止
」
の
制
定
は
、
近
世
仏
教
の
形
式
化
と
直
接
的
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
経
済
的
な
面
に
お
け

る
弊
害
と
し
て
、
辻
氏
は
「
富
突
興
行
及
び
名
目
貸
附
金
の
事
は
、
寺
院
が
そ
の
興
隆
維
持
の
為
め
に
す

る
手
段
で
あ
っ
て
、
幕
府
も
之
を
公
許
し
た
事
で
あ
り
、
之
を
以
て
あ
な
が
ち
僧
侶
の
堕
落
と
貶
し
去
る

は
や
や稍

酷
に
失
す
る
の
嫌
も
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
、
事
は
金
銭
利
殖
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
少
堕
落

の
傾
向
を
有
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
弊
の
生
ず
る
所

つ
い終

に
仏
教
衰
微
の
一
因
を
成
し
た
」
（
二
三
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
い
つ
の
時
代
に
合
っ
て
も
一
定
以
上
の
資
産
を
持
つ
集
団
は
、
権
力
の
許
す
範
囲
内

で
利
殖
を
図
る
傾
向
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
仏
教
界
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
時
と
し
て
利
点
よ
り
も
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弊
害
を
招
く
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
辻
氏
は
江
戸
に
入
っ
て
仏
教
が
衰
微
し
、
僧
侶
も
堕
落
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

形
式
化
し
た
仏
教
は
そ
の
活
気
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
、
民
衆
も
形
式
仏
教
に
対
し
て
、
し
だ
い
に
嫌
悪

不
満
の
情
を
い
だ
く
よ
う
に
な
り
、
儒
者
や
国
学
者
の
間
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
排
仏
の
思
想
ま
で
醸
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
実
践
的
儒
教
（
い
わ
ゆ
る
心
学
）
が
仏
教
に
代
わ
っ
て
人
々
に
歓
迎
さ
れ
る

と
い
う
傾
向
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
人
々
が
心
の
師
と
し
て
信
頼
を
寄
せ
る
対
象
が
、
す
べ
て
と
は
言
わ

な
い
ま
で
も
、
僧
侶
か
ら
儒
者
（
心
学
者
を
も
含
む
）
に
移
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
情
勢
を
反

映
し
、
辻
氏
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
的
作
品
の
傑
作
は
跡
を
絶
っ
た
。
以
て
仏
教
の
社
会
的
勢
力
の
減
退
の

徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
二
四
）

、
「
僧
侶
寺
院
は
人
民
の
嫌
悪
と
軽
侮
の
目
的
と
な
っ
た
」
（
二
五
）

、

「
寺
院
は
遠
く
そ
の
本
旨
か
ら
離
れ
て
、
凡
庸

な為
す
な
き
者
ど
も
の
欲
望
生
活
の
巣
窟
と
な
り
、
そ
れ
に

都
合
の
よ
い
修
行
の
楽
な
念
仏
宗
題
目
宗
が
著
し
く
流
行
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
（
二
六
）

と
い
っ
た
現

象
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
仏
教
衰
微
の
証
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
辻
氏
は
、
「
黄
檗
の
開
立
」
「
諸
宗
の
復
古
」
「
高
僧
の
輩
出
」
「
寺
院
の
造
営
」
な

ど
の
面
か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
に
於
け
る
仏
教
の
復
興
を
も
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
元
禄
・享
保

を
中
心
と
し
て
、
仏
教
は
多
少
活
気
を
帯
び
、
復
興
の
気
運
を
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仏
教
界
の

み
で
は
な
く
し
て
、
ま
た
当
時
の
社
会
一
般
の
趨
勢
で
も
あ
っ
た
。
而
し
て
仏
教
界
に
あ
っ
て
は
、
寺
院

の
造
営
復
興
が
盛
に
行
わ
れ
る
と
共
に
、
各
宗
派
に
は
高
僧
輩
出
し
て
時
代
の
気
運
を
助
長
し
た
」
（
二
七
）

と
概
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
の
復
興
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
辻
善
之
助
氏
は
近
世

仏
教
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
酷
評
と
も
い
う
べ
き
結
論
を
示
し
て
い
る
―
―
「
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、

封
建
制
度
の
立
て
ら
れ
る
に
伴
ひ
、
宗
教
界
も
亦
そ
の
型
に
嵌
り
、
更
に
幕
府
が
耶
蘇
教
禁
制
の
手
段
と

し
て
、
仏
教
を
利
用
し
、
檀
家
制
度
を
定
む
る
に
及
ん
で
、
仏
教
は
全
く
形
式
化
し
た
。
之
と
共
に
本
末

制
度
と
階
級
制
度
と
に
依
っ
て
、
仏
教
は
い
よ
い
よ
形
式
化
し
た
。
寺
院
僧
侶
の
格
式
は
固
定
し
、
尊
卑

の
階
級
煩
は
し
く
、
元
来
平
民
的
に
起
つ
た
各
宗
派
も
、
甚
し
く
階
級
觀
念
に
囚
は
れ
、
僧
侶
は
益
々
貴

族
的
に
な
り
、
民
心
は
仏
教
を
離
れ
、
排
仏
論
は
凄
ま
じ
く
起
っ
た
。
仏
教
は

ほ
と
ん

殆
ど
痳
痺
状
態
に
陥
り
、

寺
院
僧
侶
は
惰
性
に
依
っ
て
、
辛
う
じ
て
社
会
上
の
地
位
を
保
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
（
二
八
）

。
歴
史
学

者
ら
し
か
ら
ぬ
主
観
的
で
激
越
な
字
句
も
ま
ま
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
可
否
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
近
現
代
の
日
本
を
代
表
す
る
仏
教
史
学
者
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
言
説
が
な
さ
れ

た
こ
と
は
、
以
後
の
研
究
者
へ
無
形
の
先
入
観
を
植
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四
―
二

末
木
文
美
士
氏
の
近
世
仏
教
非
堕
落
論

末
木
文
美
士
氏
は
辻
氏
の
展
開
し
た
如
上
の
近
世
仏
教
を
仏
教
の
堕
落
態
と
見
な
す
見
解
を
再
考
察

し
、
そ
の
結
果
、
「
近
世
初
期
か
ら
中
期
頃
ま
で
は
仏
教
の
活
動
は
き
わ
め
て
活
発
で
、
決
し
て
停
滞
と

か
堕
落
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
二
九
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
末
木
氏
に
よ
れ
ば
、
堕
落
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、
「
近
世
前
半
の
仏
教
界
は
き
わ
め
て
活
気
に
満
ち
て
、
全
国
規
模
で
大
き
な
事
業
が
起
さ

れ
、
成
果
を
挙
げ
て
い
る
」
（
三
〇
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
末
木
氏
は
全
般
的
に
近
世
仏
教
を
高
く
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評
価
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
近
世
仏
教
制
度
の
根
幹
で
あ
る
本
末
制
度
や
寺
檀
制
度
に
関
し
て
、
辻
氏
が
そ
れ

ら
を
近
世
仏
教
の
堕
落
の
根
源
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
末
木
氏
は
積
極
的
な
視
点
で
受
け
止

め
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
近
世
仏
教
非
堕
落
論
を
主
張
し
て
い
る
。
末
木
氏
の
立
場
に
お
い
て
は
、
「
近
世

に
は
仏
教
は
一
部
の
知
識
人
や
上
流
階
級
の
も
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
間
に
ま
で
広
く
浸
透
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
寺
檀
制
の
下
で
、
住
民
の
生
死
は
も
ち
ろ
ん
、
旅
行
の
際
の
通
行
手
形
ま
で
寺
院
の
世
話

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
仏
教
は
生
活
の
隅
々
に
ま
で
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
寺
院
は
行
政

的
な
役
所
で
も
あ
り
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
も
あ
り
、
よ
ろ
ず
相
談
所
で
も
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
三
一
）
。

つ
ま
り
、
寺
院
は
単
に
人
々
を
管
理
す
る
場
所
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
人
々
の
教
育
、
娯
楽
な
ど
精

神
的
な
ケ
ア
等
の
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
人
々
の
心
を
慰
め
る
宗
教
的
な
役
割
を
十
分
に
発
揮
し

得
て
い
た
の
で
あ
る
。

末
木
氏
は
さ
ら
に
、
各
宗
派
を
通
じ
檀
林
（
学
問
所
）
が
設
け
ら
れ
、
前
出
の
「
新
義
異
義
の
禁
止
」

と
い
う
枠
組
み
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
活
発
な
論
争
が
展
開
さ
れ
、
し
か
も
戒
律
復
興
運
動
等
も

展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
近
世
仏
教
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
―
―

「
近
世
前
期
は
清
新
な
活
気
に
満
ち
た
教
学
振
興
の
時
代
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
仏
教
に
対
す
る
統
制
を
強

め
る
一
方
、
各
宗
の
学
問
を
奨
励
し
た
こ
と
も
、
教
学
信
仰
の
一
因
と
な
っ
た
。
各
宗
は
そ
れ
ぞ
れ
檀
林

な
ど
と
呼
ば
れ
る
学
問
所
を
設
け
、
研
鑽
に
努
め
た
。
檀
林
は
ま
た
、
僧
侶
の
養
成
機
関
と
し
て
の
役
割

を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
諸
宗
は
祖
師
の
教
学
を
中
心
に
研
究
を
進
め
、
ま
た
、
祖
師
の
伝
記

や
各
宗
の
歴
史
な
ど
の
解
明
に
顕
著
な
成
果
を
挙
げ
、
そ
れ
は
近
代
の
教
学
の
基
礎
と
も
な
る
も
の
で
あ

っ
た
」
（
三
二
）

、
「
近
世
仏
教
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
活
発
に
論
争
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
天
台
宗
の
安
楽
律
騒
動
や
真
宗
の

さ
ん三
ご
う業
わ
く惑
ら
ん乱

は
そ
の
典
型
で
あ
る
」
（
三
三
）

、
「
近
世
も
ま
た
、
戒

律
が
弛
緩
し
、
僧
侶
の
女
犯
、
妻
帯
や
金
銭
絡
み
の
問
題
な
ど
、
仏
教
の
堕
落
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
現

象
に
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
心
あ
る
僧
侶
は
戒
律
を
引
き
締
め
、
規

律
あ
る
教
団
で
修
行
に
励
む
こ
と
で
、
仏
教
の
再
興
を
図
ろ
う
と
し
た
」
（
三
四
）

。

末
木
氏
は
仏
教
が
当
時
の
日
本
の
事
実
上
の
国
教
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
葬
儀
を
通
じ
て
、
全
国

に
普
及
さ
れ
て
、
知
識
人
の
思
想
の
世
界
に
も
民
衆
の
世
界
に
も
大
い
に
積
極
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
近
世
が
儒
教
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
仏
教
の
ほ
う
が
主
流
的

思
想
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
末
木
氏
は
、
「
と
り
わ
け
、
武
士
階
層
や
一
部
の
上
層
の

町
人
層
に
は
儒
教
の
道
徳
が
普
及
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
一
般

の
民
衆
に
は
世
俗
道
徳
も
仏
教
や
石
門
心
学
な
ど
を
通
し
て
普
及
さ
れ
た
」
（
三
五
）

と
指
摘
し
、
仏
教
（
心

学
を
も
含
む
）
の
民
衆
へ
の
影
響
力
が
実
際
に
は
儒
教
よ
り
も
大
き
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
心
学
を

儒
教
に
準
ず
る
も
の
と
見
な
し
た
辻
氏
に
た
い
し
、
末
木
氏
は
仏
教
に
準
ず
る
も
の
と
見
な
し
た
こ
と
に

よ
る
評
価
の
違
い
と
い
え
よ
う
か
。
筆
者
は
現
段
階
で
は
末
木
氏
の
側
に
与
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
心

学
が
決
し
て
一
部
の
儒
者
・
国
学
者
ら
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
仏
教
を
排
撃
せ
ず
、
教
理
大
系
中
に
大
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き
く
取
り
込
ん
で
い
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

末
木
氏
は
近
世
仏
教
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
提
示
し
て
い
る
―
―
「
こ
う
見
る
な

ら
ば
、
近
世
仏
教
堕
落
論
は
じ
つ
は
近
代
の
仏
教
の
停
滞
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
遡
る
中
か

ら
言
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
世
ま
で
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
ど
う
し
て
時
代
か

ら
取
り
残
さ
れ
て
過
去
の
遺
物
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
由
来
を
尋
ね
て
、
近
世
の
堕

落
に
そ
の
淵
源
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
頃
、
仏
教
界
が
停
滞
し

て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
近
世
初
期
か
ら
中
期
頃
ま
で
は
仏
教
の
活

動
は
き
わ
め
て
活
発
で
、
決
し
て
停
滞
と
か
堕
落
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
辻
自
身
が
、
江
戸
の
初

期
・
中
期
に
は
仏
教
復
興
の
機
運
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
近
世

も
時
期
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
の
で
あ
っ
て
、
一
概
に
近
世
と
し
て
一
ま
と
め
に
す
る
こ
と
は
困
難
と
な

ろ
う
」
（
三
六
）

。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
全
面
的
に
賛
同
し
つ
つ
、
末
木
氏
の
い
う
「
江
戸
の
初
期
・
中
期
に

は
仏
教
復
興
の
機
運
」
の
大
き
な
顕
現
と
し
て
、
黄
檗
宗
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
両
氏
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
近
世
仏
教
に
関
し
て
、
辻
氏
の
堕
落
論
と
末
木
氏
の
非
堕

落
論
は
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
で
あ
り
、
か
つ
、
対
立
し
た
説
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
全
体
的
に
、
か

つ
多
面
的
に
近
世
仏
教
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
各
方
面
か
ら
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
仏
教
が
実
際
に

堕
落
し
て
い
た
か
非
堕
落
で
あ
っ
た
か
に
関
係
な
く
、
非
堕
落
説
に
立
つ
末
木
氏
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

堕
落
説
に
立
っ
た
辻
氏
さ
え
も
、
「
隠
元
の
来
朝
と
い
え
る
偶
然
の
事
が

も
た
ら

齎
し
た
事
の
如
く
見
え
る
け

れ
ど
も
、
然
し
な
が
ら
、
当
時
我
国
に
お
け
る
教
界
の
気
運
が
之
を
受
容
す
る
に
適
し
た
情
勢
で
あ
っ
た

の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
開
立
は

つ
い終

に
成
功
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
三
七
）

と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た

指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
仏
教
界
が
積
極
的
に
外
来
思
想
や
文
化
を
吸
収
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
江
戸
初
・

中
期
に
あ
っ
て
は
実
状
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
隠
元
渡
来
及
び
黄
檗
宗
の
開
立
に
関
し
て
、

辻
氏
も
末
木
氏
も
当
時
の
仏
教
界
に
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
は
と
も
に
高
く

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

隠
元
渡
来
と
黄
檗
宗
の
開
立

前
述
し
た
近
世
前
期
の
仏
教
の
実
状
を
背
景
に
、
隠
元
渡
来
は
仏
教
界
、
特
に
禅
界
で
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。
近
世
に
あ
っ
て
は
、
出
版
業
が
相
当
な
発
達
を
遂
げ
て
お
り
、

実
は
隠
元
の
語
録
は
、
彼
が
日
本
へ
渡
来
す
る
以
前
に
既
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
隠

元
の
存
在
や
禅
風
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
僧
俗
の
間
で
は
か
な
り
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、

当
時
の
日
本
仏
教
界
な
い
し
各
界
で
、
積
極
的
に
、
外
来
の
思
想
や
知
識
を
吸
収
す
る
気
運
が
あ
り
、
そ

こ
へ
隠
元
が
渡
来
し
た
こ
と
で
大
き
な
反
響
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
長
崎
の
儒
者
・
向
井
元
升
（
一
六
〇
八
―
一
六
七
六
）
は
「
知
耻
篇

下
」
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
当
時
の
盛
況
を
述
べ
て
い
る
。
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承
応
甲
午
七
月
上
旬
、
隠
元
禅
師
の
乘
船
長
崎
に
入
津
せ
り
。
長
崎
住
居
の
唐
僧
俗
こ
と
ご

と
く
船
津
ま
で
迎
出
け
り
。
和
僧
も
お
ほ
く

い
で出

ぬ
。
見
物
の
群
集
は
所
せ
き
あ
へ
ず
、
道
の
行

列
殊
勝
に
見
え
た
り
。
隠
元
禅
師
は
輿
に
て
、
合
掌
黙
念
せ
ら
れ
、
輿
の
先
に
は
唐
僧
を
の
を

の
手
に
線
香
を
と
も
し
持
て
一
行
に
列
を
引
。
迎
に
出
た
る
和
僧
は
、

か
み
し
も

上
下
を
着
し
頭
を
か
た

ぶ
け
、
足
を
た
め
ず
汗
を
と
り
て
は
し
り
ま
は
る
。
新
渡
の
唐
俗
は
か
へ
つ
て
路
次
に
立
ふ
さ

が
り
、
何
も
の
や
ら
ん
と
い
ふ
や
う
な
る
体
に
て
、
見
物
し
て
ぞ
居
た
り
け
る
。
興
福
禅
寺
に

入
ら
れ
け
れ
ば
、
椅
子
に
坐
し
合
掌
し
前
に
高
几
を
た
て
て
香
花
を
そ
な
へ
、
左
右
に
蝋
燭
を

と
も
し
仏
前
の
か
ざ
り
に
ひ
と
し
く
、
禅
師
の
左
右
に
侍
者
四
人
侍
立
せ
り
。
七
尺
余
の
拄
杖

を
右
に
立
た
る
侍
者
に
持
せ
た
り
。
僧
俗
の

い囲
に
ょ
う

繞
か
ぎ
り
な
し
。
男
女
老
少

い
れ入

か
へ
か
へ
隠

元
を
三
拝
す
る
事
、
夜
昼
隙
も
な
く
ぞ
聞
え
け
る
。
隠
元
禅
師
か
ほ
ど
の
囲
繞
に
は
、
初
て
あ

は
れ
け
る
と
也
。
（
三
八
）

こ
の
叙
述
か
ら
、
隠
元
が
長
崎
に
渡
来
し
た
当
時
の
人
々
の
歓
迎
ぶ
り
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
長
崎
在
住

の
唐
僧
、
中
国
系
移
民
、
そ
し
て
噂
を
聞
い
て
駆
け
付
け
た
和
僧
が
隠
元
を
取
り
巻
く
よ
う
に
し
て
雲
集

し
、
男
女
老
少
を
問
わ
ず
興
福
寺
に
赴
い
て
、
夜
昼
隙
も
な
く
隠
元
を
三
拝
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
隠

元
が
い
か
に
多
く
の
僧
俗
か
ら
崇
敬
を
集
め
、
そ
の
渡
来
は
大
き
な
反
響
を
起
こ
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

隠
元
渡
来
は
日
本
禅
界
に
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
向
井
元
升
は
「
知

耻
篇

中
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

承
応
甲
午
の
七
月
福
州
黄
檗
山
の
住
隠
元
禅
師
来
渡
し
て
、
長
崎
興
福
禅
寺
に
寓
住
せ
ら
る
。

此
禅
師
は
臨
済
三
十
二
世
的
伝
正
宗
の
祖
師
、
大
唐
中
に
も
希
有
之
大
善
知
識
と
い
へ
り
。
隠

元
に
参
す
る
僧
衆
の
い
へ
る
に
や
、
三
百
余
年
日
本
に
悟
道
の
知
識
な
く
、
此
禅
師
は
悟
道
の

善
知
識
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
釈
迦
達
磨
の
再
来
と
て
、
僧
俗
男
女
入
か
へ
か
へ
、
夜
と
な
く
昼

と
な
く
、
三
拝
せ
さ
る
も
の
は
な
し
。
新
渡
の
唐
俗
共
は
か
へ
て
さ
も
な
く
ぞ
聞
え
け
る
。
さ

れ
ば
日
本
の
覚
も
す
さ
ま
じ
く
、
外
国
の
聞
え
も
耻
か
し
。
是
非
栄
辱
は
知
ら
ぬ
事
な
が
ら
、

関
山
一
派
の
僧
衆
の
み
、
老
僧
も
若
僧
も
紫
衣
も
黒
衣
も
、
来
々
去
々
ひ
ま
も
な
し
。
隠
元
会

下
に
二
百
人
ほ
ど
あ
つ
ま
り
居
ら
る
ゝ
僧
衆
も
、
皆
関
山
一
派
の
僧
衆
と
ぞ
聞
え
し
。
（
三
九
）

歴
史
上
、
日
本
の
禅
僧
は
中
国
の
禅
林
に
憧
れ
て
、
中
国
へ
赴
い
て
同
地
の
高
僧
に
参
じ
た
り
、
あ
る

い
は
日
本
へ
渡
来
し
た
高
僧
に
参
ず
る
、
と
い
う
長
い
伝
統
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
の
ち
も
、
一

部
の
禅
僧
が
中
国
へ
赴
い
て
、
良
き
師
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
幕
府
の
海
禁
政
策
に
よ
り
実
現
で
き
な

か
っ
た
。
右
に
引
用
し
た
内
容
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
隠
元
は
臨
済
正
宗
三
十

二
世
で
あ
り
、
悟
道
の
善
知
識
で
あ
り
、
釈
迦
達
磨
の
再
来
の
よ
う
な
存
在
と
映
じ
た
の
で
あ
る
。
「
日

本
に
は
、
三
百
余
年
、
悟
道
の
禅
匠
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
あ
く
ま
で
も
一
部
の
禅
僧
に
と
っ
て
感
慨
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で
あ
る
が
、
観
応
二
（
一
三
五
一
）
年
の
東
陵
永
璵
（
一
二
八
五
―
一
三
六
五
）
の
渡
来
後
、
隠
元
の
渡

来
ま
で
実
に
三
百
年
近
く
、
中
国
か
ら
の
禅
僧
の
渡
来
が
途
絶
え
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
日
本
で

の
中
国
禅
学
習
と
い
う
面
で
大
き
な
欠
落
を
呈
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
中
国
禅
の
学
習
を
望

む
少
な
か
ら
ぬ
日
本
人
禅
僧
に
と
っ
て
、
隠
元
の
渡
来
こ
そ
は
遠
く
中
国
ま
で
赴
か
な
く
と
も
、
日
本
に

居
な
が
ら
に
し
て
中
国
の
禅
匠
に
参
じ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
ら
の
渇
望
が
い
や
さ
れ
、
心
が
歓

喜
に
満
た
さ
れ
た
様
子
が
、
上
に
引
い
た
向
井
元
升
の
一
文
か
ら
も
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。
隠
元
が
長
崎
に

着
い
た
翌
日
、
興
福
寺
の
住
持
逸
然
性
融
及
び
檀
越
等
に
迎
え
ら
れ
て
、
興
福
寺
に
住
し
た
。
隠
元
は
こ

こ
で
即
日
開
堂
説
法
し
て
い
る
。
か
く
て
渡
来
か
ら
三
ヵ
月
後
、
「
十
月
十
五
日
よ
り
始
ま
っ
た
興
福
寺

の
冬
期
結
制
（
冬
安
居
）
に
は
、
日
・
明
の
僧
侶
百
余
人
が
加
わ
り
、
こ
こ
に
興
福
寺
は
在
日
華
僑
の
弔

葬
場
か
ら
一
転
し
て
、
一
方
の
大
禅
林
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
四
〇
）

。
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
四
月

一
五
日
に
は
、
隠
元
は
こ
の
興
福
寺
で
夏
の
結
制
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
五
月
二
三
日
に
は
、
福
州

出
身
の
檀
越
に
請
じ
ら
れ
て
、
同
じ
く
長
崎
の
崇
福
寺
に
住
持
す
る
。
六
月
に
は
同
寺
で
夏
の
結
制
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
隠
元
は
同
時
に
興
福
寺
と
崇
福
寺
で
、
夏
の
結
制
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
崎
に
在
住
し
た
期
間
、
隠
元
は
大
衆
の
接
化
に
努
め
て
い
る
が
、
こ
の
か
ん
、
問
道
に
訪
れ
た
僧
俗
や

偈
を
求
め
て
い
る
参
謁
者
も
相
当
な
数
に
達
し
た
。

向
井
元
升
の
文
中
に
い
う
「
関
山
一
派
」
と
は
、
妙
心
寺
の
禅
僧
た
ち
を
指
す
。
関
山
と
は
関
山
慧
玄

（
一
二
七
七
―
一
三
六
〇
）
を
指
し
、
妙
心
寺
中
興
の
祖
で
あ
る
。
妙
心
寺
は
当
時
日
本
禅
界
を
、
と
り

わ
け
臨
済
宗
を
代
表
す
る
大
寺
で
あ
っ
た
。「
老
僧
も
若
僧
も
紫
衣
も
黒
衣
も
、
来
々
去
々
ひ
ま
も
な
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
妙
心
寺
派
の
僧
衆
が
積
極
的
に
渡
来
し
た
ば
か
り
の
隠
元
に
参
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
当
時
妙
心
寺
に
は
、
東
陽
英
朝
の
聖
沢
派
、
悟
渓
宗
頓
の
東
海
派
、
景
川
宗
隆
の
龍
泉
派
、
特
芳

禅
傑
の
霊
雲
派
と
い
う
四
つ
の
派
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
妙
心
寺
四
派
は
、
隠
元
の
渡
来
に
対
す
る
態
度
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
当
時
妙
心
寺
の
住
持
で
、
霊
雲
派
出
身
の
龍
渓
性
潜
は
、
隠
元
の
渡
来
に
心

を
動
か
し
て
、
隠
元
を
支
持
し
て
、
妙
心
寺
に
招
請
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
沢
派
出
身

の
愚
堂
東
寔
ら
か
ら
反
対
さ
れ
、
招
請
は
難
航
し
た
の
で
あ
っ
た
。
愚
堂
東
寔
ら
に
と
っ
て
、
妙
心
寺
は

関
山
以
来
、
一
流
相
承
の
寺
で
あ
る
。
そ
の
純
粋
性
を
守
る
た
め
に
、
他
山
か
ら
は
い
か
な
る
高
僧
で
あ

っ
た
も
住
持
を
迎
え
な
い
と
し
、
こ
の
主
張
に
立
っ
て
隠
元
を
妙
心
寺
に
招
請
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妙
心
寺
は
親
檗
派
と
反
檗
派
と
い
う
二
派
に
分
か
れ
て
、
論
争
し
て
い
た
。

結
局
、
反
檗
派
が
主
流
と
な
っ
て
、
隠
元
を
妙
心
寺
に
招
請
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

妙
心
寺
招
請
に
失
敗
し
た
龍
渓
・
禿
翁
・
竺
印
ら
は
隠
元
を
摂
津
富
田
の
普
門
寺
に
迎
え
た
。
普
門
寺
は

龍
渓
が
住
持
し
た
寺
で
あ
る
。
最
初
は
竺
印
が
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
を
説
得
し
、
江
戸
幕
府
に
働
き
か

け
て
隠
元
を
日
本
に
留
め
る
べ
く
奔
走
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
五
月
に
、
幕
府
で

は
龍
渓
・
禿
翁
・
竺
印
ら
が
隠
元
を
普
門
寺
に
招
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
請
願
を
許
可
し
た
。
そ
こ
で
竺

印
は
、
今
度
は
龍
渓
・
禿
翁
の
し
た
た
め
た
請
啓
を
手
に
長
崎
へ
赴
き
、
こ
れ
を
隠
元
に
手
渡
し
た
。
こ

の
こ
と
は
隠
元
に
と
っ
て
、
全
く
意
外
の
こ
と
で
、
隠
元
は
す
ぐ
に
は
承
諾
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
長
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崎
奉
行
や
竺
印
か
ら
の
懇
請
を
受
け
容
れ
、
普
門
寺
行
き
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。
普
門
寺
は
も
と
も
と

妙
心
寺
派
に
属
す
る
龍
安
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
元
和
六
（
一
六
二
〇
）
年
五
月
、
龍
渓
は
こ
の
寺
の
第
九

代
住
持
と
な
っ
た
。
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
、
龍
渓
は
さ
ら
に
本
山
た
る
妙
心
寺
の
住
持
と
な
っ
て
い

る
。
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
隠
元
の
渡
来
当
時
、
龍
渓
は
再
び
妙
心
寺
に
住
し
て
い
る
。
即
ち
、
龍

渓
は
妙
心
寺
の
住
持
と
し
て
の
立
場
で
、
隠
元
を
普
門
寺
に
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
、
幕
府
は
隠
元
が
普
門
寺
を
住
持
す
る
こ
と
に
か
な
り
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

隠
元
は
、
当
初
普
門
寺
で
は
何
の
自
由
も
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
の
僧
俗
が
隠
元
に
参
じ
る
こ
と
も

禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
龍
渓
ら
は
隠
元
を
普
門
寺
に
引
き
留
め
る
た
め
、
更
に
幕
府
に
要
請
を
続

け
た
。
そ
の
結
果
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
七
月
、
幕
府
は
①
龍
渓
・
竺
印
・
禿
翁
の
う
ち
の
誰
か
の
付

き
添
い
で
、
京
都
・
南
都
・
大
阪
・
大
津
・
堺
津
の
五
か
所
に
、
隠
元
が
十
日
・
二
十
日
ほ
ど
滞
留
す
る
こ
と

が
許
可
さ
れ
る
こ
と
。
②
普
門
寺
に
参
じ
る
日
本
僧
は
二
百
人
に
限
る
こ
と
、
③
俗
人
の
参
謁
の
可
否
は
、

龍
渓
・
禿
翁
・竺
印
の
三
人
の
協
議
で
決
め
る
こ
と
、
と
い
う
主
旨
の
覚
書
を
下
し
て
、
緩
和
な
態
度
を
示

す
に
至
っ
た
。

一
方
で
、
渡
来
二
年
後
の
明
歴
二
（
一
六
五
六
）
年
、
隠
元
に
帰
山
を
促
す
書
簡
が
相
次
い
で
送
ら
れ

て
き
た
。
七
月
、
そ
れ
ら
の
書
簡
の
中
で
も
、
隠
元
か
ら
林
月
樵
へ
宛
て
た
返
信
に
は
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
見
ら
れ
る
。

去
歳
九
月
。
応
二

摂
州
普
門
一

。
出
二

於
意
外
一

。
迄
レ

今
又
一
載
。
茲
接
二

諸
檀
越
迎
書
一

。

即
欲
三

回
レ

山
以
践
二

前
約
一

。
奈
寺
主
之
願
未
レ

滿
。
仍
率
二

大
衆
一

懇
留
再
四
。
難
レ

卻
二

其
誠

一

。
遂
暫
許
レ

之
。
以
応
二

冬
期
一

。
明
春
解
制
後
。
聴
二

吾
自
便
一

。
彼
此
周
全
。
益
見
二

老
僧

為
人
之
厚
一

也
。
（
四
一
）

こ
こ
で
い
う
「
寺
主
」
と
は
龍
渓
を
指
す
。
ゴ
チ
ッ
ク
部
分
か
ら
は
龍
渓
か
ら
隠
元
へ
日
本
居
住
を
熱

心
に
勧
め
る
様
子
が
う
か
が
い
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
慧
門
如
沛
及
び
古
黄
檗
の
諸
耆
旧
へ
の
返
信
の
中

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

老
僧
離
レ

山
三
載
。
雖
下

在
二

遠
域
一

。
法
縁
系
絆
上

。
無
三

一
刻
不
レ

念
二

祖
山
一

也
。
（
中
略
）

又
接
二

諸
檀
書
一

。
迎
レ

吾
帰
レ

山
。
理
当
返
レ

棹
。
然
応
二

普
門
一

。
将
及
二

一
載
一

。
未
二

曾
結
制

一
番
一

。
衆
等
再
三
懇
留
。
誠
難
レ

卻
レ

之
。
故
許
二

其
結
冬
一
期
一

。
俟
二

来
春
完
満
一

。
以
遂
二

寺
主
之
願
一

。
移
レ

杖
帰
レ

山
。
未
レ

晚
也
。
（
四
二
）

こ
れ
ら
の
書
簡
か
ら
、
隠
元
は
古
黄
檗
の
こ
と
や
三
年
で
帰
国
す
る
と
い
う
約
束
を
忘
れ
ず
に
、
帰
山

し
よ
う
と
思
う
が
、
龍
渓
ら
の
再
三
再
四
の
懇
留
で
、
暫
く
普
門
寺
で
冬
期
結
制
を
行
い
、
翌
年
、
解
制

後
に
こ
そ
帰
山
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
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も
と
よ
り
龍
渓
ら
の
素
願
は
隠
元
を
日
本
に
引
き
留
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
久
保
章
氏
に
よ
れ
ば
、

翌
年
の
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
二
月
と
四
月
の
二
回
、
龍
渓
は
江
戸
に
赴
い
て
、
「
大
老
酒
井
忠
勝
を

初
め
老
中
ら
を
歴
訪
し
、
隠
元
を
引
き
留
め
る
こ
と
に
つ
い
て
懇
願
し
、
か
つ
隠
元
に
紫
衣
を
授
か
る
よ

う
奔
走
し
た
」
（
四
三
）

。
そ
の
結
果
は
、
「
同
年
七
月
普
門
寺
に
対
し
て
毎
月
扶
持
米
十
五
石
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
四
四
）

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
龍
渓
の
奔
走
に
よ
り
、
冬
期
結
制
の
解
制
後

に
は
海
を
越
え
て
中
国
黄
檗
山
へ
帰
山
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
隠
元
は
、
当
初
の
計
画
を
さ
ら
に
延
期
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
翌
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
、
龍
渓
は
再
び
江
戸
に
赴
い
て
、
隠
元
の
た
め
に

奔
走
し
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府
が
隠
元
を
江
戸
へ
召
喚
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
同
年
十
一

月
一
日
、
隠
元
は
龍
渓
・
禿
翁
・
通
事
一
人
を
伴
っ
て
、
将
軍
家
綱
に
謁
見
し
た
。
万
治
二
（
一
六
五
九
）

年
、
隠
元
は
な
お
も
帰
山
の
意
を
捨
て
ず
、
龍
渓
を
通
し
て
、
大
老
酒
井
忠
勝
（
一
五
八
七
―
一
六
六
二
）

に
書
簡
で
そ
の
意
向
を
伝
え
た
。
す
る
と
五
月
三
日
付
の
返
信
で
、
忠
勝
か
ら
は
次
の
よ
う
に
幕
府
の
意

向
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

杳
寄
二

一
緘
一

。
展
読
如
レ

面
。
先
喜
二

起
居
平
安
一

。
就
思
。
去
冬
東
来
。
登
城
拝
謁
礼
畢
。

如
レ

余
亦
初
接
二

清
容
一

。
且
得
レ

屈
二⁻

請
於
私
第
一

。
誠
是
奇
遇
之
幸
。
於
レ

今
不
レ

忘
二

于
心
一

也
。
来
示
謂
。
有
二

帰
帆
之
望
一

。
其
思
二⁻

慕
喬
木
一

之
盛
志
。
可
二

以
嘉
一

焉
。
龍
渓
演
二⁻

説
之

執
政
一

。
乃
以
聞
二

大
君
一

。
有
レ

命
曰
。
所
レ

白
雖
二

良
有
一
レ

以
也
。
然
偶
偶
投
化
。
既
受
二

其

一
謁
一

。
而
其
齢
亦
高
。
想
有
二

風
涛
万
里
之
遥
一

。
不
レ

若
三

安
レ

心
以
留
二

此
土
一

也
。
故
相
二

洛
辺
之
攸
一

。
賜
下

可
レ

営
二

梵
宇
一

之
地
上

。
君
命
如
レ

此
。
則
老
禅
宜
レ

随
二

其
旨
一

。
弘
二

祖
風

於
斯
一

。
而
莫
レ

催
二

帰
国
之
志
一

。
然
則
再
会
可
レ

期
。
甚
慰
悦
焉
。
其
余
龍
渓
可
レ

啓
レ

之
。

不
宜
。
（
四
五
）

ゴ
チ
ッ
ク
部
分
を
中
心
に
こ
の
返
信
を
読
ん
で
み
る
と
、
忠
勝
は
隠
元
の
帰
帆
の
望
み
を
将
軍
に
伝
え

た
と
こ
ろ
、
将
軍
の
ほ
う
は
隠
元
の
高
齢
を
考
慮
し
て
、
京
都
付
近
に
寺
地
を
下
賜
す
る
意
向
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
忠
勝
も
隠
元
に
対
し
、
将
軍
か
ら
の
こ
の
恩
典
的
な
命
令
に
し
た
が
っ
て
、
日

本
に
留
ま
り
法
を
弘
め
る
よ
う
引
き
留
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
龍
渓
ら
か
ら
の
勧
め
も
あ
り
、

隠
元
自
身
も
つ
い
に
万
里
の
渡
日
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
、
六
月
に
は
つ
い
に
日
本
に
留

ま
る
こ
と
を
決
心
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
平
久
保
章
氏
は
以
下
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
―
―
「
日

本
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
隠
元
は
、
龍
渓
の
斡
旋
で
山
城
（
京
都
府
）
宇
治
郡
の
一
地
方
大
和
田
の
地

を
寺
基
に
え
ら
び
、
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た…

…

大
和
田
は
後
陽
成
天
皇
の
女
御
（
後
水
尾
天
皇
の
生
母
）

中
和
門
院
前
子
の
別
荘
の
お
か
れ
た
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
大
和
田
の
地
に
新
建
さ
れ
る
寺
は
、

万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
十
二
月
十
八
日
に
、
古
黄
檗
の
名
を
と
っ
て
黄
檗
山
萬
福
寺
と
称
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」
（
四
六
）

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
隠
元
が
長
崎
に
渡
来
し
て
、
そ
の
後
、
普
門
寺
に
住
す
る
こ
と
、
幕
府
か
ら
扶
持
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米
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
、
江
戸
に
赴
い
て
、
将
軍
家
綱
に
謁
見
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
京
都
郊
外
の
宇

治
に
寺
地
を
下
賜
さ
れ
て
、
黄
檗
宗
を
開
立
で
き
る
こ
と
な
ど
、
一
連
の
こ
と
は
隠
元
に
と
っ
て
予
想
外

の
こ
と
で
あ
り
、
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
何
回
も
帰
山
の
念
を
抱
い

た
隠
元
を
引
き
留
め
る
べ
く
、
そ
の
す
べ
て
を
促
進
し
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
こ
そ
は
龍
渓
で
あ
る
。
龍
渓
の

奔
走
が
な
か
っ
た
の
な
ら
、
隠
元
は
そ
の
ま
ま
中
国
へ
戻
り
、
日
本
に
お
い
て
黄
檗
宗
が
開
か
れ
た
は
ず

も
あ
る
ま
い
。
新
寺
の
建
立
が
制
限
さ
れ
て
い
た
近
世
初
頭
の
き
び
し
い
宗
教
政
策
の
も
と
で
、
そ
れ
で

も
京
都
に
萬
福
寺
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
幕
府
側
の
隠
元
へ
の
好
感
も
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
龍
渓
は
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
幕
府
側
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
、
幕
府
上
層

部
が
隠
元
引
き
留
め
に
動
く
よ
う
奔
走
し
た
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
檗
宗
の
開
立
は
妙
心
寺
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
妙
心
寺
内
の
親
檗

派
の
龍
渓
ら
と
反
檗
派
の
愚
堂
ら
と
の
対
立
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
隠
元
は
ご
く
順
調
に
妙
心
寺
に
住
持

し
て
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
愚
堂
ら
は
、
隠
元
・
龍
渓
ら

に
対
す
る
反
感
を
以
下
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

大
円
宝
鑑
国
師
在
二

花
山
一

。
元
貞
（
大
春
）
帰
省
時
寒
。
国
師
向
レ

火
問
曰
。
従
二

何
去
来
一

。

貞
云
。
近
掛
二⁻

搭
富
田
普
門
寺
一

過
レ

夏
。
国
師
曰
。
唐
僧
隠
元
来
朝
。
天
下
奔
波
。
老
僧
不
レ

跨
二

渠
門
限
一

。
普
門
一
衆
以
為
二

若
何
一

。
貞
云
。
或
譏
謗
。
或
以
為
レ

高
。
国
師
火
筋
画
レ

灰
。

従
容
曰
。
元
来
隠
元
不
レ

識
二

礼
法
一

。
老
僧
是
日
本
禅
林
大
老
。
渠
欲
レ

弘
二
‐

化
日
本
一

。
則

先
須
三

来
謁
二

于
我
一

。
然
後
随
レ

分
度
レ

生
不
レ

晩
也
。
老
僧
若
入
二

大
清
国
一

。
則
又
若
レ

此
而

已
。
龍
渓
輩
頭
禿
面
皺
。
何
無
二

老
成
之
量
一

哉
。
只
管
向
二

他
屋
裏
一

顛
倒
狼
狽
。
実
可
二

憐

愍
一

者
。
（
四
七
）

（
返
点
・
句
読
点
筆
者
）

愚
堂
は
隠
元
を
無
礼
な
者
で
あ
る
と
見
な
し
、
隠
元
の
た
め
に
奔
走
し
て
い
る
龍
渓
ら
の
行
為
を
顛
倒

狼
狽
と
見
て
、
強
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
愚
堂
の
剣
幕
に
も
似
た
鋭
い
隠
元
批
判
に
感
化
さ
れ
て

か
、
隠
元
に
付
き
従
う
妙
心
寺
関
係
者
が
龍
渓
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
平
久
保
章
氏
は
そ
の
こ
と
を
「
か

よ
う
な
空
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
最
初
隠
元
の
普
門
寺
招
請
、
日
本
へ
引
き
留
め
に
協
力
し
、

行
動
を
共
に
し
て
き
た
竺
印
と
龍
渓
の
間
に
対
立
が
起
こ
っ
て
き
た…

…

隠
元
の
引
き
留
め
運
動
か
ら

手
を
ひ
い
て
い
た
」
（
四
八
）

と
記
し
て
い
る
。
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
九
月
に
は
、
妙
心
寺
で
、
開
山

関
山
慧
玄
の
三
百
年
大
遠
忌
が
行
わ
れ
た
。
遠
忌
導
師
と
し
て
の
愚
堂
は
「
二
十
四
流
日
本
禅

惜
哉
大

半
失
二

其
伝
一

関
山
幸
有
二

児
孫
在
一

続
レ

焰
聯
レ

芳
三
百
年
」
と
い
う
香
語
を
述
べ
た
。
愚
堂
は
妙
心

寺
が
正
法
を
伝
え
て
い
る
「
関
山
一
流
相
承
刹
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
正
法
復
興
の
た
め
に
は
ど
こ

ま
で
も
関
山
の
法
灯
を
守
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
遠
忌
を
き
っ
か
け
に
、
関
山
派
徒
の
意
志
を
昂

揚
し
て
、
親
檗
派
の
僧
に
そ
の
覚
醒
と
翻
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
効
果
が
あ
っ
た
の
か
、
禿
翁
も

隠
元
の
こ
と
か
ら
手
を
引
い
て
い
る
。
遠
忌
か
ら
二
年
後
の
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
十
月
一
日
、
愚
堂
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は
示
寂
し
た
。
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
至
り
、
妙
心
寺
の
寺
規
（
壁
書
）
に
は
、
親
檗
派
を
排
斥
す

る
条
項
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。
龍
渓
や
鳥
取
龍
峰
寺
の
提
宗
慧
全
（
一
五
九
二
―
一
六
六
八
）
な
ど
は

こ
れ
に
反
発
し
た
が
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
に
至
り
、
龍
渓
一
派
は
つ
い
に
妙
心
寺
か
ら
除
籍
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
龍
渓
は
黄
檗
に
改
派
し
て
、
龍
渓
宗
潜
か
ら
龍
渓
性
潜
と
改
名
し
、
隠
元
の
法
嗣
と
な

っ
た
。
妙
心
寺
の
前
住
持
が
転
派
し
た
の
は
妙
心
寺
史
上
の
前
代
未
聞
の
一
大
事
で
あ
っ
た
。

六

お
わ
り
に

本
章
は
隠
元
の
生
涯
、
日
本
渡
来
の
原
因
及
び
時
代
背
景
、
黄
檗
宗
開
立
と
日
本
禅
界
な
ど
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
た
。
隠
元
は
中
国
福
建
省
の
高
僧
で
、
日
本
へ
渡
来
す
る
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
恐
ら
く
は
中
国
仏
教
史
上
の
高
僧
と
し
て
名
を
残
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
因
縁
の
う
な

が
し
に
よ
り
日
本
へ
渡
来
し
、
黄
檗
宗
を
開
立
し
、
そ
の
こ
と
で
近
世
日
本
の
仏
教
界
に
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
た
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
も
た
ら
し
た
明
代
中
国
文
化
も
各
分
野
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の

こ
と
は
日
中
文
化
交
流
史
、
近
世
仏
教
史
、
日
本
禅
宗
史
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
一
大
事
件
と
な
っ
た
。

隠
元
の
渡
来
は
明
清
交
替
と
日
本
の
「
海
禁
・
華
夷
秩
序
」
体
制
と
い
う
激
動
の
時
代
を
背
景
と
し
て
い

る
。
そ
の
渡
来
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、
定
説
は
ま
だ
な
い
。
隠
元
の

渡
来
は
日
本
で
大
き
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
。
日
本
仏
教
学
界
で
は
現
在
、
辻
氏
の
近
世
仏
教
堕
落
論

と
、
そ
れ
に
反
駁
す
る
末
木
氏
の
非
堕
落
論
と
が
併
存
し
て
い
る
が
、
歴
史
学
の
進
歩
は
後
者
へ
軍
配
を

上
げ
つ
つ
あ
る
。
少
な
く
と
も
江
戸
初
・
中
期
の
仏
教
界
は
非
常
に
積
極
的
に
外
来
思
想
や
文
化
を
吸
収

す
る
気
運
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
当
時
妙
心
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
龍
渓
の
奔
走
に
よ
り
、
当
初
は
渡
日
の

三
年
後
に
帰
国
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
隠
元
も
つ
い
に
日
本
に
留
ま
る
こ
と
を
決
意
し
、
黄
檗
宗
の
開
立
を

見
る
に
至
っ
た
。
龍
渓
は
い
わ
ば
黄
檗
宗
開
立
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
原
因

か
ら
、
龍
渓
は
こ
こ
ま
で
隠
元
支
援
に
奔
走
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
論
じ
よ
う
。

（
一
）
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
二
巻
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
八
五
八
～
八

五
九
頁
。

（
二
）
前
掲
注
（
一
）
八
五
九
～
八
六
〇
頁
。

（
三
）
隠
元
の
生
涯
に
関
す
る
叙
述
は
平
久
保
章
『
隠
元
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)

、
林
観
潮
『
隠

元
隆
琦
禅
師
』(

厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

、
『
臨
済
宗
黄
檗
派
と
日
本
黄
檗
宗
』(

中
国
財
富

出
版
社
、
二
〇
一
三
年)

を
参
照
。
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（
四
）
大
津
透
等
編
『
日
本
歴
史

第
一
一
巻

近
世
二
』
（
岩
波
書
店

二
〇
一
四
年
）
一
一
〇
―
一

一
一
頁
。

（
五
）
呉
彊
『
蹈
海
東
瀛
：
隠
元
隆
琦
与
前
近
代
東
亜
社
会
的
本
真
危
機
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇

二
一
年
）
八
一
頁
。

（
六
）
平
久
保
章
『
隠
元
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)

六
七
～
七
七
頁
。

（
七
）
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
五
巻
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
二
一
九
八
頁
。

（
八
）
小
野
和
子
「
動
乱
の
時
代
を
生
き
た
隠
元
禅
師
」
『
禅
文
化
』
（
一
二
四
）
（
禅
文
化
研
究
所
、

一
九
八
七
年
）
八
三
～
九
二
頁
。

（
九
）
林
観
潮
「
隠
元
と
鄭
成
功
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
二
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺

文
華
殿
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
〇
～
一
一
九
頁
。

（
十
）
木
村
得
玄
「
続
隠
元
禅
師
来
日
の
理
由
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
六
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、

二
〇
〇
七
年
）
二
〇
～
二
六
頁
。

（
一
一
）
呉
彊
「
蹈
海
東
瀛
―
一
六
五
四
年
隠
元
隆
琦
東
渡
日
本
的
歴
史
背
景
」
『
蹈
海
東
瀛
：
隠
元
隆

琦
与
前
近
代
東
亜
社
会
的
本
真
危
機
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）
八
一
～
一
〇
八
頁
。

（
一
二
）
黄
薇
姍
「
隠
元
渡
日
と
近
世
黄
檗
宗
の
展
開
：
隠
元
留
日
弘
法
の
要
因
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本

思
想
史
研
究
会
会
報
』
（
三
六
）
（
日
本
思
想
史
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
）
一
二
～
二
八
頁
。

（
一
三
）
呉
彊
「
蹈
海
東
瀛
―
一
六
五
四
年
隠
元
隆
琦
東
渡
日
本
的
歴
史
背
景
」
『
蹈
海
東
瀛
：
隠
元
隆

琦
与
前
近
代
東
亜
社
会
的
本
真
危
機
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）
、
林
観
潮
『
隠
元
隆
琦
禅

師
』(

厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

、
『
臨
済
宗
黄
檗
派
と
日
本
黄
檗
宗
』(

中
国
財
富
出
版
社
、

二
〇
一
三
年)

を
参
照
。

（
一
四
）
菊
地
章
太
「
中
世
近
世
に
お
け
る
道
教
信
仰
の
伝
播
―
媽
祖
崇
拝
の
拡
大
を
手
か
が
り
に
」『
日

本
宗
教
史
四

宗
教
の
受
容
と
交
流
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
二
八
〇
～
二
八
一
頁
。

（
一
五
）
前
掲
注
（
一
四
）
二
八
〇
頁
。

（
一
六
）
李
献
璋
「
長
崎
三
唐
寺
の
成
立
」
『
媽
祖
信
仰
の
研
究
』
（
泰
山
文
物
社
、
一
九
七
九
年
）
五

三
一
頁
。

（
一
七
）
末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を

参
照
。

（
一
八
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
三
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
一
頁
。

（
一
九
）
前
掲
注
（
一
八
）
一
頁
。

（
二
〇
）
前
掲
注
（
一
八
）
七
六
～
七
九
頁
。

（
二
一
）
前
掲
注
（
一
八
）
九
三
頁
。

（
二
二
）
前
掲
注
（
一
八
）
一
四
〇
頁
。

（
二
三
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
四
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
四
三
八
頁
。
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（
二
四
）
前
掲
注
（
二
三
）
四
四
二
頁
。

（
二
五
）
前
掲
注
（
二
三
）
四
四
三
頁
。

（
二
六
）
前
掲
注
（
二
三
）
四
四
五
頁
。

（
二
七
）
前
掲
注
（
一
八
）
二
八
五
頁
。

（
二
八
）
前
掲
注
（
二
三
）
四
九
三
～
四
九
四
頁
。

（
二
九
）
末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
五

頁
。

（
三
〇
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
〇
一
頁
。

（
三
一
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
六
〇
頁
。

（
三
二
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
〇
三
頁
。

（
三
三
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
〇
五
頁
。

（
三
四
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
一
一
頁
。

（
三
五
）
前
掲
注
（
二
九
）
一
八
六
頁
。

（
三
六
）
前
掲
注
（
二
九
）
四
～
五
頁
。

（
三
七
）
前
掲
注
（
一
八
）
二
八
五
頁
。

（
三
八
）
木
村
得
玄
編
「
海
表
叢
書

知
耻
篇
」
『
黄
檗
宗
資
料
集
成

第
二
巻
』
（
春
秋
社
、
二
〇
一

五
年
）
八
八
頁
。

（
三
九
）
前
掲
注
（
三
八
）
三
八
～
三
九
頁
。

（
四
〇
）
平
久
保
章
『
隠
元
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)

九
七
頁
。

（
四
一
）
平
久
保
章
編
「
復
文
学
月
樵
林
外
護
」
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
五
巻
』
（
開
明
書
院
、

一
九
七
九
年
）
二
二
九
三
頁
。

（
四
二
）
平
久
保
章
編
「
復
慧
門
首
座
並
山
中
諸
耆
旧
」
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
五
巻
』
（
開
明

書
院
、
一
九
七
九
年
）
二
二
三
三
～
二
二
三
四
頁
。

（
四
三
）
前
掲
注
（
四
〇
）
一
一
五
頁
。

（
四
四
）
前
掲
注
（
四
〇
）
一
一
五
頁
。

（
四
五
）
前
掲
注
（
四
〇
）
一
二
四
頁
。

（
四
六
）
前
掲
注
（
四
〇
）
一
三
二
頁
。

（
四
七
）
木
村
得
玄
編
「
黄
檗
外
記
」
『
黄
檗
宗
資
料
集
成

第
二
巻
』
（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）
二

四
一
頁
。

（
四
八
）
前
掲
注
（
四
〇
）
一
三
五
～
一
三
六
頁
。
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第
二
章

隠
元
と
龍
渓
性
潜
―
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
す
る
龍
渓
性
潜
の
動
機
を
中
心
に
―

一

は
じ
め
に

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
黄
檗
宗
の
開
立
と
い
う
偉
業
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、
日
中
両
国
か
ら
の
多
く

の
支
援
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
っ
た
人
物
が
龍
渓
性
潜
で
あ
る
。
龍
渓

は
妙
心
寺
の
前
住
持
で
あ
る
が
、
隠
元
を
日
本
に
引
き
留
め
る
た
め
に
、
何
度
も
江
戸
へ
往
復
し
、
幕
府

当
局
と
の
間
を
と
り
な
し
た
。
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
尽
力
し
、
寛
文
四
（
一
六
六
四
）

年
、
龍
渓
六
三
歳
の
時
に
は
、
隠
元
の
法
を
嗣
い
で
黄
檗
僧
と
な
っ
た
。
な
ぜ
、
龍
渓
は
全
身
全
霊
で
隠

元
を
擁
立
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
黄
檗
宗
の
開
立
の
本
源
に
繋
が
る
問
題
で
あ
り
、
黄
檗
宗
史
の
み
な

ら
ず
、
日
本
近
世
仏
教
史
、
日
中
仏
教
文
化
交
流
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
隠
元
と
龍
渓
の
関
係
に
つ
い
て
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
果
た
し
た
龍
渓
の
功
績
が
史
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
考
察
さ
れ
て
き
た(

一)

。
し
か
し
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
動
機
を
中
心
的
な
問

題
と
し
て
取
り
上
げ
た
論
文
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
龍
渓
の
生
涯
と
思
想
、
紫
衣
事
件
の
影
響
や

隠
元
と
妙
心
寺
の
関
係
な
ど
に
関
す
る
論
文
の
中
に
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。
た
だ
、

そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
が
個
別
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
龍
渓
の
動
機
に
つ
い
て
体
系
的
に
検
討
さ
れ
て

は
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
は
人
間
に
よ
っ
て
動
く
。
歴
史
を
動
か
す
人
々
の
思
想
的
な
側
面
の
分

析
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
は
関
係
人
物
の
語
録
や
書
簡
な
ど
の
第
一
次
資
料
の
中
か
ら
、

思
想
的
、
感
情
的
な
要
素
を
重
視
し
て
分
析
を
試
み
る
。
龍
渓
の
行
動
の
み
で
な
く
、
感
情
や
意
識
の
解

読
に
よ
っ
て
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
。

二

先
行
研
究
の
問
題
点
及
び
必
要
と
さ
れ
る
研
究

黄
檗
宗
開
立
に
紫
衣
事
件
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
加
藤
正
俊
氏
は
紫
衣
事
件
の
経

緯
を
分
析
し
て
、
「
黄
檗
教
団
の
成
立
と
い
う
こ
の
大
事
件
も
裏
面
か
ら
見
た
場
合
、
紫
衣
事
件
に
よ
っ

て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
妙
心
寺
内
の
硬
軟
両
派
抗
争
の
余
波
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
」(

二)

と

結
論
づ
け
た
。
ま
た
川
上
孤
山
氏
は
紫
衣
事
件
の
影
響
で
、
龍
渓
が
「
昔
年
の
冤
を
法
山
衆
徒
に
報
ふ
可

く
事
を
運
ら
し
た
の
で
あ
る
、
誠
や
彼
は
隠
元
を
迎
へ
て
黄
檗
の
法
系
に
転
じ
諱
宗
潜
を
改
め
性
潜
（
性

の
字
隠
元
門
下
の
通
称
）
を
称
し
た
）
」(

三)

と
冤
を
報
い
る
た
め
に
隠
元
を
支
持
し
た
と
い
う
説
を
主

張
す
る
。
さ
ら
に
、
川
辺
真
蔵
氏
は
紫
衣
事
件
の
結
果
と
し
て
、
「
龍
渓
禅
師
が
、
五
〇
年
の
長
い
間
所

属
し
て
い
た
宗
派
を
離
れ
て
、
渡
来
僧
の
下
に
奔
っ
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
単
純
な
る
信
仰
の
問
題
と

見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
其
所
に
は
深
い
利
害
の
関
係
が
か
ら
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
一
種
の
権
力
争
奪
戦

の
結
果
に
外
な
ら
な
い
の
だ
。
」(

四)

と
権
力
争
奪
説
を
主
張
す
る
。
加
藤
氏
、
川
上
氏
、
川
辺
氏
は
共

に
、
紫
衣
事
件
が
龍
渓
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
中
尾
文
雄
氏
は
龍
渓
が
身
を
捨
て
て
隠
元
に
帰
依
す
る
理
由
に
関
し
て
、
「
ひ
と
た
び



35

そ
の
徳
に
魅
せ
ら
れ
る
と
、
（
中
略
）
そ
の
人
の
た
め
に
は
捨
身
す
る
こ
と
さ
え
宗
教
の
世
界
で
は
数
多

い
出
来
事
で
あ
る
。
」(

五)

と
述
べ
、
隠
元
の
道
（
悟
り
）
だ
け
で
な
く
、
特
に
隠
元
の
徳
に
魅
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
人
格
魅
力
説
を
主
張
す
る
。
ま
た
中
尾
氏
は
龍
渓
の
生
涯
と
思
想
を
詳
し
く
考
察
し
て
お

り
、
本
章
の
趣
旨
か
ら
も
参
考
と
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
動
機
に
関
す
る
論
は
大
き
く
二
つ
の
方
向
性
に
分
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
い
ま
だ
統
合
的
な
議
論
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
、
中
尾
氏
の
人
格
魅

力
説
に
立
脚
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
外
在
的
な
要
因
と
内
在
的
な
要
因
と
い
う
二
つ

の
面
で
、
総
合
的
・
統
合
的
に
隠
元
を
支
援
し
た
龍
渓
の
動
機
を
検
討
す
る
。

三

龍
渓
性
潜
が
隠
元
を
支
援
す
る
外
在
的
な
要
因

三
―
一

隠
元
渡
来
以
前
の
江
戸
初
期
の
禅
界

隠
元
渡
来
前
、
江
戸
初
期
の
臨
済
禅
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
。
木
村
静
雄
氏(

六)

や
竹

貫
元
勝
氏(

七)

ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
長
い
戦
国
期
を
経
た
江
戸
初
期
は
、
禅
界
も
正
法
が
絶
え
た
と
さ

れ
、
仏
教
復
興
運
動
が
盛
ん
に
な
る
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
の
臨
済
禅
の
内
実
は
、
詩
文
や
偈
頌
の
よ
う

な
文
字
に
こ
だ
わ
り
、
形
骸
化
し
、
真
参
実
究
の
修
禅
は
失
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
室
町
中
期
か
ら
江
戸

初
期
に
か
け
て
、
伽
藍
法
の
繁
栄
に
伴
っ
て
流
行
し
た
幻
住
派
の
密
参
口
訣
式
の
禅
（
八
）

も
そ
の
傾
向
に

拍
車
を
か
け
て
い
た
。
二
百
年
来
、
正
法
は
絶
え
、
証
明
で
き
る
宗
師
も
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
う
え
に
、

鎖
国
政
策
の
影
響
で
中
国
へ
行
く
こ
と
も
で
き
ず
、
無
師
独
悟
し
た
と
称
す
る
禅
僧
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
公
案
禅
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
脱
出
し
、
正
法
復
興
の
道
が
模
索
さ
れ
た
。
当
時
の
妙
心

寺
の
禅
僧
ら
に
よ
る
結
盟
遍
参
や
、
独
自
の
特
色
を
持
つ
禅
の
確
立
な
ど
の
動
き
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

妙
心
寺
の
正
統
派
を
自
認
す
る
愚
堂
東
寔
の
正
法
禅
や
大
愚
宗
築
（
一
五
八
四
～
一
六
六
九
）
の
無
相
禅
、

雪
窓
宗
崔
（
一
五
八
九
～
一
六
四
九
）
の
禅
浄
律
融
合
の
持
戒
念
仏
禅
、
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
～
一
六

五
五
）
の
二
王
禅
、
鈴
木
正
三
・
雲
居
希
膺
（
一
五
八
二
～
一
六
五
九
）
の
念
仏
禅
、
盤
珪
永
琢
（
一
六

二
二
～
一
六
九
三
）
の
不
生
禅
、
一
糸
文
守
の
持
戒
禅
な
ど
が
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
曹
洞
宗
の

場
合
は
開
祖
道
元
へ
の
復
古
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
、
万
安
英
種
（
一
五
九
一
―
一
六
五
四
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
彼
は
当
時
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
宗
風
の
衰
退
を
憂
慮
し
て
、
相
当
な
使
命
感
を
胸
に
、
宗
内
の
心

あ
る
人
々
が
開
祖
道
元
の
精
神
へ
と
復
帰
す
べ
く
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
（
九
）

三
―
二

紫
衣
事
件
の
影
響

紫
衣
事
件
は
江
戸
初
期
の
有
名
な
事
件
で
、
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
前
後
の
朝
幕
関
係
を
考
察
す
る

時
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
紫
衣
事
件
に
よ
る
妙

心
寺
内
で
生
じ
た
硬
軟
両
派
に
よ
る
激
し
い
対
立
の
結
果
、
孤
立
し
た
龍
渓
が
利
害
関
係
に
よ
っ
て
隠
元

を
支
援
し
た
よ
う
に
な
り
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
尽
力
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紫
衣
事

件
の
影
響
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
は
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
要
因
と
な
り
得
る
の

か
。
一
体
、
紫
衣
事
件
は
龍
渓
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
龍
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渓
の
人
格
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
一
層
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
加
藤
正
俊
氏(

一

〇)
な
ど
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
て
、
紫
衣
事
件
と
龍
渓
の
関
係
を
考
察
す
る
。

慶
長
一
八
（
一
六
一
三
）
年
六
月
、
江
戸
幕
府
は
勅
許
紫
衣
法
度
を
制
定
し
、
元
和
元
（
一
六
一
五
）

年
に
は
、
「
禁
中
并
公
家
法
度
」
な
ど
各
宗
諸
法
度
を
制
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
度
は
軽

視
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
幕
府
は
そ
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
新
し
い
政
策

を
発
布
し
た
。
そ
の
政
策
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
妙
心
寺
内
で
は
親
幕
の
軟
派
と
親
朝
廷
の
硬
派
に
分
か

れ
て
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。

龍
渓
は
、
妙
心
寺
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
軟
派
の
指
導
者
・
伯
蒲
慧
稜
（
一
五
四
四
―
一
六
二
八
）

の
弟
子
で
あ
っ
た
。
伯
蒲
は
幕
府
に
よ
る
一
連
の
法
度
の
制
定
前
か
ら
親
幕
的
で
あ
っ
た
。
紫
衣
事
件
に

お
い
て
、
龍
渓
は
い
わ
ば
参
謀
と
し
て
伯
蒲
を
補
佐
し
て
い
る
。
伯
蒲
は
妙
心
寺
一
山
の
衰
退
を
憂
え
、

龍
渓
を
連
れ
て
江
戸
に
赴
き
、
特
に
妙
心
寺
の
硬
派
の
東
源
慧
等
、
単
伝
士
印
ら
の
こ
と
を
幕
府
に
訴
え

た
。
そ
の
結
果
、
東
源
、
単
伝
は
大
徳
寺
の
硬
派
の
沢
庵
宗
彭
、
玉
室
宗
珀
と
と
も
に
揃
っ
て
流
罪
に
処

せ
ら
れ
た
。

朝
廷
寄
り
の
硬
派
で
あ
る
単
伝
ら
四
僧
の
配
流
は
、
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
七
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
三
年
後
の
寛
永
九
（
一
六
三
二
）
年
に
は
、
徳
川
秀
忠
の
死
に
よ
り
、
幕
府
の
宗
教
政
策
は
一

変
し
、
大
赦
令
が
出
さ
れ
、
配
流
の
四
僧
も
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）

年
に
は
、
将
軍
家
光
が
大
徳
寺
の
硬
派
の
沢
庵
に
好
意
を
示
し
、
大
徳
、
妙
心
の
出
世
問
題
を
元
和
法
度

以
前
に
還
元
し
た
こ
と
で
、
紫
衣
事
件
は
終
止
符
を
打
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
紫
衣
事
件
に
よ
り
、
妙
心
寺
は
硬
軟
両
派
を
問
わ
ず
、
精
神
的
、
財
政
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
。

そ
し
て
寛
永
一
八
年
の
解
禁
後
、
す
べ
て
の
非
難
や
怨
恨
は
伯
蒲
と
そ
の
弟
子
ら
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の

年
の
八
月
一
九
日
、
伯
蒲
の
十
三
回
忌
に
は
、
伯
蒲
の
属
す
る
霊
雲
派
を
除
い
た
東
海
、
龍
泉
、
聖
沢
三

派
の
塔
頭
が
す
べ
て
出
頭
せ
ず
、
そ
の
後
実
に
八
十
七
年
を
経
た
百
年
忌
の
時
で
さ
え
、
伯
蒲
一
派
を
許

す
こ
と
は
な
か
っ
た
。(

一
一)

上
述
の
よ
う
に
、
伯
蒲
が
龍
渓
と
共
に
江
戸
へ
行
き
、
妙
心
寺
硬
派
に
つ
い
て
幕
府
に
訴
え
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
硬
軟
両
派
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
伯
蒲
が
江
戸
で
崇
伝
に
届
け
た
三
通
の
覚
書
の
中
の

一
通
の
内
容
か
ら
、
当
時
の
伯
蒲
一
派
の
感
情
や
目
的
が
窺
え
る
た
め
、
以
下
に
引
用
す
る
。

（
前
略
）
今
度

大
権
現
十
三
回
御
祭
礼
故
。
御
赦
免
被
成
事
。
仏
法
相
続
之
御
憐
愍
不
浅

御
慈
悲
と
存
候
処
に
。
其
御
志
を
振
棄
。
御
赦
免
之
老
老
を
も
。
私
と
し
て
押
置
。
御
案
紙
之

文
言
に
付
。
私
之
望
を
申
。
御
上
意
に
相
背
事
。
一
山
之
滅
亡
。
仏
法
之
断
絶
。
此
時
に
御
座

候
。
早
速
如
御
案
紙
一
札
を
仕
捧
候
而
。
可
然
と
。
及
度
々
異
見
を
加
候
へ
共
。
遂
に
同
心
仕

者
無
之
候
。

上
意
難
計
一
山
の
為
。
此
時
と
存
候
而
。
老
僧
か
所
存
を
紙
面
に
写
。
判
形
を

加
。
一
山
へ
同
心
候
様
に
と
申
遣
候
へ
共
。
是
亦
無
同
心
候
間
。
先
老
僧
一
人
成
共
。
一
札
を

仕
奉
捧
候
而
。
一
山
之
衆
合
点
も
可
仕
か
と
存
候
而
。
罷
下
候
。
一
山
之
大
衆
無
事
に
同
心
仕
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候
様
に

被
仰
付
候
而
可
被
下
候
。
仏
法
世
法
之
中
興
と
可
奉
存
候
。
恐
惶
敬
白
。(

一
二
）

文
中
に
「
一
山
之
滅
亡
。
仏
法
之
断
絶
。
此
時
に
御
座
候
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
伯
蒲
や
龍
渓
は
、
当

時
の
妙
心
寺
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
と
認
識
し
憂
慮
し
て
い
る
。
幕
府
か
ら
「
一
札
を
仕
奉
捧
候
而
」
と

い
う
命
令
を
出
さ
れ
て
、
妙
心
寺
の
大
衆
が
同
心
で
き
る
よ
う
、
「
仏
法
世
法
之
中
興
」
を
図
る
べ
く
、

伯
蒲
は
龍
渓
を
連
れ
て
江
戸
へ
赴
く
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
伯
蒲
や
龍
渓
の
「
切
々
た
る
愛
山
護
法
の

念
」(

一
三)

に
よ
り
と
っ
た
行
動
は
妙
心
寺
の
大
衆
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
「
他
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
反
教

団
的
行
為
に
写
っ
た
よ
う
で
あ
る
」(

一
四)

。
そ
の
た
め
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
妙
心
寺
内
で
伯
蒲
一
派
は

次
第
に
敵
視
さ
れ
孤
立
し
て
い
っ
た
。
誤
解
さ
れ
た
龍
渓
の
心
の
内
に
、
耐
え
難
い
気
持
ち
の
あ
っ
た
こ

と
が
そ
の
遺
偈(

一
五)

の
前
半
か
ら
分
か
る
。

三
十
年
前
恨
未
レ

消

幾
回
受
レ

屈
爛
藤
条

今
晨
怒
気
向
レ

人
噀(

一
六)

喝
一
喝

卻
倒(

一

七)

胥
江
八
月
潮(

一
八)

こ
こ
に
い
う
「
三
十
年
前
恨
未
消
」
の
三
十
年
前
と
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
三
十
年
前

が
具
体
的
な
年
代
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
『
妙
心
寺
史
』
に
お
い
て
龍
渓
の
示
寂
ま
で
、
「
丁
度
伯
蒲
の

十
三
回
忌
か
ら
三
十
年
目
で
あ
る
」(

一
九)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）
年
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
禁
紫
令
解
禁
の
年
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
解
禁
後

は
、
す
べ
て
の
非
難
や
怨
恨
が
伯
蒲
と
そ
の
弟
子
ら
に
浴
び
せ
ら
れ
た
。
龍
渓
の
遺
偈
に
あ
る
「
三
十
年

前
恨
未
消
」
と
い
う
下
り
か
ら
は
、
紫
衣
事
件
で
激
化
し
た
山
内
の
対
立
が
龍
渓
に
与
え
た
大
き
な
マ
イ

ナ
ス
面
で
の
影
響
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
影
響
に
対
し
て
、
龍
渓
の
態
度
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
「
恨
」

を
抱
き
、
妙
心
寺
と
決
別
し
て
、
隠
元
の
渡
来
を
復
讐
の
機
会
と
と
ら
え
、
隠
元
の
支
援
に
尽
力
し
た
と

い
え
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
龍
渓
の
人
格
に
関
わ
っ
て
い
る
た
め
、
次
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

四

龍
渓
性
潜
が
隠
元
を
支
援
す
る
内
在
的
な
要
因

四
―
一

龍
渓
性
潜
の
人
物
像

一
体
、
龍
渓
と
は
ど
ん
な
人
物
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
龍
渓
の
『
龍
渓
大
和

尚
御
葬
塔
銘
』
（
以
下
『
塔
銘
』
と
略
す
）
『
隠
元
全
集
』
『
黄
檗
外
記
』
な
ど
を
参
考
に
考
察
す
る
。

龍
渓
の
生
涯
に
関
す
る
資
料
は
決
し
て
多
く
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
龍
渓
の
人
物
像
の
一
端
を
物

語
る
資
料
と
し
て
用
い
る
。
『
塔
銘
』
は
、
龍
渓
と
も
深
い
友
誼
の
あ
っ
た
黄
檗
僧
の
高
泉
性
潡
が
、
天

和
二
（
一
六
八
二
）
年
八
月
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
塔
銘
』
に
は
龍
渓
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

（
前
略
）
甫
八
歳
即
送
レ

師
入
二

東
寺
一

習
二

密
教
一

。
師
之
叔
父
某
公
見
二

師
気
宇
超
邁
一

。

謂
レ

之
曰
。
子
乃
宗
門
人
。
胡
淹
二

滞
（
二
〇
）

乎
此
一

。
師
即
払
レ

衣
入
二

摂
州
之
普
門
一

。
時
年
十
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六
。
剃
度
納
レ

戒
。
留
二

意
禅
学
一

。
越
二

二
年
一

。
杖
レ

錫
遊
方
。
飡
風
臥
雪
。
凡
十
五
年
如
二

一
日
一

也
。
毎
以
二

機
智
一

自
負
。
逮
レ

読
二

雪
竇
語
録
一

。
始
識
下

従
前
所
二

自
負
一

者
皆
古
人
糟

粕
上

。
奚
益
二

于
道
一

。
極
力
参
究
者
又
六
年
。
乃
得
二

慶
快
一

。
（
中
略
）
恒
欲
二

踰
レ

海
入
レ

唐

尋
レ

師
印
可
一

。
惜
国
有
レ

禁
。
莫
レ

果
二

所
懐
一

。
（
後
略
）(

二
一)

こ
の
記
述
か
ら
、
①
龍
渓
は
才
能
の
あ
る
立
派
な
禅
僧
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
求
道
心
の
強
い
、
志
の

あ
る
禅
僧
で
も
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
八
歳
の
時
か
ら
、
雲
水
と
な
っ
て
各
地
に
「
飡
風
臥
雪
」

「
十
五
年
如
一
日
」
の
よ
う
に
行
脚
す
る
。
し
か
し
、
自
分
の
悟
り
に
満
足
で
き
ず
、
ま
た
六
年
間
「
極

力
参
究
」
し
て
い
よ
い
よ
慶
快
な
境
地
に
到
達
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
宗
教
的
な
悟
り
を
求
め
る
た
め
に
、

二
十
年
以
上
の
長
い
時
間
を
費
や
し
て
、
苦
労
を
嘗
め
つ
く
し
て
も
諦
め
な
い
強
い
求
道
心
の
あ
る
龍
渓

の
姿
が
見
え
る
。
ま
た
、
②
中
国
の
禅
林
や
禅
匠
へ
の
憧
憬
も
見
ら
れ
る
。
海
を
渡
り
印
可
を
求
め
に
中

国
へ
行
き
た
い
と
い
う
望
み
が
常
に
あ
っ
た
も
の
の
、
江
戸
幕
府
の
鎖
国
政
策
で
、
念
願
が
叶
わ
な
い
こ

と
を
惜
し
ん
で
い
る
。
隠
元
の
渡
来
は
、
志
の
あ
る
龍
渓
に
と
っ
て
、
さ
な
が
ら
干
天
の
慈
雨
の
よ
う
で

あ
っ
た
ろ
う
。

無
著
道
忠
（
一
六
五
三
―
一
七
四
四
）
は
『
黄
檗
外
記
』
（
二
二
）

で
龍
渓
が
初
め
て
隠
元
を
知
っ
た
際

の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

（
前
略
）
東
叔
云
。
初
メ
京
ノ
本
屋
（
二
三
）

。
二
三
十
巻
ヲ
縛
ゲ
シ
テ
。
仙
寿
ニ
来
テ
云
。

是
一
処
ニ
買
得
タ
リ
。
一
処
ニ
御
買
玉
ハ
レ
。
価
ハ
下
直
ニ
仕
ベ
シ
。
モ
シ
ヨ
リ
ワ
ケ
テ
御
取

ナ
サ
ル
レ
バ
。
売
不
申
ト
云
。
禿
翁
一
斉
ニ
買
之
。
中
有
隠
元
録
二
巻
。
読
之
為
奇
。
ソ
ノ
時

世
間
寛
ヤ
カ
ニ
テ
。
仙
寿
ヨ
リ
龍
安
ノ
浴
室
ニ
入
テ
浴
ス
。
或
時
浴
室
ニ
テ
。
龍
渓
ニ
遭
テ
。

隠
元
録
ノ
コ
ト
ヲ
語
ル
。
龍
渓
借
テ
見
テ
大
ニ
奇
ト
ス
。
（
後
略
）(

二
四)

こ
こ
か
ら
、
龍
渓
が
隠
元
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
天
啓
に
導
か
れ
た
運
命
の
よ
う
な
出
会
い
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
渓
は
『
隠
元
録
』
（
二
五
）

を
読
み
、
隠
元
に
会
う
前
か
ら
、
す
で
に
心
の
底
に
隠

元
へ
の
尊
崇
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
人
と
人
が
真
摯
に
長
く
付
き
合
う
こ
と
が
出
来
る

の
は
、
世
俗
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
高
潔
な
思
想
や
精
神
の
面
で
互
い
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
『
隠
元
録
』
を
読
ん
で
生
ま
れ
た
隠
元
へ
の
純
粋
な
尊
崇
の
気
持
ち

は
、
後
の
隠
元
支
援
へ
の
萌
芽
と
な
っ
て
い
る
。

龍
渓
に
と
っ
て
、
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
の
隠
元
の
渡
来
が
ど
れ
ほ
ど
の
驚
喜
に
値
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
方
、
『
塔
銘
』
に
は
、
龍
渓
が
隠
元
を
招
請
し
た
際
の
因
縁
に
つ
い
て

も
書
か
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
乙
未
歳
。
吾
祖
隠
元
老
和
尚
応
二

化
肥
州
一

。
適
有
レ

僧
至
。
師
問
二

和
尚
一

有
二

何
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言
句
一

。
僧
答
。
近
有
レ

偈
云
。
挑
レ

雲
入
レ

市
無
二

人
買
一

。
悩
二
‐

殺
杖
藜
一

帰
去
来
。
師
聞
得

欣
然
与
レ

衆
僉
議
。
請
レ

卓
二

錫
普
門
一

。
一
見
如
二

夙
契
一

。
然
吾
祖
乃
支
那
知
識
。
声
名
浩
大
。

乍
至
二

此
邦
一

。
疑
信
相
半
。
議
論
鋒
起
。
危
若
二

鼎
糸
一

。
而
師
挺
レ

身
翊
賛
（
二
六
）

。
不
レ

顧
二

危
亡
一

。
（
後
略
）(

二
七)

こ
の
記
述
か
ら
、
①
龍
渓
は
隠
元
の
思
想
や
志
に
通
じ
て
い
る
た
め
、
隠
元
を
支
援
し
た
決
心
が
つ
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「
挑
雲
入
市
無
人
買
。
悩
殺
杖
藜
帰
去
来
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隠
元
が
日
本

で
弘
法
の
志
や
情
熱
を
な
か
な
か
展
開
で
き
な
い
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
旨
の
詩
偈
を
示
さ
れ
た
時
、

龍
渓
は
さ
っ
そ
く
隠
元
を
招
請
す
る
よ
う
に
衆
と
相
談
し
て
い
る
。
②
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
七
月
隠

元
が
渡
来
し
た
時
、
龍
渓
は
隠
元
を
妙
心
寺
に
迎
え
よ
う
と
す
る
が
、
妙
心
寺
内
部
（
具
体
的
に
は
自
己

の
所
属
し
た
霊
雲
派
以
外
の
残
る
三
派
の
長
老
た
ち
）
か
ら
強
く
反
対
さ
れ
、
明
歴
元
（
一
六
五
五
）
年

五
月
隠
元
を
普
門
寺
に
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
龍
渓
は
妙
心
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
が
、
隠
元
の

禅
者
と
し
て
の
卓
越
性
を
認
め
、
「
欣
然
」
と
招
請
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
龍
渓
は
名
利
に
と
ら
わ

れ
な
い
洒
脱
的
、
開
放
的
な
人
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
③
「
挺
身
翊
賛
。
不
顧
危

亡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
龍
渓
が
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
も
隠
元
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
献
身
的
な
姿
が
う

か
が
わ
れ
る
。

最
初
、
普
門
寺
に
入
っ
た
隠
元
は
幕
府
に
警
戒
さ
れ
、
そ
こ
で
は
な
ん
ら
の
自
由
も
与
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
龍
渓
ら
の
奔
走
の
結
果
、
「
富
田
以
外
の
地
に
も
出
向
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
ま
た
幕
府
か
ら
扶
持
米
の
支
給
を
う
け
、
特
に
江
戸
に
下
っ
て
将
軍
家
綱
に
謁
し
、
大
老
・老
中

ら
と
も
直
接
関
係
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
（
二
八
）

。
後
に
は
、
隠
元
は
龍
渓
の
斡
旋
で
、

幕
府
か
ら
京
都
宇
治
に
寺
地
を
与
え
ら
れ
、
一
寺
を
開
創
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
の
姿
に
感
動
し
た

隠
元
は
、
次
の
よ
う
な
詩
偈
で
手
放
し
で
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

龍
渓
禅
徳
乙
未
仲
秋
請
レ

余
坐
二

方
丈
一

。
自
居
二

小
茅
舎
一

於
二

西
南
隅
一

。
経
二
‐

閲
五
春
秋
一

如
二

一
日
一

。
見
者
以
二

謂
不
一
レ

堪
。
彼
以
為
二

自
得
之
妙
一

。
而
屈
レ

己
従
レ

人
捨
レ

身
衛
レ

道
。

概
何
見
矣
。
況
奔
二
‐

走
江
府
一

。
奚
啻
（
二
九
）

再
四
踏
二
‐

破
芒
履
一

。
不
レ

知
二

幾
何
一

。
為
レ

法

之
労
。
頗
尽
二

其
心
一

。
（
後
略
）(

三
〇)

（
返
点
・
句
読
点
筆
者
）

こ
こ
に
は
、
当
初
な
か
な
か
帰
国
の
願
望
を
捨
て
切
れ
な
い
で
い
た
隠
元
を
も
感
動
さ
せ
た
龍
渓
の｢

屈
レ

己
従
レ

人
捨
レ

身
衛
レ

道｣

の
姿
が
見
ら
れ
る
。
法
の
た
め
に
、
自
分
を
捧
げ
る
純
粋
な
求
道
者
と
し
て

の
証
明
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
内
在
的
な
要
因
に
つ
い
て
、
龍
渓
の
人
物
像
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
龍
渓
は
求
道
心
の
強

い
禅
僧
で
、
中
国
の
禅
林
や
禅
匠
へ
の
憧
れ
が
あ
る
た
め
、
隠
元
の
渡
来
は
龍
渓
の
念
願
に
か
な
う
も
の
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で
あ
っ
た
。
②
龍
渓
と
隠
元
の
間
に
は
特
別
な
因
縁
が
あ
り
、
龍
渓
は
隠
元
の
思
想
や
弘
法
に
傾
倒
し
て

い
た
た
め
、
自
ら
隠
元
を
支
援
し
た
決
心
が
つ
い
た
。
③
龍
渓
自
身
も
、
包
容
力
の
あ
る
開
放
的
な
人
格

で
あ
っ
た
た
め
、
異
国
人
で
あ
る
隠
元
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
④
龍
渓
は
名
利
に
走
る
僧
で
は

な
く
、
純
粋
な
求
道
者
で
あ
っ
た
た
め
、
隠
元
の
た
め
、
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

四
―
二

隠
元
へ
の
態
度

龍
渓
に
と
っ
て
、
隠
元
こ
そ
臨
済
宗
の
正
宗
で
あ
り
、
日
本
の
臨
済
宗
を
振
興
す
る
う
え
で
不
可
欠
な

人
物
で
あ
っ
た
。
龍
渓
が
隠
元
へ
宛
て
た
書
簡
に
は
、
崇
敬
や
期
待
の
感
情
が
溢
れ
て
い
る
。
次
の
本
文

は
「
請
隠
大
師
普
門
開
堂
啓
」
で
あ
る
。

伏
以
義
空(

三
一)

原
レ

始
五
千
里
外
禅
波
乃
揚
。
明
極(

三
二)

要
レ

終
。
三
百
年
間
祖
焔
無
レ

続
。

不
レ

因
二

西
来
宗
匠
一

。
争
得
二

東
振
法
幢
一

。
恭
惟
老
和
尚
大
方
尊
宿
。
碩
徳
明
耆
。
金
粟
親
承

(

三
三)

。
幾
点
文
章
成
二

虎
豹
一

。
檗
山
久
踞
。
一
条
楖
栗
定
二

龍
蛇
一

。
団
圞
緇
素
三
千
。
聳
二
‐

出
狻
猊
十
五
一

。
全
機
大
用
。
起
二

済
北
築
拳(

三
四)
之
風
一

。
博
辨
宏
才
。
闡
二

江
西
搊
鼻(

三
五)

之
教
一

。
（
中
略
）
仰
大
慈
俯
垂
。
允
開
二

法
会
一

。
願
展
二

断
際
一
雙
無
事
手
一(

三
六)

。
振
二
‐

起
空
門
下
衰
一

。
（
後
略
）(

三
七)

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
の
臨
済
宗
は
臨
済
義
玄
を
始
祖
と
す
る
臨
済
義
玄
は
六
祖
恵
能
の
弟
子
の
南
嶽

懐
譲
か
ら
、
馬
祖
道
一
、
百
丈
懐
海
、
黄
檗
希
運
と
続
く
法
系
を
受
け
継
い
だ
。
「
金
粟
親
承
」
「
起
二

済
北
築
拳
之
風
一

」
「
闡
二

江
西
搊
鼻
之
教
一

」
「
願
展
二

断
際
一
雙
無
事
手
一

」
と
い
っ
た
文
言
に
よ
く
表

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
龍
渓
は
隠
元
を
馬
祖
ら
と
並
ぶ
祖
師
ク
ラ
ス
の
高
僧
と
仰
い
で
お
り
、
隠
元
が
臨

済
正
宗
の
法
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
信
じ
、
そ
の
信
仰
の
正
統
性
を
認
め
て
い
る
。
「
三
百
年
間

祖
焔
無
レ

続
。
不
レ

因
二

西
来
宗
匠
一

。
争
得
二

東
振
法
幢
一

」
「
振
二
‐

起
空
門
下
衰
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、

日
本
の
禅
法
の
三
百
年
来
の
頽
廃
を
奮
い
起
こ
し
て
く
れ
る
の
は
隠
元
だ
け
で
あ
る
と
期
待
し
て
も
い

る
。
そ
の
崇
敬
や
期
待
の
心
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
隠
元
を
全
面
的
に
支
援
し
た
の
で
あ
る
。

四
―
三

隠
元
思
想
と
の
共
鳴

隠
元
へ
の
崇
敬
や
期
待
の
気
持
ち
は
、
隠
元
の
思
想
に
対
す
る
共
鳴
と
受
容
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
「
臨
済
正
宗
三
十
二
世
」
と
自
称
し
た
隠
元
の
禅
風
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
。
ま
た
正

法
禅
を
掲
げ
た
愚
堂
の
禅
風
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
次
に
、
愚
堂
、
隠
元
及
び
龍
渓
の
三
者
の

禅
思
想
や
戒
律
観
を
比
較
す
る
。

伊
藤
古
鑑
氏
は
『
日
本
禅
の
正
燈

愚
堂
』
で
、
愚
堂
の
生
涯
と
思
想
を
詳
し
く
考
察
し
、
「
愚
堂
の

思
想
の
根
本
義
は
、
妄
念
未
起
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
日
常
の
行
住
坐
臥
を
無
心
に
云
為
行
動
し
た
も
の

で
あ
る
。
」(

三
八)

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
愚
堂
の
思
想
は
是
非
善
悪
の
二
項
対
立
の
念
を
捨
て
た
、
無

分
別
に
立
ち
つ
つ
、
日
常
茶
飯
事
を
通
じ
、
「
茶
に
逢
っ
て
は
茶
を
喫
し
、
飯
に
逢
っ
て
は
飯
を
喫
し
」

と
い
う
無
造
作
を
行
ず
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
馬
祖
道
一
の
い
わ
ゆ
る
「
平
常
心
是
道
」
、
臨
済
義
玄
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の
い
わ
ゆ
る
「
平
常
無
事
」
「
無
事
是
貴
人
」
な
ど
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る(

三
九)

。
禅
は
そ
れ
自
体
、

何
か
日
常
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
悟
り
も
日
常
の
茶
飯
事
に
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
愚
堂
が

二
十
九
歳
の
時
に
作
っ
た
投
機
の
偈
「
自
笑
十
年
行
脚
事

痩
藤
破
笠
扣
二

禅
扉
一

元
来
仏
法
無
二

多
子
一

喫
飯
喫
茶
又
着
衣
」(

四
〇)

に
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
元
来
仏
法
無
二

多
子
一

」
と
は
、
臨
済

義
玄
の
大
悟
の
時
の
「
元
来
黄
檗
仏
法
無
多
子
」
に
拠
る
句
で
あ
り
、
ま
た
、
「
喫
飯
喫
茶
又
着
衣
」
も

ま
た
、
『
臨
済
録
』
の
「
約
二

山
僧
見
処
一

。
無
二

如
レ

許
多
般
一

。
祇
是
平
常
。
著
衣
喫
飯
。
無
事
過
レ

時
」

(

四
一)

と
同
主
旨
で
あ
る
。
愚
堂
は
自
分
の
禅
こ
そ
関
山
一
流
の
正
法
禅
を
堅
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
当
時
の
戒
律
禅
や
念
仏
禅
に
強
く
反
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
隠
元
の
黄
檗
禅
に
は
一
体
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
。
隠
元
か
ら
後
水
尾
法
皇
へ
の

法
語
を
一
例
と
し
て
考
察
す
る
。
法
語
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

夫
単
伝
直
指
之
道
。
別
無
二

言
説
一

。
唯
要
三

自
己
放
二

下
身
心
及
一
切
塵
労
一

。
直
下
返
二
‐

炤
本
来
面
目
一

。
覷
二
‐

破
無
位
真
人
一

。
則
不
レ

被
三

外
物
之
所
二

蒙
昧
一

。
如
二

鏡
対
一
レ

鏡
。
了

了
分
明
。
原
無
二

一
物
染
汚
一

。
亦
無
二

点
塵
留
碍
一

。
円
陀
陀
。
活
潑
潑
。
赤
洒
洒
。
転
轆
轆
。

名
不
レ

可
レ

名
。
識
焉
能
識
。
直
得
二

自
徹
自
悟
自
了
一

而
後
己
。
既
徹
悟
了
然
。
則
生
死
去
来
。

自
由
自
在
。
処
二

富
貴
一

不
下

為
二

富
貴
一

之
所
中

牢
籠
上

。
処
二

人
天
不
下

為
二

人
天
一

之
所
中

留
碍
上

。

可
レ

謂
万
象
主
。
而
作
二

四
生
父
一

。
以
二

天
下
一

為
二

一
家
一

。
以
二

万
類
一

為
二

一
子
一

。
（
後
略
）

(

四
二)

人
間
は
皆
仏
性
を
具
足
し
て
い
る
。
こ
の
仏
性
と
は
、
こ
こ
で
は
「
本
来
面
目
」
「
無
位
真
人
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
性
は
も
と
も
と
円
満
で
、
清
浄
で
、
何
も
汚
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
円

陀
陀
。
活
潑
潑
。
赤
洒
洒
。
転
轆
轆
」
と
あ
る
よ
う
に
、
活
発
で
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
し
か
も
何
ら

の
拘
束
も
な
く
、
自
由
自
在
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
仏
性
は
、
外
物
や
塵
労
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
し
ま

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
「
無
位
真
人
」
を
見
破
る
た
め
に
、
経
典
の
説
教
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
自

分
で
参
究
し
て
直
入
頓
悟
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
身
心
や
万
縁
を
「
放
下
」
し
て
、
一
念
不
生
で
生

死
や
名
利
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
独
立
と
自
由
、
平
等
な
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
如
上
の
法
語
か
ら
は
、
隠
元
の
出
没
自
在
、
縦
横
無
礙
の
禅
風
が
感
じ
ら
れ
る
。

中
国
の
古
典
禅
は
如
来
蔵
思
想
と
般
若
中
観
の
思
想
を
融
合
し
、
空
と
は
た
だ
何
も
な
い
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
一
切
を
超
越
し
た
自
由
自
在
を
強
調
し
て
い
る
（
四
三
）

。
臨
済
宗
の
開
祖
臨
済
義
玄
は
そ
の

思
想
を
継
承
・
発
展
さ
せ
、
人
の
主
体
的
価
値
を
重
視
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
愚
堂
は
馬
祖
道
一
の
「
平

常
心
是
道
」
「
即
心
即
佛
」
を
強
調
す
る
が
、
隠
元
は
生
死
や
世
俗
か
ら
解
脱
し
、
超
越
し
た
自
由
自
在

の
境
地
に
あ
る
人
間
の
主
体
性
や
自
主
性
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
こ
に
両
者
の
禅
思
想
上
の
相
違
点
が
う

か
が
え
る
。
加
え
て
、
隠
元
の
思
想
に
は
、
明
末
期
の
中
国
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
、
禅
、
浄
、
律
、
密

等
の
要
素
を
含
め
た
総
合
仏
教
的
な
色
彩
が
あ
る
。
愚
堂
は
し
か
し
、
こ
う
し
た
戒
律
禅
や
念
仏
禅
に
強
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く
反
発
し
、
禅
の
純
粋
性
を
追
求
し
て
い
た
た
め
、
隠
元
の
融
合
性
に
対
し
強
い
反
感
を
持
っ
た
の
だ
ろ

う
。
で
は
、
龍
渓
自
身
の
禅
思
想
や
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
へ
の
態
度
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
龍
渓
の
語
録

を
通
し
て
考
察
す
る
。

問
。
和
尚
得
二

何
法
一

。
師
曰
。
早
晨
喫
レ

粥
。
午
時
喫
レ

飯
。(

四
四)

法
輪
。
示
衆
。
古
人
云
。
平
常
心
是
道
。
汝
等
切
須
レ

辨
二

平
常
心
一

。
但
能
随
レ

縁
消
二

旧
業

一

。
任
運
著
二

衣
裳
一

。
要
レ

行
即
レ

行
。
要
レ

坐
即
レ

坐
。
無
三

一
念
心
希
二

求
仏
果
一

。
諸
仁
者
佛

果
尚
不
二

希
求
一

。
況
世
出
世
間
一
切
旧
業
乎
。
到
二

這
裏
一

纔
言
二

無
事
一

隔
二

重
関
一

。
不
レ

若

平
常
心
上
閑
。
（
後
略
）(

四
五)

語
録
を
見
る
と
、
馬
祖
道
一
の
「
平
常
心
是
道
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
随
レ

縁
消
二

旧
業
一

。
任
運

著
二

衣
裳
一

。
要
レ

行
即
レ

行
。
要
レ

坐
即
レ

坐
」(

四
六)
も
『
臨
済
録
』
に
あ
る
言
葉
で
、
龍
渓
に
と
っ
て
、

禅
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
取
っ
て
、
一
挙
手
一
投
足
、
無
造
作
の
う
ち
に
、
そ

れ
で
も
あ
る
べ
き
動
作
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

柳
田
聖
山
の
『
臨
済
ノ
ー
ト
』
で
は
、
「
臨
済
禅
を
貫
く
基
本
的
性
格
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の

古
い
権
威
を
否
定
し
、
外
的
な
る
何
も
の
に
も
拘
わ
ら
ぬ
自
由
な
人
間
の
肯
定
も
し
く
は
強
調
が
あ
る
」

(

四
七)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
愚
堂
も
龍
渓
も
「
平
常
心
是
道
」
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
隠
元
は
臨
済

禅
の
人
間
の
自
由
な
主
体
性
を
重
視
す
る
。
愚
堂
の
純
粋
性
に
対
し
て
、
隠
元
の
禅
思
想
は
臨
済
禅
を
受

け
継
ぎ
つ
つ
も
、
他
思
想
と
の
融
合
性
が
高
い
。
「
襟
度
寬
弘
」(

四
八)

を
目
指
し
た
龍
渓
は
、
隠
元
の
禅

の
正
統
性
や
融
合
性
に
魅
力
を
感
じ
、
惹
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
隠
元
の
持
戒
主
義
と
共
鳴
し
て
い
る
。

平
久
保
章
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
「
妙
心
寺
に
は
、
禅
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
戒
律
を
厳
格
に

す
る
持
戒
主
義
と
、
持
戒
の
形
式
を
超
越
し
て
し
か
も
真
実
の
道
を
行
な
う
悟
道
主
義
と
の
、
二
つ
の
潮

流
が
あ
っ
た
」(

四
九)

。
愚
堂
の
戒
律
観
は
「
戒
無
き
所
に
戒
を
保
持
す
べ
く
、
形
式
を
超
越
し
た
真
実
自

由
の
上
に
法
身
無
作
の
統
一
的
自
覚
を
得
せ
し
め
や
う
と
し
た
の
で
あ
る
」(

五
〇)

。
こ
こ
に
い
う
「
無
作
」

と
は
「
作
為
の
な
い
こ
と
。
自
然
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
分
別
の
心
を
持
た
ず
、
全
て
を
「
そ

の
ま
ま
に
見
る
と
こ
ろ
に
禅
の
宗
旨
は
あ
り
、
禅
の
戒
法
も
守
ら
れ
て
い
る
」(

五
一)

と
こ
ろ
に
、
禅
宗
の

「
禅
戒
一
如
」
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
特
定
の
戒
相
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
明
心
見
性
し
て

い
け
ば
、
自
ず
と
戒
を
守
る
よ
う
に
な
る
、
或
い
は
徹
底
的
に
大
悟
し
て
い
け
ば
、
こ
と
さ
ら
守
る
べ
き

戒
は
な
い
の
で
あ
る
。
愚
堂
の
無
相
戒
は
大
根
機
の
禅
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
通
常
の
修
行
者
が
そ
れ
を
形
だ
け
模
倣
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
酒
を
飲
む
な
ど
の
戒
法
を
破
る
は

め
に
な
っ
て
、
僧
侶
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
現
象
に
対
し
て
、
当
時
の
日
中
両
国

で
は
戒
律
復
興
運
動
が
勃
興
し
つ
つ
あ
り
、
隠
元
は
中
国
に
い
る
時
か
ら
、
既
に
戒
律
を
重
視
し
て
い
た
。

日
本
へ
渡
来
し
て
か
ら
は
、
『
弘
戒
法
儀
』
（
五
二
）

を
刊
行
し
、
三
壇
戒
会
の
開
設
、
『
黄
檗
清
規
』
の
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編
纂
な
ど
を
通
し
て
、
戒
律
復
興
運
動
を
一
層
促
進
し
て
い
く
。
世
に
知
ら
れ
た
「
葷
酒
山
門
に
入
る
を

許
さ
ず
」
と
い
う
禁
碑
を
立
て
、
『
黄
檗
清
規
』
に
あ
っ
て
も
戒
律
厳
守
を
細
か
に
規
定
し
て
い
る
。
そ

こ
で
次
に
、
『
黄
檗
清
規
』
に
あ
る
「
梵
行
章
」
か
ら
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
戒
律
観
を
考
察
す
る
。

（
前
略
）
学
道
人
先
須
三

堅
持
二

禁
戒
一

。
如
二

沙
弥
十
戒
。
比
丘
二
百
五
十
戒
。
菩
薩
十
重

四
十
八
軽
戒
一

。
識
レ

相
堅
持
。
毋
レ

得
二

違
犯
一

。
（
中
略
）
大
抵
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
。
則
梵

行
二
字
。
已
包
括
無
レ

遺
矣
。
（
後
略
）
（
五
三
）

釈
迦
牟
尼
仏
。
初
坐
二

菩
提
樹
下
一

。
成
二

無
上
覚
一

巳
。
初
結
二

菩
薩
波
羅
提
木
叉
一

。
孝
二
‐

順
父
母
師
僧
三
宝
一

。
孝
順
至
道
之
法
。
孝
名
為
レ

戒
。
亦
名
二

制
止
一
。

（
後
略
）
（
戒
牒
）(

五

四)

こ
こ
か
ら
、
隠
元
の
戒
律
思
想
の
特
色
と
し
て
、
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
①
大
乗
菩
薩
戒

と
小
乗
声
聞
戒
を
と
も
に
重
視
す
る
こ
と
。
②
「
諸
悪
莫
作
」
と
は
「
堅
持
禁
戒
」
の
こ
と
で
あ
り
、
沙

弥
十
戒
、
比
丘
二
百
五
十
戒
、
菩
薩
十
重
四
十
八
輕
戒
な
ど
の
戒
相
を
厳
し
く
守
り
、
違
犯
が
あ
れ
ば
懺

悔
す
る
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
諸
悪
莫
作
」
の
具
体
的
な
内
容
と
な
る
。
「
衆
善
奉
行
」
と
は
「
行
種
種

利
益
之
事
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
種
々
の
他
人
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
行
い
、
戒
徳
も
促
進
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
③
孝
を
重
視
す
る
。

そ
し
て
、
龍
渓
も
持
戒
主
義
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
次
の
資
料
か
ら
分
か
る
。
す
な
わ
ち
龍
渓

は
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
後
水
尾
法
皇
に
召
さ
れ
て
、
入
内
殿
説
戒
を
行
っ
て
い
る
。
同
時
に
光
子

内
親
王
元
瑶
に
菩
薩
戒
を
授
け
て
い
る
。
そ
の
際
の
法
語
を
見
よ
う
。

夫
一
代
時
教
。
雖
二

法
門
無
尽
一

。
莫
レ

過
二

戒
定
慧
三
無
漏
正
行
一

。
余
諸
善
法
皆
是
助
行
也
。

所
謂
三
学
者
不
レ

出
二

衆
生
自
性
一

。
若
自
性
無
二

一
毫
非
一

。
名
レ

之
為
レ

戒
。
無
二

一
毫
乱
一

。

名
レ

之
為
レ

定
。
無
二

一
毫
癡
一

。
名
レ

之
為
レ

慧
。
（
中
略
）
所
以
釈
迦
牟
尼
仏
初
坐
二

菩
提
樹

下
一

。
成
二

無
上
覚
一

。
初
結
二

菩
薩
波
羅
提
木
叉
一

。
謂
二

之
心
地
戒
品
一

也
。
波
羅
提
木
叉
華

云
二

別
解
脱
一

。
謂
二

十
重
四
十
八
軽
一

。
別
出
非
レ

故
也
。
如
来
成
道
最
初
結
二

心
地
戒
一

者
何

耶
。
謂
戒
是
正
順
解
脱
之
本
。
依
因
二
レ

此
戒
一

得
レ

生
二

諸
禅
定
及
滅
苦
智
慧
一

也
。
其
本
乱
而

末
治
者
無
レ

有
二

是
処
一

。
須
レ

知
戒
是
学
仏
之
先
務
也
。
声
聞
小
戒
専
護
二

身
口
一

。
菩
薩
大
戒

全
浄
二

三
業
一

。
三
業
以
レ

心
為
レ

主
。
故
先
令
レ

孝
二
‐

順
父
母
師
僧
三
宝
一

。
孝
順
至
道
之
法
。

孝
名
為
レ

戒
。
此
乃
標
二

衆
生
之
心
徳
一

也
。
（
中
略
）
当
レ

知
菩
薩
心
徳
為
レ

戒
。
背
レ

徳
為
レ

犯
矣
。
如
二

殺
盗
婬
妄
等
一

殺
心
纔
起
。
雖
レ

未
レ

殞
レ

命
。
早
是
犯
レ

重
。
余
盗
心
婬
心
等
皆
例

レ

之
矣
。(

五
五)

龍
渓
の
戒
律
観
に
は
次
に
挙
げ
る
四
つ
の
特
色
が
あ
る
。
①
戒
定
慧
こ
そ
正
行
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
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す
べ
て
助
行
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
戒
律
重
視
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
②
「
若
自
性
無
二

一
毫
非
一

。
名
レ

之

為
レ

戒
。
無
二

一
毫
乱
一

。
名
レ

之
為
レ

定
。
無
二

一
毫
癡
一

。
名
レ

之
為
レ

慧
」
と
い
う
の
は
、
六
祖
の
「
心

地
無
非
自
性
戒
。
心
地
無
痴
自
性
慧
。
心
地
無
乱
自
性
定
」
と
い
う
教
説
と
全
く
一
致
し
て
お
り
、
六
祖

の
無
相
戒
の
思
想
が
忠
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
③
「
声
聞
小
戒
専
護
二

身
口
一

。
菩

薩
大
戒
全
浄
二

三
業
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
乗
戒
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
「
声
聞
小
戒
」
す
な
わ

ち
小
乗
声
聞
戒
を
も
重
視
し
て
い
る
。
④
孝
を
重
視
す
る
。

中
国
の
戒
律
思
想
の
主
流
は
、
大
乗
菩
薩
戒
と
小
乗
声
聞
戒
を
と
も
に
重
視
す
る
。
こ
れ
は
明
末
の
戒

律
思
想
の
特
色
で
あ
る
。
大
乗
菩
薩
戒
と
小
乗
声
聞
戒
を
と
も
に
重
視
す
る
こ
と
や
「
孝
」
を
重
視
す
る

思
想
は
隠
元
と
龍
渓
と
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
龍
渓
が
隠
元
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
か
、
或
い
は
、

も
と
も
と
、
同
じ
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
早
期
の
語
録
に
よ
っ
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
、
両
者
の
間
に
思
想
の
共
鳴
が
あ
る
の
は
分
か
る
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
中
尾
氏
は
龍
渓
が
隠
元
の
『
弘
戒
法
儀
』
に
よ
っ
て
「
後
水
尾
法
皇
を
始
め
皇
女
方
に
授

戒
」
（
五
六
）

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
隠
元
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

隠
元
の
自
由
闊
達
の
禅
風
や
持
戒
主
義
な
ど
の
思
想
は
開
放
的
で
あ
り
、
包
容
力
の
あ
る
龍
渓
に
と
っ

て
、
馴
染
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
思
想
の
共
鳴
が
あ
る
相
手
に
、
崇
敬
の
念
ま
で
抱
い
て
い
た

な
ら
ば
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
で
も
そ
の
相
手
の
た
め
に
奉
仕
し
よ
う
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
隠
元
思
想
と
の
共
鳴
や
隠
元
に
対
す
る
崇
敬
の
念
な
ど
は
、
龍
渓
が
自
分
を
犠
牲
に
し
て
も
、

隠
元
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
重
要
な
要
因
と
な
る
。

五

妙
心
寺
に
お
け
る
龍
渓
性
潜
へ
の
誤
解

妙
心
寺
僧
に
と
っ
て
、
黄
檗
宗
は
脅
威
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
黄
檗
宗
の
開
山
を
支
援
し
た

龍
渓
へ
の
敵
意
も
想
像
に
難
く
な
い
。
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
、
龍
渓
は
隠
元
に
帰
依
す
る
が
、
そ
の

行
為
は
妙
心
寺
史
上
未
曽
有
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
、
妙
心

寺
で
は
妙
心
壁
書
の
補
正
版
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
お
よ
そ
関
山
派
の
徒
で
他
山
に
掛
搭
し
、
衣
帯

を
変
更
し
、
法
名
を
改
め
た
者
は
再
度
妙
心
寺
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に

は
門
下
か
ら
黄
檗
宗
に
転
向
す
る
者
の
増
加
を
防
ぐ
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
二
年
後
の
寛
文
七
（
一
六

六
七
）
年
、
龍
渓
と
鳥
取
龍
峰
寺
の
提
宗
は
こ
の
壁
書
に
抗
議
し
て
い
る
。
壁
書
に
対
す
る
龍
渓
ら
の
難

問
は
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。(

五
七)

壁
書
の
如
く
、
他
山
に
掛
搭
す
る
を
禁
ず
る
は
、
宗
門
の
遺
風
た
る
諸
方
遍
参
の
大
事
を
湮

滅
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
今
や
幸
ひ
に
、
隠
元
東
渡
し
て
、
伝
法
の
事
を
講
ず
。
師
の
下
に

到
れ
ば
、
求
法
の
一
事
甚
だ
容
易
で
あ
る
。
然
る
に
法
山
反
っ
て
之
を
禁
ず
。
抑
も
之
れ
何
等

の
事
ぞ
。
凡
そ
宗
門
の
師
資
自
適
な
る
は
禅
風
の
美
点
に
し
て
寧
ろ
之
を
制
し
得
べ
き
に
あ
ら

ず
、
然
る
を
却
っ
て
之
を
制
止
す
る
は
自
ら
志
士
の
発
達
を
害
す
る
に
過
ぎ
ず
。(

五
八)
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龍
渓
ら
に
と
っ
て
は
、
た
だ
一
心
に
求
道
す
る
純
粋
な
目
的
で
、
自
他
を
区
別
す
る
意
識
は
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
い
。
（
正
）
法
山
（
す
な
わ
ち
妙
心
寺
）
は
も
っ
と
大
き
な
心
で
寛
容
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
旨

の
抗
議
で
あ
る
。
龍
渓
ら
の
抗
議
に
対
し
て
、
法
山
の
弁
駁
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

凡
そ
先
規
の
寺
法
た
る
や
、
宗
門
一
派
の
特
風
で
あ
る
。
之
に
反
す
る
も
の
は
逆
心
不
義
の

徒
と
謂
は
ん
の
み
。
我
宗
門
此
等
不
義
の
徒
を
出
す
に
忍
び
ず
。
依
っ
て
茲
に
禁
制
を
発
し
て
、

愛
山
護
法
に
力
め
し
む
る
の
所
以
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
末
派
の
徒
、
往
々
に
し
て
誤
り
、

他
山
に
遊
び
、
衣
を
変
じ
名
を
改
め
、
師
恩
を
忘
れ
て
、
遂
に
山
恩
を
忘
却
す
る
の
み
な
ら
ず
、

伝
法
始
祖
の
恩
沢
を
も
顧
み
る
も
の
無
き
に
至
ら
ん
。
抑
々
法
山
は
隠
元
を
迎
へ
て
、
其
道
を

学
び
、
其
法
を
聴
く
を
言
は
ず
。
惟
ふ
に
、
龍
渓
は
法
山
を
黄
檗
に
属
せ
し
め
ん
と
し
て
、
其

成
ら
ざ
り
し
を
憤
り
、
或
は
法
山
に
黄
檗
を
属
せ
ざ
ら
し
め
し
を
恨
む
も
の
か
。
法
山
の
隠
元

を
迎
う
る
は
親
交
を
意
と
し
て
、
同
化
を
意
と
せ
ず
。
然
る
に
何
人
か
隠
元
を
以
て
本
邦
仏
者

の
亀
鑑
な
り
と
な
す
。
之
れ
妄
語
も
甚
し
。
今
や
法
山
隠
元
に
親
む
あ
る
も
、
法
味
素
よ
り
別

な
る
を
以
て
、
茲
に
禁
制
を
加
へ
て
、
我
が
一
流
末
徒
の
輩
が
、
是
等
他
流
異
風
の
禍
に
罹
る

な
き
を
誡
む
る
の
み
。(

五
九)

龍
渓
ら
は
、
一
心
に
求
法
す
る
自
分
た
ち
に
と
っ
て
、
隠
元
の
渡
来
は
絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
法
山
は

何
も
禁
ず
べ
き
で
は
な
い
と
意
見
す
る
が
、
法
山
の
返
答
で
は
、
か
え
っ
て
龍
渓
ら
を
「
逆
心
不
義
の
徒
」

で
あ
り
、
恩
義
を
忘
れ
た
徒
で
あ
る
と
み
な
し
、
宗
風
や
法
規
を
守
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
す
こ
ぶ
る

強
硬
な
態
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
双
方
の
議
論
か
ら
、
「
関
山
禅
の
法
灯
を
純
粋
に
保
持
す
る
こ

と
が
正
統
で
あ
る
と
い
う
意
識
」(

六
〇)

の
強
い
法
山
に
は
、
隠
元
こ
そ
臨
済
正
宗
と
信
じ
て
い
る
龍
渓
と

の
間
に
、
信
仰
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
る
こ
と
が
見
え
る
。

や
が
て
寛
文
十
（
一
六
七
〇
）
年
八
月
二
十
三
日
の
早
朝
、
龍
渓
は
巡
錫
先
の
九
島
院
で
洪
水
に
巻
き

込
ま
れ
た
が
、
逃
げ
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
遺
偈
を
残
し
て
、
水
中
に
坐
禅
の
ま
ま
で
示
寂
し
た
。
奥
田
啓

知
氏
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
そ
の
示
寂
は
「
関
山
濤
」
と
揶
揄
さ
れ
、
妙
心
寺
開
山
関
山
慧
玄
禅

師
の
怒
り
を
か
っ
た
た
め
と
、
妙
心
寺
・
龍
安
寺
の
世
代
か
ら
削
除
さ
れ
」(

六
一)

た
と
い
う
。

前
文
で
取
り
上
げ
た
遺
偈
の
中
に
は
、
「
恨
」
「
受
屈
」
「
爛
藤
条
」
「
怒
気
」
「
胥
江
八
月
潮
」
な

ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
龍
渓
が
生
前
ど
れ
ほ
ど
の
誤
解
を
う
け
な
が
ら
生
き
て
き
た
の
か
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
「
喝
一
喝

卻
倒
胥
江
八
月
潮
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
き
な
声
を
出
し
て
恨
み
を
退
け
、
最
後

に
は
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
思
い
や
「
恨
み
」
、
「
怒
り
」
が
あ
っ
て
も
、
「
生
死
を
超
越
し
て
正
に
涅
槃

寂
静
・
涅
槃
妙
心
の
境
界
に
あ
っ
た
」(

六
二)

。
そ
し
て
最
後
の
時
、
全
て
の
怨
恨
を
放
下
し
て
、
世
俗
を

超
越
し
て
い
る
境
地
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
仏
教
の
慈
悲
心
の
あ
る
人

物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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六

お
わ
り
に

本
章
で
は
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
動
機
に
関
し
て
考
察
し
て
き
た
。
隠
元
の
渡
来
に
つ
い
て
は
、

そ
の
当
時
禅
界
を
代
表
す
る
妙
心
寺
内
で
、
支
持
派
と
反
対
派
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
両
派
の
対
立
は

紫
衣
事
件
に
お
け
る
対
立
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
龍
渓
は
日
本
仏
教
の
振
興
の
念
を
持
ち
な
が
ら
も
、
紫

衣
事
件
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
言
行
が
妙
心
寺
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
敵
視
さ
れ
孤
立
し
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
龍
渓
の
心
に
ど
れ
ほ
ど
の
屈
辱
を
与
え
た
の
か
、
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
の
た
め
、
紫
衣
事
件
は
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
こ
と
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
論
に
も
賛
同
で
き
る

が
、
そ
れ
が
主
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
。

龍
渓
は
求
道
心
の
強
い
禅
僧
で
あ
る
。
も
と
も
と
中
国
の
禅
林
や
禅
匠
へ
憧
れ
て
い
た
た
め
、
隠
元
の

渡
来
は
龍
渓
の
望
み
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
隠
元
の
自
由
闊
達
な
禅
風
や
持
戒
主
義
な
ど
の
思
想
に

惹
か
れ
、
隠
元
こ
そ
は
臨
済
宗
の
正
宗
で
あ
り
、
日
本
の
臨
済
宗
を
振
興
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
人
物
で

あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
全
て
の
名
利
を
捨
て
、
開
放
的
な
姿
勢
で
、
隠
元
に
よ
る
臨
済
宗
の
振
興
を
期
待

し
た
。
そ
の
た
め
、
誤
解
や
排
斥
を
受
け
な
が
ら
も
、
黄
檗
宗
の
開
山
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ
と
が
で
き
、

隠
元
を
日
本
に
引
き
留
め
、
黄
檗
宗
開
宗
と
い
う
偉
大
な
事
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

（
一
）
川
辺
真
蔵
「
隠
元
渡
来
の
頃
」
『
近
世
禅
僧
伝
』
（
石
書
房
、
一
九
四
三
年
）
。
鷲
尾
順
敬
「
黄

檗
派
の
開
立
と
龍
渓
」
『
日
本
禅
宗
史
の
研
究
』
（
教
典
出
版
、
一
九
四
五
年
）
。
辻
善
之
助
「
黄
檗
の

開
立
」
『
日
本
仏
教
史

第
九
巻

近
世
篇
之
三
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
。
渓
道
元
「
龍
渓
禅

師
の
偉
徳
」
『
墨
美
』
（
一
〇
五
）
（
墨
美
社
、
一
九
六
一
年
）
。
竹
貫
元
勝
『
日
本
禅
宗
史
』
（
大
蔵

出
版
、
一
九
八
九
年
）
。
竹
貫
元
勝
「
黄
檗
宗
教
団
の
形
成
と
展
開
」
「
黄
檗
宗
と
妙
心
寺
」
『
日
本
禅

宗
史
研
究
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
。
中
尾
文
雄
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と
思
想
―
『
龍
渓
和
尚

語
録
』
研
究
ノ
ー
ト
』
（
九
島
院
蔵
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
大
槻
幹
郎
「
龍
渓
禅
師
と
慶
瑞
寺
」
『
祥
雲

山
慶
瑞
寺
』
（
祥
雲
山
慶
瑞
寺
・
寺
坂
道
雄
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
竹
貫
元
勝
「
隠
元
と
妙
心
寺
」
『
朝

枝
善
照
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

佛
教
と
人
間
社
会
の
研
究
』
（
同
朋
舎
、
二
〇
〇
四
年
）
。
奥
田
啓
知

『
波
濤
の
夢

龍
渓
禅
師
一
代
記
』
（
九
島
禅
院
発
行
、
二
〇
一
九
年
）
。
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（
二
）
加
藤
正
俊
「
近
世
禅
林
の
流
れ
―
紫
衣
事
件
を
起
点
と
す
る
―
」
『
墨
美
』
（
二
五
七
）
（
墨
美

社
、
一
九
七
六
年
）
五
頁
。

（
三
）
川
上
孤
山
『
増
補
妙
心
寺
史
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
）
四
五
九
頁
。

（
四
）
川
辺
真
蔵
「
隠
元
渡
来
の
頃
」
『
近
世
禅
僧
伝
』
（
石
書
房
、
一
九
四
三
年
）
四
七
頁
。

（
五
）
中
尾
文
雄
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と
思
想
―
『
龍
渓
和
尚
語
録
』
研
究
ノ
ー
ト
』
（
九
島
院
蔵
版
、

二
〇
〇
〇
年
）
一
八
九
頁
。

（
六
）
木
村
静
雄
「
徳
川
初
期
に
お
け
る
臨
済
禅
の
低
迷
と
そ
の
打
開
―
白
隠
禅
出
現
の
時
代
背
景
―
」

『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
（
九
）
（
花
園
大
学
内
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
七
七
年
）
。

（
七
）
竹
貫
元
勝
『
日
本
禅
宗
史
』
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）
。

（
八
）
「
こ
の
派
の
特
長
は
、
公
案
の
密
参
と
、
口
訣
伝
授
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
、
そ
の
解
答
集
（
一
般

に
之
を
行
巻
と
云
う
）
を
「
密
参
箱
」
に
入
れ
て
秘
蔵
し
、
伝
法
の
証
と
し
て
、
血
脉·

大
事·

宗
派
図
の

三
物
を
付
与
す
る
。
こ
の
派
の
傾
向
と
し
て
、
非
常
に
数
多
く
の
古
則
公
案
を
密
室
内
で
学
び
、
徹
底
し

た
「
数
え
参
」
で
あ
り
、
数
え
終
れ
ば
之
を
大
事
了
畢
と
し
て
証
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
案

透
過
の
修
行
を
恐
ら
く
は
、
質
か
ら
量
に
置
き
か
え
、
難
透
難
解
の
関
門
を
小
刻
み
に
分
析
学
修
せ
し
め

て
、
劣
機
下
根
と
雖
も
歳
月
を
か
け
れ
ば
比
較
的
容
易
に
成
就
し
得
る
道
を
開
き
、
そ
し
て
形
式
の
整
っ

た
証
明
書
を
発
行
す
る
」
。
前
掲
注
（
六
）
四
四
一
頁
。

（
九
）
竹
貫
元
勝
『
日
本
禅
宗
史
』
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
五
～
二
〇
六
頁
。

（
一
〇
）
加
藤
正
俊
「
伯
蒲
慧
稜
と
紫
衣
事
件
」
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
（
九
）
』
（
花
園
大
学
内
禅
文

化
研
究
所
、
一
九
七
七
年
）
。

（
一
一
）
「
本
山
到
レ

今
憤
怒
。
以
謂
謫
流
単
二

‐
伝
東
源
一

者
、
伯
蒲
成
レ

之
。
近
年
養
華
院
修
二

伯
蒲
百

年
忌
一

。
唯
請
二

本
山
之
霊
雲
派
衆
一

耳
。
不
レ

請
二

余
三
派
衆
一

。
蓋
恐
不
レ

応
レ

請
而
已
。
」
無
著
道
忠
『
正

法
山
誌
』
（
東
林
院
、
一
九
三
五
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
一
二
）
鈴
木
学
術
財
団
編
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
八
二
巻
、
日
記
部
八
（
講
談
社
、
一
九
七
二
年
）

二
頁
。

（
一
三
）
加
藤
正
俊
「
伯
蒲
慧
稜
と
紫
衣
事
件
」
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
（
九
）
』
（
花
園
大
学
内
禅
文

化
研
究
所
、
一
九
七
七
年
）
四
二
〇
頁
。

（
一
四
）
前
掲
注
（
一
三
）
同
。

（
一
五
）
「
臨
終
遺
偈
」
『
大
宗
正
統
禅
師
語
録
巻
第
二
』
（
刊
行
年
次
不
明
）
三
十
五
頁
。

（
一
六
）
噀
：
水
や
酒
な
ど
を
吐
き
出
す
。

（
一
七
）
倒
：
退
け
る
。

（
一
八
）
胥
江
八
月
潮
：
胥
江
と
は
紀
元
前
五
〇
六
年
、
伍
子
胥
が
開
削
し
た
人
工
運
河
で
、
後
に
「
胥

渓
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
胥
江
八
月
潮
」
と
は
「
伍
胥
潮
」
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
「
伍
胥
潮
」
と

は
「
呉
越
春
秋
」
巻
五
〈
夫
差
内
伝
・
十
三
年
〉
を
出
典
と
し
て
お
り
、
中
国
春
秋
時
代
の
呉
の
臣
の
伍
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子
胥
が
佞
臣
に
陥
れ
ら
れ
、
呉
王
に
自
殺
を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
の
死
体
は
馬
の
革
袋
に
入
れ
て
川
に
流
さ

れ
た
。
こ
の
川
が
ど
の
川
な
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
胥
江
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が

広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
伍
子
胥
の
死
体
は
奔
馬
の
よ
う
に
勢
い
よ
く
海
に
流
れ
、
潮
の
よ
う
に
岸
を
打
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
憤
怒
の
潮
」
と
象
徴
さ
れ
る
。

（
一
九
）
前
掲
注
（
三
）
四
五
九
頁
。

（
二
〇
）
淹
滞
：
賢
才
が
い
つ
ま
で
も
下
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
。

（
二
一
）
高
泉
性
潡
『
特
賜
大
宗
正
統
禅
師
龍
渓
潜
公
大
和
尚
御
葬
塔
銘
』
（
「
洗
雲
集
」
巻
第
十
五
」

『
高
泉
全
集
』
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
）
九
三
六
頁
。

（
二
二
）
『
黄
檗
外
記
』
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
臨
済
宗
妙
心
寺
三
百
十
四
世
の
無
著
道
忠
（
一

六
五
三
―
一
七
四
四
）
が
著
わ
し
た
典
籍
で
あ
る
。
黄
檗
山
萬
福
寺
開
山
隠
元
等
を
中
心
と
す
る
黄
檗
派

を
批
判
し
た
著
書
で
あ
る
。
な
お
『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
に
は
、
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
刊

行
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
是
正
を
要
し
よ
う
。

（
二
三
）
龍
渓
が
『
隠
元
録
』
を
読
ん
だ
の
は
、
隠
元
が
渡
来
す
る
三
年
前
の
承
応
元(

一
六
五
二)

年
の

こ
と
で
あ
る
。

（
二
四
）
無
著
道
忠
「
黄
檗
外
記
」
『
黄
檗
宗
資
料
集
成

第
二
巻
』
（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
）
二
三
八

頁
。

（
二
五
）
『
隠
元
録
』
は
崇
禎
十
五(

一
六
四
二)

年
開
版
の
『
黄
檗
隠
元
禅
師
語
録
』
の
こ
と
で
あ
る
。

（
二
六
）
翊
賛
：
君
主
を
た
す
け
る
。

（
二
七
）
前
掲
注
（
一
九
）
同
。

（
二
八
）
平
久
保
章
『
隠
元
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
）
一
一
七
～
一
一
八
頁
。

（
二
九
）
奚
啻
：
「
何
啻
」
と
同
じ
で
、
「
ど
う
し
て
た
だ
…
だ
け
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
あ
る
範
囲
に
限

定
さ
れ
な
い
こ
と
を
表
す
反
語
表
現
と
な
る
。

（
三
〇
）
「
贈
龍
渓
禅
徳
偈
并
引
」
平
久
保
章
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
六
巻
』
（
開
明
書
院
、
一

九
七
九
年
）
二
六
六
六
頁
。

（
三
一
）
義
空
：
生
没
年
不
詳
。
唐(

中
国)

の
僧
。
嵯
峨
天
皇
の
皇
后
橘
嘉
智
子
が
禅
僧
を
ま
ね
く
た
め

唐
に
つ
か
わ
し
た
慧
萼
に
と
も
な
わ
れ
て
承
和
一
四
年(

八
四
七)

来
日
、
日
本
に
は
じ
め
て
南
宗
禅
を
伝

え
た
と
さ
れ
る
。

（
三
二
）
明
極
：
（
一
二
六
二－

一
三
三
六
）
中
国
、
元
代
の
臨
済
宗
の
僧
。
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）

招
か
れ
て
来
日
し
、
後
醍
醐
天
皇
・
北
条
高
時
の
帰
依
を
受
け
、
建
長
寺
、
南
禅
寺
、
建
仁
寺
な
ど
に
歴

住
し
た
。
著
に
『
九
会
語
録
』
。

（
三
三
）
金
粟
親
承
：
「
金
栗
」
は
中
国
浙
江
省
海
塩
県
の
金
粟
山
広
慧
寺
の
こ
と
で
、
隠
元
三
三
歳
の

時
、
こ
の
寺
で
、
明
末
臨
済
禅
の
代
表
の
密
雲
円
悟
に
参
禅
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
三
五
歳
で
密

雲
円
悟
の
弟
子
の
費
隠
通
容
か
ら
印
可
を
受
け
、
四
五
歳
で
費
隠
通
容
に
嗣
法
し
、
「
臨
済
正
宗
三
十
二
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世
」
と
な
る
。

（
三
四
）
済
北
築
拳
：
済
北
：
「
済
」
は
「
渡
し
場
」
の
意
味
が
あ
る
。
「
院
臨
古
渡
、
運
済
往
来
」

で

示
し
た
よ
う
に
、
「
済
北
」
は
臨
済
宗
の
開
祖
の
臨
済
義
玄
の
禅
寺
（
院
）
は
由
緒
あ
る
渡
し
場
に
臨
む

が
故
に
そ
の
名
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
築
拳
：
「
黄
檗
山
頭
、
曾
遭
二

痛
棒
一

。
大
愚
肋
下
、
方
解
二

築
拳
一

。
」
（
入
矢
義
高
訳
注
『
臨
済
録
』
）
。

（
三
五
）
搊
鼻
：
『
碧
巌
録
』
第
五
十
三
則
の
「
百
丈
と
カ
モ
」
で
馬
祖
道
一
が
百
丈
懐
海
の
鼻
づ
ら
を

捉
え
た
と
い
う
物
語
を
指
す
。

（
三
六
）
断
際
：
黄
檗
希
運
（
？
～
八
五
〇
）
の
こ
と
。
中
国
唐
代
の
禅
僧
。
諡
は
断
際
禅
師
。
福
州
閩

県(

現
、
福
建
福
州)

の
人
。
臨
済
宗
開
祖
の
臨
済
義
玄
の
師
と
し
て
知
ら
れ
る
。
無
事
：
「
師
示
衆
云
。

道
流
。
切
要
丁

‐
求
取
二

真
正
見
解
一

。
向
二

天
下
横
行
一

。
免
丙
レ

被
乙

這
一
般
精
魅
惑
乱
甲

。
無
事
是
貴
人
。

但
莫
二

造
作
一

。
只
是
平
常
。
」
（
入
矢
義
高
訳
注
『
臨
済
録
』
）
。

（
三
七
）
「
請
隠
大
師
普
門
開
堂
啓
」
『
特
賜
大
宗
正
統
龍
渓
禅
師
語
録
巻
之
三
』
（
刊
行
年
次
不
明
）

一
～
二
頁
。

（
三
八
）
伊
藤
古
鑑
『
日
本
禅
の
正
燈

愚
堂
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
）
二
三
二
頁
。

（
三
九
）
前
掲
注
（
三
八
）
二
三
二
頁
。

（
四
〇
）
前
掲
注
（
三
八
）
一
七
三
頁
。

（
四
一
）
入
矢
義
高
訳
注
『
臨
済
録
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
〇
一
頁
。

（
四
二
）
平
久
保
章
「
法
語
」
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
七
巻
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）

三
二
三
三
～
三
二
三
四
頁
。

（
四
三
）
賈
晋
華
『
古
典
禅
研
究
：
中
唐
至
五
代
禅
宗
発
展
新
探
』
（
上
海
人
民
出
版
社
出
版
、
二
〇

一
三
年
）
一
五
二
頁
。

（
四
四
）
「
機
縁
」
『
特
賜
大
宗
正
統
龍
渓
禅
師
語
録
巻
之
一
』
（
刊
行
年
次
不
明
）
二
三
頁
。

（
四
五
）
『
特
賜
大
宗
正
統
龍
渓
禅
師
語
録
巻
之
一
』
（
刊
行
年
次
不
明
）
一
〇
頁
。

（
四
六
）
入
矢
義
高
訳
注
『
臨
済
録
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
四
〇
頁
。

（
四
七
）
柳
田
聖
山
『
臨
済
ノ
ー
ト
』
（
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
）
九
七
頁
。

（
四
八
）
前
掲
注
（
二
一
）
九
三
八
頁
。

（
四
九
）
平
久
保
章
『
隠
元
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
一
〇
四
頁
。

（
五
〇
）
前
掲
注
（
三
）
四
五
四
頁
。

（
五
一
）
前
掲
注
（
三
八
）
二
三
一
頁
。

（
五
二
）
林
観
潮
教
授
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
―
―
「
日
本
明
暦
四
（
一
六
五
八
）
年

六
月
、
摂
津
普
門
寺
に
住
し
た
隠
元
は
、
明
の
三
峰
法
蔵
（
一
五
七
三
―
一
六
三
五
）
の
編
纂
し
た
『
弘

戒
法
儀
』
三
三
章
の
中
か
ら
一
四
章
を
選
び
、
別
に
一
章
「
堂
頭
和
尚
方
丈
付
衣
法
儀
」
を
加
え
て
一
五

章
と
し
、
新
た
に
『
弘
戒
法
儀
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
」
（
林
観
潮
「
隠
元
和
尚
の
禅
風
」
『
黄
檗
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文
華
』
（
一
三
八
）
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
八
）
二
三
四
頁
。

（
五
三
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
六
九
上
、
中
）

（
五
四
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
〇
中
）

（
五
五
）
「
内
殿
説
戒
」
『
特
賜
大
宗
正
統
龍
渓
禅
師
語
録
巻
之
一
』
（
刊
行
年
次
不
明
）
一
二
～
一
三

頁
。

（
五
六
）
前
掲
注
（
五
）
一
九
四
頁
。

（
五
七
）
前
掲
注
（
三
）
一
九
六
頁
～
二
〇
〇
頁
。
辻
善
之
助
「
黄
檗
の
開
立
」
『
日
本
仏
教
史

第

九
巻

近
世
篇
之
三
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
三
六
〇
頁
～
三
六
一
頁
を
参
照
。

（
五
八
）
前
掲
注
（
五
六
）
同
。

（
五
九
）
前
掲
注
（
五
六
）
同
。

（
六
〇
）
竹
貫
元
勝
「
隠
元
と
妙
心
寺
」
『
朝
枝
善
照
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

佛
教
と
人
間
社
会
の
研

究
』
（
同
朋
舎
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
九
頁
。

（
六
一
）
前
掲
注
（
五
）
六
頁
を
参
照
。

（
六
二
）
大
槻
幹
郎
編
『
祥
雲
山
慶
瑞
寺
』
（
祥
雲
山
慶
瑞
寺
・
寺
坂
道
雄
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
一

一
頁
。
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第
二
部

隠
元
・黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
―
「
物
」
の
交
流
を
中
心
に
―
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第
三
章

後
水
尾
法
皇
の
隠
元
へ
の
帰
依
の
背
景
―
和
歌
や
書
簡
等
の
分
析
を
中
心
に
―

一

は
じ
め
に

寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
、
三
四
歳
の
後
水
尾
天
皇
（
以
下
、
黄
檗
宗
に
お
け
る
通
称
に
よ
り
、
「
（
後

水
尾
）
法
皇
」
と
す
る
。
ま
た
年
齢
は
数
え
年
に
よ
る
）
は
女
一
宮
（
興
子
内
親
王
、
す
な
わ
ち
明
正
天

皇
）
に
譲
位
し
た
。
そ
し
て
、
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
五
月
、
五
六
歳
で
、
相
国
寺
の
昕
叔
顕
晫
に
つ

い
て
落
飾
し
、
法
号
を
円
浄
と
称
し
た
。
外
国
人
の
謁
見
を
許
さ
な
い
、
中
世
以
来
の
皇
室
の
因
習
に
阻

ま
れ
た
も
の
か
、
後
水
尾
法
皇
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
実
際
に
隠
元
と
面
会
し
た
こ
と
は
実
は
一
度
も
な
か

っ
た
が
、
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
六
月
二
九
日
、
法
皇
は
仏
舎
利
五
顆
を
宝
塔
に
納
め
た
上
で
、
隠
元

に
賜
っ
た
。
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
七
日
、
法
皇
は
隠
元
の
嗣
法
の
和
僧
弟
子
た
る
龍
渓
性
潜

か
ら
嗣
法
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
皇
は
黄
檗
の
法
脈
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
寛
文
一
三
（
一
六

七
三
）
年
四
月
、
隠
元
の
病
が
重
く
な
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
法
皇
は
「
師
者
国
之
宝
也
、
倘
世
寿
可
レ

続
、
朕
願
以
レ

身
代
レ

之
」
と
嘆
き
、
「
大
光
普
照
国
師
」
の
徽
号
を
賜
っ
た
。
一
方
で
、
黄
檗
山
萬
福

寺
で
は
、
仏
舎
利
を
供
養
す
る
舎
利
殿
に
後
水
尾
法
皇
像
を
奉
安
し
、
毎
年
「
法
皇
忌
」
を
厳
修
し
て
い

る
。
法
皇
と
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
、
以
上
の
経
緯
か
ら
察
知
さ
れ
る
。

法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
主
と
し
て
宗
教
史
学
や
信
仰
的
な
角
度
か
ら
考
察

さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
宗
教
史
学
の
面
で
、
古
く
は
辻
氏
（
一
九
五
四
）
「
黄
檗
の
開
立
」
（
一
）

（
一
九

五
三
）
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」
（
二
）

、
倉
光
氏
（
一
九
一
七
）
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
禅
師
」
（
三
）

（
一
九
一
五
）
「
皇
室
と
黄
檗
宗
」
（
四
）

、
近
藤
氏
（
一
九
一
七
）
「
皇
室
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
」
（
五
）

や
『
黄
檗
宗
派
原
由
』
（
六
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
先
行
業
績
に
は
、
法
皇
か
ら
隠
元
に
法
語
を

求
め
た
こ
と
、
仏
舎
利
や
徽
号
を
賜
っ
た
こ
と
な
ど
、
法
皇
と
隠
元
の
交
流
に
お
い
て
主
要
な
事
実
が
共

通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
中
尾
氏
（
一
九
七
九
）
が
そ
の
『
後
水
尾
法
皇
と
黄
檗
宗
』

（
七
）

で
、
法
皇
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
隠
元
、
龍
渓
、
高
泉
の
三
禅
僧
を
主
と
し
て
取
り
上

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
語
録
』
か
ら
文
章
を
種
々
引
用
し
、
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中

国
の
林
氏
（
二
〇
〇
四
）
「
隠
元
隆
琦
と
日
本
皇
室
―
『
桃
蘂
編
』
を
巡
っ
て
―
」
（
八
）

で
は
、
法
皇
の

子
た
る
霊
元
天
皇
勅
編
の
『
桃
蘂
編
』
の
内
容
や
編
纂
の
背
景
・
真
意
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
隠
元
の
尊
皇
観
念
や
皇
室
と
黄
檗
僧
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

信
仰
方
面
の
考
察
と
し
て
は
、
高
井
氏
（
二
〇
〇
二
）
は
「
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
供
養
に
つ

い
て
―
「
法
皇
忌
」
と
の
関
係
か
ら
―
」
（
九
）

、
（
二
〇
〇
三
）
「
儀
礼
「
法
皇
忌
」
を
め
ぐ
っ
て
―
黄

檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
瞻
礼
と
後
水
尾
上
皇
の
供
養
―
」
（
一
〇
）

の
二
論
文
を
通
じ
、
法
皇
が
黄

檗
山
に
下
賜
し
た
仏
舎
利
の
由
来
・供
養
や
法
皇
忌
に
関
し
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら

諸
業
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
拙
稿
（
二
〇
二
一
）
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
一
一
）

で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
像
の
姿
や
由
来
、
隠
元
の
三
平
祖
師
信
仰
、
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法
皇
へ
の
献
上
、
泉
涌
寺
へ
の
下
賜
安
置
と
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
法
皇
と
隠
元
の
関

わ
り
の
持
つ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
。

龍
渓
に
嗣
法
す
る
以
前
に
あ
っ
て
、
法
皇
は
他
に
も
多
く
の
禅
僧
に
就
い
て
学
ん
で
お
り
、
ま
た
、
法

相
・
天
台
・
真
言
の
教
学
に
対
し
て
も
造
詣
を
深
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
新
来
の
黄
檗
宗
へ
の
関
心
と
傾

倒
ぶ
り
に
は
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
特
に
文
学
史
的
な
角

度
を
も
加
え
、
法
皇
の
関
連
和
歌
と
隠
元
が
法
皇
へ
寄
せ
た
書
簡
等
の
第
一
次
資
料
を
読
み
解
く
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
中
に
潜
ん
で
い
る
思
想
・
感
情
の
一
面
を
分
析
し
て
、
先
行
研
究
で
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
雅
の
世
界
に
お
け
る
二
人
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
考
察
す
る
。
そ
の
考
察
に
よ

り
、
法
皇
が
い
か
な
る
背
景
か
ら
隠
元
に
こ
こ
ま
で
深
い
帰
依
を
示
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

後
水
尾
法
皇
の
黄
檗
禅
へ
の
帰
依

辻
善
之
助
氏
が
「
御
歴
代
の
内
に
於
い
て
、
仏
教
に
御
帰
依
な
さ
れ
た
方
々
も
少
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
御
信
仰
の
深
く
し
て
而
も
健
全
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
方
と
し
て
は
、
ま
づ
後
宇
多
・
花
園
・後
水
尾

の
御
三
代
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
一
二
）

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
皇
は
も
と
よ
り
仏
教
に
深
く
帰
依
し

て
い
た
。
こ
こ
で
近
年
に
お
け
る
法
皇
の
伝
記
研
究
の
集
大
成
た
る
日
下
幸
男
氏
の
『
後
水
尾
院
の
研
究
』

（
下
冊

年
譜
稿
）
、
藤
井
譲
治
、
吉
岡
真
之
監
修
・
解
説
『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
（
一
～
三
巻
）
に
よ

れ
ば
、
法
皇
は
一
生
を
通
じ
て
、
一
つ
の
宗
派
に
限
ら
ず
、
天
台
宗
、
真
言
宗
、
浄
土
宗
な
ど
の
宗
派
の

僧
侶
の
論
義
（
仏
法
討
論
）
を
聴
聞
し
、
禅
宗
の
法
義
問
答
を
行
っ
て
お
り
、
各
宗
派
の
名
僧
ら
と
の
法

談
も
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
。
禅
宗
以
外
の
帰
依
対
象
と
な
っ
た
僧
侶
と
し
て
、
浄
土
宗
の
遊
行
上
人
如

短
（
厳
密
に
は
時
宗
に
属
す
る
が
、
便
宜
上
浄
土
宗
に
含
め
る
）
、
雄
誉
霊
厳
、
真
言
宗
の
長
存
、
宥
貞

（
一
五
九
二
―
一
六
六
四
）
、
泉
涌
寺
の
如
周
正
専
（
一
五
九
四
―
一
六
四
七
）
、
天
圭
照
周
（
一
六
一

六
―
一
七
〇
〇
）
、
天
台
宗
で
は
天
海
、
堯
憲
、
良
範
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
政
治
色
と
排
他

性
の
強
か
っ
た
日
蓮
宗
及
び
浄
土
真
宗
と
は
明
ら
か
に
距
離
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ

ら
二
宗
派
の
関
係
者
は
お
よ
そ
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
曹
洞
宗
の
関
係
者
も
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の

理
由
は
、
京
都
市
中
に
同
宗
の
寺
院
が
歴
史
的
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
（
一
三
）

し
か
し
、
禅
僧
へ
の
帰
依
は
総
じ
て
深
い
。
五
山
僧
は
、
主
に
、
法
皇
に
詩
文
を
進
講
し
た
り
、
法
皇

の
文
芸
サ
ロ
ン
で
法
皇
と
詩
文
の
唱
和
な
ど
し
た
り
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
、
相
国
寺
の
鳳
林
承
章
（
一

六
二
五
―
一
六
六
八
）
や
昕
叔
顕
晫
等
が
知
ら
れ
て
い
る
（
一
四
）

。
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
、
譲
位
後

の
法
皇
は
、
妙
心
寺
や
大
徳
寺
の
禅
僧
に
近
づ
い
た
。
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
、
最
初
に
仙
洞
御
所
へ

召
さ
れ
た
の
は
一
糸
文
守
で
あ
る
（
一
五
）

。
一
糸
以
外
、
大
徳
寺
の
沢
庵
宗
彭
妙
心
寺
の
雲
居
希
膺
（
一

五
八
二
―
一
六
五
九
）
、
愚
堂
東
寔
な
ど
と
も
参
殿
法
談
を
行
っ
て
い
る
。
寛
永
一
五
（
一
六
三
八
）
年

四
月
一
三
日
、
龍
渓
は
師
・
愚
堂
東
寔
の
宮
中
清
涼
殿
に
お
け
る
説
法
の
随
員
の
一
人
と
し
て
初
め
て
法

皇
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
の
後
実
に
二
〇
年
近
い
歳
月
を
へ
て
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
四
月
、
法
皇
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は
龍
渓
（
す
で
に
妙
心
寺
離
山
後
）
一
人
を
内
殿
に
召
し
、
勅
問
が
あ
り
、
こ
れ
が
両
者
機
々
投
合
の
始

め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
後
、
寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
八
月
二
三
日
龍
渓
が
示
寂
す
る
ま
で
、
法
皇

は
深
く
龍
渓
に
帰
依
し
た
。
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
五
月
二
五
日
に
は
法
皇
は
再
度
龍
渓
を
召
し
、
龍

渓
を
通
じ
て
隠
元
に
禅
要
に
つ
い
て
下
問
し
た
。
そ
こ
で
隠
元
は
再
び
龍
渓
を
通
じ
て
上
奏
法
語
を
寄
せ

て
い
る
。
こ
う
し
て
間
接
的
な
が
ら
隠
元
と
法
皇
と
の
法
縁
が
結
ば
れ
、
翌
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
一

月
一
九
日
に
至
り
、
龍
渓
は
隠
元
の
法
を
嗣
い
だ
。
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
七
日
、
法
皇
は
龍

渓
か
ら
嗣
法
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
皇
は
黄
檗
の
法
脈
を
受
け
継
ぎ
、
隠
元
の
法
孫
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
龍
渓
と
隠
元
の
遷
化
後
、
晩
年
の
法
皇
は
黄
檗
宗
に
あ
っ
て
は
高
泉
性
潡
に
深
く
帰
依
し
て
い

る
（
一
六
）

。
た
だ
、
同
時
期
に
天
龍
寺
の
定
西
堂
明
可
に
も
帰
依
し
、
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
八
三
歳

の
時
に
は
、
同
じ
く
天
龍
寺
の
貞
西
堂
（
前
出
の
定
西
堂
と
は
別
人
と
見
ら
れ
る
）
を
召
し
て
『
碧
巌
録
』

を
講
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
人
生
の
最
後
ま
で
、
各
宗
の
中
で
も
と
り
わ
け
臨
済
系
の
禅
宗
に
帰
依

し
た
法
皇
の
姿
が
見
ら
れ
る
（
一
七
）

。

上
述
し
た
よ
う
に
、
隠
元
渡
来
前
に
法
皇
が
帰
依
し
た
臨
済
宗
の
一
糸
文
守
な
ど
の
没
年
か
ら
見
る
と
、

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
、
法
皇
が
隠
元
へ
禅
要
を
下
問
し
た
時
点
で
、
ひ
と
た
び
は
復
興
を
見
た
在
来

の
臨
済
宗
も
一
糸
ら
主
要
な
担
い
手
の
死
に
よ
り
、
再
度
の
弛
緩
・
凋
落
を
見
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
よ

う
。
隠
元
の
渡
来
や
黄
檗
宗
の
開
立
は
、
中
国
明
代
の
禅
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
日
本
へ
も
た
ら
し
て
お
り
、

大
徳
・
妙
心
両
寺
を
も
含
む
既
存
の
臨
済
諸
派
に
比
し
て
、
儀
礼
な
ど
の
面
で
す
こ
ぶ
る
異
彩
を
放
っ
て

い
た
。
法
皇
は
再
会
を
果
た
し
た
龍
渓
を
通
じ
、
黄
檗
禅
へ
と
し
だ
い
に
親
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
七
日
、
法
皇
は
龍
渓
に
嗣
法
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と

で
以
下
の
よ
う
な
謝
法
の
宸
翰
を
龍
渓
へ
賜
っ
て
い
る
。

朕
中
歳
已
来
。
頗
好
二

斯
道
一

。
参
二

透
列
祖
差
別
因
縁
一

。
恰
如
二

疊
塔
子
一
層
了
又
一
層
一

。

雖
レ

然
見
徹
更
不
二

疑
謬
一

。
争
下

奈
未
上
レ

能
三

慶
二
‐

快
平
生
一

矣
。
晩
召
二

龍
渓
西
堂
一

。
諮
二

詢
禅
要
一

。
乃
把
二

従
前
参
得
底
悟
得
底
一

。
而
貶
二

向
無
生
国
裏
一

去
。
直
得
二

胸
次
廓
清
洞
明

一

也
。
如
レ

是
而
坐
纔
五
六
歳
。
然
沈
掉
尚
競
。
惺
寂
不
レ

常
。
或
要
レ

坐
之
時
。
正
念
如
レ

待
。

要
レ

起
之
時
。
安
祥
似
レ

迎
。
或
合
レ

眼
無
レ

心
。
開
レ

眼
有
レ

境
。
茫
々
然
無
二

本
可
一
レ

拠
。
堂

便
示
以
二

柏
樹
公
案
一

。
忽
朝
直
与
二

本
地
一

相
応
。
起
坐
一
斉
。
心
境
不
二
。
始
覚
下

庭
前
柏
樹

子
元
来
不
上
レ

渉
二

心
境
一

。
顧
思
昔
貶
参
禅
皆
是
疑
二

自
心
一

。
而
辨
二

話
頭
一

。
今
也
取
二

話
頭

一

而
證
二

自
心
一

。
非
レ

但
レ

證
二

自
心
一

。
況
常
日
跨
二

泥
牛
一

。
而
遊
二

戯
昆
盧
頂
上
一

乎
。
既
満

二

初
懐
一

不
レ

堪
二

歓
躍
一

。
仍
染
二

宸
翰
一

以
謝
二

乳
哺
一

。

寛
文
丁
未
十
一
月
七
日

龍
渓
丈
室
。
（
一
八
）

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
禅
宗
は
、
宋
元
の
中
国
禅
宗
が
伝
来
し
て
か
ら
数
百
年
の
間
に
、
中
国
と
の

連
絡
を
絶
っ
て
い
た
た
め
か
、
独
自
の
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
隠
元
渡
来
以
前
の
江
戸
初
期
の
禅
界
は
、
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第
二
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
全
般
的
に
見
て
、
詩
文
や
偈
頌
の
よ
う
な
文
字
に
こ
だ
わ
り
、
し
だ
い
に

形
骸
化
し
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
ま
た
、
室
町
中
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
、
幻
住
派
に
端
を
発
し
た
、

い
わ
ゆ
る
密
参
口
訣
式
の
禅
も
一
般
化
し
て
い
た
。
公
案
は
黄
檗
を
も
含
む
臨
済
禅
を
特
徴
づ
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
扱
い
に
過
度
の
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
公
案
を
一
定
の
基
準
の
下
に

配
列
し
、
難
易
の
段
階
を
付
し
た
う
え
、
修
行
者
が
一
則
パ
ス
す
る
た
び
に
、
師
家
の
側
は
新
た
な
関
門

を
設
け
、
百
則
と
か
三
百
則
と
か
千
五
百
則
を
弟
子
が
す
べ
て
透
過
す
れ
ば
得
悟
し
た
も
の
と
見
な
し
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
梯
子
禅
」
で
あ
る
が
、
法
皇
の
上
記
宸
翰
に
い
う
「
恰
如
二

疊
塔
子
一
層
了
又
一
層

一

」
と
は
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
雖
レ

然
見
徹
更
不
二

疑
謬
一

。
争
下

奈
未
上
レ

能
三

慶

二
‐

快
平
生
一

矣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
皇
も
あ
る
時
期
ま
で
は
こ
う
し
た
日
本
在
来
の
臨
済
宗
の
弊
風
か

ら
決
し
て
自
由
で
は
な
く
、
そ
れ
が
隠
元
・
龍
渓
師
弟
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
話
頭
に
囚
わ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
。
法
皇
は
「
顧
思
昔
貶
参
禅
皆
是
疑
二

自
心
一

、
而
辨
二

話
頭
一

、
今

也
取
二

話
頭
一

而
證
二

自
心
一

」
と
、
喜
び
を
込
め
て
回
顧
し
て
い
る
（
一
九
）

。
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
九
月

二
〇
日
に
は
、
龍
渓
に
「
大
宗
正
統
禅
師
」
の
号
を
賜
っ
た
。
そ
の
際
の
宸
翰
に
は
、
「
師
実
得
二

其
正

統
一

者
也
」
（
二
〇
）

と
書
か
れ
て
お
り
、
隠
元
を
介
し
て
臨
済
禅
の
正
脈
が
龍
渓
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
五
山
や
妙
心
寺
ほ
か
、
自
己
の
生
涯
に
お
い
て
か
か
わ
り
の
深
か
っ
た
在
来
臨
済
宗
の

大
山
か
ら
の
反
発
を
恐
れ
ぬ
大
胆
な
断
言
で
あ
り
賞
賛
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
竹
貫
元
勝
氏
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
黄
檗
禅
は
「
禅
宗
・
浄
土
宗
・
真
言
宗
の
三
宗
が
一
体
と

な
っ
た
宗
風
」
で
、
「
人
々
の
多
様
な
信
仰
的
要
求
に
対
し
て
容
易
に
応
じ
得
る
も
の
を
内
包
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
」
（
二
一
）

。
し
か
し
、
村
瀬
玄
妙
氏
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
隠
元
の
語
録
を
読
ん
で
み
る

と
、
「
隠
元
禅
師
の
禅
が
臨
済
禅
師
（
引
用
者
注
：
唐
代
の
臨
済
義
玄
）
の
機
鋒
を
備
え
て
い
る
が
、
そ

れ
よ
り
も
も
っ
と
洗
練
さ
れ
綿
密
な
姿
で
説
か
れ
て
い
る
」
（
二
二
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
林
観
潮
氏
も

隠
元
和
尚
の
禅
風
が
「
要
約
的
に
臨
済
正
伝
、
静
坐
参
禅
、
了
悟
自
心
、
持
戒
持
律
、
方
便
念
仏
」
（
二
三
）

を
基
調
と
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
静
坐
参
禅
を
根
本
の
工
夫
と
し
、
了
悟
自
心
を
目

指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
戒
律
を
厳
格
に
す
る
持
戒
主
義
に
立
っ
て
、
具
体
的
な
戒

律
関
連
儀
礼
の
説
か
れ
た
『
弘
戒
法
儀
』
を
刊
行
し
、
三
壇
戒
会
の
開
設
、
『
黄
檗
清
規
』
の
編
纂
な
ど

を
通
し
て
、
日
本
に
お
け
る
戒
律
復
興
運
動
を
促
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
法
皇
が
深
く
帰
依
し
た
一

糸
文
守
も
ま
た
持
戒
主
義
に
立
っ
て
お
り
、
法
皇
も
龍
渓
か
ら
菩
薩
大
戒
を
受
け
た
、
と
い
う
こ
と
な
ど

か
ら
見
る
と
、
隠
元
の
持
戒
主
義
を
法
皇
も
ま
た
支
持
し
て
い
た
も
の
と
十
分
に
推
測
で
き
る
。
黄
檗
禅

の
正
統
性
と
持
戒
主
義
等
と
い
っ
た
特
徴
こ
そ
は
、
法
皇
が
こ
れ
に
親
炙
し
、
つ
い
に
は
帰
依
す
る
に
際

し
、
大
き
な
要
因
を
な
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

三

後
水
尾
法
皇
と
隠
元
の
思
想
の
共
鳴

三
四
歳
の
壮
年
で
譲
位
し
た
法
皇
は
、
以
前
に
も
ま
し
て
学
問
の
研
鑽
に
取
り
組
ん
で
、
江
戸
初
期
に

お
け
る
宮
廷
文
化
の
頂
点
に
立
っ
た
。
法
皇
は
学
問
や
芸
術
に
造
詣
深
く
、
詩
歌
に
も
優
れ
、
ほ
ぼ
二
千
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首
の
和
歌
が
『
後
水
尾
院
御
集
』
（
二
四
）

に
収
め
ら
れ
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
千
首
の
和

歌
に
は
法
皇
が
自
分
の
思
想
や
感
情
を
託
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
法
皇
が
和
歌
と
い
う
芸
術
手
段
を

通
じ
て
ど
の
よ
う
に
仏
教
思
想
か
ら
の
影
響
や
悟
り
の
境
地
を
表
明
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
同
時
に
、

そ
う
し
た
歩
み
が
、
隠
元
も
そ
の
法
皇
宛
の
書
簡
で
表
明
し
て
い
る
仏
教
思
想
や
境
地
と
の
間
に
い
っ
た

い
ど
の
様
な
共
有
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
文
雅
の
世
界
に
お

け
る
二
人
の
間
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
が
生
み
出
さ
れ
た
法
皇
の
隠
元
へ
の
帰
依
の
背
景
を
踏
み
込
ん

で
考
察
し
た
い
。

法
皇
は
実
に
七
十
年
間
に
わ
た
り
歌
壇
で
活
動
し
た
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
三
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
期
は
慶
長
一
六
（
一
六
一
一
）
年
（
一
六
歳
）
～
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
（
三
四
歳
）
。

こ
の
時
期
は
法
皇
の
修
業
期
と
言
う
べ
き
時
期
で
あ
り
、
第
二
・
三
期
か
ら
見
れ
ば
基
盤
作
り
の
時
代
で

あ
る
。
次
に
第
二
期
は
、
寛
永
六
年
～
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
（
五
九
歳
）
。
こ
の
時
期
は
い
わ
ば
、

和
歌
・
漢
詩
等
の
創
作
活
動
を
最
も
盛
ん
に
行
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
期
は
承
応
三
（
一
六
五

四
）
年
～
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
（
八
五
歳
）
。
法
皇
は
す
で
に
自
身
の
創
作
よ
り
も
歌
壇
の
後
進
歌

人
ら
へ
の
指
導
に
活
動
の
重
点
を
移
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
の
集
大
成
と
し
て
編
集
事
業
も
盛
ん
に
行
わ

れ
た
時
期
で
あ
る
（
二
五
）

。
な
お
、
隠
元
が
日
本
へ
渡
来
し
た
の
は
第
二
期
の
終
わ
り
に
あ
た
る
承
応
三

（
一
六
五
四
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
本
章
で
は
、
隠
元
が
渡
来
す
る
以
前
の
第
一
・二
期
の
和
歌

を
中
心
に
取
り
上
げ
て
、
法
皇
の
仏
教
思
想
か
ら
の
影
響
や
悟
り
の
境
地
を
分
析
し
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
に
う
つ
り
か
は
る
も
憂
き
事
は
常
な
る
も
の
よ
あ
は
れ
世
中
（
二
六
）

（
『
御
集
』
一
四
〇
〇
）

こ
の
歌
は
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
、
父
帝
の
後
陽
成
院
崩
後
に
際
し
て
の
追
善
の
歌
で
あ
る
。
当
時
、

法
皇
は
ま
だ
二
二
歳
の
若
さ
で
あ
る
。
無
常
な
世
の
中
に
、
辛
い
事
だ
け
が
常
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
へ

の
嘆
き
で
あ
る
（
二
七
）

。
鈴
木
健
一
氏
は
本
作
品
の
背
景
に
あ
る
先
行
作
品
と
し
て
、
『
新
古
今
和
歌
集
』

（
春
下
・
藤
原
実
定
）
か
ら
「
儚
さ
を
外
に
も
言
は
じ
桜
花
さ
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
の
中
」
（
二
八
）

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
合
い
は
、
「
世
の
は
か
な
さ
を
外
の
も
の
に
よ
そ
え
る
こ
と
な
ど
す
ま
い
。

桜
の
花
が
咲
い
て
、
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
あ
、
世
の
中
は
は
か
な
い
も
の
だ
」
（
二
九
）

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
「
儚
さ
を
」
と
い
う
歌
は
、
桜
の
散
り
ゆ
く
「
無
常
の
は
か
な
さ
」
を
表
し
て
お
り
、
法
皇

の
歌
の
前
半
に
い
う
「
さ
ま
ざ
ま
に
う
つ
り
か
は
る
」
と
い
う
句
も
世
の
中
の
無
常
を
表
し
て
い
る
。
父

帝
の
死
を
前
に
し
て
、
生
命
の
は
か
な
い
こ
と
を
法
皇
は
改
め
て
切
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

単
な
る
「
無
常
」
へ
の
感
歎
だ
け
が
こ
の
歌
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
同
じ
く
鈴
木
健
一
氏
は
次
の
「
憂
き

事
」
と
い
う
語
句
へ
の
注
釈
の
中
で
、
「
う
き
事
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
か
り
が
ね
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
秋
の

よ
な
よ
な
」
（
古
今
・
秋
上
・
凡
河
内
躬
恒
）
（
三
〇
）

と
い
う
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
歌
の
意
は
、

「
つ
ら
い
こ
と
を
一
つ
一
つ
思
い
並
べ
る
よ
う
に
列
を
な
し
て
、
雁
が
、
そ
ら
、
あ
ん
な
に
鳴
き
渡
る
よ
。
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秋
の
夜
ご
と
夜
ご
と
に
」
（
三
一
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
の
朝
廷
へ
の
干
渉
に
起
因
し
て
、
父

子
関
係
に
も
多
大
な
不
和
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
思
わ
し
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
父
帝
の

崩
御
を
前
に
し
て
、
父
帝
と
の
葛
藤
を
含
め
て
、
複
雑
で
不
幸
な
人
生
を
振
り
返
る
た
び
に
、
作
者
た
る

法
皇
に
は
つ
ら
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
は
か
な
い
無
常
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、
憂
き
事
は
雁
が
つ

ら
ね
て
飛
ん
で
い
く
よ
う
に
、
綿
々
不
断
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
、
多
層
的
な
感
傷
が
描
か
れ
て
い
る
。

無
常
と
対
比
し
な
が
ら
、
「
憂
き
事
」
は
常
で
あ
る
、
と
い
う
修
辞
手
法
を
利
用
し
て
、
「
憂
き
事
」
の

深
さ
を
い
っ
そ
う
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
法
皇
の
こ
の
や
る
瀬
無
さ
は
合
計
二
首
も
の
古
歌
を
踏
ま
え
つ

つ
、
よ
り
風
雅
で
、
し
か
も
仏
教
思
想
を
漂
わ
せ
た
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

思
へ
世
は
玉
し
く
と
て
も
秋
の
田
の
仮
庵
な
ら
ぬ
宿
り
や
は
あ
る
（
三
二
）

（
『
御
集
』
一
一
六
一
）

こ
の
歌
は
「
田
家
」
と
い
う
題
で
、
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
（
譲
位
か
ら
八
年
後
）
五
月
八
日
に

詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
法
皇
の
創
作
活
動
の
到
達
点
を
示
す
と
思
わ
れ
る
『
御
着
到
百
首
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
歌
の
大
意
は
、
「
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
、
仮
り
の
宿
に
住
ん
で
い
る
よ
う
な

も
の
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
仮
庵
も
玉
敷
の
庭
も
同
じ
」
（
三
三
）

で
あ
る
。
「
玉
敷
の
庭
」
と
は
、
宮

中
の
庭
の
意
で
あ
る
（
三
四
）

。
鈴
木
健
一
氏
は
こ
の
歌
へ
の
注
釈
の
中
で
、
『
百
人
一
首
』
（
後
撰
・
秋
中
・

天
智
天
皇
）
に
も
採
ら
れ
た
「
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
庵
の
苫
を
荒
み
我
が
衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
」
（
三
五
）

を
引
く
。
そ
の
意
味
合
い
は
、
「
秋
の
田
の
ほ
と
り
の
仮
小
屋
に
と
ま
っ
て
番
を
し
て
い
る
と
、
屋
根
の

苫
が
荒
く
て
隙
間
が
多
い
た
め
に
、
わ
た
し
の
袖
は
夜
露
に
ひ
ど
く
濡
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
（
三
六
）

と
い

う
も
の
で
あ
る
。
法
皇
は
「
思
へ
世
は
」
と
い
う
歌
で
は
、
「
秋
の
田
の
仮
庵
」
を
「
秋
の
田
を
守
る
た

め
の
仮
小
屋
」
（
三
七
）

と
意
識
し
な
が
ら
、
仮
の
宿
り
と
い
う
仏
教
の
基
本
的
な
教
義
と
重
ね
て
、
こ
の

現
世
の
実
相
を
巧
妙
に
比
喩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
中
に
い
る
天
皇
も
、
仮
庵
に
苦
労
し
つ
つ
働
く
農

民
も
、
こ
の
は
か
な
い
現
世
に
一
時
的
に
身
を
寄
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。

こ
の
面
か
ら
見
る
と
、
王
者
と
万
民
と
が
実
は
平
等
で
何
の
差
異
も
な
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め

ら
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
天
智
天
皇
の
「
秋
の
田
」
と
い
う
本
歌
に
比
す
れ
ば
、
は
る
か
に
仏
教
的
色
彩

に
富
む
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

む
な
し
き
か
色
な
き
色
は
誰
か
見
ん
よ
し
見
む
人
も
見
ぬ
世
な
ら
ず
ば
（
三
八
）

（
『
御
集
』
九
七
七
）

こ
の
歌
の
題
は
「
空
門
極
品
」
で
あ
る
。
日
下
幸
男
氏
著
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
「
此
御

歌
は
金
地
院
巣
雲
に
被
下
と
な
ん
」
（
三
九
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
法
皇
が
南
禅
寺
金
地
院
の
巣
雲
に
送
っ

た
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
法
皇
か
ら
本
作
を
賜
っ
た
金
地
院
巣
雲
と
は
、
中
村
健
史
氏
の
先
行
研
究
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に
よ
れ
ば
、
最
岳
元
良
の
こ
と
で
、
「
生
年
未
詳
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
遷
化
。
巣
雲
と
号
す
。
臨

済
宗
。
以
心
崇
伝
に
法
を
嗣
ぐ
」
と
さ
れ
て
い
る
（
四
〇
）

。
こ
の
歌
の
大
意
は
「
仏
典
に
は
『
色
即
是
空
』

と
も
い
う
。
誰
が
見
る
だ
ろ
う
か
。
え
い
ま
ま
よ
、
見
よ
う
と
す
る
人
が
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
人
の
こ

と
を
見
な
い
世
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
世
で
な
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
（
四
一
）

と
な
ろ
う
。
「
よ
し

見
む
人
」
と
い
う
語
句
の
注
釈
で
、
鈴
木
健
一
氏
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
（
秋
上
・
読
人
不
知
）
か
ら
「
萩

の
露
玉
に
貫
か
む
と
取
れ
ば
消
ぬ
よ
し
見
む
人
は
枝
な
が
ら
見
よ
」
（
四
二
）

と
い
う
歌
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
「
よ
し
」
と
は
「
え
い
、
よ
い
わ
」
「
も
う
、
よ
い
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
下
の
「
見
よ
」

と
い
う
命
令
の
言
い
方
と
呼
応
し
て
い
る
（
四
三
）

、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
歌
全
体
の
意
味
は
、
「
萩
の
露
は
、

玉
に
貫
こ
う
と
手
に
取
る
と
、
消
え
て
し
も
う
た
。
よ
い
、
よ
い
、
見
よ
う
と
す
る
人
は
、
枝
の
ま
ま
で

見
よ
」
（
四
四
）

と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
竹
岡
正
夫
氏
は
、
「
「
よ
し
」
を
用
い
る
の
な
ど
、
当
時

古
め
か
し
い
上
代
風
の
感
が
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
鷹
揚
な
気
分
も
漂
っ
て
い
る
」
（
四
五
）

と
す
る
見
解
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
皇
の
歌
で
は
、
「
見
」
と
は
、
具
体
的
な
動
作
で
は
な
く
、
「
抽
象

的
に
理
解
で
き
る
」
、
「
気
に
留
め
る
」
等
の
精
神
的
な
共
鳴
の
意
が
強
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
色
即
是
空
」

を
「
見
る
」
、
つ
ま
り
「
理
解
で
き
る
」
と
い
う
人
は
現
実
に
は
な
か
な
か
見
当
た
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
こ

の
教
理
を
い
つ
も
考
え
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
自
分
に
と
っ
て
は
、
生
き
づ
ら
い
世
の
中
だ
な
あ
、

と
い
う
強
い
慨
嘆
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
皇
の
歌
で
は
、
「
よ
し
」
を
使
用
し

て
、
「
鷹
揚
な
気
分
」
で
は
な
く
、
自
分
が
「
空
」
の
奥
義
を
見
極
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

こ
と
を
周
囲
の
誰
も
気
に
留
め
よ
う
と
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
寂
寥
感
が
漂
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は

い
つ
詠
ま
れ
た
歌
か
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
巣
雲
の
没
年
か
ら
推
測
し
て
、
法
皇
が
隠
元
と

道
縁
を
結
ぶ
以
前
の
歌
で
あ
ろ
う
。

法
皇
の
歌
集
で
は
、
夢
、
無
常
、
空
、
仮
の
宿
り
と
い
っ
た
仏
教
思
想
が
大
い
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
三
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
仏
教
思
想
は
法
皇
の
心
に
深
く
影
響
を
与
え
て
い
る
様
子
を
垣
間
見

る
。
寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
の
冬
、
法
皇
が
深
く
帰
依
し
た
一
糸
文
守
が
法
皇
に
謁
し
た
際
、
法
皇

か
ら
三
首
の
歌
が
示
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
禅
の
公
案
の
語
を
題
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
和
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ら
公
案
の
大
意
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

応
無
所
住
而
生
其
心

ぬ
し
や
誰
と
は
ば
答
よ
海
人
の
子
の
宿
も
さ
だ
め
ぬ
法
の
浮
舟
（
四
六
）

（
『
御
集
』
九
六
六
）

こ
こ
に
見
え
る
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
（
四
七
）

と
は
、
『
金
剛
般
若
経
』
の
名
句
で
あ
り
、
口
語
訳

し
て
「
存
在
や
現
象
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
辻
善

之
助
氏
は
、
歌
本
文
の
主
旨
に
つ
い
て
法
皇
「
の
心
持
を
海
士
に
た
と
え
て
、
一
生
を
舟
の
中
に
過
し
、

宿
も
定
め
ず
、
波
に
任
せ
て
、
円
転
滑
脱
、
自
由
自
在
な
る
境
地
を
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
四
八
）

と
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見
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
解
釈
に
同
意
す
る
。
つ
づ
く
二
首
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

啐
啄
同
時
眼

さ
や
け
し
な
か
ひ
ご
を
出
る
鳥
が
音
に
藪
し
も
わ
か
ず
め
ぐ
る
光
は
（
四
九
）

（
『
御
集
』
九
七
五
）

啐
啄
同
時
用

立
居
な
く
か
ひ
ご
の
鳥
の
翅
こ
そ
山
も
さ
は
ら
ず
海
も
へ
だ
て
ね
（
五
〇
）

（
『
御
集
』
九
七
六
）

「
啐
啄
同
時
」
と
は
『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
一
二
・
宝
応
章
に
「
諸
方
只
具
二

啐
啄
同
時
眼
一

、
不
レ

具
二

啐
啄
同
時
用
一

」
（
五
一
）

と
あ
る
の
に
ち
な
む
。
「
啐
」
と
は
鶏
卵
が
孵
化
す
る
際
、
殻
の
中
か
ら
雛
鳥
が

つ
つ
く
こ
と
。
ま
た
、
「
啄
」
と
は
母
鶏
が
そ
れ
に
応
じ
て
外
か
ら
殻
を
つ
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
禅
宗

で
は
一
般
に
、
好
機
を
得
て
学
ぶ
者
と
師
の
両
者
の
心
が
一
層
の
好
機
を
得
て
投
合
す
る
こ
と
を
い
う
（
五

二
）

。
こ
こ
で
さ
ら
に
辻
善
之
助
氏
の
注
釈
に
よ
り
つ
つ
、
そ
こ
に
見
る
文
語
表
現
を
口
語
に
改
め
、
か

つ
、
い
わ
ゆ
る
皇
室
向
け
敬
語
を
略
し
て
書
け
ば
、
ま
ず
「
啐
啄
同
時
眼
」
と
は
、
林
薮
の
茂
っ
た
中
を

何
の
隔
て
も
な
く
、
明
光
の
さ
や
か
な
よ
う
に
悟
が
開
け
た
境
涯
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
啐

啄
同
時
用
」
と
は
、
殻
を
出
た
雛
鳥
の
翼
の
自
由
さ
に
は
、
山
も
海
も
何
の
さ
わ
り
と
も
な
ら
な
い
よ
う

に
、
禅
の
修
行
者
が
無
明
の
殻
を
破
っ
て
、
悟
道
に
入
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
活
発
発
地
の
状
を
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
（
五
三
）

上
述
し
た
三
首
の
歌
は
い
ず
れ
も
法
皇
が
一
糸
に
対
し
、
参
禅
後
の
心
境
を
表
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。

既
に
両
者
間
に
あ
る
程
度
以
上
の
道
縁
が
結
ば
れ
、
実
地
に
参
禅
し
た
人
で
な
け
れ
ば
詠
み
得
な
い
境
地

で
あ
る
。
「
浮
舟
」
「
光
」
「
鳥
の
翅
」
「
山
」
「
海
」
な
ど
の
語
彙
を
用
い
て
雄
大
で
広
い
天
地
を
印

象
づ
け
つ
つ
、
そ
こ
を
ゆ
く
鳥
さ
な
が
ら
に
自
由
な
境
地
を
禅
に
よ
っ
て
得
た
喜
び
が
率
直
に
詠
じ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
和
歌
か
ら
も
、
法
皇
の
仏
教
信
仰
の
篤
い
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
仏
教
思
想
は
法
皇
に
深

い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
政
争
に
翻
弄
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
法
皇
の
心
を
大
き
く
慰
め
て
も
い
る
。

法
皇
は
仏
教
に
よ
っ
て
精
神
的
面
で
相
当
な
解
脱
を
遂
げ
て
い
る
。
青
年
期
以
来
、
倦
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
関

連
す
る
方
面
の
勉
学
に
励
ん
だ
。
博
大
で
奥
深
い
仏
教
、
と
り
わ
け
禅
の
教
え
が
法
皇
の
心
を
満
足
さ
せ

る
、
終
生
に
わ
た
り
精
神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
晩
年
に
詠
ん
だ
歌
「
釈
迦
（
延

宝
四
年
秋
御
寝
覚
被
遊
御
詠
御
年
八
十
一
）
」
で
は
、
「
散
り
う
せ
じ
た
だ
我
ひ
と
り
と
ば
か
り
も
説
き

し
言
葉
の
花
の
匂
ひ
は
」
と
詠
じ
、
仏
教
の
教
え
が
そ
の
開
祖
た
る
釈
尊
の
言
葉
と
と
も
に
永
遠
で
あ
る

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
（
五
四
）

上
述
し
た
よ
う
に
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
、
黄
檗
山
で
の
開
堂
式
が
挙
行
さ
れ
た
際
、
久
し
く
禅

に
心
酔
し
て
い
た
法
皇
（
当
時
六
八
歳
）
か
ら
、
龍
渓
を
通
じ
て
、
隠
元
へ
禅
の
法
門
の
大
要
に
つ
い
て
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下
問
が
あ
っ
た
。
隠
元
か
ら
の
上
奏
法
語
の
書
簡
を
読
ん
で
、
「
上
覧
レ

之
悦
」
（
五
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、

法
皇
は
そ
の
内
容
に
大
変
満
足
し
て
い
る
。
こ
れ
が
法
皇
と
隠
元
と
の
道
縁
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
書

簡
は
「
黄
檗
和
尚
太
和
集

法
語
」
（
五
六
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

癸
卯
五
月
廿
五
日

太
上
皇
召
二

龍
溪
禅
徳
一

入
二

内
庭
一

賜
レ

坐
畢
。
上
云
朕
向
聞
三

禅
門
下
有
二

単
伝
（
五
七
）

之
道

一

。
不
レ

歴
二

階
級
一
（
五
八
）

。
直
指
人
心
。
見
性
成
仏
。
実
朕
所
二

忻
願
一

焉
。
今
隠
元
禅
師
廼
大

唐
尊
宿
。
甚
為
二

希
有
一

。
朕
欲
下

請
二

問
法
要
一

。
以
了
中

大
事
因
縁
上
（
五
九
）

。
煩
レ

卿
代
致
レ

之
。

溪
承
レ

旨
。
面
レ

師
云
云
。
師
乃
索
レ

筆
書
云

夫
単
伝
直
指
之
道
。
別
無
二

言
説
一

。
唯
要
三

自
己
放
二
‐

下
身
心
及
一
切
塵
労
一

。
直
下
返
二
‐

炤
（
六
〇
）

本
来
面
目
一

。
覰
二

破
無
位
真
人
一

。
則
不
レ

被
三

外
物
之
所
二

蒙
昧
一

。
如
二

鏡
對
一
レ

鏡
。

了
了
分
明
。
原
無
二

一
物
染
汚
一

。
亦
無
二

点
塵
留
碍
一

。
円
陀
陀
（
六
一
）

。
活
溌
溌
。
赤
洒
洒
（
六

二
）

。
転
轤
轤
（
六
三
）

。
名
不
レ

可
レ

名
。
識
焉
能
識
。
直
得
二

自
徹
自
悟
自
了
一

而
後
己
。
既
徹
悟

了
然
。
則
生
死
去
来
。
自
由
自
在
。
處
二

富
貴
一

不
下

為
二

富
貴
一

之
所
上
二

牢
籠
一

。
處
二

人
天
一

不
下

為
二

人
天
一

之
所
レ
二

留
碍
一

。
可
レ

謂
万
象
主
而
作
二

四
生
（
六
四
）

父
一

。
以
二

天
下
一

為
二

一
家

一

。
以
二

万
類
一

為
二

一
子
一

。
継
レ

往
開
レ

来
。
駢
二

臻
（
六
五
）

民
福
一

。
聖
種
弥
二

隆
於
萬
代
一

。
法

門
砥
二

柱
於
千
秋
一

。

上
に
引
い
た
書
簡
の
最
初
の
部
分
に
は
、
隠
元
に
よ
る
禅
に
つ
い
て
の
概
観
的
な
解
釈
で
あ
る
。
隠
元

に
と
っ
て
禅
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
本
的
な
教
義
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
―
―

人
間
は
皆
仏
性
を
具
足
し
て
い
る
。
こ
の
仏
性
は
本
書
簡
に
あ
っ
て
は
「
本
来
面
目
」
「
無
位
真
人
」
と

説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
性
は
鏡
と
鏡
が
向
き
合
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
円
満
清
浄
で
、
何
も
汚
さ
れ
て

い
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
円
陀
陀
。
活
溌
溌
。
赤
洒
洒
。
転
轆
轆
」
と
あ
る
よ
う
に
、
活
発
で
生
き
生
き

と
し
て
い
て
、
し
か
も
拘
束
も
な
く
、
自
由
自
在
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
仏
性
は
、
外
物
や
塵
労
に
よ
っ

て
汚
染
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
「
本
来
面
目
」
「
無
位
真
人
」
を
悟
る
た
め
に
は
、
単
に
経
典
の

教
説
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
参
究
し
て
直
入
頓
悟
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
身
心
や
万
縁
を

「
放
下
」
し
て
、
一
念
不
生
の
境
地
と
な
り
、
生
死
や
名
利
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な

独
立
と
自
由
、
平
等
な
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
以
上
の
よ
う
な
主
旨
に
立
つ
こ
の
法
語
か
ら

は
、
い
わ
ゆ
る
出
没
自
在
、
縦
横
無
礙
と
い
っ
た
禅
風
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
六
六
）

こ
こ
で
さ
ら
に
、
筆
者
な
り
の
解
釈
を
加
え
れ
ば
、
「
本
来
面
目
」
と
は
、
善
悪
等
の
二
項
対
立
が
生

ず
る
以
前
の
衆
生
の
本
性
を
指
し
て
い
る
。
臨
済
宗
の
開
祖
・
臨
済
義
玄
は
こ
れ
を
「
無
位
真
人
」
と
呼

び
替
え
た
う
え
、
そ
の
意
味
を
「
凡
聖
迷
悟
・
上
下
貴
賤
を
超
越
し
て
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
真
の

解
脱
人
の
こ
と
」
（
六
七
）

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
隠
元
の
他
の
語
録
を
読
む
と
、
隠
元
も
ま
た
「
無

位
真
人
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
い
、
教
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
柳
田
聖
山
氏
の
『
臨
済
ノ
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ー
ト
』
で
は
、
「
臨
済
禅
を
貫
く
基
本
的
性
格
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
古
い
権
威
を
否
定
し
、
外

的
な
る
何
も
の
に
も
拘
わ
ら
ぬ
自
由
な
人
間
の
肯
定
も
し
く
は
強
調
が
あ
る
」
（
六
八
）

と
述
べ
て
い
る
が
、

本
書
簡
を
読
む
と
、
隠
元
も
ま
た
臨
済
禅
伝
統
の
こ
の
人
間
の
自
由
自
在
な
主
体
性
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
黄
檗
禅
の
正
統
性
も
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
書
簡
に
い
う
「
唯
要
三

自
己
放
二
‐

下
身
心
及
一
切
塵
労
一

」
と
い
う
句
の
中
で
も
、
こ
こ
で
は
特
に
「
放
下
身
心
」
に
注
意
し
た

い
。
こ
れ
こ
そ
は
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
身
心
や
万
縁
を
「
放
下
」
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
一
念

不
生
の
世
界
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
隠
元
の
名
高
い
遺
偈
に
も
こ
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

西
来
楖
栗
振
二

雄
風
一

幻
二
‐

出
檗
山
一

不
レ

宰
レ

功

今
日
身
心
俱
放
下

頓
超
二

法
界
一

一

真
空
。
（
六
九
）

こ
の
遺
偈
の
大
意
は
、
「
中
国
の
古
黄
檗
か
ら
来
た
自
分
は
、
雄
風
を
振
っ
て
こ
の
地
に
黄
檗
山
の
伽

藍
を
ひ
と
ま
ず
は
出
現
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
私
一
人
の
功
績
で
は
な
い
。
今
日
身
心
と
も
に
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
っ
と
い
う
間
に
分
別
心
を
超
え
て
、
一
念
不
生
の
真
空
の
境
地
と
一
つ
と
な
る
の

だ
」
（
七
〇
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
禅
の
「
遺
偈
」
と
は
、
高
僧
ら
が
そ
の
入
滅
に
際

し
て
、
弟
子
た
ち
ら
後
人
の
た
め
に
残
す
偈
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
悟
の
境
界
、
ま
た
は
心
境
感
想
等
が
、

辞
世
の
語
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
（
七
一
）

。
し
た
が
っ
て
、
遺
偈
こ
そ
は
高
僧
が
そ
の
一
生
の
思
想
や
悟

り
を
結
晶
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
隠
元
が
法
皇
へ
の
書
簡
に
も
遺
偈
に
も
「
放
下
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
隠
元
の
生
涯
で
、
こ
の
二
字
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
位
置
に
あ
っ

た
の
か
が
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
隠
元
の
悟
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
生
を
貫
い
た
実
践
で
も
あ
ろ

う
。隠

元
に
と
っ
て
、
二
項
対
立
の
分
別
心
を
超
え
て
、
一
念
不
生
の
真
空
の
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
、

ど
こ
ま
で
も
「
放
下
身
心
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「
身
も
心
も
一
切
の

束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
自
在
の
境
地
に
な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
外
に
あ
る
世
俗

の
名
誉
、
財
産
、
地
位
、
知
識
な
ど
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
心
に
あ
る
欲
望
、
意
識
や
分
別
な
ど
も
捨
て

て
、
つ
い
に
は
捨
て
て
い
る
自
分
自
身
に
も
し
が
み
つ
か
ず
に
、
全
て
の
も
の
に
執
着
し
な
い
自
然
の
ま

ま
の
心
の
こ
と
で
あ
る
。
固
定
的
な
実
体
の
な
い
「
空
」
「
無
常
」
の
世
界
で
に
あ
っ
て
、
何
も
つ
か
ま

ず
、
何
物
に
も
拘
わ
ら
な
い
と
い
う
心
こ
そ
、
修
行
者
へ
自
由
自
在
を
も
た
ら
し
、
そ
の
解
脱
を
可
能
に

す
る
の
で
あ
る
。

何
も
の
に
も
拘
わ
ら
な
い
自
由
な
人
間
に
な
る
よ
う
な
境
地
こ
そ
は
、
禅
の
魅
力
に
引
き
つ
け
ら
れ
て

い
る
修
行
者
に
と
っ
て
憧
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
点
、
法
皇
も
例
外
で
は
な
い
。
法
皇
は
青
少
年
期
か

ら
の
仏
教
研
鑽
の
歩
み
を
通
じ
、
「
空
」
「
無
常
」
と
い
っ
た
思
想
を
深
く
理
解
す
る
に
は
至
っ
た
。
さ

き
に
も
見
た
よ
う
に
、
法
皇
は
一
糸
へ
寄
せ
た
三
首
の
御
製
の
中
で
、
鳥
の
よ
う
に
自
由
自
在
な
心
境
を

も
体
験
し
た
経
験
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
実
は
、
「
放
下
身
心
」
と
は
仏
教
の
修
行
者
に
と
っ
て
、
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基
本
的
な
解
脱
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
実
践
は
し
か
し
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
隠
元
は
法

皇
に
対
し
、
自
己
を
取
り
巻
く
複
雑
な
政
治
的
環
境
な
ど
は
、
そ
の
一
生
を
通
じ
て
、
徹
底
的
に
解
脱
す

る
こ
と
を
法
皇
に
引
き
続
き
求
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
る
と
、
法
皇
が
隠
元
か
ら
の

書
簡
を
読
ん
で
、
隠
元
の
自
由
洒
脱
な
思
想
や
境
地
に
心
を
打
た
れ
、
そ
し
て
大
き
な
心
の
安
ら
ぎ
を
得

た
と
い
う
こ
と
が
、
容
易
に
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

隠
元
の
自
由
洒
脱
の
境
地
は
ま
た
、
次
の
詩
偈
「
金
粟
解
制
」
（
七
二
）

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

禅
関
（
七
三
）

透
脱
絶
二

繊
塵
一

て
き剔

二
‐

き起
眉
毛
一
（
七
四
）

一
斬
新

瓦
屋
冰
消
長
夜
夢

梅
花
凍
解
小
園
春

人
情
恰
好
難
二

分
離
一

道
眼
初
開
別
二

仮
真
一

喝
二

散
白
雲
一

千
万
里

縱
二
‐

橫
何
處
一

不
二

相
親
一

こ
の
詩
偈
（
形
式
は
七
言
律
詩
）
の
大
意
は
、
「
禅
の
関
門
を
通
り
抜
け
て
俗
世
間
を
捨
て
る
決
意
が

あ
る
。
氷
が
溶
け
る
よ
う
に
長
い
夜
の
夢
か
ら
目
覚
め
て
、
梅
が
咲
い
て
、
庭
に
春
が
来
た
。
道
眼
が
初

め
て
開
い
て
、
真
・
仮
と
い
う
二
項
対
立
を
超
越
し
た
。
勢
い
の
よ
い
大
き
な
声
で
千
万
里
の
白
雲
を
散

ら
し
、
縦
横
自
由
で
ど
こ
へ
で
も
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
善
、
悪
、
真
、
仮
な
ど
二
項
対
立
の
俗
世

界
を
超
越
し
て
、
白
雲
が
散
っ
た
よ
う
に
、
全
て
の
悩
み
や
障
り
が
な
く
な
り
、
心
が
自
由
自
在
で
円
満

な
心
境
と
な
っ
た
」
（
七
五
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
は
、
「
縱
二
‐

橫
何
處

一

不
二

相
親
一

」
と
い
う
句
で
あ
る
。
悟
っ
た
の
ち
、
ど
こ
へ
で
も
溶
け
込
み
、
全
て
を
包
容
で
き
る
慈
悲

の
心
境
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
隠
元
の
こ
の
広
々
と
し
た
心
境
は
、
「
大
局
を
見
渡
せ
る
能
力
、

根
底
に
あ
る
お
お
ら
か
な
性
格
」
（
七
六
）

の
持
ち
主
の
法
皇
に
と
っ
て
、
一
層
の
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
終
わ
り
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
隠
元
渡
来
後
と
重
な
る
法
皇
の
第
三
期
の
和

歌
に
関
し
て
、
そ
こ
に
隠
元
・
龍
渓
師
弟
の
禅
思
想
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る

か
、
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

四

後
水
尾
法
皇
へ
の
書
簡
か
ら
見
る
隠
元
の
忠
君
思
想

こ
こ
で
再
び
、
隠
元
が
法
皇
へ
奉
っ
た
書
簡
へ
戻
る
。
隠
元
か
ら
法
皇
へ
の
回
答
は
、
合
計
三
つ
の
部

分
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
は
禅
に
関
す
る
概
論
的
な
解
釈
で
あ
る
（
前
述
）
。
次
に
、
禅
宗

に
理
解
あ
る
法
皇
を
禅
者
と
し
て
強
く
賛
美
す
る
部
分
で
、
前
文
を
受
け
て
後
文
へ
と
展
開
す
る
働
き
を

し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
は
法
皇
へ
奉
っ
た
詩
偈
で
あ
り
、
散
文
で
書
か
れ
た
前
二
段
を
韻
文
の
形
で
歌

い
上
げ
て
い
る
。
以
下
、
第
二
段
、
第
三
段
（
詩
偈
）
の
部
分
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

大
哉
（
七
七
）

於
穆
（
七
八
）

。
仏
心
天
子
。
世
出
世
間
。
無
二

以
加
一

矣
。
不
レ

昧
二

霊
山
之
嘱
一

。

豈
小
補
（
七
九
）

哉
。
是
以
居
二

尊
貴
之
位
一

乃
能
垂
下
請
レ

法
。
以
資
二

性
地
一
（
八
〇
）

。
兼
利
二

將
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来
一

。
誠
不
レ

虚
二

夙
願
一

。
正
二

信
此
道
一

不
下

為
二

魔
外
一

之
所
中

扇
惑
上

。
非
レ

得
二

正
知
正
見
一

。

孰
能
如
レ

是
之
決
択
。
如
レ

是
之
痛
快
。
真
不
下

与
二

万
法
一

為
上
レ

侶
而
能
独
二

立
乾
坤
一

。
与
二

夫
天
上
天
下
唯
我
独
尊
者
一

奚
以
（
八
一
）

異
乎
。
貧
道
所
愧
徳
薄
言
微
。
無
二

法
与
一
レ

人
。
只
将

二

從
上
葛
藤
一

述
二

其
梗
概
一

。
以
涜
二

上
聴
一

。
咎
無
レ

所
レ

祷
。
伏
惟
聖
徳
大
開
二

柔
遠
（
八
二
）

之

風
一

。
広
凾
二

樗
朽
（
八
三
）

之
質
一

。
則
貧
道
無
レ

任
二

感
戴
之
至
一

。
復
説
二

偈
言
二
章
一

併
進
偈

曰
。

こ
の
部
分
は
第
二
段
の
、
法
皇
を
禅
宗
愛
好
の
天
子
と
し
て
強
く
賛
美
す
る
内
容
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
大

哉
」
「
於
穆
」
と
は
、
天
子
を
賛
美
す
る
伝
統
的
な
賛
嘆
辞
で
あ
る
。
単
に
「
天
子
」
の
み
な
ら
ず
、
天

下
全
体
を
も
指
し
て
い
る
。
「
仏
心
」
「
霊
山
」
と
は
、
出
世
間
を
表
す
言
葉
で
、
法
皇
は
世
間
の
天
子

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
仏
法
を
悟
っ
て
、
正
知
正
見
を
得
た
、
出
世
間
の
天
子
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が

意
味
さ
れ
て
い
る
。
「
不
下

与
二

万
法
一

為
上
レ

侶
」
の
意
味
は
、
二
項
対
立
の
世
俗
の
世
界
、
す
な
わ
ち
万

法
の
変
化
を
超
越
し
た
境
地
に
達
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隠
元
は
法
皇
が
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

の
仏
祖
と
同
じ
く
悟
っ
た
こ
と
を
深
く
讃
嘆
し
て
い
る
。
法
皇
の
世
間
と
出
世
間
の
両
面
に
お
け
る
尊
さ

を
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
貧
道
」
「
徳
薄
言
微
」
「
伏
惟
」
「
樗
朽
」
な
ど
の
よ
う
な

謙
虚
な
自
称
語
や
自
己
描
写
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
法
皇
へ
の
尊
敬
の
意
が
十
分
に
読
み
取
れ
る
。
最
後

に
、
隠
元
が
法
皇
に
奉
っ
た
偈
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

瞿
曇
曾
捨
二

金
輪
位
一

苦
行
六
年
在
二

雪
山
一

夜
半
覩
レ

星
成
二

正
果
一

大
千
普
利
刹
那
間

霊
山
会
上
拈
レ

花
示

欲
レ

闡
二

別
伝
一

豈
等
閑

八
万
人
天
俱
罔
レ

措
、
頭
陀
微
笑
豹
窺
レ

斑
（
八
四
）

自
レ

茲
正
脉
流
二

千
古
一

烈
々
轟
々
徧
二

宇
寰
一

五
葉
芬
々
唐
国
裡

正
枝
海
上
独
閑
閑

十
年
黙
対
二

虚
空
一

語

此
日
蒼
々
也
破
レ

顔

聖
徳
不
レ

忘
二

霊
鷲
嘱
一

卻
教
二

一
脈
响
潺
々
一

心
無
二

城
府
一
（
八
五
）

道
無
レ

方
（
八
六
）

扇
二－

起
宗
風
一

大
法
皇

霊
鷲
枝
花
重
再
振

扶
桑
正
脈
永
流
レ

芳

為
レ

祥
為
レ

瑞
臨
二

家
国
一

成
レ

聖
成
レ

賢
壮
二

帝
郷
一

法
運
東
興
自
二

此
日
一

珠
回
玉
転
（
八
七
）

燦
二

文
章
一

こ
の
詩
偈
の
冒
頭
、
隠
元
は
釈
迦
が
王
位
を
放
棄
し
、
衆
生
済
度
を
目
指
し
て
苦
行
を
重
ね
、
見
事
悟

っ
て
の
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
拈
華
微
笑
の
故
事
に
よ
っ
て
自
己
の
悟
り
を
広
く
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
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を
説
く
。
そ
の
う
え
で
、
菩
提
達
摩
に
よ
っ
て
中
国
へ
伝
え
ら
れ
た
禅
宗
が
い
わ
ゆ
る
一
花
五
葉
の
分
派

を
見
、
そ
れ
が
さ
ら
に
五
家
七
宗
と
分
化
し
て
い
よ
い
よ
隆
盛
し
た
様
子
を
説
い
て
い
る
。
つ
い
で
「
正

枝
海
上
独
閑
閑
」
と
詠
じ
、
こ
の
「
正
枝
」
と
い
う
語
彙
に
よ
り
、
自
己
が
継
承
し
た
「
臨
済
正
宗
」
を

表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
が
海
を
渡
っ
て
、
日
本
へ
渡
来
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
十
年
黙
対
二

虚
空
一

語
」
と
は
、
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
、
隠
元
が
渡
来
し
て
か
ら
こ
の
偈
頌
を
詠
じ
た
寛
文
三
（
一
六
六

三
）
年
ま
で
の
一
〇
年
間
を
指
し
て
い
よ
う
。

こ
の
一
〇
年
間
を
通
じ
、
隠
元
は
い
ろ
い
ろ
な
困
難
に
遭
遇
し
（
具
体
的
に
は
龍
渓
を
さ
え
も
追
放
す

る
ほ
ど
の
妙
心
寺
ほ
か
在
来
臨
済
宗
か
ら
の
反
発
）
、
決
し
て
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
「
此

日
蒼
々
也
破
レ

顔
」
と
詠
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
、
つ
い
に
天
は
黄
檗
を
見
放
さ

ず
、
萬
福
寺
を
建
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
感
無
量
で
あ
る
。
「
聖
徳
不
レ

忘
二

霊
鷲
嘱
一

」
の
句
で
は
、
法

皇
が
仏
法
を
広
め
よ
う
と
す
る
志
を
讃
え
て
い
る
。
さ
き
の
拈
華
微
笑
の
故
事
に
出
て
来
る
仏
法
護
持
の

為
政
者
の
生
ま
れ
変
わ
り
こ
そ
が
法
皇
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
臨
済
の
正
脈
が
日
本
で
再
度

の
隆
盛
を
迎
え
、
永
遠
に
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
皇
こ
そ
は
実
に
国
の
祥
瑞
で
あ
り
、
歴
史
に
残
る

聖
賢
で
あ
る
―
―
隠
元
は
こ
の
よ
う
に
、
詩
偈
の
形
で
禅
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
中
国
の
臨
済
正
宗
が
法

皇
の
外
護
を
得
て
日
本
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
感
謝
し
、
法
皇
の
功
徳
を
ま
さ
に
手
放
し
で
礼
讃

し
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
隠
元
は
世
俗
の
権
力
や
政
治
か
ら
離
れ
て
、
隠
居
し
て
修
行
し
た
初
期
禅
宗
の
僧

侶
ら
と
は
大
き
く
異
な
り
、
世
俗
の
権
力
と
は
良
好
な
関
係
を
保
と
う
と
相
当
に
心
を
砕
い
て
い
る
。
こ

れ
は
中
国
に
お
け
る
禅
宗
の
歴
史
背
景
や
隠
元
個
人
の
抱
負
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
国

で
は
、
仏
教
を
生
存
さ
せ
、
か
つ
は
発
展
さ
せ
る
う
え
で
、
国
家
か
ら
の
支
持
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
欠

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
仏
教
自
身
も
そ
の
融
合
的
精
神
の
も
と
、
儒
教
で
説
か
れ
る
「
忠
孝
」
思
想

を
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
。
日
本
へ
渡
来
し
て
の
ち
も
、
隠
元
及
び
そ
の
弟
子
ら
は
こ
の
「
忠
孝
」
思

想
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
黄
檗
清
規
』
冒
頭
の
皇
帝
へ
の
「
忠
」
を
表
す
「
祝
釐
章
」

で
は
、
こ
う
し
た
思
想
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
忠
孝
思
想
も
ま
た
、
家

康
の
朱
子
学
重
視
以
来
深
く
根
ざ
し
つ
つ
は
あ
っ
た
が
、
隠
元
一
向
は
、
仏
教
色
を
伴
う
、
よ
り
多
彩
な

関
連
文
献
を
携
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
関
連
す
る
文
言
を
下
に
掲
げ
よ
う
。

霊
山
仏
法
付
二
‐

嘱
国
王
大
臣
一

。
蓋
王
臣
多
従
二

果
位
中
一

来
。
威
徳
自
在
。
能
扶
二

仏
法
一

。

為
レ

屏
為
レ

翰
為
レ

金
為
レ

湯
。
我
等
出
世
之
士
。
得
三

安
レ

身
行
レ

道
而
無
二

外
侮
一

者
実
王
臣
之

恩
力
也
。
故
凡
遇
二

歳
時
節
臘
祝
釐
之
典
一

不
レ

可
レ

不
レ

尽
二

其
心
一

焉
。
（
八
八
）

隠
元
は
こ
こ
で
中
国
皇
帝
を
皇
室
・
幕
府
へ
と
読
み
替
え
、
こ
う
し
た
権
力
者
か
ら
の
支
持
が
な
け
れ

ば
、
黄
檗
宗
の
開
立
も
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
恩
を
忘
れ
ず
に
い
る
べ
き
こ
と
を
、
弟
子

た
ち
へ
向
け
て
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
隠
元
は
自
己
の
伝
え
た
法
脈
を
「
臨
済
正
宗
」
と
称
し
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て
お
り
、
日
本
に
あ
っ
て
臨
済
宗
を
振
興
す
る
使
命
感
や
抱
負
が
自
己
に
あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
、
誇

り
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
は
な
か
な
か
理
解
者
が
得
ら
れ
ず
、

相
当
な
苦
悩
を
味
わ
っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
帰
国
の
念
頭
も
時
折
脳
裡
を
掠
め
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
自
分
か
ら
積
極
的
に
法
皇
ら
と
関
係
を
結
ぼ
う
と
ま
で
は
考
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
重
要
性
や
、

縁
次
第
で
は
彼
ら
の
助
力
を
仰
ご
う
と
い
う
思
い
が
無
か
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

五

お
わ
り
に

本
章
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
黄
檗
禅
の
主
張
す
る
臨
済
正
伝
と
い
う
正
統
性
や
持
戒
主
義

等
の
特
徴
が
法
皇
に
認
め
ら
れ
、
隠
元
・
龍
渓
師
弟
に
帰
依
す
る
え
で
大
き
な
要
因
を
な
し
た
、
と
い
う

前
提
の
も
と
、
法
皇
の
和
歌
や
、
隠
元
か
ら
法
皇
へ
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
や
隠
元
の
詩
偈
を
取
り
上
げ
、
そ

れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
と
隠
元
の
間
の
思
想
・
感
情
に
お
け
る
内
面
的
な
関
わ
り
を
重
点

と
し
つ
つ
、
法
皇
が
隠
元
に
帰
依
す
る
に
至
っ
た
背
景
を
考
察
し
た
。

法
皇
は
少
年
時
代
か
ら
、
仏
教
思
想
を
学
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
父
帝
の
死
や
世
間
の
苦
し
み
か
ら
も
、

こ
の
世
の
無
常
を
も
切
実
に
体
験
し
て
い
る
。
そ
こ
で
和
歌
を
通
じ
て
、
こ
の
世
を
無
常
、
空
、
仮
の
宿

り
な
ど
に
譬
え
た
。
そ
の
際
、
い
わ
ゆ
る
「
縁
起
性
空
」
の
立
場
か
ら
仏
教
思
想
を
味
わ
い
、
こ
の
世
の

現
実
の
種
々
相
を
眺
め
て
お
り
、
仏
教
信
仰
は
年
を
追
っ
て
相
当
な
深
み
を
湛
え
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

仏
法
に
よ
っ
て
心
を
大
き
く
慰
め
て
お
り
、
精
神
的
な
面
で
相
当
な
解
脱
を
遂
げ
て
も
い
る
。
隠
元
は
日

本
渡
来
時
に
は
既
に
六
十
歳
を
過
ぎ
て
お
り
、
臨
済
禅
伝
統
の
人
間
の
自
由
自
在
な
主
体
性
を
重
視
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
禅
境
は
自
由
闊
達
で
縦
横
無
礙
の
境
地
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
法
皇
へ

の
最
初
の
書
簡
に
も
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
境
地
や
「
放
下
身
心
」
と
い
う
分
か
り
や
す

い
教
化
手
段
な
ど
は
、
法
皇
の
心
に
響
い
て
き
て
、
大
き
な
心
の
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

隠
元
は
法
皇
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、
単
に
自
己
の
禅
解
釈
を
語
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
皇
の
世
間

と
出
世
間
の
両
面
に
お
け
る
尊
さ
を
賛
美
し
、
か
つ
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
際
し
法
皇
か
ら
加
え
ら
れ
た
外

護
を
感
謝
し
て
い
る
。
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
に
こ
う
し
た
多
層
的
な
思
想
や
感
情
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

が
、
隠
元
か
ら
の
真
摯
な
敬
意
は
適
切
に
法
皇
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
隠
元
は
多
方
面
に

わ
た
る
学
識
を
持
ち
、
何
よ
り
も
物
事
に
捉
わ
れ
な
い
融
通
無
碍
の
人
柄
を
帯
び
て
い
た
た
め
、
同
じ
く
、

特
定
の
宗
派
等
に
拘
泥
せ
ず
、
包
容
性
の
あ
る
法
皇
は
隠
元
と
の
間
に
、
親
近
感
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
法
皇
が
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
帰
依
す
る
に
至
っ
た
背
景
は
複
雑
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
内
部
的
な
要

因
に
う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
隠
元
と
の
交
流
を
一
層
求
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
次
章
で
は
、
法
皇

と
隠
元
の
交
流
の
実
態
を
論
述
し
よ
う
。
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（
一
）
辻
善
之
助
（
以
下
、
辻
氏
）
「
黄
檗
の
開
立
」
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
三
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
五
四
年
）
。

（
二
）
辻
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
。

（
三
）
倉
光
活
文
（
以
下
、
倉
光
氏
）
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
禅
師
」
『
禅
宗
』
第
二
六
四
号
（
貝
葉
書

院
、
一
九
一
七
年
）
。

（
四
）
倉
光
氏
「
皇
室
と
黄
檗
宗
」
『
瞎
驢
眼
』
五
九
号
（
黄
檗
山
、
一
九
一
五
年
）
。

（
五
）
近
藤
瑞
堂
「
皇
室
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
」
『
護
法
』
第
三
三
年
第
三
号
（
鴻
盟
社
、
一
九
一
七
年
、

京
都
宇
治
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
所
蔵
）
。

（
六
）
『
黄
檗
宗
派
原
由
』
（
黄
檗
山
萬
福
寺
、
一
九
〇
七
年
）
。

（
七
）
中
尾
文
雄
『
後
水
尾
法
皇
と
黄
檗
宗
』
（
黄
檗
山
、
一
九
七
九
年
）
。

（
八
）
林
観
潮
「
隠
元
隆
琦
と
日
本
皇
室
―
『
桃
蘂
編
』
を
巡
っ
て
―
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
三
）
（
黄

檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
九
）
高
井
恭
子
（
以
下
、
高
井
氏
）
「
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
供
養
に
つ
い
て
―
「
法
皇
忌
」

と
の
関
係
か
ら
―
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
一
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
一
〇
）
高
井
氏
「
儀
礼
「
法
皇
忌
」
を
め
ぐ
っ
て
―
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
瞻
礼
と
後
水
尾

上
皇
の
供
養
―
」
『
印
度
學
仏
教
學
研
究
』
五
一
（
二
）
（
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
一
一
）
楊
慶
慶
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
禪
學
研
究
』
九
九
号
（
禪

學
研
究
会
、
二
〇
二
一
年
）
。

（
一
二
）
辻
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三

年
）
四
四
七
頁
。

（
一
三
）
「
付
属
資
料

後
水
尾
法
皇
の
信
仰
」
表
一
、
表
三
、
表
五
を
参
照
。

（
一
四
）
「
付
属
資
料

後
水
尾
法
皇
の
信
仰
」
表
一
、
表
五
を
参
照
。

（
一
五
）
久
保
貴
子
『
後
水
尾
天
皇
―
千
年
の
坂
も
踏
み
わ
け
て
―
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八

年
）
一
一
三
頁
。

（
一
六
）
中
尾
文
雄
『
後
水
尾
法
皇
と
黄
檗
宗
』
（
黄
檗
山
、
一
九
七
九
年
）
、
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と

思
想
―
『
龍
渓
和
尚
語
録
』
研
究
ノ
ー
ト
』
（
九
島
院
蔵
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
大
槻
幹
郎
「
龍
渓
禅
師

と
慶
瑞
寺
」
『
祥
雲
山
慶
瑞
寺
』
（
祥
雲
山
慶
瑞
寺
・
寺
坂
道
雄
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
「
付
属
資
料

後
水
尾
法
皇
の
信
仰
」
表
一
、
表
五
、
表
六
を
参
照
。

（
一
七
）
「
付
属
資
料

後
水
尾
法
皇
の
信
仰
」
表
一
、
表
五
を
参
照
。
こ
の
点
は
先
行
研
究
で
は
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
龍
渓
が
脱
退
し
て
以
降
の
妙
心
寺
系
教
団
と
法
皇

と
の
関
係
性
や
、
晩
年
の
法
皇
が
五
山
の
中
で
も
と
り
わ
け
天
龍
寺
と
の
縁
故
を
深
く
有
し
た
こ
と
の
背

景
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
、
今
現
在
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
法
皇
の
晩
年
期
に
黄

檗
教
団
の
新
世
代
の
統
率
者
と
し
て
次
第
に
頭
角
を
露
し
つ
つ
あ
っ
た
高
泉
が
、
天
龍
寺
上
層
部
と
は
終
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始
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
お
り
、
法
皇
と
二
人
の
西
堂
（
そ
れ
ぞ
れ
別
人
と
推
定
）
と
の
道
縁
も
ま
た
、

そ
の
延
長
線
上
に
展
開
さ
れ
た
可
能
性
が
小
さ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
高
泉
は
、
貞
享

三
（
一
六
八
六
）
年
（
法
皇
没
後
六
年
）
の
春
に
は
、
天
龍
寺
側
か
ら
の
、
具
体
的
に
は
第
二
〇
七
代
住

職
た
る
文
礼
周
郁
か
ら
の
要
請
で
「
霊
亀
山
天
龍
寺
記
」
を
撰
述
し
、
同
時
に
寺
の
開
山
た
る
夢
窓
疎
石

の
木
像
へ
開
眼
も
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
深
い
道
縁
は
、
相
当
の
歳
月
を
か
け
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
「
霊
亀
山
天
龍
寺
記
」
は
『
洗
雲
集
』
巻
一
四
所
収
、
『
高
泉
全
集
』
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、

二
〇
一
四
年
）
第
Ⅱ
巻
・
九
二
八
頁
上
を
参
照
。
同
『
全
集
』
総
索
引
に
よ
る
限
り
、
『
高
泉
全
集
』
『
高

泉
全
集
』
に
は
、
二
人
の
西
堂
（
前
出
）
に
関
連
す
る
字
句
や
作
品
を
認
め
な
い
が
、
野
川
博
之
氏
の
先

行
研
究
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
二
八
〇
頁
（
注

（
五
五
）
）
の
叙
述
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
今
後
も
引
き
続
き
考
察
を
加
え
た
い
。

（
一
八
）
辻
氏
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三

年
）
四
四
四
～
四
四
五
頁
を
参
照
。

（
一
九
）
玉
村
竹
二
「
後
水
尾
天
皇
宸
筆
『
宗
統
録
』
勅
序
」
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
（
上
）
（
思
文
閣
、

一
九
七
六
年
）
一
一
五
三
～
一
一
五
四
頁
。

（
二
〇
）
帝
国
学
士
院
編
『
宸
翰
英
華
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
。
初
版
一
九
四
四
年
）
七
四
頁
。

（
二
一
）
竹
貫
元
勝
『
隠
元
と
黄
檗
宗
の
歴
史
』
（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）
七
一
～
七
二
頁
。

（
二
二
）
村
瀬
玄
妙
『
茶
禅
一
味
』
（
教
育
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
）
二
三
〇
頁
。

（
二
三
）
林
観
潮
「
隠
元
和
尚
の
禅
風
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
三
八
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇

一
九
年
）
二
四
〇
頁
。

（
二
四
）
本
章
で
取
り
上
げ
た
後
水
尾
法
皇
の
和
歌
の
本
文
は
、
鈴
木
健
一
『
後
水
尾
院
御
集
』
（
明
治

書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。
『
御
集
』
と
記
す
。
詠
作
年
次
が
わ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
記

す
。

（
二
五
）
鈴
木
健
一
「
後
水
尾
院
歌
壇
の
成
立
と
展
開
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
三
（
一
）
、
一
九
八

六
年
）
四
五
～
四
六
頁
。

（
二
六
）
鈴
木
健
一
『
後
水
尾
院
御
集
』
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
二
五
〇
頁
。

（
二
七
）
歌
の
大
意
は
鈴
木
氏
同
前
二
五
〇
頁
を
参
照
。

（
二
八
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
五
〇
頁
。

（
二
九
）
口
語
訳
は
田
中
裕
・赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
五
七

頁
と
石
田
吉
貞
『
新
古
今
和
歌
集
注
釈
』
（
大
同
館
書
店
、
一
九
三
二
年
）
九
五
頁
に
拠
っ
た
。

（
三
〇
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
五
〇
頁
。

（
三
一
）
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
七
六
頁
。

（
三
二
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
〇
二
頁
。

（
三
三
）
こ
の
歌
の
意
は
前
掲
注
（
二
六
）
二
〇
二
頁
の
注
釈
を
参
照
。
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（
三
四
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
〇
二
頁
。

（
三
五
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
〇
二
頁
。

（
三
六
）
石
田
吉
貞
『
百
人
一
首
評
解
』
（
有
精
堂
、
一
九
五
六
年
）
三
六
頁
。

（
三
七
）
島
津
忠
夫
・
田
中
隆
裕
編
『
後
水
尾
天
皇
百
人
一
首
抄
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）
九
～

一
〇
頁
。

（
三
八
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
。

（
三
九
）
日
下
氏
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
（
上
冊

研
究
編
・
資
料
編
）
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

五
五
一
頁
。

（
四
〇
）
中
村
健
史
「
新
収

慶
長
十
七
年
八
月
十
七
日
和
漢
聯
句

紹
介
と
翻
刻
」
『
人
間
文
化
』H&

S

（
神
戸
学
院
大
学
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
）
二
頁
。

（
四
一
）
こ
の
歌
の
意
は
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
の
注
釈
を
参
考
と
し
つ
つ
、
筆
者
が
若
干
加
筆
し

た
。

（
四
二
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
。

（
四
三
）
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

上
』
（
右
文
書
院
、
一
九
七
六
年
）
六
三
六
頁
。

（
四
四
）
前
掲
注
（
四
三
）
六
三
六
頁
。

（
四
五
）
前
掲
注
（
四
三
）
六
三
六
頁
。

（
四
六
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
六
頁
。

（
四
七
）
『
金
剛
般
若
経
』
（
大
正
八
・
七
四
九
下
）
。
な
お
口
語
訳
は
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
六
頁
に

拠
っ
た
。

（
四
八
）
辻
氏
『
修
訂

皇
室
と
日
本
精
神
』
（
大
日
本
出
版
、
一
九
四
四
年
）
一
四
九
頁
。

（
四
九
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
。

（
五
〇
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
。

（
五
一
）
『
景
徳
伝
燈
録
』
（
大
正
五
一
・
二
九
八
中
）

（
五
二
）
前
掲
注
（
二
六
）
一
六
八
頁
。

（
五
三
）
前
掲
注
（
四
八
）
一
四
九
～
一
五
〇
頁
。

（
五
四
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
四
〇
頁
。

（
五
五
）
平
久
保
章
（
以
下
、
平
久
保
氏
）
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）

五
二
四
二
頁
。

（
五
六
）
平
久
保
氏
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
三
二
三
三
～
三
二
三

六
頁
。

（
五
七
）
単
伝
：
単
提
。
学
人
を
接
化
指
導
す
る
に
、
文
字
・
経
論
な
ど
、
何
ら
媒
介
手
段
を
用
い
ず
に

宗
旨
を
提
示
し
、
ず
ば
り
心
印
を
伝
え
る
こ
と
。

（
五
八
）
階
級
：
迷
悟
・
凡
聖
な
ど
の
相
対
的
世
界
、
差
別
相
を
い
う
。
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（
五
九
）
（
一
）
大
事
因
縁
：
仏
の
出
世
の
本
懐
、
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
を
仏
の
知
見
に
悟
入
さ
せ
る
べ

き
こ
と
。
禅
家
で
は
、
衆
生
が
仏
知
見
を
開
悟
す
る
面
が
強
調
さ
れ
、
大
悟
と
い
う
意
に
用
い
ら
れ
る
。

（
六
〇
）
返
炤
：
返
照
。
日
常
の
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
心
を
内
に
む
け
、
反
省
し
て
自
己
の
真
実
を
求

め
る
こ
と
。
も
と
、
夕
日
が
照
り
返
る
こ
と
を
い
う
。

（
六
一
）
円
陀
陀
：
陀
陀
は
佳
麗
の
意
。
円
く
て
佳
麗
な
る
こ
と
珠
の
如
く
で
あ
る
の
を
い
う
。
ま
た
、

圓
陀
陀
活
溌
溌
は
、
円
か
に
し
て
か
く
れ
な
き
さ
ま
を
い
う
。

（
六
二
）
赤
洒
洒
：
赤
は
一
物
も
と
ど
め
ぬ
こ
と
。
灑
は
灑
落
、
け
が
れ
の
な
い
こ
と
。
物
に
拘
束
さ
れ

ぬ
自
由
無
礙
の
さ
ま
。

（
六
三
）
転
轆
轆
：
車
の
輪
や
ロ
ク
ロ
が
く
る
く
る
ま
わ
る
さ
ま
。
転
じ
て
宛
転
自
在
に
し
て
と
ど
こ
お

ら
な
い
こ
と
の
た
と
え
。

（
六
四
）
四
生
：
生
類
の
生
ま
れ
る
形
態
に
よ
っ
て
胎
生
、
卵
生
、
湿
生
、
化
生
に
分
け
た
も
の
。
胎
生

と
は
、
人
間
や
獣
の
よ
う
に
母
胎
よ
り
生
ま
れ
る
も
の
。
卵
生
と
は
、
鳥
の
よ
う
に
卵
殻
よ
り
生
ま
れ
る

も
の
。
湿
生
と
は
、
蛆
虫
の
よ
う
に
湿
に
よ
っ
て
形
を
受
け
る
も
の
。
化
生
と
は
、
天
界
の
衆
生
の
よ
う

に
、
何
物
に
も
依
託
せ
ず
、
た
だ
業
力
に
よ
っ
て
起
る
も
の
。

（
六
五
）
駢
臻
：
一
緒
に
来
る
。

（
六
六
）
楊
慶
慶
「
隠
元
と
龍
渓
性
潜
―
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
す
る
龍
渓
性
潜
の
動
機
を
中
心
に
」

『
名
古
屋
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
（
四
）
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
図
書
・
論
集
委
員

会
、
二
〇
二
一
年
）
四
一
頁
を
参
照
。

（
六
七
）
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）
一
一
九
九
頁
。

（
六
八
）
柳
田
聖
山
『
臨
済
ノ
ー
ト
』
（
春
秋
社
出
版
、
一
九
七
一
年
）
九
七
頁
。

（
六
九
）
平
久
保
氏
編
「
初
三
日
未
時
辞
世
偈
」
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
五
〇
五
五
～
五
〇
五
六
頁
。

（
七
〇
）
木
村
得
玄
『
隠
元
禅
師
年
譜
【
現
代
語
訳
】
』
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
）
九
〇
頁
所
掲
載
の

現
代
語
訳
を
参
照
し
つ
つ
、
筆
者
解
読
。
幻
出
・
法
界
・
真
空
な
ど
の
禅
語
の
解
釈
は
主
と
し
て
前
出
『
禅

学
大
辞
典
』
に
拠
っ
た
。

（
七
一
）
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）
一
二
四
〇
頁
。

（
七
二
）
平
久
保
氏
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
一
〇
三
五
～
一
〇
三
六
頁
。

（
七
三
）
禅
関
：
禅
の
関
門
。
禅
の
関
門
。
坐
禅
の
道
場
の
こ
と
。

（
七
四
）
剔
起
眉
毛
：
決
意
の
表
情
。

（
七
五
）
筆
者
解
読
。
な
お
本
篇
は
隠
元
の
各
種
の
語
録
に
あ
っ
て
、
「
詩
偈
」
の
巻
の
冒
頭
に
置
か
れ

て
お
り
、
隠
元
が
禅
者
と
し
て
立
っ
た
際
の
初
心
を
伝
え
る
作
品
と
し
て
も
留
意
す
べ
き
重
要
性
を
帯
び

て
い
る
。

（
七
六
）
前
掲
注
（
二
六
）
二
五
七
頁
。

（
七
七
）
大
哉
：
出
典
は
、
『
周
易
・
彖
辞
』
の
「
大
哉
乾
元
！
萬
物
資
始
」
。
天
子
を
賛
嘆
す
る
言
葉
。



70

（
七
八
）
於
穆
：
出
典
は
、
『
詩
経
・
周
頌
』
の
「
維
天
之
命
、
於
穆
不
已
」
。
こ
れ
も
天
子
を
賛
嘆
す

る
言
葉
。

（
七
九
）
小
補
：
す
こ
し
お
ぎ
な
い
つ
く
ろ
う
こ
と
。
ま
た
、
す
こ
し
の
お
ぎ
な
い
。
す
こ
し
の
た
す
け
。

（
八
〇
）
性
地
：
修
行
の
段
階
を
十
に
分
け
た
十
地
を
三
乗
に
共
通
す
る
（
こ
れ
を
三
乗
共
十
地
と
い
う
）

と
し
て
、
配
当
し
た
第
二
の
位
。
声
聞
で
は
四
善
根
位
、
菩
薩
で
は
順
忍
を
得
た
位
、
総
じ
て
内
凡
の
位

と
し
、
真
理
の
本
性
（
法
性
）
が
わ
か
り
始
め
た
段
階
。

（
八
一
）
奚
以
：
な
ぜ
、
ど
う
し
て
。
疑
問
・
反
問
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
。

（
八
二
）
柔
遠
：
遠
く
の
人
や
国
を
な
だ
め
る
。

（
八
三
）
樗
朽
：
腐
っ
た
樗
の
木
。

無
用
の
人
の
た
と
え
。
謙
譲
語
。

（
八
四
）
豹
窺
斑
：
竹
の
管
の
中
か
ら
豹
の
一
斑
を
覗
け
ば
、
豹
を
知
る
。
「
観
察
さ
れ
た
部
分
か
ら
全

体
像
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
喩
え
。

（
八
五
）
心
無
城
府
：
城
府
は
都
市
と
役
所
の
意
味
。
推
し
量
り
難
い
心
機
の
喩
。
心
無
城
府
は
正
々
堂
々

と
し
て
お
り
、
隠
さ
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
の
喩
え
。

（
八
六
）
道
無
方
：
仏
語
。
仏
法
と
い
う
大
い
な
る
道
は
方
位
区
別
を
絶
し
、
縦
横
自
在
に
妙
用
を
発
揮

す
る
と
い
う
こ
と
。

（
八
七
）
珠
回
玉
転
：
玉
転
珠
回
。
玉
が
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
が
る
。
仏
性
の
働
き
が
融
通
無
礙
な
こ
と
。
ま

た
、
法
輪
を
自
在
に
転
ず
る
こ
と
。

（
八
八
）
隠
元
隆
琦
（
述
）
木
庵
性
瑫
（
閲
）
高
泉
性
敦
（
編
修
）
『
隠
元
和
尚
黄
檗
清
規
』
（
貝
葉
書

院
、
黄
檗
山
蔵
）
一
～
二
頁
。
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第
四
章

後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―

一

は
じ
め
に

本
章
で
は
先
行
研
究
に
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
余
り
触
れ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
法
皇
の
念
持
仏
・
三
平
瑞
木

像
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
を
新
た
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

こ
の
三
平
瑞
木
像
は
、
形
式
上
は
釈
迦
如
来
の
坐
像
で
あ
り
、
三
平
瑞
像
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
中
国

福
建
省
三
平
山
の
唐
時
代
の
義
忠
禅
師
が
植
え
た
九
〇
〇
年
以
上
の
樹
齢
の
あ
る
檜
の
木
か
ら
彫
刻
さ

れ
た
三
十
余
尊
の
瑞
像
の
中
の
釈
迦
像
で
あ
る
。
隠
元
は
日
本
へ
渡
来
し
た
翌
年
の
一
六
五
五
年
、
許
欽

台
（
一
）

か
ら
こ
の
像
を
贈
ら
れ
た
。
隠
元
は
こ
の
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
。
以
後
十
九
年
を
へ
た
延
宝
二

（
一
六
七
四
）
年
、
法
皇
は
泉
涌
寺
に
宝
殿
（
妙
応
殿
）
を
建
立
し
、
こ
の
像
を
安
置
し
た
。
現
在
も
泉

涌
寺
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

後
水
尾
法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
に
関
す
る
先
行
研
究
（
二
）

で
、
三
平
瑞
木
像
の
こ
と
を
論
じ
る
論
文
は

決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
う
し
た
数
少
な
い
先
行
の
中
で
も
、
西
谷
功
氏
は
「
近
世
泉
涌
寺
の
再
建
―
伽

藍
復
興
と
精
神
の
回
帰
―
」
（
三
）

は
と
り
わ
け
依
拠
す
る
に
値
し
て
お
り
、
同
氏
の
泉
涌
寺
へ
の
造
詣
を

踏
ま
え
た
簡
潔
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
西
谷
氏
は
本
像
を
「
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年

に
泉
涌
寺
内
に
安
置
さ
れ
た
隠
元
隆
琦
請
来
の
「
三
平
瑞
木
像
」
と
伝
わ
る
釈
迦
如
来
坐
像
」
と
規
定
し

て
い
る
。
同
氏
は
ま
た
、
「
近
世
天
皇
家
の
念
持
仏
―
泉
涌
寺
奉
安
の
仏
像
を
中
心
に
―
」
（
四
）

に
あ
っ

て
は
、
こ
の
像
が
法
皇
の
念
持
仏
と
し
て
泉
涌
寺
へ
下
賜
さ
れ
た
結
果
、
「
さ
ら
に
黄
檗
僧
の
来
山
が
活

発
に
な
り
、
親
交
を
深
め
て
い
く
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
錦
織
亮
介
氏
は
「
陳
賢
研
究
―
作
品
と
史
料
―
」

（
五
）

で
は
、
「
三
平
山
の
三
十
余
尊
の
瑞
像
と
は
、
釈
迦
像
に
は
じ
ま
る
列
祖
像
の
こ
と
で
は
な
い
か
」

と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
桑
野
梓
氏
の
執
筆
し
た
図
録
『
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
た
黄
檗
文
化
』
（
六
）

に
見
る
「
隠
元
禅
師
の
も
た
ら
し
た
仏
像
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
は
、
こ
の
像
の
姿
か
た
ち
を
詳
細
に
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
本
像
が
単
に
隠
元
の
「
如
法
」
の

仏
像
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
霊
験
性
の
あ
る
「
瑞
像
」
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
泉
恵
英

氏
の
執
筆
し
た
図
録
『
黄
檗

京
都
宇
治
・
萬
福
寺
の
名
宝
と
禅
の
新
風
』
（
七
）

の
関
連
項
目
に
あ
っ
て

も
、
本
像
の
姿
や
由
来
を
紹
介
し
て
い
る
。

以
上
の
概
観
に
よ
り
、
三
平
瑞
木
像
の
由
来
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
、

ど
う
し
て
隠
元
が
こ
の
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
の
か
、
ま
た
、
法
皇
が
ど
う
し
て
こ
の
像
を
泉
涌
寺
に
安

置
し
た
の
か
、
な
ど
、
こ
の
像
が
法
皇
と
隠
元
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点

に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
ま
だ
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
関
連

す
る
第
一
次
資
料
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
以
上
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
う
。

二

三
平
瑞
木
像
の
由
来
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三
平
瑞
木
像
（
以
下
、
「
本
像
」
と
略
称
）
は
高
さ
が
二
六
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
八
）

の
、
仏
像
と

し
て
は
小
さ
な
像
で
あ
る
。
隠
元
は
許
欽
台
か
ら
本
像
を
贈
ら
れ
て
の
ち
、
「
三
平
瑞
像
」
（
九
）

と
い
う

讃
の
「
引
」
（
小
序
）
に
お
い
て
、
本
像
の
由
来
を
以
下
の
通
り
詳
述
し
て
い
る
。

夫
物
久
必
霊
。
相
円
則
瑞
。
而
我
文
仏
有
二

八
十
種
好
一
（
一
〇
）

。
西
方
教
主
（
一
一
）

十
六
観
門

（
一
二
）

。
皆
霊
瑞
之
相
也
。
吾
閩
丹
霞
南
靖
（
一
三
）

三
平
開
山
義
忠
禅
師
親
植
二

檜
樹
一

。
迄
レ

今

九
百
餘
年
。
枝
幹
尽
枯
。
唯
檜
身
存
焉
。
望
レ

之
猶
有
二

生
色
一

。
漳
中
士
民
誠
心
祷
レ

之
。
或

求
二

寸
許
一

。
罔
レ

不
レ

遂
レ

願
。
毎
歳
祈
者
不
二

啻
千
萬
一

。
愈
截
如
レ

故
。
已
丑
歳
（
一
四
）

。
法

弟
亘
公
重
興
二

殿
宇
一

。
欲
レ

広
二

其
居
一

。
慮
二

此
樹
為
一
レ

碍
。
遂
ト
二

於
祖
一

。
果
許
レ

斫
レ

之
。

命
レ

匠
雕
二

成
三
十
余
尊
一

。
当
代
官
長
争
請
供
養
。
余
聞
不
レ

勝
二

渇
仰
一

。
甲
午
至
二

扶
桑
一

。

又
慕
不
レ

已
。
乙
未
（
一
五
）

。
夏
中
左
（
一
六
）

欽
台
許
公
特
人
問
候
。
唯
献
二

此
相
一

。
窃
為
符
二

我
所
願
一

。
或
余
之
片
誠
召
二
‐

感
義
忠
禅
師
之
所
一
レ

賜
歟
。
（
後
略
）
（
一
七
）

こ
の
叙
述
か
ら
、
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
ず
、
本
像
は
決
し
て
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
平
凡

な
木
で
彫
刻
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
像
は
実
に
福
建
省
漳
州
市
南
靖
県
の
三
平
寺
の
開
山
義
忠
禅
師

に
よ
っ
て
九
〇
〇
年
前
に
植
え
ら
れ
た
檜
の
木
を
材
料
と
し
て
彫
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
檜
の
木

は
、
本
像
製
作
当
時
す
で
に
樹
身
だ
け
を
留
め
て
い
た
が
、
な
お
生
き
生
き
と
し
て
お
り
、
漳
州
の
士
民

も
心
か
ら
こ
の
檜
に
祈
り
、
た
と
い
ほ
ん
の
一
片
で
あ
っ
て
も
手
に
入
れ
て
願
い
を
込
め
れ
ば
、
そ
の
願

い
は
か
な
わ
な
い
こ
と
が
な
か
っ
た
。
毎
年
祈
る
者
は
千
万
人
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
数

多
く
の
人
々
へ
切
っ
て
与
え
て
も
、
そ
の
つ
ど
元
通
り
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
福
建
省
漳
州
の
士
民

ら
は
こ
の
木
に
霊
験
の
あ
る
こ
と
を
広
く
信
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
霊
木
を
植
え
た
義
忠
禅
師
に
対
し

て
も
、
同
様
に
深
い
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
。

ま
た
、
一
六
四
九
年
、
隠
元
の
法
弟
・
亘
信
行
弥(

一
六
〇
三
―
一
六
五
九)

は
、
同
寺
の
殿
宇
を
広
げ

よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
際
、
こ
の
木
が
邪
魔
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
亘
信
が
祖
師
へ
祈
っ
て
占
っ
た
と
こ
ろ
、

幸
い
に
も
木
を
切
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
亘
信
は
切
っ
た
木
を
材
料
と
し
て
、
仏
師
に
三
十
余
尊
の
仏

像
を
彫
刻
さ
せ
た
。
す
る
と
有
力
官
吏
ら
が
争
っ
て
こ
の
像
を
供
養
し
た
。
以
上
が
、
本
像
製
作
の
経
緯

で
あ
る
。

冒
頭
、
「
物
久
必
霊
。
相
円
則
瑞
」
と
し
て
、
隠
元
は
本
像
に
霊
瑞
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
こ
と

と
表
明
し
、
こ
の
霊
木
か
ら
彫
刻
さ
れ
た
本
像
に
か
ね
て
憧
れ
て
お
り
、
日
本
へ
渡
航
し
て
以
後
も
心
に

慕
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
が
、
幸
い
に
も
有
力
官
吏
の
一
人
で
あ
る
許
欽
台
か
ら
そ
の
実
物
を
贈
ら
れ
て
、

自
分
の
念
願
が
や
っ
と
か
な
っ
た
も
の
と
喜
ん
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
は
義
忠
禅
師
が
自
分
の
真
心
に

感
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
結
果
だ
と
信
じ
た
。
つ
ま
り
、
隠
元
自
身
も
義
忠
禅
師
に
対
す
る
信
仰
を
終
始
深

く
い
だ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三

中
国
福
建
省
の
民
間
信
仰
・
三
平
祖
師
信
仰

そ
れ
で
は
一
体
、
義
忠
禅
師
に
対
す
る
信
仰
と
は
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
由
来
と
特

徴
に
関
し
て
考
察
す
る
。
隠
元
の
故
郷
の
福
建
省
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
平
祖
師
信
仰
」
と
い
う

民
間
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
三
平
祖
師
」
と
は
、
す
な
わ
ち
唐
代
の
義
忠
禅
師
（
七
八
一
？
―

八
七
二
、
以
下
敬
称
略
）
を
指
し
て
い
る
。
義
忠
は
俗
姓
を
楊
氏
と
い
い
、
本
籍
地
は
高
陵
（
今
現
在
の

陜
西
省
咸
陽
高
陵
県
）
で
あ
る
。
た
だ
、
父
親
が
仕
事
の
た
め
福
建
省
へ
赴
任
し
た
結
果
、
義
忠
は
福
建

省
の
福
唐
（
今
の
福
建
省
福
清
市
）
で
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
地
は
す
な
わ
ち
、
隠
元
の
生
地
で
も
あ
り
、

隠
元
が
同
郷
の
高
僧
へ
敬
意
と
信
仰
を
い
だ
い
た
の
も
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
て

義
忠
は
、
一
四
歳
で
宋
州
の
玄
用
律
師
に
し
た
が
っ
て
出
家
、
二
七
歳
で
具
足
戒
を
受
け
た
。
そ
し
て
ま

ず
百
岩
懐
暉
に
参
じ
、
つ
い
で
西
堂
智
蔵
、
百
丈
懐
海
、
石
鞏
慧
蔵
ら
唐
代
を
代
表
す
る
有
名
な
禅
者
に

参
じ
、
最
後
に
大
顛
宝
通
に
参
じ
て
得
法
し
た
。
唐
の
宝
暦
年
間
（
八
二
五
―
八
二
七
）
の
初
め
頃
、
義

忠
は
漳
州
へ
赴
い
て
、
法
を
弘
め
た
が
、
そ
の
際
に
は
常
に
三
百
余
の
人
が
門
下
と
し
て
集
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
漳
州
に
は
三
平
山
と
い
う
山
が
あ
る
が
、
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
、
武
宗
に
よ
る
破
仏
に
際
し
（
い

わ
ゆ
る
「
会
昌
の
廃
仏
」
）
、
義
忠
は
こ
の
混
乱
を
避
け
て
三
平
山
の
奥
に
隠
居
し
た
。
そ
こ
で
、
三
平

寺
を
創
立
し
、
引
き
続
き
法
を
弘
め
た
。
大
中
元
（
八
四
七
）
年
、
宣
宗
皇
帝
の
時
、
仏
法
が
復
興
さ
れ

た
た
め
、
漳
州
刺
史
・
鄭
薫
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
漳
州
開
元
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
咸
通
一

三
（
八
七
二
）
年
一
一
月
六
日
、
九
二
歳
で
示
寂
し
た
。
（
一
八
）

『
祖
堂
集
』
巻
五
お
よ
び
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
四
な
ど
に
お
い
て
も
、
禅
の
高
僧
と
し
て
、
義
忠
の

事
跡
と
二
三
の
機
縁
語
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
章
は
そ
う
し
た
禅
思
想
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
福
建

の
民
間
信
仰
と
い
う
角
度
か
ら
、
彼
に
ま
つ
わ
る
後
代
の
人
々
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
上
記
の
「
三
平
祖
師

信
仰
」
を
考
察
す
る
。

福
建
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
の
歴
史
は
長
く
、
四
〇
〇
〇
年
前
の
時
点
で
既
に
原
始
的
な
宗

教
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
古
学
的
な
発
見
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
秦
漢
以
前
に
は
霊
魂
不
死
や
ト
ー

テ
ム
崇
拝
、
祖
先
崇
拝
な
ど
様
々
な
信
仰
形
態
が
見
ら
れ
た
。
三
国
時
代
に
な
る
と
、
道
教
や
仏
教
な
ど

が
こ
の
地
へ
も
伝
来
し
、
同
地
に
も
と
か
ら
あ
っ
た
宗
教
へ
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
た
だ
、
従
来
の

民
間
信
仰
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
と
衝
突
・
融
合
し
な
が
ら
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
特
に
、
晩

唐
か
ら
宋
に
か
け
て
、
福
建
で
は
地
方
政
権
た
る
閩
の
も
と
、
比
較
的
安
定
し
た
治
世
が
続
き
、
社
会
・

経
済
・
文
化
と
い
っ
た
諸
方
面
で
繁
栄
し
て
い
た
。
宋
代
も
中
期
に
入
る
と
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
―
一
二

〇
〇
）
の
よ
う
な
大
思
想
家
た
ち
も
輩
出
し
、
か
く
て
道
教
や
仏
教
も
迅
速
な
発
展
を
遂
げ
て
い
た
。
こ

う
し
た
流
れ
の
中
で
、
百
丈
、
黄
檗
、
雪
峰
、
玄
沙
等
と
い
っ
た
禅
の
名
僧
も
輩
出
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

福
建
は
仏
教
の
中
心
地
と
な
っ
た
一
方
で
、
民
間
信
仰
の
聖
地
と
し
て
も
栄
え
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
い

つ
し
か
福
建
本
土
、
ま
た
は
福
建
に
関
係
の
あ
る
人
物
や
自
然
物
を
神
格
化
す
る
と
い
う
、
一
種
の
造
神

運
動
が
形
成
さ
れ
た
（
一
九
）

。
具
体
的
に
は
、
賢
人
崇
拝
、
巫
道
崇
拝
、
母
性
崇
拝
、
医
神
崇
拝
、
禅
師

崇
拝
、
清
廉
官
吏
崇
拝
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
義
忠
は
こ
こ
に
見
る
禅
師
崇
拝
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
影
響



74

力
の
大
き
い
一
人
で
あ
っ
た
。
民
衆
は
い
わ
ゆ
る
「
禅
師
」
に
妖
魔
を
退
治
す
る
能
力
が
あ
る
も
の
と
信

じ
て
い
た
。
彼
ら
も
ま
た
民
衆
か
ら
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、
巫
師
や
道
士
と
同
じ
よ
う
に
、
雨
乞
い
や

占
い
、
妖
魔
退
治
と
い
っ
た
加
持
祈
祷
的
な
こ
と
に
手
を
染
め
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
禅
師
」

ら
は
死
後
、
巫
師
や
道
士
が
神
霊
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
菩
薩
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
か
く
て
い
わ
ゆ
る
「
禅
師
崇
拝
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
（
二
〇
）

ま
た
、
福
建
省
は
中
国
の
中
原
地
域
か
ら
は
離
れ
た
南
東
地
方
に
位
置
す
る
。
そ
の
南
東
地
方
は
海
に

臨
み
、
反
対
に
、
北
西
、
南
西
、
北
東
地
方
は
山
岳
地
帯
が
多
く
を
占
め
る
。
そ
こ
で
は
、
漢
民
族
と
少

数
民
族
と
が
混
住
し
て
い
る
。
義
忠
は
武
術
も
堪
能
で
あ
っ
た
た
め
、
「
蛮
獠
」
と
呼
ば
れ
る
少
数
民
族

や
、
「
大
毛
人
」
ま
た
は
「
毛
人
」
と
呼
ば
れ
る
原
始
的
な
諸
民
族
を
ご
く
容
易
に
征
服
し
て
し
ま
い
、

義
忠
は
彼
ら
に
「
麻
の
耕
作
と
紡
績
の
知
識
を
教
え
」
る
だ
け
で
な
く
、
医
術
に
も
精
通
し
て
い
た
た
め
、

「
病
気
を
診
断
し
て
的
確
な
治
療
を
施
し
て
、
多
く
の
人
を
助
け
た
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
地
の

人
が
義
忠
禅
師
を
菩
薩
と
崇
め
る
に
つ
れ
て
、
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
も
生
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
漳
州
三
平
寺
の
開
祖
・
義
忠
は
人
々
か
ら
「
三
平
祖
師
」
と
し
て
神
格
化

さ
れ
て
い
た
。
か
く
て
、
「
今
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
信
者
が
三
平
寺
の
薬
籤
（
引
用
者
注
：
用
い
る
べ

き
医
薬
品
や
就
く
べ
き
医
師
に
つ
い
て
教
示
す
る
お
み
く
じ
）
を
求
め
に
来
、
奇
病
難
病
を
治
そ
う
と
し

て
、
香
火
は
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
」
（
二
一
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
平
祖
師
信
仰
は
多
く

の
地
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
福
建
省
ば
か
り
か
、
福
建
出
身
の
華
僑
が
多
く
住
ま
う
台
湾
、

香
港
、
澳
門
、
東
南
ア
ジ
ア
、
果
て
は
遠
く
欧
米
に
お
い
て
も
、
華
僑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
中
心
と
し
て
、

毎
年
、
五
、
六
十
万
人
に
達
す
る
参
拝
者
が
三
平
祖
師
殿
へ
参
詣
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
三
平

祖
師
信
仰
が
福
建
に
お
け
る
重
要
な
民
間
信
仰
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
二
二
）

前
述
し
た
よ
う
に
、
福
建
省
は
山
の
多
い
地
方
で
あ
り
、
し
か
も
温
帯
多
雨
の
気
候
で
あ
り
、
山
々
に

は
植
物
が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
大
木
も
ま
れ
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
樹
齢
千
年
以
上
を
へ
た
古
木
に
は
精

霊
が
宿
る
も
の
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
義
忠
が
植
え
た
檜
の
木
を
材
料
と
し
て
三
十
余
尊
も
の
仏

像
が
彫
刻
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
は
、
義
忠
禅
師
崇
拝
・
樹
木
崇
拝
・
仏
像
崇
拝
と
い
う
三
種
類

の
崇
拝
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
上
に
引
い
た
「
当
代
官
長
争
請
供
養
」
と
い
う
隠
元
の
言
葉

か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
に
は
上
層
に
位
置
す
る
人
々
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
り
を
込
め
て
、
か

つ
は
大
き
な
霊
験
を
信
じ
、
争
っ
て
こ
れ
ら
尊
像
を
供
養
し
た
の
で
あ
る
。
隠
元
の
三
平
祖
師
に
対
す
る
、

日
本
渡
来
後
も
衰
え
る
こ
と
な
き
信
仰
も
ま
た
、
こ
う
し
た
福
建
社
会
に
お
け
る
宗
教
信
仰
を
忠
実
に
反

映
し
て
い
よ
う
。

四

隠
元
の
三
平
祖
師
信
仰

前
述
し
た
よ
う
に
、
隠
元
は
三
平
祖
師
信
仰
を
深
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
隠
元
は
中
国
時
代

の
有
力
信
徒
で
あ
っ
た
許
欽
台
か
ら
三
平
瑞
木
像
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
感
動
し
て
、
前
述
の
「
三
平
瑞
像
」

と
い
う
讃
に
小
序
の
後
に
次
の
よ
う
な
四
言
句
の
み
か
ら
成
る
詩
偈
を
著
し
た
。
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観
二

彼
瑞
相
一

。
隔
二

五
千
程
一

。
至
心
誠
意
。
感
応
道
成
。
慈
二
‐

蔭
（
二
三
）

娑
婆
一

。
相
好
光

明
。
隨
レ

念
即
至
。
法
運
中
興
。
一
瞻
一
礼
（
二
四
）

。
徹
二
‐

證
（
二
五
）

無
生
一
（
二
六
）

。
義
天
独
朗
。

忠
胆
同
霊
。
灯
灯
相
続
。
万
古
三
平
。
（
二
七
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
像
は
五
千
里
も
の
遠
距
離
に
あ
る
中
国
か
ら
、
ま
ご
こ
ろ
を
込
め
て
求
め
た
末

に
「
感
応
道
交
」
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
感
応
道
成
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
実
は
「
感
応
道
交
」
か
ら
転
じ
た
表
現
で
あ
る
。
「
感
応
道
交
」
と
は
「
衆
生

が
仏
心
を
感
じ
、
仏
力
が
こ
れ
に
応
じ
る
の
を
感
応
と
い
う
。
道
交
と
は
行
き
交
わ
る
こ
と
。
即
ち
感
応

道
交
と
は
衆
生
の
感
と
如
来
の
応
と
が
互
い
に
相
通
じ
相
交
わ
る
こ
と
」
（
二
八
）

と
い
う
意
味
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
感
応
道
成
」
の
「
成
」
と
は
、
「
成
立
す
る
こ
と
、
成
就
す
る
こ
と
、
完
成
す
る
こ
と
、

成
仏
す
る
こ
と
」
な
ど
の
意
味
を
帯
び
て
お
り
、
感
応
の
結
果
の
ほ
う
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
隠
元
は
、
本
像
が
「
感
応
道
成
」
に
よ
っ
て
自
己
へ
賜
わ
っ
た
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。
さ
て
、
本

像
は
俗
世
界
を
庇
護
し
つ
つ
、
光
り
を
放
っ
て
い
る
。
本
像
は
自
分
の
強
い
念
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
し
て
、
仏
法
も
日
本
で
再
び
輝
き
を
放
つ
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
主
旨
で
あ

る
。
隠
元
が
自
己
の
日
本
で
の
弘
教
活
動
が
本
像
に
象
徴
さ
れ
た
三
平
祖
師
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
篇
末
に
い
う
「
義
天
独
朗
。
忠
胆
同
霊
」
の
二
句
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
冒
頭
の
字
「
義
」
「
忠
」
を
合
わ
せ
て
、
「
義
忠
禅
師
」
を
指
す
よ
う
意
図
し
て
い
る
。
お
よ
そ

の
意
味
は
義
忠
の
広
大
無
辺
な
禅
学
思
想
が
群
を
抜
い
て
明
晰
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
法
脈
上
の
祖
師
に

対
し
忠
実
で
、
心
を
同
じ
く
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
い
う
「
灯
灯
相
続
。

万
古
三
平
」
と
は
義
忠
の
法
脈
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
指
す
以
上
に
、
む
し
ろ
義
忠
の
精
神
と

同
時
に
同
師
へ
の
人
々
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
三
平
祖
師
信
仰
も
ま
た
途
絶
え
る
こ
と
な
く
存
続
さ
れ
る
よ

う
に
と
い
う
祈
念
の
意
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
元
が
福
建
時
代
以
来
、
東
渡
の
の
ち
も
三
平
祖

師
信
仰
を
大
切
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
。

さ
て
、
隠
元
が
か
く
も
大
切
に
し
て
い
た
本
像
は
、
現
在
で
は
泉
涌
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し

て
萬
福
寺
で
は
な
く
、
宗
派
を
異
に
し
、
し
か
も
皇
室
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
泉
涌
寺
に
安
置
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
二
〇
一
九
年
七
月
一
二
日
、
筆
者
は
泉
涌
寺
で
現
地
調
査
を
行
っ
た
。

泉
涌
寺
や
塔
頭
た
る
戒
光
寺
か
ら
関
連
史
料
の
閲
覧
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
泉
涌
寺
心
照
殿
学

芸
員
・
西
谷
功
氏
か
ら
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
（
二
巻
）
（
「
泉
涌
寺
文
書
」E

・
四
六-

一.

二
）
と

『
天
圭
和
尚
并
湛
慧
長
老
伝
』
（
一
巻
）
（
「
戒
光
寺
文
書
」F

・
〇
二
）
と
い
う
二
点
の
新
出
資
料
を
見

せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
新
出
資
料
に
よ
っ
て
、
三
平
瑞
木
像
が
泉
涌
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
ま
で
の
経

緯
が
知
ら
れ
る
。

ま
ず
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
と
は
、
黄
檗
僧
の
木
庵
・
慧
林
・
南
源
・
独
吼
ら
（
い
ず
れ
も
隠
元
の

唐
僧
弟
子
）
が
こ
の
像
を
拝
し
た
際
に
残
し
た
詩
偈
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
黄
檗
僧
の
親
筆
の
墨
蹟
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の
あ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
今
回
は
南
源
性
派
の
製
作
し
た
「
三
平
瑞
像
頌
」

の
引
（
小
序
）
を
見
よ
う
。

黄
檗
開
山
本
師
隠
老
和
尚
説
二

法
普
門
一

時
。
温
陵
（
二
九
）

檀
護
欽
台
許
公
特
書
致
レ

候
。
献
二

三
平
瑞
像
一
尊
一

。
梵
製
精
厳
（
三
〇
）

、
観
在
起
レ

敬
。
而
師
喜
従
レ

天
降
。
窃
符
二

夙
慕
一

。
尋

奉
二

丈
室
一

隠
レ

身
供
養
。
有
如
二

優
曇
再
現
一

。
仏
日
移
レ

東
也
。
迄
二

癸
丑
暮
春
一

。
覚
二

化
功
（
三

一
）

将
円
一

。
預
先
謂
二

派
等
一

曰
。
是
像
感
応
道
交
。
萬
里
降
臨
。
大
有
二

法
縁
一

。
非
出
偶
爾

矣
。
日
可
代
レ

吾
上
二

進
太
上
法
皇
一

。
以
表
二

末
後
一

。
云
誠
是
老
僧
之
祝
也
。
派
等
再
拝
敬
。

（
後
略
）
（
三
二
）

（
返
点
・
句
読
点
筆
者
）

こ
の
叙
述
か
ら
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
資
料
で
は
、
師
の
隠
元
は
普
門
寺
で
弘

法
す
る
時
、
福
建
泉
州
の
有
力
檀
徒
で
あ
っ
た
許
欽
台
か
ら
こ
の
像
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
本
資
料
に
は
、
隠
元
が
示
寂
に
先
立
ち
本
像
に
関
し
て
特
に
示
し
た
遺
嘱
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
像
の
作
風
は
精
緻
荘
厳
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
隠
元
は
礼
拝
の
た
び
に
尊
敬
の
念
を
生
じ
、

天
か
ら
降
る
よ
う
な
法
悦
を
覚
え
た
。
そ
し
て
心
ひ
そ
か
に
平
素
の
願
望
が
実
現
さ
れ
た
も
の
と
喜
ん
だ
。

隠
元
は
本
像
を
大
切
に
奉
安
し
、
こ
れ
を
念
持
仏
と
し
て
自
己
の
住
ま
う
方
丈
の
一
室
で
供
養
し
て
き
た
。

け
れ
ど
も
癸
丑
（
一
六
七
三
年
）
暮
春
に
至
っ
て
、
隠
元
は
い
よ
い
よ
今
生
で
の
教
化
も
円
満
な
る
終
着

点
に
近
づ
い
た
も
の
と
自
覚
し
、
南
源
性
派
な
ど
の
弟
子
ら
へ
以
下
の
よ
う
に
告
げ
た
―
―
「
こ
の
お
像

は
、
感
応
道
交
の
結
果
、
万
里
の
か
な
た
か
ら
降
臨
し
た
も
の
で
あ
り
、
我
ら
と
は
大
い
に
法
縁
が
あ
る
。

単
な
る
偶
然
で
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
際
ど
う
か
死
に
ゆ
く
私
に
代
わ
っ
て
太
上
法

皇
に
進
呈
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
。

以
上
の
叙
述
か
ら
、
隠
元
は
本
像
へ
の
久
し
き
に
わ
た
る
崇
敬
の
念
、
加
え
て
義
忠
す
な
わ
ち
、
三
平

祖
師
信
仰
を
も
い
だ
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
遠
く
日
本
に
い
る
隠
元
が
本

像
を
供
養
す
る
と
い
う
不
思
議
な
因
縁
を
得
た
こ
と
も
ま
た
偶
然
で
は
な
い
と
回
顧
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「
仏
日
移
東
」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
、
隠
元
が
日
本
に
渡
来
す
る
因
縁
を
結
べ
た
の
も
ひ
と
え
に
義
忠
禅

師
に
見
守
ら
れ
、
祝
福
さ
れ
た
た
め
だ
と
確
信
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

本
章
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
上
記
引
用
文
の
最
後
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
隠

元
は
示
寂
に
先
立
ち
、
法
皇
へ
の
祝
福
を
ふ
く
め
た
最
後
の
別
れ
を
告
げ
、
か
つ
は
恩
義
を
謝
す
べ
く
、

自
分
が
長
年
に
わ
た
り
大
切
に
し
て
き
た
三
平
瑞
木
像
を
法
皇
へ
献
上
す
る
よ
う
に
弟
子
に
指
示
し
た

点
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
章
を
か
え
て
考
え
て
み
た
い
。

五

隠
元
が
三
平
瑞
木
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
意
図

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
、
隠
元
は
三
平
瑞
木
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
の
か
、
た
だ
単
に
告
別
の
意
の
み
を

込
め
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
法
皇
の
黄
檗
接
触
以
前
か
ら
の
信
仰
や
、
法
皇
と
隠
元
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及
び
龍
渓
と
の
関
係
（
三
三
）

と
い
っ
た
点
か
ら
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。

第
三
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
、
三
四
歳
の
後
水
尾
天
皇
は
女
一
宮
に
譲
位

し
た
。
そ
し
て
、
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
、
五
六
歳
で
、
相
国
寺
の
昕
叔
顕
晫
に
つ
い
て
落
髪
し
、
法

号
を
円
浄
と
称
す
る
。
譲
位
後
の
法
皇
は
、
い
っ
そ
う
多
く
の
禅
僧
に
帰
依
し
て
い
る
。
昕
叔
顕
晫
を
は

じ
め
一
糸
文
守
、
そ
の
師
沢
庵
宗
彭
、
鹿
苑
寺
鳳
林
承
章
、
妙
心
寺
の
雲
居
希
膺
、
愚
堂
東
寔
、
龍
渓
性

潜
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
も
、
特
に
注
目
す
べ
き
禅
僧
が
、
妙
心
寺
の
龍
渓
性
潜
で
あ
る
。

五
―
一

龍
渓
性
潜
が
隠
元
に
嗣
法
す
る

第
二
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
龍
渓
は
妙
心
寺
の
前
住
持
で
あ
る
。
隠
元
が
渡
来
す
る
三
年
前
、
龍
渓

は
偶
然
の
機
会
に
『
隠
元
録
』
を
読
ん
で
以
降
、
隠
元
へ
の
尊
崇
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

既
に
日
本
は
鎖
国
し
て
久
し
か
っ
た
が
、
貿
易
を
通
じ
、
隠
元
の
語
録
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

隠
元
の
渡
来
は
、
良
き
師
を
久
し
く
求
め
て
い
た
龍
渓
に
と
っ
て
、
さ
な
が
ら
干
天
の
慈
雨
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
や
く
に
し
て
出
会
っ
た
師
・
隠
元
を
日
本
に
引
き
留
め
る
た
め
に
、
龍
渓
は
何
度
も
江

戸
へ
往
復
し
、
幕
府
当
局
と
の
間
に
立
ち
、
奔
走
し
た
結
果
、
幕
府
か
ら
京
都
宇
治
に
寺
地
を
与
え
ら
れ
、

一
寺
を
開
創
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
龍
渓
こ
そ
は
、
そ
の
後
半
生
を
挙
げ
て
黄
檗
宗
の
開
立
に
尽

力
し
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
一
月
一
九
日
、
龍
渓
は
法
皇
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
正
明
寺
か
ら
の
請
に
赴

く
に
際
し
、
隠
元
の
法
を
嗣
い
で
黄
檗
僧
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
隠
元
の
法
を
日
本
僧
と
し
て
最
初
に
受

け
つ
い
で
、
臨
済
正
伝
三
十
三
世
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
三
四
）

。
『
普
照
国
師
年
譜
』
（
三
五
）

の
寛
文
四(

一

六
六
四)

年
甲
辰
の
条
に
は
、
「
師
七
十
三
歳
春
付
二

龍
渓
潜
一

」
（
三
六
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
黄

檗
和
尚
太
和
集
』
（
三
七
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
付
法
機
縁
」
に
は
、
隠
元
か
ら
の
付
法
の
様
子
が
次
の

よ
う
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

甲
辰
正
月
十
九
日
。
龍
渓
西
堂
応
二

江
州
正
明
寺
請
一

。
臨
レ

行
進
二

方
丈
一

拜
辞
。
師
挙
二

払

子
一

云
。
只
這
一
脈
。
従
二

龍
池
一

流
至
二

黄
檗
老
僧
一

。
三
十
年
用
不
レ

尽
。
今
示
二

於
汝
一

。
汝

能
行
持
。
如
二

龍
得
一
レ

水
。
如
二

水
得
一
レ

龍
。
只
如
二

興
レ

波
不
レ

作
レ

浪
一
句
一

作
麼
生
道
。
堂

云
。
消
二
‐

得
龍
王
多
少
風
一

。
師
云
。
舌
巻
二

波
濤
一

平
二

四
海
一

。
心
空
二

沙
界
一

一
乾
坤
。
便

付
云
。
接
二
‐

得
龍
池
真
正
脈
一

。
為
レ

霖
為
レ

雨
徧
二

山
川
一

。
（
後
略
）
（
三
八
）

甲
辰
（
一
六
六
四
）
一
月
一
九
日
に
、
龍
渓
は
江
州
正
明
寺
か
ら
の
請
を
受
け
た
。
同
寺
に
赴
く
に
あ

た
り
、
隠
元
に
別
れ
の
挨
拶
に
赴
い
た
。
そ
の
際
隠
元
は
払
子
を
挙
げ
つ
つ
、
龍
渓
に
対
し
次
の
よ
う
な

付
法
の
言
葉
を
語
っ
た
の
で
あ
る
―
―
「
こ
の
一
脈
は
龍
池
（
筆
者
注
：
龍
池
禹
門
寺
に
住
ま
っ
た
、
隠

元
の
法
脈
上
の
曽
祖
父
・
幻
有
正
伝
（
一
五
四
九
―
一
六
一
四
）
）
か
ら
黄
檗
老
僧
（
筆
者
注
：
隠
元
）

の
も
と
へ
流
れ
、
三
十
年
を
へ
て
も
な
お
使
い
き
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
今
日
あ
な
た
に
示
す
…
（
中
略
）
…

龍
池
の
真
の
正
脈
を
接
得
し
、
霖
と
な
り
雨
と
な
り
山
川
に
徧
〔
遍
〕
し
」
と
。
龍
渓
が
付
法
さ
れ
た
具
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体
的
な
日
時
と
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
四
月
八
日
、
隠
元
か
ら
の
専
使

に
よ
っ
て
、
龍
渓
へ
さ
ら
に
源
流
・伝
法
衣
が
齎
さ
れ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
龍
渓
は
、
示
衆
小
参
を
行
い
、

名
実
共
に
黄
檗
最
初
の
日
本
人
嗣
法
者
と
な
っ
た
。
（
三
九
）

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
―
一
七
〇
三
）
に
活
躍
し
た
仙
門
浄
寿
は
『
檗
宗
譜
略
』
（
四
〇
）

に
お
け
る
「
法

輪
山
正
明
寺
龍
渓
潜
禅
師
伝
」
の
項
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
叙
述
し
て
い
る
。

師
時
六
十
三
歳
也
。
蓋
隠
西
来
。
経
レ

今
十
載
。
而
于
二

此
土
一

。
称
レ

師
得
レ

髓
。
上
達
二

天

聴
一

。
法
皇
大
悦
。
勅
諭
云
。
隠
老
禅
師
即
達
磨
。
而
龍
渓
乃
二
祖
也
。
（
四
一
）

（
返
点
・
句
読

点
筆
者
）

こ
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
隠
元
は
龍
渓
が
自
己
の
法
の
神
髄
を
得
、
か
つ
は
そ
の
法
脈
を
受
け
継
い
で
い

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
法
皇
も
ま
た
隠
元
を
達
磨
に
、
龍
渓
を
二
祖
（
達
磨
の
高
弟
・
慧
可
）

に
擬
え
、
隠
元
の
法
脈
の
正
統
性
を
認
め
つ
つ
、
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
―
二

後
水
尾
法
皇
が
龍
渓
性
潜
に
嗣
法
す
る

寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
四
月
一
三
日
龍
渓
は
愚
堂
東
寔
に
随
従
し
て
参
内
し
、
法
皇
と
初
相
見
し

た
。
龍
渓
は
法
皇
か
ら
紫
衣
を
賜
わ
り
、
二
度
妙
心
寺
へ
勅
住
し
た
。
そ
の
後
も
、
法
皇
か
ら
し
ば
し
ば

宮
中
に
召
さ
れ
、
『
臨
済
録
』
『
円
覚
経
』
『
碧
巌
録
』
な
ど
重
要
な
禅
宗
文
献
を
進
講
し
て
い
る
。
こ

の
時
、
法
皇
が
筆
記
し
た
手
帳
が
今
も
東
山
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（
四
二
）

。
第
三
章
で
論
述
し
た
よ

う
に
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
七
日
、
法
皇
は
龍
渓
に
嗣
法
し
、
謝
法
の
宸
翰
を
賜
っ
た
。
こ

の
宸
翰
に
よ
れ
ば
、
法
皇
は
、
「
雖
レ

然
見
徹
更
不
二

疑
謬
一

。
争
奈
未
レ

能
三

慶
二
―

快
平
生
一

矣
」
と
あ
る

よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
参
じ
た
が
、
ま
だ
徹
底
的
に
悟
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
し
て
、
龍
渓
か
ら
「
柏
樹
子
の
公
案
」
を
授
け
ら
れ
た
結
果
、
法
皇
は
こ
の
公

案
に
よ
っ
て
頓
悟
し
た
。
こ
れ
を
承
け
て
黄
檗
宗
僧
侶
の
嗣
法
を
示
す
『
黄
檗
宗
鑑
録
』
に
は
、
他
の
僧

侶
ら
と
区
別
し
て
特
に
一
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
を
認
め
る
（
四
三
）

。

つ
ま
り
、
隠
元→

龍
渓→

法
皇
と
い
う
系
譜
で
、
法
皇
は
黄
檗
の
法
脈
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
第
二
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
龍
渓
は
隠
元
が
編
纂
し
た
授
戒
儀
軌
『
弘
戒
法
儀
』
に
よ

寛
文

七
年
丁
未

十
一
月

七
日

世四

後
水
尾
院
太
上
法
皇

十三

號

圓
浄

法
諱

道
覚

嗣
龍
渓
潜
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っ
て
、
法
皇
を
は
じ
め
皇
女
方
ら
へ
も
授
戒
し
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
黄
檗
の
一
脈
相
承
を
重
ん
ず
る
様

子
が
う
か
が
え
る
。
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
九
月
二
〇
日
、
法
皇
は
龍
渓
へ
大
宗
正
統
禅
師
の
号
を
賜

り
、
従
来
提
唱
の
『
法
輪
請
益
録
』
を
『
宗
統
録
』
と
改
題
し
、
さ
ら
に
『
御
版
宗
統
録
』
の
題
で
板
行

し
た
。
そ
の
際
、
御
製
序
を
も
書
き
与
え
て
い
る
（
四
四
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
皇
は
隠
元
の
法
を
受
け

継
い
だ
龍
渓
の
法
に
対
し
、
そ
の
正
統
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五
―
三

後
水
尾
法
皇
と
隠
元
の
深
い
関
わ
り

第
三
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
二
度
の
元
寇
を
経
験
し
た
後
宇
多
天
皇
の
遺
勅
に
よ
り
、
鎌
倉
後
期
以

降
、
外
国
僧
の
天
皇
へ
の
謁
見
が
停
止
さ
れ
、
そ
れ
が
慣
例
化
し
た
た
め
か
、
法
皇
は
隠
元
と
一
度
も
面

会
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
（
五
〇
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
五
月
二
五
日
、
龍
渓
を

通
じ
て
、
法
皇
は
隠
元
に
禅
の
法
要
を
問
う
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
法
皇
は
隠
元
と
深
い

関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
隠
元
は
法
皇
へ
の
書
簡
の
中
に
、
法
皇
へ
の
法
語
以
外
に
も
、
二
首
の

詩
偈
を
捧
げ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
首
は
七
言
律
詩
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

心
無
二

城
府
一

道
無
レ

方

扇
二
‐

起
宗
風
一

大
法
皇

霊
鷲
枝
花
重
再
振

扶
桑
正
脈
永
流
レ

芳

為
レ

祥
為
レ

瑞
臨
二

家
国
一

成
レ

聖
成
レ

賢
壮
二

帝
郷
一

法
運
東
興
自
二

此
日
一

珠
回
玉
転

燦
二

文
章
一

。
（
四
五
）

「
霊
鷲
枝
花
」
は
、
釈
迦
が
霊
鷲
山
で
禅
宗
の
起
源
を
説
い
た
と
さ
れ
る
寓
話
「
拈
華
微
笑
」
か
ら
来

て
い
る
。
こ
こ
で
は
禅
宗
自
体
を
指
し
て
い
る
。
前
半
四
句
の
大
意
は
、
法
皇
の
お
か
げ
で
、
釈
迦
の
遺

教
た
る
禅
宗
が
再
興
さ
れ
、
中
国
禅
の
正
脈
が
日
本
で
も
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年
三
月
、
隠
元
の
病
状
が
重
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
同
月
三
〇
日
、
法
皇
は
使
を

遣
わ
し
て
慰
問
し
、
こ
れ
に
対
し
隠
元
は
、
以
下
の
よ
う
な
謝
恩
の
偈
を
奉
っ
た
。

廿
年
行
化
寓
二

東
方
一

屡
受
二

洪
恩
一

念
不
レ

忘

珍
重
上
皇
増
二

寿
算
一

西
来
正
法
仗
敷

揚
。
（
四
六
）

こ
の
詩
偈
の
中
で
、
隠
元
は
「
自
分
が
こ
こ
日
本
で
二
十
年
に
わ
た
り
教
化
し
た
間
、
法
皇
か
ら
は
し

ば
し
ば
御
恩
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
を
終
世
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
謝
恩
の
念
を
表
明
し
て
い
る
（
前

半
二
句
）
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
人
生
の
最
期
に
あ
っ
て
、
「
法
皇
の
御
長
寿
を
念
じ
つ
つ
、
自

分
亡
き
あ
と
、
中
国
か
ら
の
正
法
を
一
層
広
め
て
頂
き
た
い
」
と
い
う
要
請
を
込
め
て
い
る
（
後
半
二
句
）
。

隠
元
が
危
篤
と
聞
い
た
法
皇
か
ら
は
、
「
師
者
国
之
宝
也
、
倘
世
寿
可
レ

続
、
朕
願
以
レ

身
代
レ

之
」
（
四

七
）

と
い
う
嘆
き
が
伝
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
自
己
の
寿
命
を
削
っ
て
で
も
隠
元
の
寿
命
を
延
ば
し
た

い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
法
皇
か
ら
隠
元
へ
の
深
い
感
情
や
崇
敬
の
念
が
う
か
が
え
る
。



80

か
く
て
四
月
二
日
、
法
皇
は
隠
元
に
大
光
普
照
国
師
の
号
を
授
け
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
、
隠
元
は
示

寂
し
て
い
る
。
国
師
号
授
与
に
際
し
、
以
下
の
よ
う
な
勅
書
が
黄
檗
山
へ
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

勅
朕
聞
。
臨
済
之
道
徧
行
二

天
下
一

。
至
二

天
童
双
径
一

。
光
輝
益
盛
。
唯
我
日
域
。
久
乏
二

宗
匠

一

。
幸
黄
檗
隠
元
琦
和
尚
。
受
請
東
来
。
重
立
二

綱
宗
一

。
闡
二

揚
済
道
一

。
大
光
二

於
国
一

。
功

不
レ

可
レ

磨
。
朕
屡
沾
二

法
乳
一

。
簡
在
二

朕
心
一

。
故

特
賜
二

大
光
普
照
国
師
之
号
一

。
以
旌
二

厥
徳
一

。
欽
哉
。
故
諭
。

寛
文
十
三
年
四
月
二
日
（
四
八
）

こ
の
勅
書
の
中
で
、
法
皇
は
隠
元
の
渡
来
に
よ
っ
て
日
本
の
臨
済
禅
が
振
興
さ
れ
た
こ
と
を
大
い
に
肯

定
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
朕
屡
沾
二

法
乳
一

。
簡
在
二

朕
心
一

」
（
朕
が
屡
々
法
乳
を
沾
し
、
朕
の

心
は
明
ら
か
に
あ
る
）
と
い
う
句
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
龍
渓
に
嗣
法
し
、
龍
渓
を
通
じ
て
隠
元
に

参
禅
し
、
自
己
も
黄
檗
の
法
系
に
連
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
謝
恩
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
法
皇
と
隠
元
と
の
間
の
法
語
・
書
簡
の
や
り
と
り
か
ら
、
二
人
が
互
い
に
尊
崇
の
念
を
持
ち

つ
つ
強
い
結
び
つ
き
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
六
月
二
九
日
、
法
皇
は
仏
舎
利
五
顆
を
宝
塔
に
納
め
た
上
で
、
隠
元
に
賜
っ

た
。
隠
元
は
こ
の
仏
舎
利
の
由
縁
に
つ
い
て
、
弟
子
の
高
泉
性
潡
に
『
黄
檗
山
御
賜
佛
舎
利
記
』
（
四
九
）

を
書
か
せ
た
（
以
下
、
『
仏
舎
利
記
』
と
略
称
）
。
こ
の
『
仏
舎
利
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
黄
檗
山

萬
福
寺
に
祀
ら
れ
た
仏
舎
利
は
、
も
と
も
と
中
国
に
お
け
る
律
宗
の
大
成
者
・
道
宣
律
師(

五
九
六
―
六
六

七)

の
所
蔵
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
、
道
宣
の
再
誕
と
い
わ
れ
る
源
実
朝(

一
一
九
二
―
一
二
一
九)
が
見
た

夢
に
よ
っ
て
日
本
へ
将
来
さ
れ
、
大
慈
寺
、
円
覚
寺
、
鹿
王
院
と
奉
安
の
地
を
換
え
つ
つ
で
こ
ん
に
ち
ま

で
供
養
さ
れ
、
日
本
に
あ
っ
て
既
に
四
百
年
に
わ
た
り
崇
拝
を
受
け
て
い
る
。
法
皇
は
そ
の
う
ち
十
顆
を

入
手
し
た
が
、
さ
き
に
内
宮
の
火
災
に
よ
り
五
顆
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
法
皇
自
身
が
老
齢
に
入

り
、
自
己
な
き
あ
と
い
か
に
こ
れ
ら
貴
重
な
仏
舎
利
を
奉
安
す
べ
き
か
、
憂
慮
す
る
に
至
っ
た
。
『
仏
舎

利
記
』
に
「
今
上
皇
自
念
年
老
。
恐
有
二

遺
失
一

。
故
舍
予
焉
」
（
五
〇
）

と
あ
る
叙
述
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
れ
を
隠
元
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
同
年
一
一
月
、
法
皇
は
黄
金
を
下
賜
し
、
黄
檗
山
に
舎
利

殿
を
建
て
さ
せ
た
。
仏
教
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
仏
舎
利
や
そ
れ
を
祀
る
舎
利
殿
を
建
て
る
た
め
の
費
用

を
喜
捨
し
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
法
皇
が
日
ご
ろ
い
か
に
深
く
隠
元
を
信
頼
し
、
帰
依
し
て
い
た
か
が
窺

わ
れ
る
。
た
だ
、
高
井
恭
子
氏
が
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
萬
福
寺
の
舎
利
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
「
仏

舎
利
瞻
礼
」
の
儀
礼
は
、
「
後
水
尾
上
皇
の
仏
舎
利
を
た
だ
供
養
す
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
た
も
の
な
の

で
は
な
く
、
隠
元
開
宗
の
正
統
性
、
日
本
に
お
け
る
禅
宗
の
一
統
、
日
本
が
行
う
「
礼
」
の
正
統
・一
統

性
と
い
っ
た
も
の
を
誇
示
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
五
一
）

。
法
皇
は
自
己
の
黄

檗
宗
へ
の
帰
依
、
舎
利
や
舎
利
殿
の
下
賜
と
い
っ
た
具
体
的
な
行
動
を
通
じ
て
、
釈
迦
の
教
え
を
受
け
継
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い
で
い
る
隠
元
の
法
脈
の
持
つ
正
統
性
を
認
め
て
い
る
。

以
上
を
再
度
ま
と
め
て
み
る
と
、
法
皇
に
と
っ
て
、
隠
元
は
日
本
の
達
磨
（
禅
宗
初
祖
）
の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
。
そ
し
て
法
皇
は
、
隠
元
の
伝
え
た
臨
済
正
宗
に
法
脈
上
の
正
統
性
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
自
己
も
ま
た
そ
の
法
脈
を
受
け
継
い
だ
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
隠
元
の
渡
来
に

よ
っ
て
日
本
の
衰
微
し
て
い
た
禅
界
が
再
興
さ
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
隠
元

に
と
っ
て
、
自
己
が
日
本
で
弘
法
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
ひ
と
え
に
法
皇
か
ら
の
庇
護
の
お
か
げ
で
あ

る
。
法
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇
室
や
幕
府
か
ら
の
支
援
に
よ
り
、
黄
檗
山
開
創
の
と
き
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
、
龍
渓
ら
和
僧
が
嗣
法
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
臨
済
禅
の
法
脈
が
日
本
で
受
け
継
が
れ
て

ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
隠
元
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
三
平
瑞
木
像
が
感
応
道
交
に
よ
り
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
己
の
日
本
で
の
弘
法
も
同

様
に
し
て
見
守
ら
れ
、
伝
法
の
正
統
性
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
隠
元
は
深
く
信
じ
て
い
る
。
隠
元
が
三
平

瑞
木
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
理
由
は
、
私
的
に
は
仏
舎
利
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
へ
の
謝
恩
や
法
皇
へ
の
加

護
を
祈
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
の
一
方
で
、
公
的
に
法
皇
へ
の
深
い
信
頼
や
期
待
を
込
め
て
、
三
平

瑞
木
像
か
ら
の
見
守
り
に
よ
り
、
中
国
の
臨
済
正
宗
の
法
脈
だ
け
で
な
く
、
さ
き
の
謝
偈
に
「
灯
灯
相
続
。

万
古
三
平
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
平
祖
師
信
仰
自
体
も
ま
た
異
国
日
本
で
も
永
遠

に
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

六

後
水
尾
法
皇
が
三
平
瑞
木
像
を
泉
涌
寺
に
安
置
す
る

こ
こ
で
は
、
前
述
し
た
新
出
資
料
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
の
中
か
ら
、
隠
元
の
弟
子
・
南
源
性
派

の
撰
述
し
た
「
三
平
瑞
像
頌
」
の
引
（
小
序
）
の
後
半
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
法
皇
が
こ

の
像
を
泉
涌
寺
に
安
置
さ
せ
た
経
緯
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
派
等
再
拝
敬
。
如
レ

命
賚
上
。
皇
情
大
悦
。
礼
敬
日
加
。
越
明
年
。
勅
レ

使
於
二

東

山
泉
涌
寺
右
岡
一

。
特
建
二

宝
殿
一

以
崇
安
。
云
経
始
二
（
五
二
）

于
桂
秋
（
五
三
）

中
浣
一
（
五
四
）

。
落

成
二

于
霜
月
（
五
五
）

下
旬
一

。
奏
功
之
速
。
結
構
之
雄
。
皆
我
法
皇
不
思
議
智
之
力
。
従
二

一
念
一

而
感
発
也
。
（
中
略
）
延
宝
二
年
歳
在
甲
寅
仲
冬
華
蔵
沙
門
南
源
派
敬
書
。
（
五
六
）

（
返
点
・

句
読
点
筆
者
）

南
源
た
ち
は
隠
元
の
指
示
し
た
よ
う
に
、
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
。
本
像
を
受
け
取
る
こ
と
で
「
皇
情

大
悦
。
礼
敬
日
加
」
と
い
う
句
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
皇
は
い
よ
い
よ
尊
崇
を
加
え
る
に
至
っ
た
。

本
像
奉
安
の
翌
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
、
泉
涌
寺
に
は
専
用
の
宝
殿
が
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
本
像
が
安

置
さ
れ
た
。
宝
殿
は
八
月
中
旬
か
ら
起
工
さ
れ
、
一
一
月
の
下
旬
に
落
成
し
た
。
ま
た
、
江
戸
中
期
に
成

立
し
た
泉
涌
寺
高
僧
の
新
出
伝
記
史
料
で
あ
る
「
天
圭
和
尚
并
湛
慧
長
老
伝
」
（
五
七
）

に
よ
れ
ば
、
本
像

の
泉
涌
寺
安
置
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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（
前
略
）
延
宝
二
年
。
上
皇
命
レ

師
剏
建
二

一
堂
于
本
山
遷
内
一

。
護
二

持
三
平
瑞
材
釈
迦
文

佛
一

。
原
隠
元
師
所
献
。
事
縁
具
。
師
唱
二

導
其
文
一

曰
。
夫
鷲
嶺
現
放
レ

光
也
。
東
方
收
因
（
五

八
）

鶴
樹
垂
顧
命
（
五
九
）

也
。
北
極
（
六
〇
）

受
レ

囑
。
金
湯
（
六
一
）

有
レ

主
。
則
像
教
（
六
二
）

得
レ

處
矣
。

謹
奉
安
座
（
六
三
）

。
牟
尼
瑞
相
示
二

非
常
踪
乗
一

。
不
レ

請
願
始
二

於
異
域
一

也
。
祷
二

三
平
禅
祖
九

百
年
後
枯
檜
如
レ

生
一

。
効
二

于
塡
聖
王
八
十
種
好
一

。
刻
レ

檀
同
儀
伹
秘
二

漳
中
一

。
未
レ

傳
二

海

外
一

。
爰
有
二

来
朝
師
一

。
隔
五
千
程
而
忽
召
レ

感
。
遂
献
二

太
上
皇
一

。
安
二

九
重
城
一
（
六
四
）

而

充
二

供
養
一

。
是
聖
徳
所
致
。
又
妙
応
所
及
也
。
（
後
略
）
（
六
五
）

（
返
点
・
句
読
点
筆
者
）

延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
、
法
皇
は
「
師
」
に
命
じ
て
泉
涌
寺
で
一
堂
を
建
立
し
て
、
三
平
瑞
材
釈
迦

文
仏
を
護
持
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
師
」
と
は
、
泉
涌
寺
の
当
時
の
住
持
で
あ
っ
た

天
圭
照
周
を
指
す
。
ま
た
、
「
三
平
瑞
材
釈
迦
文
仏
」
と
は
、
本
像
（
黄
檗
宗
史
料
に
い
う
「
三
平
瑞
木

像
」
）
を
指
す
。
天
圭
は
唱
導
文
に
お
い
て
、
臨
終
の
隠
元
が
こ
の
像
に
つ
い
て
法
皇
へ
後
事
を
託
し
、

法
皇
も
ま
た
よ
く
委
嘱
を
守
り
、
こ
の
像
を
専
用
の
殿
堂
に
安
置
し
て
仏
事
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
に
あ
っ
て
も
、
本
像
の
由
来
は
特
別
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
三
平
禅
祖
」
、
す
な
わ

ち
義
忠
が
植
え
た
檜
は
九
百
年
の
の
ち
も
見
か
け
は
枯
れ
つ
つ
、
な
お
生
命
を
保
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
り
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て
仏
像
が
彫
刻
さ
れ
た
。
た
だ
、
そ
の
多
く
は
福
建
省
漳
州
に
秘
蔵
さ
れ
、
海

外
へ
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
、
日
本
に
渡
来
し
た
師
、
す
な
わ
ち
隠
元
が
い
て
、
こ
こ

に
本
像
は
五
千
里
も
離
れ
た
地
か
ら
そ
の
師
と
本
像
と
の
感
応
道
交
に
よ
り
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ

れ
を
法
皇
に
献
じ
、
皇
居
で
供
養
さ
れ
た
の
は
単
に
天
子
の
聖
徳
の
お
か
げ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
妙
応

（
仏
の
持
つ
不
思
議
な
働
き
が
顕
現
す
る
こ
と
）
の
致
す
所
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
黄
檗
唐
僧
（
隠

元
・
南
源
）
と
日
本
人
非
黄
檗
宗
僧
侶
（
天
圭
の
行
状
）
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
し
た
記
録
を
通
じ
、
い
ず
れ
も

本
像
が
不
思
議
な
感
応
（
感
応
道
成
・
感
応
道
交
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
本
像
を
安
置
す
る
宝
殿
も
ま
た
「
妙
応
殿
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
六
六
）

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
法
皇
は
本
像
を
泉
涌
寺
に
安
置
さ
せ
た
の
か
。
そ
れ
は
泉
涌
寺
自
体
の
も
つ
、
皇
室

の
菩
提
寺
と
し
て
の
特
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
法
皇
自
身
が
そ
の
青
年
期
以
来
の
仏
教
へ
の
帰
依
や
近

世
泉
涌
寺
の
再
建
事
業
な
ど
と
も
深
く
関
わ
っ
た
こ
と
に
も
因
っ
て
い
よ
う
。

『
泉
涌
寺
史

本
文
篇
』
（
六
七
）

や
西
谷
氏
の
近
年
の
論
攷
（
六
八
）

に
よ
れ
ば
、
泉
涌
寺
は
鎌
倉
時
代
初

期
に
俊
芿
律
師
（
一
一
六
六－

一
二
二
七
）
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
。
俊
芿
は
入
宋
の
の
ち
、
律
を
中
心
と

し
て
、
天
台
・
禅
・
浄
土
な
ど
主
要
各
宗
の
教
義
を
学
び
、
留
学
十
二
年
の
の
ち
帰
国
し
た
。
そ
し
て
、

宋
の
伽
藍
形
式
に
の
っ
と
っ
て
、
こ
の
泉
涌
寺
を
建
立
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
宋
代
の
文
化
や
仏
教
の
新

風
を
伝
え
る
こ
と
と
、
日
本
の
戒
律
を
復
興
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
標
と
し
て
尽
力
し
た
。
仁
治
三
（
一

二
四
二
）
年
、
伽
藍
営
造
に
支
援
を
惜
し
ま
ず
、
そ
れ
が
た
め
に
俊
芿
の
再
誕
と
見
な
さ
れ
た
四
条
天
皇

の
葬
送
儀
礼
が
泉
涌
寺
で
行
わ
れ
、
新
御
堂
が
四
条
天
皇
の
墓
所
と
し
て
営
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
泉
涌
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寺
と
皇
室
と
の
間
に
、
深
い
縁
が
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
葬
送
以
外
に
も
、
泉
涌
寺
長
老
に

よ
る
宮
中
へ
の
仏
牙
持
参
、
授
戒
や
祈
雨
法
要
な
ど
を
通
じ
て
、
泉
涌
寺
は
天
皇
家
・朝
廷
と
関
係
を
保

持
し
て
い
た
。
江
戸
初
期
の
後
光
明
天
皇
の
時
か
ら
、
儒
礼
を
尊
ん
だ
そ
の
遺
志
に
よ
り
、
葬
送
形
式
が

火
葬
か
ら
土
葬
へ
と
改
め
ら
れ
、
泉
涌
寺
は
単
に
葬
送
儀
礼
の
場
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
天
皇
の
玉
体

が
埋
葬
さ
れ
る
墓
所
と
も
な
り
、
天
皇
家
の
唯
一
の
菩
提
寺
「
御
寺
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

応
仁
の
乱
に
際
し
、
泉
涌
寺
の
堂
宇
も
全
焼
し
た
。
以
後
、
元
亀
年
間
（
一
五
七
〇
―
一
五
七
三
）
ま

で
に
、
あ
る
程
度
再
建
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
再
び
戦
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
う
。
世
の
中
が

よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
寛
文
年
間
（
一
六
六
四
―
一
六
六
九
）
の
で
、
泉
涌
寺
は
法
皇
に
よ
っ
て
積
極
的

に
推
進
さ
れ
た
再
建
支
援
に
よ
り
、
加
え
た
幕
府
か
ら
の
助
力
や
、
寺
自
体
に
よ
る
勧
進
活
動
と
い
っ
た

力
量
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
形
で
復
興
さ
れ
た
。
法
皇
は
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
の
譲
位
後
、
政
治
か
ら

は
遠
ざ
か
り
、
和
歌
や
花
道
な
ど
文
化
の
面
へ
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
か
つ
実
践
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
、
特
に
禅
に
も
傾
倒
し
、
多
く
の
禅
僧
へ
深
く
帰
依
し
て
い
る
。
ま
た
、
泉
涌
寺
以
外
に
も
皇
室
と

ゆ
か
り
の
深
か
っ
た
他
寺
院
へ
寄
進
し
、
久
し
く
廃
絶
し
て
い
た
法
会
を
復
活
し
た
。
か
く
て
、
近
世
の

宮
廷
文
化
や
仏
教
の
復
興
に
大
い
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
泉
涌
寺
も
む
ろ
ん
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
法

皇
の
外
護
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
寛
文
大
造
営
」
が
行
わ
れ
、
観
音
堂
な
ど
い
く
つ
か
の
堂
舎
が
泉
涌

寺
内
で
増
築
さ
れ
て
い
る
。
法
皇
に
献
上
し
た
三
平
瑞
木
像
を
安
置
し
た
宝
殿
は
、
実
に
そ
の
延
長
線
上

に
あ
っ
た
。
法
皇
が
本
像
を
重
視
し
、
新
た
に
建
立
し
た
宝
殿
へ
安
置
・
供
養
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
法
皇
自
身
が
敬
愛
し
て
い
た
隠
元
自
身
が
渡
日
後
も
保
持
し
て
い
た
故
郷
の
信
仰
を
、
師
の
隠
元

と
同
様
に
敬
い
、
そ
の
信
仰
に
込
め
ら
れ
た
中
国
文
化
を
保
持
し
、
隠
元
の
説
い
た
「
灯
灯
相
続
。
万
古

三
平
」
と
い
う
中
国
の
民
間
信
仰
を
、
弟
子
た
る
法
皇
自
ら
も
日
本
で
受
け
継
い
で
ゆ
こ
う
と
い
う
意
志

を
い
だ
い
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、
法
皇
が
信
仰
の
伝
承
を
重
ん
じ
た
と
い
う
点

か
ら
も
、
隠
元
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
本

像
が
妙
応
殿
に
安
置
さ
れ
て
の
ち
、
黄
檗
僧
の
木
庵
・
慧
林
・
南
源
・
独
吼
ら
も
こ
の
像
を
拝
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
詩
偈
を
残
し
て
い
る
（
六
九
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
谷
功
氏
も
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

黄
檗
ゆ
か
り
の
法
皇
が
泉
涌
寺
へ
下
賜
し
た
本
像
を
、
黄
檗
僧
が
来
山
礼
拝
す
る
と
い
う
交
流
を
通
じ
、

同
じ
く
戒
律
を
重
視
し
て
い
た
泉
涌
寺
僧
と
の
間
に
、
さ
ら
に
親
交
を
深
め
よ
う
と
す
る
意
味
合
い
が
込

め
ら
れ
て
い
よ
う
（
七
〇
）

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
関
連
す
る
第
一
次
資
料
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
さ

ら
に
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

七

お
わ
り
に

本
章
の
主
旨
は
、
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
像
の
姿
や
由
来
、
三
平
祖
師
信
仰
と
の
関
わ
り
を

考
察
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
隠
元
の
三
平
祖
師
信
仰
、
法
皇
へ
の
献
上
、
泉
涌
寺
へ
の
下
賜
安
置
と
い
っ
た

経
緯
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
法
皇
と
隠
元
の
関
わ
り
の
持
つ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
来
な

か
っ
た
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
平
瑞
木
像
と
は
、
唐
代
の
名
僧
・
義
忠
手
植
え
の
檜
の
老
木
か
ら
彫
刻
さ

れ
た
釈
迦
如
来
坐
像
で
あ
る
。
本
像
自
体
、
福
建
に
お
け
る
三
平
祖
師
信
仰
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い

る
。
ま
た
、
隠
元
も
福
建
に
生
ま
れ
育
っ
た
関
係
上
、
ご
く
自
然
な
形
で
三
平
祖
師
信
仰
を
い
だ
い
て
お

り
、
渡
日
後
も
、
有
力
信
徒
か
ら
海
を
隔
て
て
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
一
層
そ
の
信
仰
を
維

持
し
つ
つ
あ
っ
た
。
隠
元
は
本
像
を
念
持
仏
と
し
て
供
養
し
、
自
己
の
日
本
で
の
弘
教
が
見
守
ら
れ
、
祝

福
さ
れ
て
い
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
し
て
示
寂
に
先
立
ち
、
隠
元
は
自
己
の
法
脈
を
受
け
継
い
で

い
る
法
皇
へ
本
像
を
献
上
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
中
国
に
お
け
る
臨
済
宗
の
正
統
な
法
脈
（
臨
済
正
宗
）

の
み
な
ら
ず
、
故
郷
福
建
ゆ
か
り
の
三
平
祖
師
信
仰
を
も
、
本
像
を
象
徴
と
し
て
日
本
で
綿
々
と
伝
承
し

て
ゆ
く
こ
と
を
隠
元
が
法
皇
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
本
像
を
受
領
し
た
法
皇
は
、
隠
元

を
尊
崇
す
る
た
め
に
、
皇
室
と
関
わ
り
が
深
い
泉
涌
寺
へ
本
像
を
奉
安
す
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
た
め
の

専
用
施
設
た
る
妙
応
殿
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。

本
章
が
概
観
・
考
察
し
た
の
は
お
よ
そ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
平
瑞
木
像
が
泉
涌
寺
に

安
置
さ
れ
た
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
今
度
さ
ら
に
調
査
・
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
以
下

の
三
点
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
―
―
（
一
）
法
皇
は
隠
元
及
び
黄
檗
僧
へ
い
か
な
る
原
因
か
ら
か
く
ま
で
深

い
帰
依
を
示
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
（
二
）
法
皇
の
帰
依
し
た
複
数
の
禅
僧
の
中
で
、
隠
元

及
び
黄
檗
僧
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
、
と
い
う
二
課
題
と
関
連
し
て
、
三
平
瑞
木
像
な
ど
を
通
し
て
、

法
皇
と
隠
元
及
び
黄
檗
僧
の
関
わ
り
を
さ
ら
に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
（
三
）
龍
渓
自
身
が
、
そ
の
生
前
、

泉
涌
寺
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
縁
故
を
結
ん
で
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
皇
と
龍
渓
と
の
深
い

道
縁
か
ら
見
て
、
生
前
の
龍
渓
が
泉
涌
寺
と
の
間
に
相
当
な
縁
故
を
結
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
高

泉
性
潡
の
よ
う
な
龍
渓
ほ
ど
に
は
法
皇
・
泉
湧
寺
と
の
道
縁
を
得
な
か
っ
た
黄
檗
僧
の
例
（
七
一
）

か
ら
見

て
も
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
関
連
す
る
資
料
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
（
七
二
）

。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
一
）
許
欽
台
（
生
没
年
不
詳
）
：
福
建
省
泉
郡
（
今
泉
州
）
の
出
身
、
鄭
成
功
の
幕
僚
で
あ
る
。
隠
元

に
深
く
帰
依
し
、
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
、
隠
元
か
ら
法
号
「
得
一
」
を
授
け
ら
れ
、
黄
檗
僧
の
一
人

と
な
っ
た
。
隠
元
渡
日
の
路
線
は
彼
が
用
意
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
林
観
潮
「
隠
元
と
鄭
成
功
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と
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
二
）
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
三

頁
）
を
参
照
。

（
二
）
『
黄
檗
宗
派
原
由
』
（
黄
檗
山
萬
福
寺
、
一
九
〇
七
年
）
。
倉
光
活
文
「
皇
室
と
黄
檗
宗
」(

『
瞎

驢
眼
』
五
九
号
、
黄
檗
山
、
一
九
一
五
年)

、
同
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
禅
師
」(

『
禅
宗
』
第
二
六
四

号
、
貝
葉
書
院
、
一
九
一
七
年)

。
近
藤
瑞
堂
「
皇
室
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
」(

『
護
法
』
第
三
三
年
第
三

号
、
鴻
盟
社
、
一
九
一
七
年
、
京
都
宇
治
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
所
蔵)

。
辻
善
之
助
「
後
水
尾
天
皇
の

御
信
仰
」
『
日
本
仏
教
史

第
八
巻

近
世
篇
之
二
』(

岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年)

、
同
「
黄
檗
の
開
立
」

『
日
本
仏
教
史

第
九
巻

近
世
篇
之
三
』(

岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年)

。
中
尾
文
雄
『
後
水
尾
法
皇
と

黄
檗
宗
』
（
黄
檗
山
、
一
九
七
九
年
）
。
林
観
潮
「
隠
元
隆
琦
と
日
本
皇
室
―
『
桃
蘂
編
』
を
巡
っ
て
」

（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
三
）
、
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
三
）
『
黄
檗
文
華
』
一
二
九
号
、
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
〇
年
。

（
四
）
『
大
法
輪
』
七
九
（
一
二
）
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
二
年
。

（
五
）
錦
織
亮
介
『
黄
檗
禅
林
の
絵
画
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
四
～
二
五
五
頁
。

（
六
）
浜
松
市
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
。
三
九
頁
。

（
七
）
九
州
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
。
二
三
〇
頁
。

（
八
）
図
録
『
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
た
黄
檗
文
化
』
に
よ
れ
ば
、
高
さ
は
二
六.

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と

し
、
一
方
、
図
録
『
黄
檗

京
都
宇
治
・
萬
福
寺
の
名
宝
と
禅
の
新
風
』
で
は
二
六.
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
し
て
お
り
、
若
干
の
相
違
を
見
る
。
本
章
で
は
説
明
が
よ
り
詳
細
な
図
録
『
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
た
黄

檗
文
化
』
（
前
掲
は
注
（
六
）
）
に
よ
る
。

（
九
）
「
三
平
瑞
像
」
に
は
計
五
つ
の
版
本
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

第
五
巻
』

（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
、
以
下
、
『
隠
元
全
集
』
と
略
称
。
全
巻
同
年
中
に
刊
行
）
二
四
三
四
～
二

四
三
六
頁
に
拠
っ
た
。
そ
の
底
本
は
『
黄
檗
和
尚
扶
桑
語
録
』
（
寛
文
版
）
（
常
滑
市
・
龍
雲
寺
藏
本
）

で
あ
る
。

（
一
〇
）
八
十
種
好
：
仏
の
身
に
備
わ
る
、
そ
れ
と
は
っ
き
り
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
微
細
な
八
〇
の
特

徴
。
類
似
概
念
の
「
三
十
二
相
」
に
比
し
て
。
よ
り
微
細
な
特
徴
で
あ
る
。

（
一
一
）
西
方
教
主
：
西
方
浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
。

（
一
二
）
十
六
観
門
：
『
観
経
』
に
説
か
れ
た
、
極
楽
往
生
を
願
う
人
が
行
ず
べ
き
計
十
六
種
の
観
想
の

法
門
。

（
一
三
）
南
靖
：
中
国
福
建
省
漳
州
市
に
位
置
す
る
県
。

（
一
四
）
明
・
永
暦
三
（
一
六
四
九
）
年
。

（
一
五
）
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
。

（
一
六
）
中
左
：
現
在
の
福
建
省
厦
門
市
。

（
一
七
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
（
前
掲
注
（
九
）
、
以
下
同
）
二
四
三
四
～
二
四
三
六
頁
。
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（
一
八
）
義
忠
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
文
献
を
参
照
―
―
唐
の
王
諷
の
「
漳
州
三
平
大
師
碑
銘

並
序
」
（
『
唐
文
粋
』
巻
六
四
、
『
全
唐
文
』
巻
七
九
一
所
収
。
）
、
永
井
政
之
「
三
平
義
忠
考
―
現
地

の
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
の
成
立
と
展
開
を
考
え
る
―
」
（
『
宗
教
学
論
集
』
（
一
九
）
駒
澤
大
学
宗

教
学
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
、
林
国
平
、
彭
文
宇
『
福
建
民
間
信
仰
』
（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九

三
年
）
。
な
お
、
義
忠
の
年
齢
に
関
し
て
は
、
『
唐
文
粋
』
も
『
全
唐
文
』
も
と
も
に
、
そ
の
出
生
年
代

を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
唐
文
粋
』
で
は
九
二
歳
と
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
『
全
唐
文
』
で

は
九
一
歳
と
書
か
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
年
代
的
に
遡
る
『
唐
文
粋
』
に
見
る
九
二
歳
説
に
拠
っ
た
。

（
一
九
）
林
国
平
、
彭
文
宇
『
福
建
民
間
信
仰
』
（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一
～
一
五
頁
。

（
二
〇
）
林
氏
、
彭
氏
同
前
。
二
六
三
～
二
八
一
頁
。

（
二
一
）
永
井
政
之
「
三
平
義
忠
考
―
現
地
の
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
の
成
立
と
展
開
を
考
え
る
―
」

（
『
宗
教
学
論
集
』
（
一
九
）
駒
澤
大
学
宗
教
学
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
三
一
一
～
三
二
八
頁
。
な
お
、

本
段
落
の
「

」
内
の
字
句
は
、
永
井
教
授
が
上
記
論
文
に
お
い
て
中
国
語
原
史
料
か
ら
日
本
語
訳
さ
れ

た
も
の
に
拠
っ
た
。
今
後
別
の
機
会
に
、
逐
一
原
文
を
参
照
し
つ
つ
、
筆
者
の
見
解
を
も
提
示
し
た
い
。

（
二
二
）
顔
亜
玉
「
閩
南
三
平
祖
師
信
仰
的
形
成
与
発
展
演
変
」
（
『
世
界
宗
教
研
究
』
第
三
期
、
二
〇

〇
一
年
）
。

（
二
三
）
慈
蔭
：
仏
や
神
の
庇
護
。

（
二
四
）
瞻
礼
：
仏
祖
の
像
を
仰
ぎ
み
て
礼
拝
す
る
こ
と
。

（
二
五
）
徹
證
：
物
事
の
真
実
を
見
き
わ
め
る
こ
と
。

（
二
六
）
無
生
：
生
ず
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。
一
切
の
現
象
は
空
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
滅
の
変
化
は

な
い
と
い
う
考
え
に
よ
る
。

（
二
七
）
平
久
保
章
編
「
黄
檗
和
尚
扶
桑
語
録
」
『
隠
元
全
集
』
二
四
三
五
～
二
四
三
六
頁
。

（
二
八
）
総
合
佛
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
総
合
佛
教
大
辞
典
』
（
法
藏
館
、
一
九
八
七
年
）
二
二
六
頁
。

（
二
九
）
温
陵
：
福
建
省
泉
州
市
の
別
称
。

（
三
〇
）
精
厳
：
く
わ
し
く
厳
格
な
こ
と
。
こ
ま
や
か
で
お
ご
そ
か
な
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

（
三
一
）
化
功
：
教
化
の
は
た
ら
き
。
教
化
の
功
徳
。

（
三
二
）
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
（
二
巻
）
（
「
泉
涌
寺
文
書
」E

・
四
六-

一.

二
）

（
三
三
）
法
皇
・
隠
元
・
龍
渓
の
三
者
間
の
関
係
は
「
付
属
資
料

後
水
尾
法
皇
の
信
仰
」
表
六
に
列
挙

さ
れ
て
い
る
。

（
三
四
）
『
黄
檗
宗
鑑
録
』
（
黄
檗
宗
務
本
院
、
一
九
三
六
年
）
三
頁
。

（
三
五
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
所
収
。

（
三
六
）
平
久
保
氏
同
前
。
五
二
四
三
頁
。

（
三
七
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
所
収
。

（
三
八
）
平
久
保
氏
同
前
。
三
二
五
七
頁
。
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（
三
九
）
中
尾
文
雄
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と
思
想
―
『
龍
渓
和
尚
語
録
』
研
究
ノ
ー
ト
』
（
九
島
院
蔵
版
、

二
〇
〇
〇
年
）
一
六
二
頁
。
大
槻
幹
郎
「
龍
渓
禅
師
関
係
年
表
」
『
祥
雲
山
慶
瑞
寺
：
龍
渓
禅
師
三
百
三

十
年
忌
記
念
』
（
祥
雲
山
慶
瑞
寺
・
寺
坂
道
雄
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
二
〇
頁
。

（
四
〇
）
「
注
（
一
）
『
檗
宗
譜
畧
』
、
三
巻
、
仙
門
浄
壽
著
、
日
本
元
禄
六
年
癸
酉
（
一
六
九
三
）
成

書
、
元
禄
十
二
年
己
卯
（
一
六
九
九
）
刊
刻
。
隠
元
禅
師
と
彼
の
二
十
三
人
の
法
嗣
の
伝
記
で
あ
る…

…

京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
文
華
殿
所
存
複
写
本
。
愛
知
県
常
滑
市
龍
雲
寺
黄
檗
堂
文
庫
所
存
の
原
本
よ
り
。

複
写
本
巻
上
の
末
頁
に
「
原
本
所
藏
者
黄
檗
堂
文
庫
。
昭
和
五
二
年
十
二
月
四
日
複
寫
」
と
記
す
」
（
二

二
〇
頁
）
「
仙
門
浄
壽
は…

…

信
濃
国
の
森
氏
の
出
身
で…

…

隠
元
の
四
代
目
の
法
孫
と
な
る
」
（
一
八

九
頁
）
林
観
潮
「
仙
門
浄
壽
『
檗
宗
譜
略
』
標
柱
（
巻
首
巻
上
）
」
（
『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論

叢
』
（
十
三
）
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
）

（
四
一
）
仙
門
浄
寿
『
檗
宗
譜
略
』
巻
中
（
京
都
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
一
六
九
九
年
）
二
八
～
二
九

頁
。

（
四
二
）
辻
善
之
助
「
後
水
尾
天
皇
の
御
信
仰
」
『
日
本
仏
教
史

第
八
巻

近
世
篇
之
二
』(

岩
波
書

店
、
一
九
五
三
年)

四
四
六
頁
。

（
四
五
）
辻
氏
同
前
。
四
四
四
～
四
四
五
頁
を
参
照
。

（
四
三
）
『
黄
檗
宗
鑑
録
』
（
黄
檗
宗
務
本
院
、
一
九
三
六
年
）
四
頁
。

（
四
四
）
前
掲
注
（
四
二
）
四
四
六
頁
。

（
四
五
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
三
二
三
六
頁
。

（
四
六
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
五
〇
五
四
頁
。

（
四
七
）
辻
善
之
助
「
黄
檗
の
開
立
」
『
日
本
佛
教
史

第
九
巻

近
世
篇
之
三
』
、
三
七
三
～
三
七
四

頁
。

（
四
八
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
五
四
六
一
～
五
四
六
五
頁
。

（
四
九
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
三
四
六
七
～
三
四
七
二
頁
。

（
五
〇
）
平
久
保
章
編
『
隠
元
全
集
』
三
四
七
一
～
三
四
七
二
頁
。

（
五
一
）
高
井
恭
子
「
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
供
養
に
つ
い
て
―
「
法
皇
忌
」
と
の
関
係
か
ら
」

（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
一
）
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
一
）
四
六
頁
。

（
五
二
）
経
始
：
物
を
造
る
こ
と
。
ま
た
、
家
屋
を
建
て
は
じ
め
る
こ
と
。
土
木
を
興
す
こ
と
。

（
五
三
）
桂
秋
：
八
月
の
異
称
。

（
五
四
）
中
浣
：
（
「
浣
」
「
澣
」
は
洗
う
意
。
中
国
、
漢
・
唐
時
代
の
制
で
、
朝
臣
が
一
〇
日
ご
と
に

帰
休
し
、
沐
浴
し
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
）
月
の
な
か
ば
の
一
〇
日
間
。
一
一
日
か
ら
二
〇
日
の
間
。
中
旬
。

（
五
五
）
霜
月
：
一
一
月
の
異
称
。

（
五
六
）
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
（
二
巻
）
（
「
泉
涌
寺
文
書
」E

・
四
六-

一.

二
）

（
五
七
）
『
天
圭
和
尚
并
湛
慧
長
老
伝
』
（
一
巻
）
（
「
戒
光
寺
文
書
」F

・〇
二
）
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（
五
八
）
收
因
：
結
末
。

（
五
九
）
顧
命
：
臨
終
に
遺
言
す
る
こ
と
。
遺
言
し
て
後
事
を
託
す
る
こ
と
。

（
六
〇
）
北
極
：
北
極
の
尊
：
天
子
を
い
う
。

（
六
一
）
金
湯
：
金
城
湯
池
。
き
わ
め
て
守
り
の
堅
い
城
と
堀
。
転
じ
て
、
他
か
ら
侵
害
さ
れ
に
く
い
所
。

（
六
二
）
像
教
：
一
般
に
は
正
像
末
の
三
つ
の
時
代
の
う
ち
、
像
法
時
代
の
教
え
を
指
す
と
さ
れ
、
仏
の

教
・
行
・
証
の
う
ち
前
二
者
が
残
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
用
例
に
あ
っ
て
は
、
単
に
「
仏

像
と
教
法
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
六
三
）
安
座
：
仏
像
を
奉
じ
て
殿
堂
に
安
置
す
る
仏
事
。

（
六
四
）
九
重
城
：
中
国
漢
朝
以
後
、
皇
居
を
指
す
。

（
六
五
）
『
天
圭
和
尚
并
湛
慧
長
老
伝
』
（
一
巻
）
（
「
戒
光
寺
文
書
」F

・〇
二
）

（
六
六
）
総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
編
集
『
泉
涌
寺
史

本
文
篇
』
（
法
藏
館
、
一
九
八
四
年
）
三
八
九
頁
。

（
六
七
）
『
泉
涌
寺
史

本
文
篇
』
同
前
。

（
六
八
）
西
谷
功
「
近
世
泉
涌
寺
の
再
建
―
伽
藍
復
興
と
精
神
の
回
帰
」
（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
九
）

黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
九
）
一
五
六
～
一
七
七
頁
。

（
六
九
）
『
三
平
山
瑞
木
記
并
偈
頌
』
（
二
巻
）
（
「
泉
涌
寺
文
書
」E
・
四
六-

一.

二
）

（
七
〇
）
西
谷
功
「
近
世
天
皇
家
の
念
持
仏
―
泉
涌
寺
奉
安
の
仏
像
を
中
心
に
」
（
『
大
法
輪
』
七
九
（
一

二
）
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
〇
頁
。

（
七
一
）
野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
三

〇
八
頁
。

（
七
二
）
龍
渓
に
は
七
言
絶
句
「
礼
瑞
像
」
が
あ
る
。
原
文
は
「
三
平
瑞
像
也
奇
哉

霊
感
古
今
知
幾
回

一
道
神
光
東
照
後

数
尊
化
仏
歩
レ

虚
来
」
中
尾
文
雄
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と
思
想
―
『
龍
渓
和
尚
語
録
』

研
究
ノ
ー
ト
』
（
前
掲
注
（
四
二
）
参
照
）
四
三
（
訓
読
）
・
九
四
頁
（
原
文
）
。
た
だ
し
、
そ
の
前
後

に
置
か
れ
た
他
の
作
品
を
見
る
限
り
、
本
作
品
は
龍
渓
が
京
都
郊
外
の
黄
檗
山
で
隠
元
に
侍
し
て
い
た
当

時
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
龍
渓
が
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
一
月
、
近
江
正
明
寺
へ
赴
任
す
る
際

の
詩
偈
計
三
首
が
置
か
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
本
作
品
は
、
隠
元
と
主
要
な
弟
子
ら
黄
檗
唐
僧
が
、

海
を
越
え
て
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
本
像
を
前
に
し
た
際
の
驚
喜
を
知
る
う
え
で
は
重
要
な
資
料
で
あ
る

が
、
龍
渓
と
泉
涌
寺
と
の
縁
故
を
知
る
た
め
の
資
料
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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第
三
部

黄
檗
宗
と
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
の
相
互
影
響
―
葬
送
儀
礼
の
視
点
か
ら
―
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第
五
章

黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
を
中
心
に
―

一

は
じ
め
に

近
世
に
な
っ
て
、
幕
藩
体
制
の
政
治
の
影
響
を
受
け
、
寺
檀
制
度
、
本
末
制
度
な
ど
の
仏
教
政
策
の
な

か
で
、
「
葬
式
仏
教
」
が
形
成
さ
れ
、
現
代
の
日
本
仏
教
の
枠
組
み
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
基
礎
を
築

い
た
の
は
禅
宗
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
禅
宗
の
葬
送
儀
礼
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
本
部
は
葬
送
儀
礼
を

中
心
に
、
仏
教
儀
礼
の
面
か
ら
黄
檗
宗
は
日
本
在
来
の
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
と
の
交
流
や
相
互
影
響
を
考
察

す
る
。

ま
ず
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
は
お
お
よ
そ
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
本
章
の
目
的
で
あ
る
。
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
松
浦
秀
光
氏
の
『
禅

家
の
葬
法
と
追
善
供
養
の
研
究
』
（
一
）

『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』
（
二
）

、
成
河
峰
雄
氏
の
「
黄
檗
清
規
の
喪

葬
儀
礼
―
尊
宿
遷
化
の
場
合
―
」（
三
）

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
先
行
研
究
は
と
も
に
、
『
黄

檗
清
規
』
「
遷
化
章
」
に
基
づ
い
て
、
黄
檗
宗
の
住
持
遷
化
の
葬
送
儀
礼
を
考
察
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

黄
檗
宗
の
住
持
遷
化
に
お
け
る
諸
儀
礼
の
特
徴
は
、
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
依
然

と
し
て
不
足
や
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
『
黄
檗
清
規
』
「
遷
化
章
」
に
お
け
る
亡
僧

の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
は
ま
だ
不
足
し
て
い
る
。
次
に
、『
黄
檗
清
規
』
以
外
の
『
黄
檗
山
内
（
小
）

清
規
』
「
遷
化
章
」
と
題
さ
れ
た
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
資
料
へ
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

本
章
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
黄
檗
清
規
』
「
遷
化
章
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
そ
の
展
開

と
し
て
、
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
「
遷
化
章
」
も
取
り
上
げ
、
よ
り
多
面
的
に
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼

の
特
徴
を
考
察
す
る
。
な
お
、
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
宋
の
宗
賾
編
『
禅
苑
清
規
』
、
及
び
元
の
東
陽

徳
煇
編
『
勅
修
百
丈
清
規
』
と
も
比
較
し
た
い
。

二

『
黄
檗
清
規
』
と
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』

『
黄
檗
清
規
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
黄
檗
門
下
の
僧
侶
ら
が
守
る
べ
き
規
則
を
集
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
、
の
ち
に
黄
檗
山
の
五
代
住
持
と
も
な
っ
た
高
泉
性
潡
が
、
開
祖
の
隠

元
隆
琦
か
ら
の
付
嘱
を
受
け
、
隠
元
の
遷
化
の
直
後
、
主
な
内
容
を
編
修
し
て
い
る
。
そ
の
原
稿
を
、
同

山
の
二
代
住
持
た
る
木
庵
性
瑫
が
校
閲
し
た
。
全
一
巻
で
、
隠
元
の
序
文
や
跋
文
を
除
け
ば
、
全
十
章
と

附
録
六
章
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
木
版
本
の
刊
行
年
代
は
未
詳
で
あ
る
が
、
京
都
宇
治
黄
檗
山

萬
福
寺
を
は
じ
め
宗
内
各
寺
院
へ
は
広
く
流
布
し
て
お
り
、
早
く
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
本
文
最
後
の
「
遷
化
章
」
で
は
、
住
持
の
遷
化
や
一
般
亡
僧
の
葬
式
に
関
し
て
記

述
さ
れ
て
い
る
。

寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
に
、
木
庵
性
瑫
は
『
黄
檗
清
規
』
の
不
備
を
補
う
た
め
『
黄
檗
山
内
清
規
』

七
章
を
著
し
た
。
そ
の
原
本
が
破
損
し
た
の
で
、
嶺
沖
元
漢
（?

～
一
七
四
〇
）
が
改
め
て
書
写
し
、
さ
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ら
に
「
遷
化
章
」
・
「
礼
法
章
」
の
二
章
を
加
え
て
計
九
章
立
て
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
名
称
も
『
黄

檗
山
小
清
規
』
（
『
黄
檗
小
清
規
』
）
と
改
め
ら
れ
た
（
四
）

。
本
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
が
あ
る
た

め
、
そ
の
名
称
を
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
（
以
下
、
『
山
内
清
規
』
と
略
す
）
に
統
一
す
る
。
こ
の

『
山
内
清
規
』
「
遷
化
章
」
で
は
、
東
堂
の
葬
儀
の
次
第
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
尾
崎
正
善
氏
は
、
こ
の

「
遷
化
章
」
を
も
含
む
九
章
本
『
山
内
清
規
』
の
諸
本
に
は
、
文
華
殿
本
・
山
本
本
・
龍
興
寺
本
・
龍
谷
大

学
蔵
本
な
ど
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
五
）

。
本
章
で
は
龍
谷
大
学
蔵
本
を
底
本
と
し
た
う
え
で
、
文
華

殿
本
・
山
本
本
を
も
参
照
し
つ
つ
、
東
堂
（
す
で
に
住
職
を
退
任
し
た
高
僧
）
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
も

考
察
す
る
。

三

『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
・
亡
僧
の
葬
送
儀
礼

三
―
一
―
一
住
持
葬
送
儀
礼
の
構
成

『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
関
連
儀
礼
の
具
体
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
、
中

国
の
『
禅
苑
清
規
』
『
勅
修
百
丈
清
規
』
と
比
較
し
つ
つ
、
『
黄
檗
清
規
』
が
中
国
禅
宗
の
葬
送
儀
礼
か

ら
何
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
な
が
ら
、
独
自
な
特
徴
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
通
時
的
に

考
察
す
る
。
始
め
に
、
三
本
の
清
規
の
住
持
遷
化
に
関
連
す
る
仏
事
を
お
お
ま
か
に
比
較
し
て
み
る
。

表
一

仏
事

『
禅
苑
清
規
』
は
①
入
龕
、
②
挙
龕
、
③
下
火
、
⑤
掛
真
（
土
葬
の
場
合
は
、
①
入
龕
、
②
起
龕
、
③

下
龕
、
④
撒
土
、
⑤
掛
真
）
と
い
う
次
第
で
あ
る
（
六
）

。
『
勅
修
百
丈
清
規
』
は
①
入
龕
、
②
移
龕
、
③

『禅苑清規』 『勅修百丈清規』 『黄檗清規』

①入龕 ①入龕 ①進龕

②移龕

③鎖龕

④掛真挙哀 ②掛真挙哀

⑤奠茶湯

⑥対霊小参

⑦奠茶湯

②挙龕 ⑧起龕 ③起龕

⑨掛真

⑩奠茶湯

③下火（下龕） ⑪秉炬（全身入塔） ④秉炬

④（撒土） ⑫安骨（撒土） ⑤安骨

⑬提衣

⑭起骨入塔 ⑥起龕進塔

⑤掛真 ⑮入祖堂 ⑦入祖堂
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鎖
龕
、
④
掛
真
挙
哀
、
⑤
奠
茶
湯
、
⑥
対
霊
小
参
、
⑦
奠
茶
湯
、
⑧
起
龕
、
⑨
掛
真
、
⑩
奠
茶
湯
、
⑪
秉

炬
（
全
身
入
塔
）
、
⑫
安
骨
（
撒
土
）
、
⑬
提
衣
、
⑭
起
骨
入
塔
、
⑮
入
祖
堂
と
い
う
次
第
で
あ
る
（
七
）
。

『
黄
檗
清
規
』
は
①
進
龕
、
②
掛
真
挙
哀
、
③
起
龕
、
④
秉
炬
、
⑤
安
骨
、
⑥
起
龕
進
塔
、
⑦
入
祖
堂
と

い
う
次
第
で
あ
る
。
（
八
）

『
禅
苑
清
規
』
に
お
い
て
住
持
の
葬
送
儀
礼
の
基
礎
が
規
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
勅

修
百
丈
清
規
』
は
そ
の
上
で
、
掛
真
挙
哀
、
奠
茶
湯
、
対
霊
小
参
、
提
衣
、
入
塔
な
ど
の
仏
事
を
新
た
に

組
み
込
ん
で
お
り
、
そ
の
結
果
、
儀
式
も
一
層
複
雑
化
し
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
『
黄
檗
清
規
』
の
場
合

は
、
仏
事
か
ら
見
る
と
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
見
る
煩
雑
さ
を
脱
し
、
か
え
っ
て
簡
略
な
『
禅
苑
清
規
』

へ
復
帰
し
た
傾
向
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
『
黄
檗
清
規
』
は
、

「
蓋
随
レ

時
随
レ

地
。
其
立
レ

法
有
レ

所
レ

不
レ

同
。
即
随
方
毘
尼
意
也
。
如
二

普
応
国
師
幻
住
清
規
一

。
亦
一

家
之
訓
。
非
下

与
二

天
下
叢
林
一

共
上
レ

之
」
（
九
）

と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
『
黄
檗
清

規
』
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
も
、
決
し
て
『
勅
修
百
丈
清
規
』
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
も
の
で
は
な
く
、
明

朝
禅
の
宗
風
や
儀
礼
を
伝
え
た
黄
檗
教
団
独
自
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
隠
元
の
師
の
費
隠
通
容
に
は
「
粛
二
‐

整
清
規
一

、
興
二
‐

復
古
制
一

」
（
一
〇
）

と
い
う
教
え
が
あ
る
た
め
、
隠
元
は
こ
の
よ
う
な
師
の
意
志
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

続
い
て
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
の
仏
事
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、

黄
檗
僧
の
「
末
後
事
実
」
を
語
録
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
「
黄
檗
第
二
代
紫
雲
老
和
尚

末
後
事
実
」
の
「
仏
事
附
」
を
見
て
み
よ
う
。

「
進
龕

天
徳
南
源
和
尚
」
「
封
龕

直
指
独
照
和
尚
」
「
掛
真

漢
松
独
吼
和
尚
」
「
起

龕
仏
国
高
泉
和
尚
（
如
今
放
下
緊
閉
二

霊
龕
一

。
全
身
不
レ

散
。
如
レ

入
二

那
伽
一

。
一
坐
四
十
九

日
。
広
説
二

無
生
妙
法
一

。
森
羅
万
象
）
」
「
進
塔

本
山
堂
頭
湛
和
尚
」
「
回
主
安
位

天

徳
南
源
和
尚
」
「
牌
位
進
祖
堂

本
山
堂
頭
湛
和
尚
」
（
一
一
）

住
持
た
る
木
庵
の
仏
事
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
仏
事
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

「
封
龕
」
「
回
主
安
位
」
の
二
仏
事
を
増
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
黄
檗
第
五
代
賜
紫
高
泉
和
尚
末
後
事
実
」

に
付
さ
れ
て
い
る
「
南
岳
悦
山
和
尚
仏
事
法
語
附
」
で
は
、
黄
檗
山
第
五
代
・
高
泉
が
南
岳
山
舎
利
寺
の

悦
山
道
宗
（
一
六
二
九
―
一
七
〇
九
）
に
仏
事
の
導
師
を
托
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
進
龕
、
鎖
龕
、
掛
真
、
起
龕
、
秉
炬
」
の
法
語
が
録
さ
れ
て
お
り
、
悦
山
が
独
り
で
こ
れ
ら
仏
事

を
執
り
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
一
二
）

。
こ
こ
で
も
『
黄
檗
清
規
』
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
仏
事
が
、

教
団
成
立
か
ら
既
に
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
た
高
泉
の
死
（
一
六
九
五
年
）
に
際
し
て
も
、
木
庵
の
場
合

と
同
様
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
―
一
―
二

住
持
遷
化
仏
事
の
特
徴

そ
れ
で
は
一
体
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
後
の
諸
儀
礼
に
見
る
特
徴
は
、
具
体
的
に
ど
の
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よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
当
夜
逮
夜
」

の
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
。

表
二

当
夜
逮
夜

葬
送
儀
礼
の
中
で
、
秉
炬
仏
事
は
重
要
な
仏
事
だ
と
言
え
る
が
、
当
夜
逮
夜
の
喪
礼
も
同
様
に
重
要
視

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
仏
教
が
始
ま
っ
て
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
長

阿
含
遊
行
経
』
で
は
、
釈
尊
が
滅
度
し
た
際
の
故
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

仏
般
涅
槃
已
。
時
諸
比
丘
悲
慟
殞
絶
自
投
二

於
地
一

。
宛
転
号
咷
不
レ

能
二

自
勝
一

。…
…

如
来

滅
度
何
其
駛
哉
。
世
尊
滅
度
何
其
疾
哉
。
大
法
淪
翳
何
其
速
哉
。
群
生
長
衰
世
間
眼
滅
。
時
諸

比
丘
竟
レ

夜
達
レ

暁
講
二

法
語
一

已
。
（
一
七
）

『黄檗清規』 『禅苑清規』 『勅修百丈清規』

住持

遷化

凡住持初示寂。就沐

浴浄髪。易二新浄衣

一。搭二僧伽梨一。加

趺就レ座。座前陳二

香花灯燭茶菓珍羞一

……夜燃二長明灯

一。伴夜坐禅或誦二

金剛経一。次日或第

三日将二進龕一。又

鳴レ鐘集レ衆作レ祭。

（一三）

如已坐化。置二方丈

中一。香花供養……

三日後入レ龕如二

亡僧法一。
（一四）

初示レ寂……小師侍者親隨人安二排洗浴

一。著衣淨髮入レ龕……喪司維那同二小師

一懐レ香詣二客位一拝二請主喪人一。大夜対

霊小参預設レ座。……小参下座。小師羅

拜致レ謝。首座領レ衆。龕前上香立定。

請二奠茶湯仏事一畢。山門維那念誦云

（略）。挙二大悲呪一畢。回向云（略）

畢山門知客挙二楞厳呪一（略）。次第一

一上祭。末挙二大悲呪一（回向同前）。

行仆参拝諷経畢。喪司行者喝云（略）

衆散。小師方丈行仆終夜守レ霊。（一五）

亡 僧

葬法

集レ衆念誦。是夜。

法事誦レ戒回向。来

日早晨。或斎後津

送。（一六）
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す
な
わ
ち
、
釈
尊
の
滅
度
に
際
し
、
諸
比
丘
は
「
悲
慟
殞
絶
自
投
二

於
地
一

。
宛
転
号
咷
不
レ

能
二

自
勝
一

」
、

つ
ま
り
、
悲
痛
の
極
ま
り
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
比
丘
は
悲
し
み
を
こ
ら
え
つ
つ
、

「
竟
レ

夜
達
レ

暁
講
二

法
語
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
釈
尊
の
生
前
の
教
え
に
則
っ
て
、
在
り
し
日

に
説
か
れ
た
釈
尊
の
法
語
に
よ
り
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
悲
哀
を
慰
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
釈
尊
の
教

え
を
守
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
釈
尊
へ
の
最
大
の
哀
悼
で
あ
る
と
悟
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。ま

た
、
『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
逮
夜
の
仏
事
は
「
如
二

亡
僧
法
一

」
と
さ
れ
、
死
者
が
住
持
で
あ
っ

た
場
合
で
も
、
一
般
亡
僧
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
「
念
誦
」
、
「
法

事
誦
レ

戒
回
向
」
で
あ
る
。
時
代
が
下
っ
て
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
で
は
「
対
霊
小
参
」
「
奠
茶
湯
仏
事
」

「
念
誦
」
な
ど
の
儀
礼
を
行
う
。
「
対
霊
小
参
」
は
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
に
始
ま
り
（
一
八
）

、
「
故

人
を
前
に
生
死
に
関
わ
る
問
答
を
す
る
禅
宗
の
儀
礼
で
あ
」
る
（
一
九
）

。
釈
尊
以
来
の
仏
法
を
連
続
的
に

伝
え
る
立
場
も
採
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
「
対
霊
小
参
」
を
継
承
し
て
お
ら
ず
、
「
伴
夜
坐
禅
或
誦
二

金
剛
経
一

」

と
い
う
方
法
で
、
哀
悼
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
誦
二

金
剛
経
一

」
は
『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
「
誦
レ

戒
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
『
普
応
国
師
幻
住
庵
清
規
』
（
中
峰
明
本
撰
、
一
三
一
七
年
）
の
「
津
送
」
の
項
で
は
、
「
留

レ

龕
至
二

第
三
日
一

。
…
…
至
レ

晩
念
誦
…
…
郷
人
上
祭
畢
。
大
衆
入
レ

坐
喫
レ

湯
。
誦
二

金
剛
弥
陀
等
経
一

。

表
二

伴
霊
之
礼
一

」
（
二
〇
）

と
あ
る
。
野
川
博
之
氏
は
、
『
黄
檗
清
規
』
が
「
大
綱
は
『
勅
規
』
か
ら
、
細

目
は
『
幻
住
』
か
ら
」
（
二
一
）

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
黄
檗
清
規
』
は
『
普
応
国
師
幻
住
庵
清
規
』
か

ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
現
段
階
で
は
ま
だ
断
言
で
き
な
い
が
、
類
似
性
は
確
か
に
認
め

ら
れ
る
。
「
伴
夜
坐
禅
」
と
い
う
黄
檗
宗
の
葬
儀
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
「
中
陰
供
養
」
に
お

け
る
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
共
に
考
察
す
る
。

さ
ら
に
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
加
趺
就
レ

座
」
の
事
例
に
つ
い
て
、
黄
檗
僧
の
臨
終
記
録
で
見
て

み
よ
う
。
ま
ず
、
「
黄
檗
開
山
隠
元
老
和
尚
末
後
事
実
」
で
は
、

…
…

趺
坐
良
久…

…

請
レ

書
二

遺
偈
一…

…

置
レ

筆
閉
レ

目
而
坐
。
適
端
山
与
石
二
居
士
特
来
問

安
。
師
挙
レ

目
顧
視
。
士
既
退
。
師
即
泊
然
而
逝
。
（
二
二
）

と
あ
る
。
次
に
、
「
黄
檗
第
二
代
紫
雲
老
和
尚
末
後
事
実
」
で
は
、

師
顧
二

左
右
一

。
怡
然
而
逝…

…

宗
等
扶
二

真
身
一

趺
二

坐
正
位
一

。
令
二
レ

人
瞻
礼
一

。
（
二
三
）

と
あ
る
。
ま
た
、
初
期
黄
檗
宗
の
重
要
人
物
で
あ
る
即
非
如
一
の
臨
終
記
録
で
あ
る
「
寿
山
本
師
即
和

尚
末
後
事
実
」
で
は
、
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正
午
令
二

雲
柏
扶
起
一

。
趺
坐
香
半
炷
間
。
泊
然
而
逝
。
（
二
四
）

と
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
隠
元
も
即
非
も
「
趺
坐
」
で
示
寂
し
て
い
る
。
禅
僧
は
古
く
か
ら
「
坐
脱

立
亡
」
を
理
想
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
木
庵
が
示
寂
後
、
「
宗
等
扶
二

真
身
一

趺
二

坐
正
位
一

」
と
あ
る

よ
う
に
、
実
際
に
趺
坐
し
て
亡
く
な
っ
た
か
は
不
明
な
場
合
に
、
弟
子
が
坐
禅
を
組
ま
せ
た
事
例
も
見
ら

れ
る
。
ま
た
高
泉
性
潡
の
葬
儀
で
、
「
南
岳
悦
山
和
尚
仏
事
法
語
附
」
の
「
起
龕
」
法
語
で
は
、

既
撒
レ

手
証
二

入
涅
槃
一

。
已
経
二

三
日
一

宴
坐
。
請
二

和
尚
一

且
出
二

方
丈
一

。
何
妨
数
歩
閑
行
。

（
二
五
）

と
あ
る
。
「
宴
坐
」
は
坐
禅
の
こ
と
で
、
「
三
日
宴
坐
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
『
黄
檗
清
規
』
の
通
り
に
、

三
日
後
入
龕
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
中
陰
供
養
を
対
象
と
し
て
、
『
黄
檗
清
規
』
に
見
る
葬
送
儀
礼
上
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

表
三

中
陰
供
養

『黄檗清規』 『禅苑清規』 『勅修百丈清規』

毎日二時上二粥飯一。

三時諷誦。七七日中。

法嗣小師等。伴レ龕坐

禅。終七日設レ祭撒レ

霊。即日入祖堂或至二

百日一。或待二新住持

一。随レ時而行。（二六）

知事·頭首·孝子等。

早暮赴二真前一焼

香。及斎粥二時随レ

衆供養。候二新住持

人一入院。有レ日則

移入二真堂一。
（二七）

掛レ真供養諷経。二時上二

粥飯一。三時上二茶湯一。

或十日半月。大衆諷経霊

骨入塔則止。

（全身入塔）毎日三時上

二茶湯一集レ衆諷経。俟下

迎二牌位一入二祖堂一則

止。或待二新住持至一。方

入二祖堂一有二仏事一。
（二

八）
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中
陰
供
養
は
『
禅
苑
清
規
』
を
そ
の
起
源
と
し
て
お
り
、
「
斎
粥
二
時
随
レ

衆
供
養
」
を
主
た
る
内
容

と
し
て
い
る
。
時
代
が
下
っ
て
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
で
は
、
「
二
時
上
二

粥
飯
一

」
を
継
承
し
つ
つ
、

「
三
時
上
二

茶
湯
一

」
「
諷
経
」
を
新
た
に
付
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
黄
檗
清
規
』
に
あ
っ
て
は
、
「
七

七
日
中
。
法
嗣
小
師
等
。
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
い
う
、
こ
れ
ら
先
行
二
清
規
（
『
禅
苑
』
『
勅
修
』
）
に
は

な
い
独
自
の
儀
式
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
確
認
し
て
見
た
い
。

ま
ず
「
普
照
国
師
年
譜
」
の
「
十
三
年
癸
丑
」
の
条
で
は
、
隠
元
の
最
後
が
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て

い
る
。

師
挙
レ

目
顧
視
已
。
泊
然
長
逝
。
実
寛
文
癸
丑
四
月
初
三
日
未
時
也
。
留
レ

身
三
日
。
容
色

如
レ

生…
…

三
日
後
鎖
龕
。
百
日
内
諸
弟
子
伴
レ

龕
坐
禅
。
二
時
諷
誦
上
レ

供
。
以
酬
二

慈
陰
一

。

遵
二

治
命
一

。
停
レ

龕
三
年
。
乃
於
二

延
宝
乙
卯
夏
四
月
三
日
一

。
当
二

大
祥
之
期
一

。
備
二

法
杖
一

。

奉
レ

龕
入
レ

塔
。
（
二
九
）

ま
た
、
「
木
庵
和
尚
年
譜
」
の
「
延
宝
元
年
癸
丑
」
の
条
で
も
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

開
山
老
和
尚
示
寂
。
師
有
二

進
龕
封
龕
掛
真
挙
哀
法
語
一

。
就
レ

地
寝
者
百
日
。
昼
夜
伴
レ

龕

坐
禅
。
二
時
諷
誦
上
レ

供
。
逢
七
放
レ

生
。
以
酬
二

慈
䕃
一

。
百
日
已
周
。
送
レ

龕
上
二

塔
亭
一

。

然
後
帰
二

寝
室
一

。
以
受
二

衲
子
之
礼
一

。
（
三
〇
）

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
隠
元
の
中
陰
供
養
に
際
し
て
の
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
は
、
跡
を
継
い
だ
木
庵
及
び

諸
弟
子
に
よ
っ
て
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
一
体
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
は
ど
こ
に
由
来
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
南
明
永
暦

六
（
一
六
五
二
）
年
、
隠
元
が
編
纂
し
た
『
黄
檗
山
寺
志
』
巻
三
で
は
、
「
密
雲
悟
禅
師
」
の
項
に
、
次

の
よ
う
な
記
録
を
掲
げ
て
い
る
。

一
日
。
公
集
レ

衆
陞
レ

座
。
付
二

師
衣
拂
一

。
師
辞
不
レ

受
。
公
曰
。
汝
何
意
思
。
師
云
。
直
待

二

和
尚
天
年
一

。
守
レ

塔
三
載
。
然
後
可
レ

行
則
行
。
当
レ

止
則
止
。…

…

万
歴
甲
寅
春
二
月
十

有
二
日
。
伝
公
入
滅
。
師
伴
レ

龕
三
年
。
（
三
一

）

こ
こ
に
い
う
師
と
は
密
雲
円
悟
の
こ
と
で
、
伝
公
と
は
「
幻
有
伝
公
」
、
す
な
わ
ち
密
雲
円
悟
の
本
師
・

幻
有
正
伝
を
指
す
。
前
出
の
項
で
は
、
密
雲
が
幻
有
の
も
と
で
出
家
し
た
経
緯
を
、
「
父
送
二

之
龍
池
一

上
二

禹
門
禅
院
一

。
投
二

幻
有
伝
公
一

出
家
」
（
三
二
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
密
雲
は
、
隠
元
の
本
師
・
費
隠
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通
容
の
師
で
あ
り
、
隠
元
か
ら
見
れ
ば
師
翁
（
法
系
上
の
祖
父
）
に
当
た
る
。

こ
の
記
録
で
は
、
「
付
二

師
衣
拂
一

」
と
は
「
師
に
衣
（
袈
裟
）
・
拂
（
拂
子
）
を
付
す
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
仏
法
を
付
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
読
み
込
ん
で
、
密
雲

が
後
継
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
住
持
の
座
も
譲
ら
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
「
守
レ

塔
三
載
」
以
降
の
文
章
は
、
「
然
後
可
レ

行
則
行
。
当
レ

止
則
止
」
と
は
、
ど
こ
か
別
の

場
所
へ
行
く
か
、
こ
こ
で
止
ま
る
（
住
持
と
な
る
）
か
、
そ
の
時
に
考
え
る
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。
こ

こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
と
に
か
く
師
の
塔
（
墓
）
の
近
く
に
三
年
間
留
ま
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
中
国
に

お
け
る
儒
教
的
伝
統
た
る
「
孝
」
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
習
わ
し
を
隠
元
も
受
け
継
い
で
、

「
伴
レ

龕
坐
禅
」
を
実
践
し
た
わ
け
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
頃
中
国
で
行
わ
れ
て
い
た
「
伴
レ

龕
」
と

い
う
「
孝
」
観
念
の
表
出
を
、
葬
儀
法
に
採
り
入
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
隠
元
の
「
黄
檗
開
山
隠
元
老
和
尚
末
後
事
実
」
で
は
、

師
命
啓
レ

龕
。
燕
二

坐
龕
中
一

。
嘱
云
。
老
僧
他
日
帰
後
停
レ

龕
。
俟
二

三
年
後
一

移
レ

龕
進
レ

塔
。
（
三
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
隠
元
自
身
の
遺
言
に
も
、
「
俟
二

三
年
後
一

移
レ

龕
進
レ

塔
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
師
翁
・

密
雲
の
「
師
伴
レ

龕
三
年
」
か
ら
の
影
響
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
当
夜
逮
夜

や
中
陰
供
養
も
ま
た
、
「
伴
夜
坐
禅
」
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
あ
る
点
に
関
し
て
は
、
密
雲
の
事
例
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
密
雲
の
事
例
で
、
「
守
レ

塔
三
載
」
は
一
般
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る

表
現
に
対
し
て
、
「
伴
レ

龕
三
年
」
は
珍
し
い
表
現
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
坐
禅
」
で
伴
龕
す
る
か

ど
う
か
、
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
確
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
隠
元
及
び
黄
檗
宗
の
場
合
は
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
で
、
「
坐
禅
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
坐
禅
」
は
明
ら
か
に
黄
檗
宗
の
葬
儀
の
特
徴
で
あ
る
。

坐
禅
重
視
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
隠
元
の
禅
に
対
す
る
主
張
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は

後
述
す
る
亡
僧
の
葬
儀
の
特
徴
と
対
比
的
に
考
察
す
る
。

三
―
一
―
三

住
持
遷
化
仏
事
の
読
誦
経
典

次
に
、
「
誦
経
」
と
い
う
面
か
ら
『
黄
檗
清
規
』
の
住
持
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
を
考
察
し
て
み
る
。
黄

檗
宗
の
住
持
遷
化
の
場
合
、
「
楞
厳
呪
」
の
念
誦
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
進
龕
仏
事
」
「
祭
日

儀
軌
」
「
秉
炬
仏
事
」
「
入
祖
堂
」
と
い
う
よ
う
に
計
四
ヶ
所
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
大
悲
呪
」
は
１
ヶ

所
し
か
な
い
。
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
の
葬
儀
で
は
、
「
楞
厳
呪
」
の
念
誦
が
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
楞
厳
呪
」
は
、
宋
代
以
降
の
中
国
禅
宗
に
あ
っ
て
は
盛

ん
に
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
叢
林
の
諸
行
事
に
お
い
て
も
、
「
大
悲
呪
」
と
並
ん
で
通
常
頻

繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
「
尊
宿
遷
化
」
で
は
、
「
楞

厳
呪
」
が
四
ヶ
所
、
「
大
悲
呪
」
が
五
ヶ
所
あ
る
。

こ
こ
で
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
の
葬
儀
に
お
い
て
「
楞
厳
呪
」
の
念
誦
が
重
視
さ
れ
て
い
る
理
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由
を
、
同
『
清
規
』
「
諷
誦
章
」
の
記
述
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
禅
林
課
誦
』
に
よ
る
と
、
朝
課
の
祖
型
に
お
い
て
、
最
初
は
①
大
仏
頂
首
楞
厳
呪
②
千
手
千
眼
無
礙

大
悲
陀
羅
尼
と
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
「
楞
厳
呪
」
も
「
大
悲
呪
」
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

十
年
後
の
寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
に
編
修
さ
れ
た
『
黄
檗
清
規
』
「
諷
誦
章
」
の
記
述
で
は
、
「
早

堂
誦
二

楞
厳
呪
心
経
一

。
繞
仏
繞
畢
。
跪
念
二

怡
山
願
文
一

。
或
華
厳
願
文…

…

」
（
三
四
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、

早
堂
（
朝
課
）
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
楞
厳
呪
」
と
『
般
若
心
経
』
と
が
読
誦
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
黄
檗
清
規
』
所
定
の
朝
課
に
あ
っ
て
は
、
「
大
悲
呪
」
の
念
誦
が
削
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
諷

誦
内
容
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
引
き
続
き
考
察
を
加
え
た

い
。ま

た
『
黄
檗
清
規
』
「
諷
誦
章
」
所
収
の
「
小
菴
早
晩
諷
誦
」
の
項
で
は
、
「
菴
居
衆
少
課
誦
不
レ

能

二

如
法
一

。
早
間
念
二

大
悲
呪
心
経
一…

…

」
（
三
五
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
見
る
と
、
黄
檗
宗

の
僧
侶
の
平
日
の
早
堂
の
諷
誦
は
「
楞
厳
呪
」
を
主
眼
と
し
て
い
る
が
、
菴
居
の
よ
う
な
住
僧
の
少
な
い

場
合
に
は
「
大
悲
呪
」
を
念
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
「
楞
厳

呪
」
と
「
大
悲
呪
」
が
叢
林
の
大
小
や
そ
こ
に
住
ま
う
大
衆
の
多
寡
で
区
別
さ
れ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
た
だ
、
「
楞
厳
呪
」
は
終
始
重
視
さ
れ
て
お
り
、
正
式
の
、
盛
大
に
行
う
べ
き
場
合
に
念

じ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
葬
儀
に
戻
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
般
の
亡
僧
の
葬
儀
で
は
、
「
大
悲

呪
」
の
み
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
住
持
の
葬
儀
に
お
け
る
「
楞
厳
呪
」
重
視
と
対
照
的
で
あ
り
、
こ
れ

も
「
楞
厳
呪
」
と
「
大
悲
呪
」
と
が
状
況
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
言
え
る
。

「
楞
厳
呪
」
が
正
式
な
場
面
で
、
と
り
わ
け
住
持
の
葬
儀
に
お
け
る
音
声
面
で
の
荘
厳
の
た
め
に
唱
え
ら

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
楞
厳
呪
」
を
載
せ
た
『
楞
厳
経
』
は
深
遠
な
仏
教
思
想
を
盛
り
込
ん
で
、
一
度
偽
経
と

見
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
宋
代
以
降
は
禅
宗
の
読
誦
経
典
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
た
。
更
に

は
儒
教
な
ど
の
思
想
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た(

三
六)

。
こ
の
『
楞
厳
経
』
で
主
張
さ

れ
た
実
践
修
行
と
し
て
は
、
「
摂
心
為
レ

戒
。
因
レ

戒
生
レ

定
。
因
レ

定
発
レ

慧
」
（
三
七
）

と
い
う
戒
定
慧
の

三
学
を
基
本
的
な
立
場
と
し
て
、
戒
律
を
重
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
隠
元
ら
は
深
い
共
感
を
持
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
『
黄
檗
清
規
』
の
「
梵
行
章
」
に
も
、
同
じ
く
戒
律
厳
守
の
主
張
の
内
容
が
書
い
て
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
若
不
レ

持
レ

戒
無
レ

由
レ

得
レ

定
。
若
不
レ

得
レ

定
無
レ

由
レ

発
レ

慧
。
戒
定
慧
不
レ

具
。
則
貪
嗔
癡

日
長
」
（
三
八
）

と
あ
っ
て
、
「
楞
厳
呪
」
を
重
視
す
る
理
由
は
、
こ
う
し
た
戒
重
視
と
い
う
点
か
ら
も
推

測
さ
れ
よ
う
。

三
―
一
―
四

住
持
遷
化
仏
事
の
孝
服

更
に
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
孝
服
の
規
定
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
『
勅
修
百

丈
清
規
』
で
は
、
参
列
者
の
身
分
や
、
亡
く
な
っ
た
住
持
と
の
親
疎
関
係
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
孝

服
を
着
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
掛
真
挙
哀
仏
事
を
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行
う
に
際
し
、
「
法
嗣
小
師
侍
者
著
二

素
服
青
袈
裟
一

。
不
三

必
披
レ

麻
帯
レ

白
。
違
二

仏
制
一

」
（
三
九
）

と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
「
披
レ

麻
帯
レ

白
」
と
は
、
も
と
も
と
儒
教
の
孝
服
で
あ
り
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に

あ
っ
て
は
そ
の
実
行
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
か
え
っ
て
こ
の
儒
教
的

な
要
素
を
減
じ
、
む
し
ろ
仏
教
本
来
の
服
装
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
福

厳
費
隠
容
禅
師
紀
年
録
」
と
い
う
費
隠
通
容
の
年
譜
で
は
、
費
隠
の
末
期
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

按
師
遺
嘱
云
。
老
僧
死
後
不
レ

可
下

出
二

訃
音
一

及
受
中

諸
方
弔
奠
上

即
従
火
化…

…

又
不
レ

可
下

開
レ

喪
。
立
二

神
位
一

。
被
レ

麻
戴
レ

白
。
以
破
中

仏
制
上

。
云
云
。
（
四
〇
）

ま
た
、
木
庵
の
最
期
を
記
録
し
た
「
黄
檗
第
二
代
紫
雲
老
和
尚
末
後
事
実
」
で
も
、
同
じ
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

又
嘱
二

法
子
孫
等
一

。
毋
レ

得
三

披
レ

麻
戴
レ

白
。
以
違
二

仏
制
一

。
各
各
留
二

念
法
門
一

。
撐
二

持

法
道
一

。
是
老
僧
之
至
望
也
。
（
四
一
）

こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
孝
服
に
つ
い
て
、
隠
元
の
本
師
・
費
隠
通
容
は
遺
嘱

の
中
で
明
白
に
孝
服
を
用
い
な
い
よ
う
命
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
隠
元
の
弟
子
た
る
木
庵

（
費
隠
か
ら
見
れ
ば
孫
弟
子
）
も
ま
た
遺
言
の
中
で
、
こ
う
し
た
思
想
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。

三
―
二
―
一

亡
僧
葬
儀
儀
礼
の
構
成

住
持
の
葬
儀
と
比
べ
て
、
一
般
の
亡
僧
の
葬
儀
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
亡
僧
の
仏
事
に
つ
い
て
は
、

①
起
龕
、
②
荼
毘
、
③
唱
衣
、
④
起
骨
入
搭
と
い
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

次
の
表
で
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
亡
僧
の
起
龕
前
に
お
け
る
葬
送
次
第
を
『
禅
苑
清
規
』
『
普
応

国
師
幻
住
庵
清
規
』
『
勅
修
百
丈
清
規
』
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
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表
四

亡
僧
の
葬
儀

表
四
か
ら
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
亡
僧
の
起
龕
前
の
衣
単
道
具
の
査
収
、
結
跏
入
龕
、
無
常
偈
を

書
く
こ
と
等
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
『
禅
苑
清
規
』
の
亡
僧
の
葬
儀
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
「
著
二

浄
衣
一

。
（
只
用
二

短
衫
一
件
。
中
衣
一
件
。
褊
衫
一
件
一

。
尋
常
数
珠
一
串
。
掛
絡

一
頂
）
」
と
い
う
点
は
『
普
応
国
師
幻
住
庵
清
規
』
の
亡
僧
の
葬
儀
を
参
考
と
し
つ
つ
、
「
掛
二

送
亡
牌

一

」
は
『
勅
修
百
丈
清
規
』
の
亡
僧
の
葬
儀
を
も
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
起
龕
仏
事
、
荼
毘
仏
事
、
唱
衣
仏
事
、
入
塔
仏
事
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
儀
礼
を
終

え
て
後
、
法
眷
・
故
旧
等
が
方
丈
へ
赴
き
、
葬
儀
を
執
り
行
っ
た
堂
頭
・首
座
・
大
衆
ら
へ
感
謝
す
る
の
で

あ
る
。
亡
僧
の
仏
事
は
住
持
の
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

『黄檗清規』 『禅苑清規』 『幻住庵清規』 『勅修百丈清規』

凡僧衆将二円寂一。看病人同

二知事一。代査二収衣単道具

一。対二病人前一。一一登レ薄。

以便二估唱一。既寂之後。即

為沐浴浄髪著二浄衣一。（只

用二短衫一件。中衣一件。

褊衫一件。尋常数珠一串。

掛絡一頂一。）結跏入龕前。

設二霊几香燈茶菓一。剪二紙

旛四首一。書二無常偈一云。

諸行無常是生滅法生滅滅

已寂滅為楽。請二堂頭一起龕

下火。直歳令三行人備二乾柴

火把一。掛二送亡牌一。事訖

鳴レ鼓集レ衆。（四二）

如僧人病勢稍困。堂

主計二会維那·監院·首

座·藏主·書記·知客一。

同共抄二劄口辞一。收二

祠部并衣物一入堂司

收掌。首座封押并收二

掌鑰匙一。知事申レ官。

如加二病勢一。即再申二

困重一。如已遷化。又

申レ官乞レ行二殯送一。

三日内繳二納祠部或

紫衣·師号牒一。亡僧

初化。即澡浴梯頭披二

掛子一。坐二桶内一以レ

龕貯レ之。置二延壽堂

一前。設二香火一供養。

并剪二造白幡一書二無

常偈一。
（四三）

亡僧或自能沐浴更レ衣。

坐脱即与入レ龕供養。其

病重或不レ能二自了一者。

須上待二其氣絶一。令レ焼レ

湯報二首座郷人一。与レ之

沐浴著上レ衣。著レ衣之

法。無レ問二有無一冬夏。

但旧布中衣一腰。浴裙一

腰。旧襪一雙。上則旧布

衫一領。旧布直裰一箇。

掛絡一頂。尋常数珠一

串。就剃二鬚髮一。整頓入

レ龕。（中略）。既入龕

竟。即与鋪設。剪二大紙

幡四首一。書二無常偈一

云。諸行無常是生滅法。

生滅滅已寂滅為レ楽。掛二

於龕側一。
（四四）

凡出喪庫司預分二

付監作行者一。辦レ

柴化レ亡。差二撥行

僕一。鐃鈸鼓樂幡花

香燭擡龕喪儀一切

齊備。堂司行者隔

宿覆二住持両序一。

掛二送亡牌一。
（四五）
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三
―
二
―
二

亡
僧
葬
送
儀
礼
の
諷
経

と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
点
は
、
誦
経
に
つ
い
て
で
あ
る
。
亡
僧
の
仏
事
に
お
け
る
誦
経
は
、
具
体
的
に

は
以
下
の
三
ヶ
所
で
あ
る
。
①
荼
毘
「
維
那
挙
二

念
仏
縁
起
一

。
鳴
二

鼓
鈸
一

。
衆
随
レ

声
称
念
送
至
二

涅
槃

台
一

。
誦
二

弥
陀
経
往
生
呪
一

。
回
向
云
」
（
四
六
）

、
②
中
陰
供
養
「
即
日
晩
課
繞
仏
時
。
詣
二

霊
前
一

。
念
二

大
悲
呪
心
経
往
生
呪
無
常
偈
一

。
回
向
。
無
レ

論
二

親
疎
一

。
至
二

一
七
一

而
止
」
（
四
七
）

、
③
入
搭
仏
事
「
堂

頭
挙
二

入
塔
仏
事
一

。
衆
念
二

大
悲
呪
心
経
往
生
呪
一

。
維
那
回
向
云
」
（
四
八
）

。

『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
の
誦
経
が
「
楞
厳
呪
」
を
重
視
し
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
、
亡
僧
の
場

合
は
、
「
楞
厳
呪
」
で
は
な
く
、
「
大
悲
呪
」
を
誦
し
て
い
る
。
「
楞
厳
呪
」
と
「
大
悲
呪
」
が
区
別
さ

れ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
。
亡
僧
の
葬
儀
は
小
規
模
で
、
「
大
悲
呪
」
が
唱
え

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
大
悲
呪
」
を
載
せ
た
『
千
手
経
』
に
は
、
「
世
尊
若
諸
人
天
。
誦
二

‐
持
大
悲
章
句
一

者
。
臨
二

命
終

一

時
。
十
方
諸
仏
皆
来
授
レ

手
。
欲
レ

生
二

何
等
仏
上
（
土
？
）
一

。
随
レ

願
皆
得
二

往
生
一

」
（
四
九
）

と
し
て
、

「
大
悲
呪
」
の
読
誦
に
よ
り
、
浄
土
へ
の
往
生
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
亡
僧
の
葬
儀
で
、

「
大
悲
呪
」
が
読
誦
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
上
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

亡
僧
の
葬
儀
で
、
「
大
悲
呪
」
以
外
、
『
阿
弥
陀
経
』
「
往
生
呪
」
も
誦
さ
れ
て
い
る
。
亡
僧
の
場
合
は

阿
弥
陀
信
仰
が
比
較
的
濃
厚
で
、
亡
僧
の
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

住
持
の
葬
儀
で
坐
禅
重
視
、
「
形
の
上
で
は
阿
弥
陀
信
仰
が
薄
ら
い
で
い
る
」
（
五
〇
）(

成
河
峰
雄
氏)

の
に
対
し
て
、
亡
僧
の
葬
儀
が
阿
弥
陀
信
仰
に
近
づ
い
て
い
る
の
は
、
亡
僧
が
一
般
に
修
行
未
了
で
亡
く

な
っ
た
僧
侶
だ
と
さ
れ
る
た
め
、
既
に
修
行
を
終
え
た
尊
宿
と
は
対
照
的
に
、
ま
だ
、
こ
の
迷
い
の
世
界

を
流
転
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
阿
弥
陀
信
仰
を
用
い
た
、
と
推
測
で
き
よ
う
。
も
う
一
つ
の
理
由
は

次
の
よ
う
に
、
隠
元
の
思
想
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

来
札
謂
。
老
僧
座
下
無
二

賢
愚
利
鈍
一

。
只
管
教
下

人
向
二

靜
処
一

做
中

工
夫
上

。
従
レ

古
祖
師
。

不
二

是
不
一
レ

教
二

人
坐
禅
一

。
只
是
応
レ

病
与
レ

薬
而
已
。
実
無
下

恁
麼
指
二

示
人
一

処
上

。
禅
師
胡

為
只
管
教
二

人
坐
禅
一

。
（
略
）
安
得
下

不
レ

受
二

法
薬
一

而
療
中

此
生
死
之
大
病
上

哉
。
如
生
死
未

レ

透
。
工
夫
未
レ

圓
。
聞
下

一
等
野
狐
精
效
二

古
人
一

説
中

個
禅
不
レ

須
レ

参
。
道
不
レ

須
レ

会…
…

到
処
魔
二

魅
人
家
男
女
一

。
自
招
二

拔
舌
犁
耕
一

。
殆
不
レ

可
レ

救
也…

…

老
僧
自
三

東
来
二

此
土
一

。

迄
レ

今
十
載
。
専
行
二

済
北
之
道
一

。
奈
何
時
輩
根
劣
気
微
。
無
二

能
担
荷
一

。
至
レ

不
レ

得
レ

已
。

亦
教
二

人
念
仏
一

。
正
応
レ

病
与
レ

薬
之
意
也
。
誰
謂
レ

不
レ

宜
。
不
レ

見
古
人
云
。
或
参
禅
了
二

悟
自
心
一

。
或
念
仏
求
二

生
淨
土
一

。
為
レ

善
不
レ

同
。
同
帰
二

于
治
一

。
（
五
一
）

こ
の
書
簡
体
法
語
で
は
、
「
只
管
教
下

人
向
二

靜
処
一

做
中

工
夫
上

」
「
只
管
教
二

人
坐
禅
一

」
と
あ
る
よ

う
に
、
隠
元
に
と
っ
て
、
坐
禅
こ
そ
が
そ
の
修
行
体
系
に
あ
っ
て
は
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

隠
元
は
さ
ら
に
筆
を
進
め
て
、
参
禅
の
目
的
と
は
「
療
中

此
生
死
之
大
病
上

」
で
あ
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
も
し
も
修
行
者
の
側
が
「
生
死
未
レ

透
…
…
殆
不
レ

可
レ

救
也
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
生
死
と
は
大
病
に
も
比
す
べ
き
一
大
事
で
あ
り
、
参
禅
と
は
こ
の
大
病
を
治
す
た
め
の
秘
術
な

の
で
あ
る
。
た
だ
、
生
死
の
大
病
は
そ
れ
を
徹
底
的
に
治
さ
な
い
限
り
、
す
な
わ
ち
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底

的
に
参
禅
し
な
い
限
り
、
そ
の
修
行
者
を
救
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
修
行
者
は
参
禅
を
通
じ
て
明
心
見
性

（
い
わ
ゆ
る
開
悟
）
を
遂
げ
、
生
死
を
参
悟
し
つ
つ
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
は
、
隠
元
が
そ
の
語
録
の
随

所
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
主
張
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
奈
何
時
輩
根
劣
気
微
。
無
二

能
担
荷

一

。
至
レ

不
レ

得
レ

已
。
亦
教
二

人
念
仏
一

。
正
応
レ

病
与
レ

薬
之
意
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
を
称
え
る
よ

う
に
勧
め
る
の
は
参
禅
を
徹
底
し
得
な
い
人
々
に
対
し
て
の
方
便
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
な

が
ら
医
師
が
患
者
の
病
に
応
じ
て
薬
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

住
持
は
生
死
を
超
越
し
た
大
悟
の
師
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
死
に
際
し
て
は
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
と

い
う
儀
式
を
通
じ
、
遺
さ
れ
た
弟
子
た
ち
が
改
め
て
生
死
を
参
悟
し
つ
つ
、
亡
き
師
の
教
え
を
守
り
、
こ

れ
を
継
承
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
亡
き
師
へ
の
最
大
の
哀
悼
で
あ
り
、
恩
を
し
の

ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
の
亡
僧
の
場
合
は
、
慈
悲
の
方
便
を
用
い
て
、
い
か
な
る

水
準
の
衆
生
を
も
救
う
も
の
と
さ
れ
る
。

四

『
山
内
清
規
』
に
お
け
る
東
堂
の
葬
儀

ま
ず
「
東
堂
」
と
は
、
退
任
し
た
住
持
の
こ
と
で
あ
る
。
京
都
萬
福
寺
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、

住
持
だ
っ
た
僧
侶
は
退
任
後
、
萬
福
寺
の
境
内
地
の
周
辺
に
塔
頭
寺
院
を
作
っ
て
住
ん
で
い
た
。
平
久
保

章
氏
は
「
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
松
隠
堂
に
退
隠
し
て
か
ら
同
一
二
年
『
黄
檗
清
規
』
が
制
定
さ
れ
る

ま
で
の
前
後
九
年
間
に
お
け
る
、
黄
檗
山
の
塔
頭
、
檗
派
寺
院
の
発
展
状
況
を
一
暼
す
る
と
、
ま
ず
塔
頭

で
は
華
蔵
院
・
法
苑
院
（
略
）
が
建
て
ら
れ
（
略
）
、
隠
元
の
住
山
中
に
建
て
ら
れ
た
東
林
院
・
松
隠
堂
と

合
わ
せ
て
、
十
三
塔
頭
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
五
二
）

と
述
べ
て
い
る
。
塔
頭
が
増
え
た
た
め
か
、

『
山
内
清
規
』
「
遷
化
章
」
は
『
黄
檗
清
規
』
「
遷
化
章
」
に
お
け
る
住
持
や
亡
僧
の
葬
儀
を
補
い
、
東

堂
和
尚
の
葬
儀
を
具
体
的
に
規
定
す
る
た
め
に
編
集
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
お
よ
そ

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
示
寂
、
②
鎖
龕
、
③
出
喪
三
日
前
、
④
出
喪
前
日
、
⑤
出
喪
・起
龕
・
荼
毘
、
⑥
安
骨
仏
事
、
⑦
中
陰

供
養
、
⑧
雑
纂

鎖
龕
仏
事
は
、
『
黄
檗
清
規
』
『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
住
持
・
亡
僧
の
葬
儀
に
と
も
に
見
当
た
ら
な

い
。
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
お
い
て
す
ら
、
「
移
龕
就
二

法
堂
一

鎖
龕
已
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
具

体
的
な
式
次
第
を
認
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
山
内
清
規
』
で
は
、
鎖
龕
仏
事
に
つ
い
て
詳
し
く
規
定
さ

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
黄
檗
宗
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
堂
頭
が
鎖
龕
仏
事
で
導
師
を
務
め
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
維
那
が
「
挙
二

真
香
賛
一

。
大
悲
呪
心
経
了
。
念
二

那
伽
賛
一

」
に
お
い
て
、
「
真

香
賛
」
「
那
伽
賛
」
を
念
ず
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
真
香
賛
」
は
「
香
讃
」
の
こ
と
で
、

「
那
伽
賛
」
は
「
結
讃
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
香
讃
」
や
「
結
讃
」
に
関
し
て
、
木
村
得
玄
氏
は
、
「
黄
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檗
宗
の
儀
式
に
は
香
讃
と
結
讃
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
香
讃
は
通
常
香
を
焚
い
て
道
場
を
浄
め
る
経
典
で
、

儀
式
の
初
め
に
読
誦
し
、
次
に
法
要
の
主
旨
に
沿
っ
た
経
典
（
大
悲
呪
、
楞
厳
呪
、
観
音
経
な
ど
）
を
読

誦
し
、
終
わ
り
に
結
讃
を
読
誦
す
る
」
（
五
三
）

と
述
べ
て
い
る
。
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
の

「
進
龕
」
や
「
祭
日
儀
軌
」
の
時
、
「
結
讃
」
を
読
誦
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
香
讃
」

が
唱
え
ら
れ
て
い
な
い
。
結
讃
に
関
し
て
、
成
河
峰
雄
氏
は
「
結
讃
は
『
檗
規
』
が
清
規
に
お
い
て
初
出

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
」
（
五
四
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
『
山
内
清
規
』
で
は
、
「
香
讃
」
も
「
結
讃
」

も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
念
誦
内
容
上
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

「
香
讃
」
や
「
結
讃
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
中
国
・
日
本
を
通
じ
ま
だ
少
な
い
。
「
香
讃
」
の
研
究

の
先
駆
者
の
福
井
文
雅
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
香
讃
と
は
「
仏
前
に
燻
ら
す
お
香
の
功
徳
を
讃
え
る
唄
で

あ
る
」
（
五
五
）

。
狭
義
の
香
讃
と
広
義
の
香
讃
と
の
二
種
が
あ
る
。
広
義
の
香
讃
は
香
の
功
徳
を
讃
え
る

詩
文
や
偈
文
で
あ
る
。
中
国
に
も
日
本
に
も
、
唐
代
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
狭

義
の
香
讃
は
漢
詩
で
は
な
く
、
偈
文
で
も
な
く
、
中
国
の
「
漢
文
、
唐
詩
、
宋
詞
、
元
曲
」
の
中
の
「
詞
」

を
起
源
と
し
て
お
り
、
唐
代
文
献
に
も
見
ら
れ
ず
、
明
代
の
詞
に
由
来
し
て
い
る
。
中
国
大
陸
だ
け
で
な

く
、
台
湾
、
東
南
ア
ジ
ア
等
々
の
漢
民
族
の
仏
教
寺
院
で
は
、
儀
式
の
冒
頭
に
唱
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い

の
に
対
し
て
、
日
本
仏
教
に
は
無
い
し
、
そ
れ
を
唱
え
る
儀
礼
も
無
い
。
こ
の
狭
義
の
香
讃
の
有
無
は
中

国
仏
教
儀
礼
と
日
本
仏
教
儀
礼
を
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
一
大
特
徴
で
あ
る
。
中
国
の
明
代
以
後
の
仏

教
は
唐
宋
仏
教
と
全
く
違
う
展
開
を
示
し
て
い
る
た
め
、
唐
宋
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
日
本

仏
教
は
狭
義
の
香
讃
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
の
は
理
解
で
き
る
（
五
六
）

。
一
方
、
「
香
讃
」
が
黄
檗
宗
で

用
い
ら
れ
る
の
は
、
明
末
清
初
の
中
国
仏
教
の
特
徴
を
継
承
し
て
い
る
証
し
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て

野
川
博
之
氏
も
、
香
讃
、
及
び
香
讃
と
同
じ
詩
形
を
用
い
た
「
仏
事
梵
唄
讃
」
の
存
在
は
、
著
し
く
黄
檗

宗
の
儀
礼
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
（
五
七
）

「
仏
事
梵
唄
讃
」
と
は
、
『
黄
檗
清
規
』
の
「
附
録
」
に
収
録
さ
れ
た
十
首
の
「
讃
」
へ
の
総
題
で
あ

る
。
『
山
内
清
規
』
に
お
け
る
「
真
香
賛
」
と
「
那
伽
賛
」
は
「
仏
事
梵
唄
讃
」
に
お
け
る
「
先
覚
忌
香

讃
祖
堂
聯
灯
堂
通
用
」
と
「
先
覚
回
向
讃
」
の
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
は
、
「
真
香
無
レ

礙
。
流
二

出

心
胸
一

。
非
レ

煙
非
レ

火
気
和
融
。
靉
靆
徧
二

虚
空
一

。
大
円
鏡
中
。
願
即
降
二

神
聡
一

」
（
五
八
）

「
那
伽
既
入
。

何
往
非
レ

親
。
森
羅
万
象
悉
帰
レ

真
。
全
不
レ

離
二

繊
塵
一

。
大
願
無
レ

垠
。
再
転
二

法
中
輪
一

」
（
五
九
）

と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
住
持
章
」
や
「
諷
誦
章
」
で
は
、
香
讃
を
唱
え
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
遷
化
章
」
に
お
け
る
住
持
遷
化
の
仏
事
で
、
唱
え
ら
れ
て
い
な
い
。

何
故
、
葬
儀
を
行
っ
て
い
る
時
、
『
山
内
清
規
』
で
は
、
「
香
讃
」
を
唱
え
て
い
て
、
『
黄
檗
清
規
』
に

は
な
い
の
か
。
「
香
讃
」
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
問
題
が
多
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

次
に
、
出
喪
・
起
龕
・荼
毘
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
『
黄
檗
清
規
』
と
『
山
内
清
規
』
を
比
較
し
て
み
た
い
。
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表
五

出
喪·

起
龕·

荼
毘

表
五
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
出
喪
に
際
し
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
住
持
の
場
合
、
起
龕
仏
事

後
、
化
壇
ま
で
送
る
途
中
、
大
衆
は
雪
柳
を
手
に
し
て
、
十
仏
名
を
称
念
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
山

内
清
規
』
に
お
け
る
東
堂
の
場
合
、
大
衆
は
雪
柳
で
は
な
く
、
線
香
を
手
に
し
て
、
十
仏
名
を
称
念
す
る
。

次
に
は
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
秉
炬
仏
事
を
行
う
時
、
「
無
常
偈
」
「
楞
厳
呪
」
を
挙
す
る
。
『
山
内

清
規
』
で
は
、
安
龕
後
、
維
那
は
「
香
讃
」
を
挙
し
、
「
楞
厳
呪
心
経
変
食
等
呪
」
を
念
じ
る
。
さ
ら
に
、

秉
炬
に
際
し
、
維
那
は
讃
を
挙
し
、
回
向
す
る
だ
け
で
、
「
無
常
偈
」
「
楞
厳
呪
」
な
ど
も
な
い
。

次
に
、
『
山
内
清
規
』
で
は
、
①
②
③
④
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
上
下
関
係
の
礼
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
礼
」
を
重
視
す
る
思
想
は
、
『
黄
檗
清
規
』
「
礼
法
章
」
小
序

に
も
確
認
で
き
る
。

礼
者
天
理
之
節
文
。
人
事
之
儀
則
。
在
レ

儒
固
常
行
レ

之
。
方
外
人
所
レ

不
レ

廃
也
。
方
外
人

礼
法
。
非
三

是
外
修
二

辺
幅
一

。
蓋
為
内
簡
二

其
心
一

。
必
先
外
束
二

其
身
一

。
未
レ

有
二

外
既
放
逸

而
内
能
静
一
者
一

也
。
仏
制
二

比
丘
一

威
儀
必
粛
。
百
丈
製
作
礼
法
必
厳
。
大
覚
璉
動
静
尊
厳
。

『黄檗清規』 『黄檗山内（小）清規』

将欲二出喪一。預設二喪

儀（略）等物一。至レ日

鳴レ鐘集レ衆。維那唱云

（略）。至二波羅蜜一。

喪司維那。引二小師一拝

二請起龕仏事一訖。鳴二

法器一。大衆各持二雪柳

一。同念二清浄法身毘盧

遮那仏一。送至二化壇一。

都寺押喪（略）。至二

化壇一安レ龕畢。大衆所

持雪柳安二於壇内一。都

寺上香上茶。喪司維那

進前焼香。引二小師一拝

二請秉炬仏事一。山門維

那。挙二無常偈一云（略）。

次挙二楞厳呪一回向云

（略）。（六〇）

三日五日或七日之後出喪。是日。直歳斎堂前掛二

普請牌一。牌上書二為東堂某甲和尚出喪九字一。斎

後大鐘七下。本院報鐘三通。①堂頭引二大衆一到二

本院一坐レ椅。大衆排班。維那出班。胡跪唱云。金

棺自挙云云。十仏名了。次堂頭起龕。拝請式如レ

常。法語了。維那挙南無清浄法身云云。大衆各々

持二線香一同念。末位先行。②堂頭先到二万松岡一

坐レ椅。於仙壇前程傍設二椅子屏風等一也。合山一

同到二仙壇前一排班。各院主随意到。立二列両序之

背後一。維那見二安レ龕了一。鳴磬一聲。鉢鼓共止。

悦衆鳴二引磬一接二大魚一。維那挙二香賛一。念二楞厳

呪心経変食等呪一了。鐃鉢三通。次堂頭直進二龕前

一秉炬。拝請如レ常。直歳把レ炬渡二与喪主一。捧二

呈堂頭一。堂頭拈レ炬法語。次維那挙レ賛。堂頭転

レ身。皈二卓前一焼香礼拝。喪主相二送路傍一。③坐

レ椅礼謝三拝。堂頭先回去。賛了。維那回向云。

上来云云。（略）大衆拝散。④喪主路傍去。展具

俯伏。各院主焼香礼拜。各々回去。（六一）



105

黄
龍
南
進
止
有
レ

度
。
有
二

自
来
一

矣
。
宋
伊
川
先
生
。
見
二

僧
入
一
レ

堂
嘆
曰
。
三
代
礼
楽
尽
在

レ

此
矣
。
以
レ

是
観
レ

之
。
方
外
人
礼
法
可
レ

不
謹
与
。
（
六
二
）

こ
の
よ
う
に
「
礼
法
章
」
で
は
、
集
団
で
生
活
し
て
い
る
僧
侶
の
日
常
生
活
の
一
挙
手
一
投
足
を
細
か

に
、
厳
し
く
規
定
す
る
威
儀
の
要
求
が
あ
る
。
自
分
の
行
為
を
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
を
収
斂
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
『
山
内
清
規
』
は
こ
の
「
礼
」
文
化
を
重
視
す
る
思
想
を
継
承
し
た
の
が
分
か
る
。
こ

の
思
想
の
背
後
に
は
、
隠
元
の
語
録
で
は
、
「
為
レ

君
則
聖
。
為
レ

臣
則
賢
。
為
レ

子
則
孝
。
為
レ

弟
則
順
」

（
六
三
）

、
「
抑
見
二

重
レ

法
尊
レ

師
始
終
一
志
忠
孝
両
全
一

矣
。
蓋
忠
孝
系
二

成
仏
之
本
一

」
（
六
四
）

と
あ
る
よ

う
に
、
忠
君
愛
国
、
法
や
師
に
対
す
る
尊
重
、
親
や
目
上
の
人
に
対
す
る
孝
行
や
従
順
の
儒
教
の
価
値
観

を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
知
レ

儒
方
可
レ

入
レ

仏
。
入
レ

仏
而
後
通
レ

儒
」
（
六
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
隠
元

の
い
だ
い
て
い
た
儒
仏
一
致
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

五

お
わ
り
に

本
章
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
『
黄
檗
清
規
』
『
山
内
清
規
』
を
中
心
と
し
て
、
黄
檗
宗
の
住

持
・
亡
僧
・
東
堂
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
を
考
察
し
た
。
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
。

①
『
黄
檗
清
規
』
「
遷
化
章
」
で
は
、
住
持
遷
化
の
仏
事
は
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
比
べ
て
、
遥
か
に

簡
略
化
さ
れ
て
い
て
、
『
禅
苑
清
規
』
へ
と
復
帰
し
た
傾
向
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
黄
檗
僧
の
「
末
後

事
実
」
等
の
一
次
資
料
を
利
用
し
て
、
各
仏
事
は
近
世
日
本
の
黄
檗
宗
で
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も

考
察
し
た
。
住
持
遷
化
仏
事
の
特
徴
と
し
て
、
逮
夜
や
七
七
日
の
中
の
坐
禅
重
視
、
「
楞
厳
呪
」
の
念
誦

の
重
視
、
孝
服
の
仏
教
復
帰
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
の
後
ろ
に
隠
元
と
そ
の
弟
子
ら
の
孝
・

坐
禅
・
戒
律
が
重
視
さ
れ
る
思
想
が
隠
れ
て
い
る
。

②
亡
僧
の
仏
事
は
住
持
の
仏
事
よ
り
も
随
分
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
『
阿
弥
陀
経
』
・

「
大
悲
呪
」
・
「
往
生
呪
」
を
誦
し
て
お
り
、
概
し
て
阿
弥
陀
信
仰
を
濃
厚
に
示
し
て
お
り
、
住
持
の
仏

事
と
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
も
慈
悲
の
方
便
を
用
い
て
、
一
切
の
衆
生
の
機
根
に
ま

か
せ
て
救
う
と
い
う
隠
元
の
思
想
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
『
山
内
清
規
』
「
遷
化
章
」
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
な
い
、
黄
檗
宗
の
儀
礼
を
特
徴
づ
け
る
「
香

讃
」
を
唱
え
て
お
り
、
黄
檗
教
団
独
自
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
葬
儀
で
、
上

下
関
係
を
よ
り
厳
し
く
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
礼
」
を
重
視
す
る
思
想
を

継
承
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。

陳
永
革
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
末
佛
教
の
特
徴
は
融
合
性
と
仏
教
伝
統
へ
の
復
古
と
い
う
二
つ
の
傾

向
が
あ
る
。
融
合
性
は
二
種
類
が
あ
る
。
則
ち
、
「
禅
教
一
致
」
「
禅
浄
兼
修
」
と
い
う
よ
う
な
仏
教
内

の
各
宗
派
の
融
合
及
び
、
「
儒
仏
一
致
」
「
三
教
一
致
」
と
い
う
よ
う
な
儒
・
道
と
の
融
合
の
こ
と
で
あ

る
。
仏
教
の
戒
律
復
興
運
動
は
仏
教
伝
統
へ
の
復
古
思
潮
の
表
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
の
戒

律
は
儒
教
の
「
孝
」
思
想
と
結
ん
で
、
「
孝
名
為
戒
」
と
い
う
『
梵
網
経
』
に
お
け
る
思
想
を
強
調
し
て
、
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現
実
の
人
間
を
教
化
し
、
救
済
す
る
大
乗
仏
教
の
伝
統
へ
の
復
帰
も
見
ら
れ
る
（
六
六
）

。
も
と
よ
り
隠
元

自
身
も
時
代
の
子
で
あ
る
。
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
で
反
映
さ
れ
て
い
る
隠
元
と
そ
の
弟
子
ら
が
孝
・
戒
律
・

礼
を
重
視
す
る
思
想
は
、
明
末
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
一
方
で
、

「
禅
浄
兼
修
」
と
い
う
明
末
仏
教
の
思
潮
に
影
響
さ
れ
て
も
、
坐
禅
重
視
と
い
う
思
想
は
隠
元
の
黄
檗
禅

の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
儀
礼
の
面
で
、
「
香
讃
」
と
い
う
中
国
仏
教
の
独
特
な
儀
礼
は

黄
檗
教
団
に
も
継
承
さ
れ
て
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
葬
送
儀
礼
を
通
し
て
、
明
末
仏
教
の
特
色
を
帯

び
た
黄
檗
教
団
独
自
の
特
色
を
示
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
日
本
で
黄
檗
宗
の
興
隆
や
黄
檗

派
の
発
展
を
維
持
促
進
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
黄
檗
宗
の
特
色
を
守
り
つ
つ
、
そ
れ
を
一
層
発
揮
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
六
九
年

（
二
）
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
五
年

（
三
）
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
三
八
（
二
）
、
一
九
九
〇
年

（
四
）
尾
崎
正
善
「
『
椙
樹
林
清
規
』
と
『
黄
檗
清
規
』
―
『
黄
檗
山
内
清
規
』
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
―
」

（
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
四
二
（
一
）
、
一
九
九
三
年
）

（
五
）
尾
崎
氏
同
前
。

（
六
）
鏡
島
元
隆
・
佐
藤
達
玄
・
小
坂
機
融
編
著
『
訳
注
禅
苑
清
規
』
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
）

二
五
九
～
二
六
三
頁
。

（
七
）
（
元
）
徳
煇
編
、
李
継
武
校
点
『
勅
修
百
丈
清
規
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
七
九
～

九
五
頁
。

（
八
）
「
遷
化
章
第
十
」
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
中
～
七
七
九
中
）

（
九
）
『
黄
檗
清
規
』
序
（
大
正
八
二
、
七
六
六
上
）

（
一
〇
）
「
福
厳
費
隠
容
禅
師
紀
年
録
」
『
費
隠
禅
師
語
録
』
巻
一
五
『
嘉
興
藏
』
第
二
六
冊
（
台
北
：

新
文
豐
出
版
公
司
、
二
〇
一
〇
年)

一
八
八
頁
、c

（
下
）
。
返
り
点
は
筆
者
が
文
意
を
汲
ん
で
補
っ
た
。

（
一
一
）
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂

木
庵
全
集

附
録
・
索
引
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
三

七
八
一
～
三
七
九
〇
頁
。
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（
一
二
）
黄
檗
文
化
研
究
所
『
高
泉
全
集
』
編
纂
委
員
会
編
集
「
高
泉
禅
師
語
録
類
の
解
題
」
『
高
泉
全

集

I
V

解
説
・
索
引
篇
』
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
頁
。

（
一
三
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
中
）

（
一
四
）
前
田
慧
雲
編
『
大
日
本
続
蔵
経
：
靖
国
紀
念
』
（
第
一
輯
第
二
編
第
一
六
套
第
五
冊
）
（
藏
經

書
院
、
一
九
一
一
）
四
五
八
頁
。

（
一
五
）
前
田
慧
雲
編
『
大
日
本
続
蔵
経
：
靖
国
紀
念
』
（
第
一
輯
第
二
編
第
一
六
套
第
三
冊
）
（
藏
經

書
院
、
一
九
一
一
）
二
五
五
～
二
五
六
頁
。

（
一
六
）
前
掲
註
（
一
四
）
四
五
六
頁
。

（
一
七
）
『
長
阿
含
遊
行
経
』
（
大
正
一
、
二
七
中
、
下
）

（
一
八
）
松
浦
秀
光
『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
五
年
）
八
二
頁
。

（
一
九
）
徳
野
崇
行
『
日
本
禅
宗
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展
開
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
四
五

四
頁
。

（
二
〇
）
前
掲
註
（
一
四
）
五
〇
一
頁
。

（
二
一
）
野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
四

四
九
頁
。

（
二
二
）
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
五
四
三
八
～
五
四
三

九
頁
。

（
二
三
）
前
掲
註
（
一
一
）
三
七
七
七
頁
。

（
二
四
）
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂

即
非
全
集

第
三
巻
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
一
二
九

六
頁
。

（
二
五
）
黄
檗
文
化
研
究
所
『
高
泉
全
集
』
編
纂
委
員
会
『
高
泉
全
集

I
I
I

編
著
年
譜
行
状
篇
』
（
黄

檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
一
七
頁
。

（
二
六
）
「
遷
化
章
第
十
」
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
下
）

（
二
七
）
前
掲
註
（
一
四
）
四
五
八
頁
。

（
二
八
）
前
掲
註
（
一
五
）
二
五
七
頁
。

（
二
九
）
前
掲
註
（
二
二
）
五
二
五
九
～
五
二
六
〇
頁
。

（
三
〇
）
前
掲
註
（
一
一
）
三
五
七
〇
頁
。

（
三
一
）
林
観
潮
標
柱
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
三
頁
。

返
り
点
は
筆
者
が
文
意
を
汲
ん
で
補
っ
た
。

（
三
二
）
林
氏
同
前
。

（
三
三
）
前
掲
註
（
二
二
）
五
四
三
二
頁
。

（
三
四
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
一
下
）

（
三
五
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
二
上
）
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（
三
六
）
荒
木
見
悟
氏
に
専
論
「
明
代
に
お
け
る
楞
厳
経
の
盛
行
」
が
あ
る
。
同
氏
著
『
陽
明
学
の
開
展

と
仏
教
』
（
研
文
出
版
〔
山
本
書
店
出
版
部
〕
、
一
九
八
四
年
）
所
収
。
ま
た
、
野
川
博
之
氏
は
そ
の
『
明

末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
七
五
三
頁
に
て
、
荒
木
氏
の

先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
黄
檗
宗
伝
来
後
の
真
言
宗
に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
研
究
の
歩
み
に
つ
い
て
、

祐
宝
（
『
伝
燈
広
録
』
撰
者
）
を
例
と
し
て
論
述
し
て
い
る
。

（
三
七
）
『
楞
厳
経
』
（
大
正
一
九
、
一
三
一
下
）

（
三
八
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
六
九
中
）

（
三
九
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
下
）

（
四
〇
）
前
掲
註
（
一
〇
）
一
九
二
頁
、b
（
中
）
。
返
り
点
は
筆
者
が
文
意
を
汲
ん
で
補
っ
た
。

（
四
一
）
前
掲
註
（
一
一
）
三
七
七
五
頁
。

（
四
二
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
九
中
）

（
四
三
）
前
掲
註
（
一
四
）
四
五
六
頁
。

（
四
四
）
前
掲
註
（
一
四
）
五
〇
〇
～
五
〇
一
頁
。

（
四
五
）
前
掲
註
（
一
五
）
二
七
七
頁
。

（
四
六
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
九
中
）

（
四
七
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
九
下
）

（
四
八
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
八
〇
上
）

（
四
九
）
『
千
手
経
』
（
大
正
二
〇
、
一
〇
七
上
）

（
五
〇
）
成
河
峰
雄
「
黄
檗
清
規
の
喪
葬
儀
礼
―
尊
宿
遷
化
の
場
合
―
」
（
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
三

八
（
二
）
、
一
九
九
〇
年
）
二
一
七
頁
。

（
五
一
）
前
掲
註
（
二
二
）
三
三
一
八
～
三
三
二
〇
頁
。

（
五
二
）
平
久
保
章
『
隱
元
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
一
六
八
頁
。

（
五
三
）
木
村
得
玄
「
黄
檗
宗
経
典
の
香
讃
に
つ
い
て
」
（
『
春
秋
』
（
四
六
一
）
、
二
〇
〇
四
年
）
二

〇
頁
。

（
五
四
）
前
掲
註
（
五
〇
）
二
一
七
頁
。

（
五
五
）
福
井
文
雅
「
近
世
中
国
の
新
儀
礼
「
香
讃
」
考
」
『
漢
字
文
化
圏
の
座
標
』
（
五
曜
書
房
、
二

〇
〇
二
年
）
三
一
五
頁
。

（
五
六
）
福
井
文
雅
「
近
世
中
国
の
新
儀
礼
「
香
讃
」
考
」
「
中
国
伝
統
宗
教
の
転
機
」
『
漢
字
文
化
圏

の
座
標
』
（
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
三
一
一
～
三
四
九
頁
。

（
五
七
）
野
川
博
之
「
仏
事
梵
唄
讃
」
に
見
る
黄
檗
禅
の
特
色
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

紀
要
』
第
一
分
冊
（
四
五
）
、
一
九
九
九
年
）
九
九
～
一
一
〇
頁
。

（
五
八
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
八
〇
中
）
。
返
り
点
は
野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教

に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
四
三
九
頁
を
参
照
。



109

（
五
九
）
『
黄
檗
清
規
』
同
前
。

（
六
〇
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
下
～
七
七
九
上
）

（
六
一
）
嶺
沖
元
漢
編
「
遷
化
章
第
七
」
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
（
龍
谷
大
学
蔵
本
、
一
七
二
六
年
）

（
六
二
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
五
中
）

（
六
三
）
前
掲
註
（
二
二
）
二
〇
一
二
頁
。

（
六
四
）
前
掲
註
（
二
二
）
二
二
五
七
頁
。

（
六
五
）
前
掲
註
（
二
二
）
一
六
六
一
頁
。

（
六
六
）
陳
永
革
『
晩
明
佛
教
思
想
研
究
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
～
三
四
頁
。
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第
六
章

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
済
洞
両
宗
と
の
比
較
を
視
野
に
入
れ
て
―

一

は
じ
め
に

前
章
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
（
以
下
、
『
山
内
清
規
』
と
略
す
）
を
中
心

に
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
を
考
察
し
た
。
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
葬
送
儀
礼
も
ま
た
時
代
の
要
求

に
合
わ
せ
て
、
変
遷
し
て
い
く
。
本
章
で
は
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
黄
檗
宗
の
『
津

送
須
知
』
を
取
り
上
げ
、
同
書
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
こ
の
特
徴
に
よ
り
、

黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
に
は
ど
ん
な
変
遷
が
見
ら
れ
る
の
か
を
概
観
し
、
そ
の
う
え
で
済
・
洞
両
宗
と
の
比

較
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
「
津
送
」
と
は
、
「
「
津
」
は
、
船
着
き
場
、
わ
た
し
場
。
人
が
舟
で
去
る

の
を
津
で
見
送
る
意
。
禅
宗
で
、
亡
者
を
送
る
こ
と
。
野
辺
送
り
。
葬
送
」
（
一
）

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

江
戸
中
期
を
代
表
す
る
臨
済
宗
の
学
僧
・
無
著
道
忠
は
そ
の
『
禅
林
象
器
箋
』
の
「
喪
薦
」
の
項
で
、
以

下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
本
章
も
ま
た
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
い
―
―
「
津
送
。
送
亡
曰
二

津
送
一

。

勅
修
清
規
尊
宿
遷
化
云
。
遺
戒
。
一
切
仏
事
並
免
。
但
挙
二

無
常
偈
一

。
同
二

亡
僧
津
送
一

。
（
略
）
旧
説

曰
。
津
送
不
必
局
二

送
亡
一

。
送
二

生
人
一

亦
云
二

津
送
一

。
謂
送
レ

人
至
レ

津
而
止
也
。
今
謂
二

送
亡
一

。
蓋
準

二

生
者
一

也
。
（
略
）
余
謂
。
津
送
者
。
人
之
去
。
譬
如
二

舟
発
一
レ

津
。
而
人
送
レ

之
也
」
（
二
）

。

『
津
送
須
知
』
は
山
本
悦
心
氏
（
一
八
七
五
―
一
九
五
八
）
が
編
集
し
た
黄
檗
宗
の
出
家
や
在
家
の
葬

送
儀
礼
に
つ
い
て
の
和
文
の
指
南
書
で
あ
る
。
山
本
悦
心
氏
は
、
愛
知
県
常
滑
市
龍
雲
寺
の
住
職
で
、
大

正
時
代
の
有
名
な
黄
檗
研
究
家
で
あ
る
。
『
黄
檗
東
渡
僧
宝
伝
』
『
黄
檗
東
渡
僧
宝
伝
年
表
』
『
皇
家
と

黄
檗
年
表
』
『
黄
檗
血
書
考
』
『
隠
元
冠
字
考
』
『
黄
檗
聯
額
と
銘
牌
』
な
ど
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
。

筆
者
は
二
〇
二
一
年
八
月
一
三
日
に
、
山
本
氏
の
孫
に
あ
た
る
山
本
一
億
氏
に
対
し
、
悦
心
氏
が
そ
の
昔

『
津
送
須
知
』
を
編
集
し
た
経
緯
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
山
本
一
億
氏
は
龍
雲
寺
の
現
住
職
で

あ
る
。
同
氏
の
証
言
に
よ
り
、
山
本
悦
心
氏
は
全
国
の
末
寺
の
葬
儀
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
を
参
考
に
し

つ
つ
、
実
際
の
葬
儀
に
必
須
な
部
分
を
選
別
し
、
『
津
送
須
知
』
を
編
集
し
た
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
氏
は
、
『
黄
檗
清
規
』
や
『
山
内
清
規
』
を
基
本
に
、
よ
り
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
や

り
方
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
編
集
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
本
氏
自
身
は
同
書
の
「
凡
例
」
に
お
い
て
、
「
従
来
小
子
は
黄
檗
資
料
と
し
て

多
数
蒐
集
し
た
る
古
書
あ
り
、
乙
亥
（
筆
者
注
：
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
）
の
秋
よ
り
是
れ
を
渉
猟

し
得
た
る
物
及
ひ
数
次
諸
大
徳
を
初
め
多
数
の
葬
儀
に
参
列
し
て
得
た
る
処
を
基
礎
と
し
て
此
一
巻
を

つ
つ
り
た
る
も
の
に
て
、
童
蒙
の
為
め
に
せ
む
と
云
ふ
よ
り
寧
、
諸
大
徳
の
教
示
を
仰
く
へ
き
物
也
」（
三
）

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
悦
心
氏
は
関
連
す
る
資
料
を
参
考
に
し
た
り
、
多
数
の
葬
儀
に
参
列
し
た
り
す

る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
『
津
送
須
知
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
一
億
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
悦
心
氏
は
こ

の
『
津
送
須
知
』
を
編
集
後
自
費
出
版
し
た
が
、
黄
檗
宗
内
に
あ
っ
て
は
、
同
書
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
地
方
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
適
宜
改
変
し
、
執
り
行
っ
て
い
る
末
寺
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
同
書
を

参
考
に
し
て
、
葬
儀
を
執
り
行
っ
て
い
る
寺
が
正
確
に
は
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
、
今
後
さ
ら
に
調
べ
る
必

要
が
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
万
事
迅
速
を
好
む
現
代
の
生
活
の
中
で
、
省
略
し
て
執

り
行
っ
て
い
る
寺
も
あ
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
、
『
津
送
須
知
』
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。

紙
幅
の
関
係
で
、
本
章
で
は
こ
の
『
津
送
須
知
』
に
説
か
れ
た
住
持
の
葬
送
儀
礼
を
中
心
に
、
臨
済
宗
の

『
小
叢
林
略
清
規
』
（
無
著
道
忠
）
、
曹
洞
宗
の
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
（
面
山
瑞
方
）
、
『
明
治

校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
の
大
正
期
改
訂
版
な
ど
、
日
本
在
来
の
二
大
禅
宗
（
臨
済
・
曹
洞
両
宗
）
に
お
け

る
、
す
な
わ
ち
本
章
副
題
に
い
う
「
済
洞
両
宗
」
に
お
け
る
住
持
の
葬
送
儀
礼
と
の
間
で
共
時
的
な
考
察

を
加
え
る
こ
と
で
、
『
津
送
須
知
』
を
通
し
て
、
近
代
の
黄
檗
宗
に
お
け
る
住
持
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
や

変
遷
を
再
認
識
し
た
い
。

日
本
の
場
合
、
臨
済
宗
に
あ
っ
て
は
、
近
世
の
同
宗
を
代
表
す
る
学
僧
と
し
て
、
無
著
道
忠
が
撰
述
し
、

貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
小
叢
林
略
清
規
』
が
、
臨
済
宗
に
あ
っ
て
は
今
な
お
活
用
さ

れ
、
広
く
読
む
べ
き
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
四
）

。
ま
た
、
藤
井
正
雄
氏
は
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
「
現

在
、
臨
済
宗
は
十
五
派
か
ら
成
り
、
各
派
と
も
一
宗
公
定
の
葬
送
儀
則
は
な
く
、
本
山
僧
堂
な
ど
を
中
心

に
し
て
慣
例
に
よ
っ
て
儀
則
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
は
各
派
と
も
無
著

道
忠
の
『
小
叢
林
清
規
』
に
よ
っ
て
」
（
五
）

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
徳

野
崇
行
氏
に
よ
れ
ば
、
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
―
一
七
六
九
）
が
撰
述
し
た
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』

が
「
開
板
さ
れ
て
宗
門
寺
院
に
広
く
普
及
し
た
こ
と
で
あ
る
。
『
行
法
鈔
』
刊
行
の
取
り
組
み
は
宗
門
全

体
が
依
拠
す
べ
き
行
法
書
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
に
宗
門
全
体
が
依
拠
す
べ
き
公
的

な
清
規
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
『
洞
上
行
持
軌
範
』
の
先
駆
け
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
六
）

と
さ

れ
て
い
る
。
明
治
以
降
の
関
連
文
献
と
し
て
は
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る

が
、
そ
の
大
正
期
改
訂
版
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
『
津
送
須
知
』
の
刊
行
年
代
に

も
比
較
的
近
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
や
曹
洞
宗
の
『
洞
上
僧
堂
清
規
行

法
鈔
』
や
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
の
大
正
期
改
訂
版
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
、
黄
檗
宗
の
葬
儀
の

特
徴
や
受
け
た
影
響
な
ど
を
考
察
す
る
。

二

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
葬
儀

『
津
送
須
知
』
の
目
次
は
、
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
序
、
②
凡
例
、
③
住
持
遷
化
篇
、
④
亡
僧
遷
寂
篇
、
⑤
在
家
葬
儀
篇
、
⑥
合
同
葬
儀
篇
、
⑦
童
児
葬

儀
篇
、
⑧
産
難
婦
人
追
福
灌
頂
篇
、
⑨
葬
儀
書
式
篇
、
⑩
雑
纂
篇
、
⑪
跋

こ
の
目
次
を
見
る
限
り
、
同
書
が
取
り
扱
う
葬
儀
は
、
住
持
、
亡
僧
、
檀
家
等
、
実
に
多
様
性
に
富
ん

で
お
り
、
い
わ
ば
黄
檗
宗
に
お
け
る
葬
儀
の
集
大
成
で
あ
る
。
概
観
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
住
持
遷
化
篇
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
か
ら
成
る
。
「
示
寂
、
協
議
、
建
札
、
葬
具
、
請
拝
、
訃
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音
、
斂
龕
、
諸
品
書
方
、
位
牌
の
書
き
方
、
墓
標
の
書
き
方
、
龕
薦
堂
、
津
送
須
知
、
出
喪
名
単
、
鎖
龕

法
式
、
起
龕
法
式
、
出
喪
行
列
、
荼
毘
法
式
、
安
牌
諷
経
、
謝
拝
、
拾
骨
諷
経
、
中
陰
忌
と
開
蓮
忌
、
遺

斎
会
と
謝
敬
、
入
祖
堂
仏
事
」

以
下
、
「
亡
僧
遷
寂
篇
」
で
は
、
「
披
着
の
物
、
位
牌
、
書
物
準
備
、
起
龕
法
式
、
掩
土
法
式
」

「
在
家
葬
儀
篇
」
で
は
、
「
枕
頭
回
向
、
協
議
、
霊
前
回
向
、
授
戒
、
鎖
龕
、
起
龕
、
行
列
、
掩
土
法

式
、
入
壙
諷
経
、
安
牌
諷
経
、
陰
中
諷
経
、
告
別
式
」

「
童
児
葬
儀
篇
」
で
は
、
「
法
名
、
霊
前
回
向
、
西
方
讃
、
陰
中
諷
経
」

「
産
難
婦
人
追
福
灌
頂
篇
」
で
は
、
「
香
讃
、
結
讃
、
棚
の
作
り
方
」

な
お
、
「
雑
纂
篇
」
に
は
先
祖
代
々
黄
檗
宗
の
信
徒
で
あ
っ
た
原
敬
（
一
八
五
六－

一
九
二
一
）
の
葬

送
記
録
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
近
代
に
お
け
る
名
高
い
在
家
信
徒
の
そ
れ
と
し
て
豊
富
な
価
値
を
含
ん
で

い
る
。

本
書
は
一
九
三
八
年
と
い
う
、
明
治
維
新
後
七
十
年
を
へ
た
時
点
で
の
黄
檗
宗
の
主
要
葬
送
儀
礼
が
記

録
さ
れ
て
い
る
点
が
誠
に
貴
重
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
下
、
諸
大
名
に
経
済
面
で
多
く
を
負
っ
て
い
た
黄
檗

宗
に
と
っ
て
、
大
名
の
消
失
を
意
味
す
る
明
治
維
新
は
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
が
、
そ
の
打
撃
か
ら
立
ち

上
が
り
、
過
去
を
継
承
し
つ
つ
ど
の
よ
う
に
近
代
に
合
致
し
た
形
で
儀
礼
面
で
の
整
理
を
加
え
た
か
を
知

る
う
え
で
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た
い
。

三

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
住
持
遷
化

そ
の
冒
頭
、
「
黄
檗
大
清
規
遷
化
章
に
曰
く
人
生
の
幻
寄
四
大
堅
き
に
非
す
、
百
年
漏
尽
き
て
終
に
烏

有
に
帰
す
、
况
や
百
に
満
た
す
し
て
中
夭
す
る
者
滔
々
と
し
て
皆
是
れ
な
り
と…

…

」
（
七
）

と
あ
る
よ
う

に
、
「
住
持
遷
化
篇
」
の
小
序
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
遷
化
章
第
十
」
の
序
文
（
八
）

を
引
用

し
つ
つ
始
ま
り
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
葬
儀
の
思
想
を
一
貫
し
て
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
表
明
し

て
い
る
。

そ
し
て
小
序
の
最
後
の
段
で
は
、
「
上
に
黄
檗
清
規
あ
り
、
又
内
清
規
あ
り
て
、
大
徳
の
遷
化
に
対
し

て
述
ふ
る
処
あ
る
も
直
に
一
般
に
用
ひ
難
し
、
爰
を
以
て
吾
門
の
和
尚
分
上
の
遷
化
に
対
し
て
取
り
扱
ふ

へ
き
次
第
を
記
述
し
て
童
蒙
の
参
考
に
質
す
る
こ
と
し
か
り
」
（
九
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
章
が
先
行
す
る
『
黄
檗
清
規
』
『
山
内
清
規
』
の
精
神
を
承
け
つ
つ
、
近
代
に

お
け
る
新
た
な
整
理
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

次
は
「
住
持
遷
化
篇
」
の
順
番
を
追
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
考
察
し
て
み
る
。

①
示
寂
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表
一表

一
か
ら
、
『
津
送
須
知
』
の
住
持
の
示
寂
の
次
第
は
『
黄
檗
清
規
』
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
『
黄
檗
清
規
』
よ
り
も
さ
ら
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
と
こ
ろ
で
は
、
『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
住
持
遷
化
は
堂
頭
和
尚
と
東
堂
和
尚
の
こ
と
を
含
め

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
本
寺
の
堂
頭
和
尚
若
し
く
は
東
堂
和
尚
の
身
体
に
不
調
が
あ

る
時
、
看
護
以
外
、
「
末
後
事
実
を
書
す
へ
し
」
「
遺
偈
を
請
ふ
へ
し
」
と
い
う
ふ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
は
『
黄
檗
清
規
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
隠
元
、
木
庵
な
ど
の
語
録
を
読
む
と
、

実
際
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
が
『
津
送
須
知
』
で
は
、
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
『
新
纂
校
訂

隠
元
全
集

附
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
黄
檗
開
山
隠
元
老
和
尚
末
後
事
実
」

で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

『津送須知』 『黄檗清規』

本寺の堂頭和尚（現住）若は東堂和尚（前住）四大不調あら

は小師并に縁族は就て丁寧に看護するの外末後事実を書すへ

し、一夕危からんとする時は小師及法類并に縁族は総てに就

ての処理を尋討し最後に遺偈を請ふへし、遂に寂を圓にし玉

ふに及ひて小師は直に遺体に就て浄髪し沐浴を終へ新浄衣に

易へ一方素幕を掛け龕室を整へ遺体を奉して伽趺せしめ袈裟

を搭せしむること、遺偈あらは左方の梁上に貼付すること、

遺偈の両端には黄色若は青色の紙を以て荘厳すへし、座前に

は香花燈燭茶菓珍羞等を供へ、鳴磬木魚引磬等を備へ長明灯

を燃すへし、小師は法眷と共に金剛経を諷誦し龕に伴ふて坐

禅すへし、此の時小師等も（嗣法分上）亦鼠色の麻又は木綿

の衣を著し木蘭色又は青色の袈裟を搭くへし、未（一〇）顕法の

輩は麻又は木綿の黒衣を纏ひ黒色の袈裟を搭くへし、衣の襟

は白色の布を以て襟を覆ひ足袋襪子を穿たさること是れ喪中

の服装なり従て尽きる七日に至るまて頭髪は除かさること、

尊宿弔慰のため来訪あらは小師は龕側にありて具を展へて答

拝をなすへし去らるゝ時は帳外に出て謝拝をなすへし。（2

～3頁）

凡住持初示寂（侍者下二僧堂

一。鳴椎一下白云。堂頭和尚伝

語大衆。風火相逼。不及面違。

又鳴レ椎一下）就沐浴浄髪。

易二新浄衣一。搭二僧伽梨

一。加趺就レ座（有二遺偈一貼

二座左一）座前陳二香花灯燭

茶菓珍羞一。鳴二大鐘一。大

衆具二威儀一入二方丈一弔

慰。是日法嗣小師侍僧。

治二龕室一掛二素幕一。議發

二訃音一請二主喪尊宿一。若

無二尊宿一。即本山首座。

或有二名徳一人。随レ時而

行。夜燃二長明灯一。伴夜

坐禅（或誦二金剛経一）（大

正 82、778 中）
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乃
令
二

左
右
扶
起
一

。
取
レ

水
盥
頮
。
趺
坐
良
久
。
衆
具
二

觚
翰
一

。
請
レ

書
二

遺
偈
一

。
師
漫
書

云
。
西
来
即
栗
振
二

雄
風
一

。
幻
出
檗
山
不
レ

宰
功
。
今
日
身
心
俱
放
下
。
頓
超
二

法
界
一
真
空
一

。

遂
置
レ

筆
。
閉
レ

目
而
坐
。
（
一
一
）

ま
た
「
黄
檗
第
二
代
紫
雲
老
和
尚
末
後
事
実
」
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

宗
請
二

末
後
句
。
師
云
。
一
切
空
寂
。
万
法
無
相
。
此
即
老
僧
末
後
句
也
。
宗
云
。
大
衆
謝

二

和
尚
慈
示
一

。
師
顧
二

左
右
一

。
怡
然
而
逝
。
（
一
二
）

次
に
、
小
師
は
直
に
浄
髪
・
沐
浴
・
易
新
浄
衣
し
、
遺
体
を
伽
趺
さ
せ
、
袈
裟
を
搭
さ
せ
、
供
養
す
る
。

こ
の
部
分
の
次
第
は
『
黄
檗
清
規
』
の
規
定
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る

「
有
二

遺
偈
一

貼
二

座
左
一

」
と
い
う
簡
略
な
規
定
に
対
し
て
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
遺
偈
あ
ら
は
左

方
の
梁
上
に
貼
付
す
る
こ
と
、
遺
偈
の
両
端
に
は
黄
色
若
は
青
色
の
紙
を
以
て
荘
厳
す
へ
し
」
と
細
か
い

と
こ
ろ
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。

『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
夜
燃
二

長
明
灯
一

。
伴
夜
坐
禅
（
或
誦
二

金
剛
経
一

）
」
と
い
う
叙
述
は
、
逮

夜
に
お
け
る
坐
禅
重
視
と
い
う
黄
檗
宗
の
葬
儀
の
重
要
な
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

第
五
章
で
論
述
し
た
。
本
章
で
も
既
述
し
た
よ
う
に
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
長
明
灯
を
燃
す
へ
し
、

小
師
は
法
眷
と
共
に
金
剛
経
を
諷
誦
し
龕
に
伴
ふ
て
坐
禅
す
へ
し
」
と
い
う
形
で
、
『
黄
檗
清
規
』
以
来

の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
済
洞
両
宗
に
は
類
例
を
見
な
い
、
い
わ
ば
黄
檗
の
特
色
と

も
い
う
べ
き
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
重
み
は
い
か
に
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
住
持
が
示
寂
し
て
、
小
師
は
法
眷
と
共
に
伴
龕
坐
禅
す
る
時
の
孝
服
に

つ
い
て
も
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
著
二

素
服
青
袈
裟
一

。
不
三

必

披
レ

麻
帯
レ

白
。
違
二

仏
制
一

」
（
十
三
）

と
い
う
精
神
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
に
違
背

し
な
い
範
囲
内
で
中
国
古
来
の
礼
法
（
冠
婚
葬
祭
に
お
け
る
衣
冠
に
つ
い
て
細
か
く
規
定
）
を
重
ん
じ
る

べ
き
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い
よ
う
。

②
協
議

『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
「
議
発
二

訃
音
一

。
請
二

主
喪
尊
宿
一

」
（
十
四
）

と
、
簡
単
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
協
議
で
は
、
「
出
喪
の
日
時
、
葬
儀
の
方
法
、
導
師
の
拝
請
と
役

僧
の
招
聘
、
諷
経
寺
院
と
一
般
会
葬
者
及
訃
報
、
一
般
の
配
役
」
な
ど
が
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次

は
「
葬
儀
の
方
法
」
の
関
連
内
容
を
引
用
す
る
。

古
は
進
龕
鎖
龕
起
龕
秉
炬
掛
身
等
の
五
仏
事
是
れ
な
り
、
総
て
大
徳
一
位
を
請
し
て
こ
の

五
仏
事
を
行
へ
り
或
は
一
仏
事
毎
に
一
員
の
大
徳
を
請
す
る
こ
と
も
あ
り
是
れ
本
宗
の
古
制
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な
り
、
近
時
五
仏
事
と
云
へ
は
鎖
龕
起
龕
奠
湯
奠
茶
秉
炬
（
或
掩
土
）
是
れ
な
り
、
さ
れ
と

時
の
宜
敷
と
地
方
の
宜
敷
に
従
ふ
て
協
議
を
な
す
へ
し
、
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
の
如
き
は
洞
済

に
多
く
行
は
れ
近
来
吾
門
に
も
此
の
仏
事
盛
に
行
は
れ
つ
ゝ
あ
り
、
（
十
五
）

い
わ
ゆ
る
「
禅
茶
（
茶
禅
）
一
味
」
思
想
か
ら
の
影
響
で
、
中
国
清
規
の
中
の
茶
湯
儀
礼
は
大
き
な
特

色
を
成
し
て
お
り
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
も
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
禅
宗
に
あ
っ
て

は
葬
送
儀
礼
の
中
に
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
臨
済
・
曹
洞
の
両
宗
も
こ
の
奠
茶
奠
湯

の
仏
事
を
継
承
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
黄
檗
宗
の
古
制
で
は
、
「
上
茶
上
食
」

が
あ
る
も
の
の
、
仏
事
と
し
て
の
奠
茶
奠
湯
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
に
引
用
し

た
「
葬
儀
の
方
法
」
で
は
、
黄
檗
宗
の
葬
礼
上
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
日
本
在
来
の
済
洞
両
宗
か
ら
の
影

響
に
よ
り
、
中
国
の
清
規
に
起
源
す
る
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
へ
、
黄
檗
宗
も
回
帰
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

最
後
の
段
に
は
、
「
右
協
議
事
項
の
如
き
は
普
通
寺
院
の
必
須
た
る
へ
き
こ
と
と
思
へ
と
も
寺
院
の
大

小
交
際
の
多
寡
に
よ
り
宜
敷
に
従
ふ
て
可
な
り
」
（
十
六
）

と
あ
り
、
こ
の
葬
儀
方
法
を
基
本
と
し
つ
つ
、

寺
院
の
都
合
に
合
わ
せ
て
行
う
よ
う
に
説
い
て
お
り
、
こ
こ
に
は
い
わ
ば
臨
機
応
変
の
柔
軟
性
が
見
ら
れ

る
。

③
建
札

『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
大
和
尚
示
寂
と
同
時
に
門
外
へ
「
山
門
不
幸
」
の
建
札
を
な
す
へ
し
、
是
れ

一
般
に
和
尚
の
遷
寂
を
知
ら
し
む
も
の
な
り
」
（
十
七
）

と
あ
る
。
そ
の
札
の
寸
法
や
形
な
ど
も
規
定
さ
れ

て
い
る
。
実
は
『
黄
檗
清
規
』
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
清
規
に
も
日
本
の
臨
済
宗
に
も
建
札
が
な
い
た
め
、

日
本
の
曹
洞
宗
で
の
み
行
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
曹
洞

宗
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
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表
二表

二
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
は
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
を
継

承
し
て
い
る
。
二
清
規
の
門
牌
の
寸
法
は
全
く
一
致
し
て
い
る
。

『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
建
札
」
と
呼
ば
れ
て
、
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
で
も
『
明
治
校
訂
洞
上

行
持
軌
範
』
で
も
、
と
も
に
「
門
牌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
、
寸
法
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
「
建

札
」
に
「
山
門
不
幸
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
門
牌
」
に
は
次
の
よ
う
に
、
一
層
ま
と
ま
っ

た
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
。

「

山
門
不
幸

堂
頭
大
和
尚
以
本
月
某
日
某
刻
示
寂

堂
司
比
丘
某
甲
以
訃
報
告

」
（
十
八
）

そ
れ
に
対
し
て
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
出
喪
の
日
時
定
ま
ら
は
其
下
へ
紙
又
は
板
に
其
日
時
を
書

し
て
貼
付
す
へ
し
」
（
一
九
）

と
あ
る
よ
う
に
、
随
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。

『津送須知』 『洞上僧堂清規行法鈔』 『明治校訂洞上行持軌範』

高七八尺四分板

にて長さ二三尺

巾一尺位なるへ

し、出喪の日時

定まらは其下へ

紙又は板に其日

時を書して貼付

すへし（5 頁）

モシ退席ハ、堂頭ヲ東堂

ト書ス、後ミナ是ニ準

ズ、長二尺五寸許、横

六七寸許ヨシ、長竿ノ

末ニ剜容テ、門傍ニ建

ツ、（『曹洞宗全書 清

規』153 頁）

退席ハ堂頭ヲ東堂ト書ス後皆

是ニ準ス長二尺五寸許リ横六

七寸許リヲ可トス長竿ノ末ニ

剜容シ門傍ニ建ツ（120 頁）
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④
葬
具

坐
龕
、
天
蓋
、
位
牌
、
香
亭
等
、
具
体
的
に
注
文
す
る
必
要
が
あ
る
葬
具
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
『
黄

檗
清
規
』
に
は
出
て
い
な
い
墓
標
、
高
張
（
筆
者
註
：
提
灯
）
等
も
注
文
さ
れ
る
。

⑤
請
拝

秉
炬
師
ま
た
は
掩
土
師
を
請
拝
す
る
嗣
法
の
上
首
、
起
龕
師
、
鎖
龕
師
、
奠
茶
師
、
奠
湯
師
を
聘
す
る

嗣
法
の
上
首
又
は
遺
弟
の
中
で
も
未
顕
法
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
色
の
孝
服
を
着
て
、
請
拝
儀
を
行

う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
表
１
で
示
さ
れ
た
示
寂
の
時
と
同
じ
孝
服
の
色
分
け
法
で
あ
る
。
堂
頭
が
突
然

入
寂
し
、
し
か
も
寺
務
繁
忙
の
際
に
は
、
代
わ
り
に
法
類
ま
た
は
知
客
師
を
労
し
て
請
拝
の
儀
を
行
わ
せ

る
こ
と
や
儀
袋
の
名
簽
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
い
ず
れ
も
『
黄
檗

清
規
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

⑥
訃
音

『
山
内
清
規
』
に
お
け
る
東
堂
遷
化
の
場
合
で
は
、
「
即
日
知
客
京
上
去
。
報
二

示
寂
於
官
廷
一

」
（
二

〇
）

と
い
う
官
廷
（
幕
府
〔
官
〕
・
朝
廷
〔
廷
〕
を
指
そ
う
）
へ
の
訃
報
が
あ
る
。
一
方
、
『
津
送
須
知
』

で
は
、
官
廷
で
は
な
く
、
「
常
に
交
際
し
つ
つ
あ
る
寺
院
へ
は
宗
内
と
宗
外
と
を
問
は
す
訃
報
を
発
し
置

く
へ
し
」
（
二
一
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
黄
檗
宗
を
も
含
む
仏
教
各
宗
が
明
治
維
新
後
は
幕
藩
体
制
の
頃
よ
り

も
公
的
な
統
制
か
ら
自
由
に
な
り
、
住
職
の
死
を
一
々
公
的
機
関
へ
報
ず
る
必
要
が
無
く
な
っ
た
た
め
で

あ
る
。
そ
の
他
、
当
該
文
案
は
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
訃
音
式
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
津
送
の
日
付

を
付
け
加
え
て
い
る
。
津
送
の
日
付
は
も
と
も
と
「
此
れ
に
記
せ
す
」
（
二
二
）

、
し
か
し
、
「
繁
雑
な
る

世
な
る
を
以
て
時
流
に
従
ひ
略
儀
な
か
ら
津
送
月
日
を
併
せ
て
通
知
す
る
も
よ
ろ
し
」
（
二
三
）

と
な
る
。

ま
た
、
密
葬
の
場
合
は
別
に
行
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

上
述
し
た
①
か
ら
⑥
ま
で
は
、
住
持
遷
化
後
、
各
仏
事
が
行
わ
れ
る
前
の
一
連
の
準
備
活
動
の
こ
と
が

詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
『
黄
檗
清
規
』
よ
り
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
執
り
行
わ
れ
や
す
く
な

る
。
建
札
や
「
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
の
如
き
は
洞
済
に
多
く
行
は
れ
近
来
吾
門
に
も
此
の
仏
事
盛
に
行
は
れ

つ
ゝ
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
済
洞
両
宗
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

⑦
斂
龕

『
黄
檗
清
規
』
の
次
第
を
継
承
し
た
が
、
『
（
般
若
）
心
経
』
だ
け
を
諷
誦
し
、
「
楞
厳
呪
」
の
諷
誦

を
省
い
て
い
る
。
そ
の
外
、
遺
体
に
就
て
浄
髪
し
沐
浴
を
終
え
た
後
、
着
せ
る
も
の
、
履
か
せ
る
も
の
な

ど
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
臭
気
の
発
散
を
防
ぐ
た
め
、
薫
香
や
防
腐
剤
等
の
用
意
ま

で
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

斂
龕
が
終
わ
れ
ば
、
「
那
伽
定
へ
霊
龕
を
移
し
て
相
等
荘
厳
す
へ
し
」
（
二
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
霊
龕

を
那
伽
定
へ
移
動
し
て
荘
厳
す
る
。

⑧
諸
品
書
方

頭
巾
、
頭
陀
袋
、
柱
杖
、
脚
袢
、
棺
文
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
仏
教
教
理
上
の
意
味
が
書



118

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
は
済
洞
両
宗
に
も
な
い
『
津
送
須
知
』
の
特
色
で
あ
る
。

そ
の
次
に
は
、
「
那
伽
定
荘
厳
図
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
聯
字
の
中
に
示
寂
和
尚
の
道
号
や
諱
の
書

き
方
、
及
び
聯
字
の
中
に
あ
る
「
僧
臘
」
「
戒
臘
」
「
法
臘
」
「
世
寿
」
等
の
意
味
、
持
物
の
包
み
方
や

盛
り
方
な
ど
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
「
那
伽
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
仏
の
こ
と
」
（
二
五
）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
大
智
度

論
』
（
巻
三
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
那
伽
」
の
字
義
を
一
字
ず
つ
分
析
し
て
「
不
罪
」
と
解
釈
し
、

つ
い
で
こ
の
二
字
全
体
を
「
龍
」
お
よ
び
「
象
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
罪
な
き
も
の
」
或
い
は
「
龍
」

や
「
象
」
に
も
比
す
べ
き
力
あ
る
者
、
す
な
わ
ち
「
仏
」
と
い
う
主
旨
で
あ
る
。

摩
訶
那
伽

摩
訶
言
レ

大
。
那
名
レ

不
。
伽
名
レ

罪
。
諸
阿
羅
漢
諸
煩
悩
断
。
以
レ

是
故
名
二

不
罪
一

。
復
次
那
伽
或
名
レ

龍
或
名
レ

象
。
是
五
千
阿
羅
漢
。
諸
無
数
阿
羅
漢
中
最
大
力
。
是
以

故
言
如
レ

龍
如
レ

象
。
（
二
六
）

こ
う
し
た
語
義
か
ら
「
那
伽
定
」
と
は
、
「
仏
が
入
る
寂
静
の
境
地
。
仏
の
禅
定
。
」
（
二
七
）

と
解
釈

さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
俱
舍
論
』
（
巻
一
三
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

有
余
部
説
。
諸
仏
世
尊
常
在
レ

定
故
。
心
唯
是
善
無
二

無
記
心
一

。
故
契
経
説
。
那
伽
行
在

レ

定
。
那
伽
住
在
レ

定
。
那
伽
坐
在
レ

定
。
那
伽
臥
在
レ

定
。
（
二
八
）

隠
元
や
木
庵
等
の
語
録
で
は
、
こ
う
し
た
語
義
を
踏
ま
え
た
「
那
伽
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
が
認
め
ら

れ
る
。
具
体
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
「
黄
檗
開
山
隠
元
老
和
尚
末
後
事
実
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

初
五
午
刻
。
将
鎖
龕
。
諸
門
弟
子
見
下

師
顔
色
不
レ

変
。
如
上
レ

入
二

那
伽
一

。
意
欲
三

留
レ

身
令

二

人
瞻
礼
一

。
縁
二

已
掲
レ

榜
諭
一
レ

衆
。
不
レ

可
二

改
易
一

。
故
止
レ

之
。
是
日
。
四
衆
持
二

香
花
一

而

供
者
莫
レ

不
二

悲
哀
而
恋
慕
一

焉
旹
。
（
二
九
）

次
に
、
木
庵
の
例
を
見
よ
う
。
木
庵
は
京
都
萬
福
寺
の
二
代
目
の
住
持
で
あ
る
。
「
黄
檗
第
二
代
紫
雲

老
和
尚
末
後
事
実
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

越
三
日
午
刻
。
将
二

鎖
龕
一

。
見
二

師
顔
色
一

不
レ

変
。
如
レ

入
二

那
伽
一

。
肌
膚
柔
軟
。
頂
有
二

暖
気
一

。
緇
素
悲
哀
。
如
レ

失
二

慈
父
一

焉
。
（
三
〇
）

隠
元
や
木
庵
等
の
語
録
で
の
「
那
伽
」
の
意
味
は
、
「
仏
の
禅
定
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
如
レ

入
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二

那
伽
一

」
と
は
、
「
仏
の
禅
定
に
入
っ
た
よ
う
な
静
寂
な
死
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
隠
元
や
木
庵
の

死
は
仏
と
成
っ
た
こ
と
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
一
般
民
衆
の
黄
檗
宗
に
対
す
る
理
解
向
上
を
期
し
て
、
永
明
寺
の
住
持
・
瓜
頂
智
厚
（
一
九
四

六
～
）
氏
は
自
坊
で
あ
る
黄
檗
宗
・
慧
日
山
永
明
寺H

P

に
『
黄
檗
事
典
』
と
題
す
る
ネ
ッ
ト
事
典
を
掲

載
し
て
い
る
。
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
「
那
伽
定
」
と
い
う
項
目
に
よ
れ
ば
、
そ
の
語
義
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
―
―
「
那
伽
と
は
梵
語
で
、
龍
の
こ
と
を
言
う
。
龍
は
常
に
静
止
し
て
思
念
を
す
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
龍
象
（
禅
門
で
は
僧
の
こ
と
を
こ
う
呼
ぶ
）
が
禅
定
す
る
様
を
こ
れ
に
た
と
え
、
「
那
伽
大
定
」

と
呼
ぶ
。
転
じ
て
、
檗
僧
が
遷
化
（…

…

僧
が
亡
く
な
る
こ
と
）
に
際
し
、
霊
龕
（
棺
の
こ
と
）
を
荘
厳

す
る
場
を
い
い
、
「
那
伽
定
」
と
大
書
し
た
紙
を
、
霊
龕
を
安
置
す
る
鴨
居
に
貼
付
す
る
の
が
慣
わ
し
と

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
開
山
堂
を
設
け
開
山
和
尚
の
像
な
ど
を
安
置
す
る
場
合
は
、
現
在
も
ご
開
山
が

さ
な
が
ら
「
禅
定
」
に
入
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
と
理
解
し
「
那
伽
定
」
の
額
を
掛
け
る
こ
と
が
多
い
。
な

お
、
本
山
開
山
堂
内
の
宗
祖
尊
像
厨
子
（
右
写
真
）
に
も
、
「
那
伽
」
の
木
額
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
」
（
三

一
）

。
こ
の
叙
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
黄
檗
宗
の
僧
侶
向
け
葬
礼
上
の
特
色
と
し
て
、
「
那
伽
定
」

と
は
霊
龕
を
荘
厳
す
る
場
を
意
味
し
て
お
り
、
同
『
事
典
』
は
こ
の
語
彙
が
黄
檗
宗
に
お
い
て
帯
び
て
い

る
伝
統
的
な
重
み
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

⑨
位
牌
の
書
き
方

位
牌
の
表
と
裏
の
書
き
方
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
新
圓
寂
の
文
字
は
尽
七
日
に
至
ら
は
除
却
す
へ
し
」

（
三
二
）

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

⑩
墓
標
の
書
き
方

墓
標
の
表
と
裏
の
書
き
方
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
墓
標
の
表
の
書
き
方
と
し
て
は
、
「
上
暁
下
覚
天
大

和
尚
」
（
三
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
上
下
の
処
位
牌
と
同
し
く
示
寂
和
尚
の
道
号
の
二
字
を
上
下
に
剖
ち

て
一
字
宛
記
入
す
へ
し
、
是
れ
師
を
敬
す
る
の
法
な
り
、
又
其
の
下
に
師
の
諱
の
下
の
一
字
を
書
き
入
る

へ
し
」
（
三
四
）

、
と
い
う
ふ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
現
代
中
国
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
僧
侶
の
名
を
そ
の

ま
ま
フ
ル
ネ
ー
ム
で
呼
ぶ
こ
と
は
不
敬
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
上
×
下
×
」
（
上
の
字
は
×
、
下
の

字
は
×
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
黄
檗
宗
の
僧
侶
用
位
牌
に
見
る
こ
う
し
た
標
記
方
式

も
、
こ
の
習
慣
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
龕
薦
堂

龕
薦
堂
と
は
、
「
葬
礼
に
際
し
、
仮
に
棺
を
安
置
し
て
お
く
た
め
に
設
け
る
堂
」
（
三
五
）

の
こ
と
で
あ

る
。
前
述
し
た
『
黄
檗
事
典
』
の
「
龕
薦
堂
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
葬
儀
の
際
に
臨
時
に
設
置
さ
れ
る

建
屋
で
基
本
的
に
は
屋
外
、
本
堂
の
正
面
に
設
け
ら
れ
る
。
二
間
間
隔
程
度
に
四
本
の
柱
（
ま
た
は
青

竹
）
を
立
て
、
上
部
を
白
布
で
覆
っ
た
だ
け
の
簡
素
な
も
の
で
四
門
と
も
い
う
。
四
本
柱
の
間
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
「
発
心
門
」
「
修
行
門
」
「
菩
提
門
」
「
涅
槃
門
」
と
記
し
た
額
に
見
立
て
た
紙
を
貼
り
付
け
る
」

（
三
六
）

と
あ
る
。

『
津
送
須
知
』
で
は
、
龕
薦
堂
図
や
龕
薦
堂
平
面
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
昔
は
四
間
四
方
も
あ
る
龕
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薦
堂
（
又
は
龕
堂
と
も
云
ふ
）
を
作
り
霊
龕
を
挙
し
て
其
の
中
を
三
匝
せ
し
古
図
あ
り
、
中
古
よ
り
は
二

間
四
方
に
造
り
て
、
発
心
門
よ
り
入
り
修
行
門
に
出
て
又
菩
提
門
よ
り
入
り
て
涅
槃
門
に
出
て
遂
に
三
匝

し
て
龕
堂
に
安
置
せ
し
か
、
此
の
四
門
を
出
入
す
へ
く
建
立
せ
む
と
欲
せ
は
相
当
に
高
く
造
ら
さ
る
へ
か

ら
す
、
是
を
以
て
近
時
は
高
さ
凡
一
間
半
若
は
二
間
位
に
建
立
し
て
其
外
周
を
三
匝
し
て
棺
台
に
据
ゆ

る
方
、
便
利
と
さ
る
ゝ
を
以
て
是
れ
を
行
ふ
方
よ
ろ
し
」
（
三
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
瓜
頂
智
厚
氏
の
記
述

と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
龕
薦
堂
の
大
き
さ
に
時
代
を
通
じ
て
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
山
本

悦
心
氏
の
時
代
（
大
正
・
昭
和
戦
前
）
に
至
る
と
、
高
さ
も
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
檗
宗
の
僧
侶
葬
礼
に
あ
っ
て
は
龕
薦
堂
で
四
門
三
匝
の
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

中
国
の
清
規
に
も
黄
檗
宗
の
清
規
に
も
こ
の
事
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
四
門
三
匝
は
日

本
の
曹
洞
宗
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
⑯
の
出
喪
行
列
で
更
に

考
察
す
る
。

そ
の
他
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
龕
薦
堂
の
堂
内
の
拝
席
や
机
な
ど
の
配
置
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
天
井
及
び
四
周
は
白
布
で
覆
う
こ
と
、
四
方
に
四
門
の
額
を
掲
げ
る
こ
と
、
白
木
の
燭
台
、

花
瓶
、
給
備
、
上
供
盆
、
菓
子
輪
な
ど
を
用
意
す
る
こ
と
、
な
ど
が
実
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
白
木
の
燭
台
等
は
、
『
山
内
清
規
』
の
最
後
の
処
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
菓
子
盆
等
都
可
用
白

木
也
」
（
三
八
）

に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
津
送
須
知

「
当
日
は
多
数
の
人
々
入
り
込
み
混
雑
を
免
か
れ
難
し
故
に
凡
定
め
た
る
触
書
を
各
寮
に
掲
出
す
へ
し

其
雛
形
は
凡
そ
次
の
如
し
」
（
三
九
）

と
い
う
序
説
の
も
と
、
堂
頭
和
尚
津
送
須
知
、
配
役
名
単
、
諸
士
配

役
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
堂
頭
和
尚
津
送
須
知
」
で
は
、
主
に
「
何
時
」
に
「
鎖
龕
法
式
」
「
起
龕

法
式
」
「
秉
炬
法
式
」
「
安
牌
諷
経
」
な
ど
が
行
わ
れ
る
か
、
と
い
う
時
間
と
事
項
を
記
入
す
る
。
「
配

役
名
単
」
で
は
、
秉
炬
師
、
奠
茶
師
、
奠
湯
師
、
起
龕
師
、
鎖
龕
師
等
の
名
前
を
記
入
す
る
。
「
諸
士
配

役
」
で
は
、
総
務
係
、
法
式
係
、
受
付
係
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
『
黄
檗
清
規
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
曹
洞
宗
の
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
で
は
、
「
大
殿
便
宜
ノ
処
ニ
諸
職
ヲ
請
ス
ル
牓
ト
諸

仏
事
ヲ
請
ス
ル
牓
ト
ヲ
出
シ
亦
喪
中
行
法
ノ
次
第
兼
日
喪
儀
差
定
ヲ
出
ス
ヘ
シ
」
（
四
〇
）

と
い
う
記
述
や

書
様
の
図
な
ど
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
『
津
送
須
知
』
の
こ
の
規
定
は
曹
洞
宗
か
ら
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑬
出
喪
名
単

主
に
「
出
喪
之
式
」
に
つ
い
て
概
説
さ
れ
て
い
る
が
、
『
黄
檗
清
規
』
に
見
る
そ
れ
よ
り
も
繁
雑
で
あ

る
。
こ
の
「
出
喪
之
式
」
と
は
、
「
吾
門
中
流
位
の
末
寺
住
持
の
津
葬
と
し
て
」
（
四
一
）

描
か
れ
て
い
る

図
で
あ
る
。
七
仏
事
な
ど
の
場
合
、
配
役
の
諸
師
が
多
い
た
め
、
引
磬
、
太
鼓
、
鐃
鉢
共
に
四
挺
を
用
い

る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
実
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑭
鎖
龕
法
式

鎖
龕
法
式
は
『
黄
檗
清
規
』
に
は
関
連
叙
述
が
な
く
、
『
山
内
清
規
』
に
見
ら
れ
る
。
『
山
内
清
規
』
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に
お
け
る
鎖
龕
仏
事
で
は
「
維
那
挙
真
香
賛
大
悲
呪
心
経
了
。
念
（
那
伽
）
賛
」
（
四
二
）

と
い
う
こ
と
で
、

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
鎖
龕
法
式
で
は
、
「
維
那
師
真
香
賛
大
悲
呪
心
経
結
讃
を
念
す
」
（
四
三
）

と
い

う
こ
と
で
、
誦
経
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
山
内
清
規
』
の
ほ
う
で
は
、
結
讃
を
「
那
伽
」
讃
を
用

い
る
べ
き
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
『
津
送
須
知
』
で
は
、
小
師
（
亡
き
僧
侶
の
直
接
の
弟
子
）
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

知
客
師
は
時
刻
到
来
せ
は
知
随
師
を
し
て
鎖
龕
師
及
ひ
関
係
役
位
へ
予
告
せ
し
む
へ
し
、
知

客
師
は
小
師
を
引
て
鎖
龕
師
を
其
寮
舍
に
拝
請
す
へ
し
小
師
は
線
香
を
捧
け
て
寿
位
の
香
炉

に
挿
立
し
て
展
具
三
拝
す
る
こ
と
、
鎖
龕
師
は
小
師
と
共
に
龕
前
に
進
む
小
師
は
位
に
（
龕

に
向
て
左
の
処
）
帰
る
鎖
龕
師
拈
香
喪
主
鎖
子
を
捧
く
是
れ
を
受
け
て
鎖
龕
の
法
語
あ
り
小
師

は
展
具
し
て
俯
伏
法
語
を
拝
聴
す
終
て
展
具
三
拝
あ
り
小
師
も
立
て
是
れ
に
答
拝
す
。

次
て
小
師
は
鎖
龕
師
を
元
の
寮
舎
へ
送
り
て
速
礼
一
拝
を
な
す
、
維
那
師
真
香
讃
大
悲
呪
心

経
結
讃
を
念
す
、
小
師
は
た
た
ち
に
龕
前
へ
出
て
焼
香
し
て
三
拝
し
両
斑
へ
各
一
拝
を
な
し

又
中
央
へ
一
拝
す
へ
し
、
座
具
を
収
め
て
位
に
帰
り
て
展
具
俯
伏
す
、
維
那
師
回
向
し
て
曰

く
（
略
）
と
称
へ
了
て
大
衆
一
斉
に
三
拝
あ
り
小
師
も
又
答
拝
す
へ
し
、
是
に
て
諸
師
一
憩
す

る
こ
と
。
（
四
四
）

鎖
龕
師
の
拝
請
か
ら
、
仏
事
の
最
後
ま
で
、
小
師
は
参
列
者
へ
答
礼
を
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

済
洞
両
宗
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
黄
檗
宗
の
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
ま
ず
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林

略
清
規
』
の
場
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

入
龕
の
仏
事
：
維
那
、
小
師
を
領
い
て
香
を
炷
き
、
首
座
を
請
じ
て
之
れ
を
為
さ
し
む
。

鎖
龕
の
仏
事
：
喪
司
の
維
那
出
で
て
右
手
を
用
い
て
焼
香
し
、
頭
首
を
請
じ
て
之
れ
を
な
さ

し
む
。
鎖
子
は
盤
袱
を
以
て
盛
る
。

次
に
掛
真
の
仏
事
：
頭
首
、
之
れ
を
な
す
。
真
は
盤
袱
を
以
て
盛
る
。

次
に
挙
哀
の
仏
事
：
主
喪
、
之
れ
を
な
す
。

次
に
奠
茶
湯
の
仏
事
：
頭
首
、
之
れ
を
為
す
。
此
方
は
奠
茶
・
奠
湯
は
別
に
行
う
。

次
に
小
師
、
真
前
に
列
ん
で
礼
拝
。
東
に
帰
っ
て
列
立
す
。
北
を
上
と
し
西
に
郷
う
。
主

喪
炷
香
し
て
帰
っ
て
中
立
す
。
大
衆
次
第
に
炷
香
、
帰
っ
て
列
拝
す
れ
ば
、
小
師
は
真
の
左

に
答
拝
す
。
（
四
五
）

一
方
、
曹
洞
宗
の
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
の
場
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

入
龕
：
小
師
師
孫
ハ
霊
龕
ノ
背
後
ニ
立
列
ス
喪
司
出
テ
入
龕
仏
事
師
ヲ
請
ス…

…

次
ニ
挙



122

経
大
悲
呪
ヲ
挙
ス

回
向
ニ
云
ク
（
略
）
了
テ
普
同
三
拝
散
堂
小
師
師
孫
ハ
霊
龕
ノ
背
後
ニ
在

テ
答
拝
ヲ
為
ス
ヘ
シ
若
シ
龕
後
狭
ケ
レ
ハ
龕
側
ニ
侍
ス
ヘ
シ

移
龕
：
喪
司
移
龕
仏
事
師
ヲ
請
ス…

…

小
師
等
答
拝
前
ノ
如
シ

鎖
龕
：
喪
司
鎖
龕
仏
事
師
ヲ
請
ス…

…

小
師
師
孫
等
霊
龕
ニ
侍
シ
テ
離
散
ス
ル
ヲ
得
ス
（
四

六
）

黄
檗
宗
と
比
べ
て
み
る
と
、
済
洞
両
宗
に
お
け
る
小
師
の
役
割
は
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
。
臨
済
宗

の
場
合
は
真
の
左
に
答
拝
し
、
一
方
、
曹
洞
宗
の
場
合
は
霊
龕
の
背
後
に
答
拝
す
る
。
黄
檗
宗
の
場
合
は

鎖
龕
師
の
拝
請
か
ら
仏
事
の
最
後
ま
で
、
小
師
が
敬
虔
に
礼
拝
し
て
い
る
。
特
に
、
「
鎖
龕
の
法
語
あ
り

小
師
は
展
具
し
て
俯
伏
法
語
を
拝
聴
す
」
「
維
那
師
真
香
讃
大
悲
呪
心
経
結
讃
を
念
す
、
小
師
は
た
た
ち

に
龕
前
へ
出
て
焼
香
し
て
三
拝
し
両
斑
へ
各
一
拝
を
な
し
又
中
央
へ
一
拝
す
へ
し
、
座
具
を
収
め
て
位
に

帰
り
て
展
具
俯
伏
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鎖
龕
師
や
維
那
師
は
法
語
や
経
等
を
念
じ
る
時
、
小
師
が
展
具

し
て
俯
伏
し
て
拝
聴
す
る
の
は
教
団
に
お
け
る
上
下
関
係
や
尊
卑
関
係
に
由
来
し
て
お
り
、
礼
法
上
の
厳

し
さ
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
も
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
礼
」
を
重
視
す
る
思
想
を
継
承
し
た

結
果
で
あ
り
、
隠
元
自
身
の
法
や
師
に
対
す
る
尊
重
親
や
目
上
の
人
に
対
す
る
孝
行
や
従
順
と
い
っ
た
儒

仏
一
致
の
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
第
五
章
で
論
述
し
た
。

⑮
起
龕
法
式

起
龕
法
式
の
次
第
は
鎖
龕
法
式
と
同
じ
で
あ
る
。
鎖
龕
法
式
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
「
維
那
師
、
大
衆

等
、
大
悲
呪
心
経
結
讃
を
挙
く
」
（
四
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
真
香
讃
」
を
念
じ
て
い
な
い
。

維
那
師
は
龕
前
で
「
金
棺
自
挙
。
遶
拘
尸
之
大
城…

…

」
（
四
八
）

と
い
う
念
誦
や
十
仏
名
を
挙
す
る
の

は
『
黄
檗
清
規
』
を
継
承
し
て
い
る
。

小
師
の
行
う
べ
き
礼
儀
作
法
は
、
鎖
龕
法
式
と
同
じ
で
あ
る
。
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
の
場
合

は
「
起
龕
の
仏
事

小
師
を
引
い
て
頭
首
の
前
に
到
り
、
秉
炬
の
仏
事
を
拝
請
す
」
（
四
九
）

、
ま
た
、
曹

洞
宗
の
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
の
場
合
は
「
起
龕

小
師
師
孫
親
密
ノ
法
類
等
ハ
霊
龕
ノ
背
面
ニ

近
ク
侍
立
ス
ヘ
シ
」
（
五
〇
）

と
あ
る
よ
う
に
、
上
述
し
た
済
洞
両
宗
の
鎖
龕
仏
事
に
お
け
る
小
師
の
礼
儀

作
法
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。

⑯
出
喪
行
列
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表
三

『津送須知』 『黄檗清規』 『小叢林略清規』 『明治校訂洞上行持軌範』

行列整はゝ維那師は挙し

て曰く「南無清浄法身毘

盧遮那仏」を称へ起さは

大衆共に和すへし又両引

磬にて読むこと一字一声

なり、仏に至らはチン（引

磬）ポン（太鼓）チヤラ

ン（鐃鉢）と各一声宛徐

に打して殊勝ならしむる

こと、此仏号は三匝中幾

回となく繰り返すへし、

霊龕龕薦堂を三匝し終り

棺台に安置され前机の供

物葬場図の如く整理され

たるを見て無常偈を挙け

終て七五三に三通打ち下

すこと、此の行列式場の

整頓多くは直歳師の所管

なり。（20 頁）

喪司維那引二小師一拝二請

起龕仏事一訖。鳴二法器一。

大衆各持二雪柳一。同念二

清浄法身毘盧遮那仏一。送

至二化壇一。（大正 82、778

下～779 上）

灯幡鼓鈸等、及び龕、次第に化壇に赴く。鈴と鼓と

（両鼓同時に鳴らす）鈸と（両鈸同時に鳴らす）各おの

一声迭がわる鳴らす（鳴らすこと須らく慢なるべし）。

鐘有る処には、又た鐘を鳴らす（喪、化壇に到って

乃ち止む）。小師は龕に随う（若し在家には孝子親

属、霊柩の紼を取るには、則ち須らく龕前に在るべ

し。侍霊、紼を取って之れを孝子に度与せよ。孝子

は龕に近づき親属は次第に前に在り）。山門の維那、

亦た其の後に随う。主喪は衆を領いて両々分出す。

衆の戸を出づる時、行者、雪柳各おの一枝を以て衆

に度与すれば、衆は之を執って進む。最後に都寺押

喪す。龕、門首に至って真亭の掛真と、奠茶湯と、

転龕との仏事あるも之れを略す。山門の維那、門を

出づるに及んで、身を転じて内に向かって合掌して

「往生呪」（南無阿弥陀婆耶云云）を挙す。大衆斉し

く念ず（須らく低声に曳いて唱うべし）。自外の行者・

人僕は門外に排立し、低頭合掌して衆を揖し、其の

出で尽くすを待って、亦た衆の後に随って奉送す。

（129 頁）

既ニ起龕セント欲スル時維那

挙経清浄法身毘盧遮那仏ヲ長

声ニ双挙ス堂司行者磬ヲ打ス

大衆唱和シ了テ鼓鈸小磬合奏

一声次ニ維那挙経円満報身盧

舍那仏ヲ双挙ス衆唱和シ合奏

前ノ如シ如是次第ニ十仏名ヲ

挙唱シ周シテ復タ始マル（前

鈸後鈸アリ前鈸ハ龕前ニ列シ後鈸

ハ龕後ニ附ス仏名一唱一和了テ前

鈸先ツ奏シ了テ次ニ後鈸ヲ奏スル

モノトス）喪場ニ到リ発心門ヨ

リ入テ四門ヲ三匝シ霊龕ヲ台

上ニ安ス時ニ大衆各々其位ニ

就キ了テ奏楽三闋（前鈸後鈸一

斉ニ奏ス）（127～128 頁）
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表
三
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
津
送
須
知
』
の
出
喪
は
『
黄
檗
清
規
』
に
基
づ
き
つ
つ
、
詳
し
く

規
定
さ
れ
て
い
る
。
『
津
送
須
知
』
で
は
、
先
行
す
る
『
黄
檗
清
規
』
と
同
じ
く
、
法
器
を
鳴
ら
し
な
が

ら
、
「
南
無
清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏
」
の
仏
号
を
念
じ
る
。
し
か
し
、
雪
柳
を
持
つ
こ
と
を
省
い
て
い
る
。

霊
龕
を
化
壇
に
安
置
す
る
ま
で
、
龕
薦
堂
を
三
匝
し
て
い
る
。
三
匝
中
、
こ
の
仏
号
を
何
回
も
繰
り
返
す

の
で
あ
る
。
霊
龕
を
棺
台
に
安
置
し
た
後
、
「
無
常
偈
」
を
挙
す
る
。
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
「
無
常
偈
」

は
秉
炬
仏
事
の
時
、
念
じ
る
。
こ
の
点
も
異
な
っ
て
い
る
。

済
洞
両
宗
と
比
べ
て
み
る
と
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
で
は
、
送
喪
の
時
、
法
器
を
鳴
ら
す
だ

け
で
、
黄
檗
宗
の
『
津
送
須
知
』
に
あ
る
よ
う
に
は
仏
号
を
念
じ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
小
叢
林
略
清
規
』

で
は
、
「
山
門
の
維
那
、
門
を
出
づ
る
に
及
ん
で
、
身
を
転
じ
て
内
に
向
か
っ
て
合
掌
し
て
「
往
生
呪
」

（
南
無
阿
弥
陀
婆
耶
云
云
）
を
挙
す
」
と
も
記
し
て
お
り
、
「
往
生
呪
」
を
念
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
荼
毘
に
際
し
て
は
「
山
門
の
維
那
、
龕
に
向
か
っ
て
念
誦
（
仰
慿
大
衆
、
資
助
覚

霊
。
南
無
西
方
極
楽
世
界
、
大
慈
大
悲
阿
弥
陀
仏
（
三
念
仏
名
）
。
「
阿
弥
陀
仏
」
に
到
っ
て
衆
合
掌

唱
和
す
）
」
（
五
一
）

と
規
定
し
て
お
り
、
臨
済
宗
の
葬
礼
に
あ
っ
て
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
が
濃
厚
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
『
小
叢
林
略
清
規
』
で
は
、
四
門
三
匝
に
つ
い
て
は
何
ら
説
か
れ
て
い
な
い
。

そ
の
他
、
「
柩
紼
」
と
は
、
松
浦
秀
光
氏
に
よ
れ
ば
、
「
在
家
の
親
属
人
が
龕
前
に
在
っ
て
柩
の
紼
を
取

る
こ
と
は
、
小
規
に
始
め
て
記
す
所
で
、
こ
れ
は
浄
土
教
に
依
る
、
阿
弥
陀
仏
の
手
か
ら
糸
を
引
い
て
、

亡
者
の
手
に
つ
な
ぐ
こ
と
か
ら
脱
化
し
た
も
の
だ
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
「
善
縁
の
綱
」
略
し
て
「
善
の
綱
」

と
い
い
、
ま
た
「
縁
の
綱
」
と
も
い
う
。
藤
原
時
代
の
糸
引
き
弥
陀
の
信
仰
よ
り
一
般
化
し
た
も
の
か
」

（
五
二
）

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
臨
済
宗
は
浄
土
教
的
な
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

曹
洞
宗
の
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
で
は
、
「
清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏
」
だ
け
で
な
く
、
「
円
満

報
身
盧
舍
那
仏
」
な
ど
十
仏
名
を
次
第
に
挙
唱
す
る
。
雪
柳
を
持
つ
こ
と
も
省
い
て
い
る
。
ま
た
、
喪
場

で
は
四
門
三
匝
が
行
わ
れ
る
。
「
四
門
三
匝
」
の
出
典
は
、
『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
（
巻
下
）
で
あ
る
。

関
連
す
る
同
経
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
面
従
広
四
十
八
由
旬
。
尓
時
如
来
七
宝
金
棺
。
徐
徐
乘
レ

空
從
二

拘
尸
城
東
門
一

而
出
。
乘

レ

空
右
繞
入
二

城
南
門
一

。
漸
漸
空
行
從
二

北
門
一

出
。
乘
レ

空
左
繞
還
從
二

拘
尸
西
門
一

而
入
。
如

レ

是
展
転
遶
二

三
匝
一

已
。
乘
レ

空
徐
徐
還
入
二

西
門
一

。
乘
レ

空
而
行
從
二

東
門
一

出
。
空
行
左
遶

入
二

城
北
門
一

。
漸
漸
空
行
從
二

南
門
一

出
。
乘
レ

空
右
遶
還
入
二

西
門
一

。
如
レ

是
展
転
遶
経
四
匝
。

如
レ

是
左
右
遶
二

拘
尸
城
一

経
于
七
匝
。
（
五
三
）

五
来
重
氏
は
『
葬
と
供
養
』
に
お
け
る
「
十
六

四
門
と
仮
門
」
と
題
し
た
章
の
中
で
、
日
本
の
「
仏

教
葬
の
四
門
と
い
う
も
の
も
、
元
来
は
日
本
の
自
然
葬
（
風
葬
）
の
名
残
り
で
あ
る
殯
の
残
存
形
態
を
あ

ら
わ
す
殯
門
（
仮
門
）
か
ら
来
た
」
（
五
四
）

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
平
安
時
代
中
期
の
文
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献
で
は
葬
所
、
す
な
わ
ち
殯
の
門
（
鳥
居
）
は
二
門
で
あ
っ
た
の
が
、
平
安
末
期
に
は
四
門
と
な
り
、
こ

こ
に
仏
教
色
が
濃
厚
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
修
験
道
の
影
響
が
想
定
さ
れ
」
（
五
五
）

、
「
修
験
道
の

四
門
と
四
門
道
の
思
想
か
ら
、
殯
を
模
し
た
葬
所
の
四
方
に
門
を
開
け
、
鳥
居
を
建
て
、
こ
れ
を
三
匝
行

道
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
を
菩
提
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
る
葬
礼
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
五
六
）

と

い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
氏
の
叙
述
か
ら
、
「
四
門
三
匝
」
は
平
安
末
期
か
ら
始
ま
り
、

最
初
は
修
験
道
か
ら
民
俗
を
仏
教
化
し
て
、
入
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
に

し
て
禅
宗
が
こ
う
し
た
儀
礼
を
取
り
入
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

松
浦
秀
光
氏
は
『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』
に
お
い
て
、
こ
の
儀
式
が
中
国
の
清
規
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

日
本
臨
済
の
『
諸
回
向
清
規
式
』
に
初
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
五
七
）

。
し
か
し
な
が
ら
、

表
三
か
ら
見
る
と
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
で
は
、
こ
の
四
門
三
匝
が
払

拭
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
曹
洞
宗
の
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
や
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』

な
ど
で
は
引
き
続
き
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
種
々
考
え
ら
れ
る
、
今
後
更
に
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。
『
津
送
須
知
』
に
限
っ
て
い
え
ば
、
龕
薦
堂
の
儀
礼
に
お
い
て
四
門
三
匝
が
行
わ
れ
て

い
る
の
は
、
曹
洞
宗
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
と
見
た
い
。

⑰
荼
毘
法
式

ま
ず
、
仏
事
を
行
う
鎖
龕
師
・
起
龕
師
・
奠
湯
師
・
奠
茶
師
・
秉
炬
師
を
正
位
に
拝
請
す
る
。
「
津
送

之
図
」
か
ら
見
る
と
、
荼
毘
法
式
は
龕
薦
堂
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
最
後
は
「
小

師
は
起
身
収
具
し
て
、
再
行
列
を
整
へ
荼
毘
場
に
向
ふ
へ
し
」
（
五
八
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
荼
毘
法
式
が
終
わ
れ
ば
、
行
列
が
荼
毘
場
へ
行
っ
て
、
亡
骸
を
荼
毘
に
付
す
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。

先
つ
奠
湯
師
を
請
す
、
奠
湯
師
は
直
に
龕
前
の
卓
へ
進
み
拈
香
し
て
蜜
湯
（
侍
真
よ
り
捧
く
）

を
薫
し
て
法
語
あ
り
（
蜜
湯
を
上
飯
の
左
へ
供
ふ
へ
し
）
小
師
は
展
具
し
て
俯
伏
法
語
を
拝
聴

す
奠
湯
師
帰
路
秉
炬
師
へ
一
揖
し
て
椅
前
に
帰
り
て
三
拝
あ
り
小
師
は
起
ち
て
答
拝
を
な
す

へ
し
。
（
五
九
）

先
に
奠
湯
仏
事
を
行
う
。
そ
の
後
、
奠
茶
仏
事
を
行
う
。
次
第
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
前
の
鎖
龕
仏
事

や
起
龕
仏
事
と
同
じ
よ
う
に
、
小
師
は
「
展
具
し
て
俯
伏
法
語
を
拝
聴
す
」
な
ど
、
敬
虔
に
拝
礼
す
る
。

秉
炬
仏
事
を
行
う
時
、
秉
炬
師
は
維
那
師
か
ら
熏
じ
た
炬
松
を
受
け
て
、
「
一
円
相
を
画
く
し
て
法
語

あ
り
」
（
六
〇
）

と
い
う
動
作
が
あ
る
。
小
師
は
上
述
し
た
各
仏
事
と
同
じ
く
「
展
具
し
て
俯
伏
法
語
を
拝

聴
す
へ
し
」
（
六
一
）

な
ど
と
い
う
礼
を
す
る
一
方
で
、
胡
跪
し
て
直
歳
師
か
ら
炬
松
を
受
け
て
、
「
秉
炬

師
と
同
じ
く
一
円
相
を
打
す
へ
し
」
（
六
二
）

と
さ
れ
て
い
る
。
次
は
維
那
師
が
讃
、
変
食
真
言
、
結
讃
な

ど
を
挙
す
る
。
挙
し
て
い
る
と
き
、
小
師
は
礼
拝
や
答
拝
を
す
る
。
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
無
常
偈
」

「
楞
厳
呪
」
を
挙
す
る
こ
と
が
省
か
れ
て
い
る
。
『
山
内
清
規
』
で
は
、
「
香
賛
」
「
楞
厳
呪
」
『
（
般
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若
）
心
経
』
「
変
食
呪
」
等
を
挙
し
て
い
る
が
、
『
津
送
須
知
』
は
そ
の
中
か
ら
「
変
食
呪
」
を
継
承
し

た
。

⑱
安
牌
諷
経

「
法
式
係
は
安
牌
壇
を
元
の
那
伽
定
に
荘
厳
し
位
牌
を
安
置
し
」
（
六
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
那
伽
定
」

で
安
牌
諷
経
を
行
う
こ
と
が
分
か
る
。
喪
主
は
小
師
と
共
に
拈
香
師
を
引
い
て
安
牌
壇
に
迎
え
る
。
拈
香

師
は
法
語
や
「
変
食
真
言
」
「
結
讃
」
を
挙
す
る
時
、
維
那
師
は
「
香
讃
」
や
経
を
挙
す
る
時
、
小
師
は

同
じ
く
俯
伏
し
て
拝
聴
す
る
と
い
っ
た
場
面
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
敬
虔
に
拝
礼
を
行
う
。

⑲
謝
拝

『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
「
是
日
当
レ

設
二

一
大
斎
一

。
嚫
施
重
二

於
尋
常
一

」
（
六
四
）

と
あ
る
。
『
山
内
清

規
』
で
は
、
一
層
増
補
し
た
形
で
、
「
如
喪
主
者
令
三

僧
持
二

主
丈
払
子
法
衣
鉢
盂
一

而
従
二

真
亭
一

皈
二

本

院
一

也
。
即
時
上
二

方
丈
一

謝
拝
。
次
両
序
各
院
。
同
去
謝
拝
当
晩
就
二

常
住
一

。
設
二

晩
飯
一
汁
一
菜
一

」
（
六

五
）

と
あ
る
。
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
津
送
を
一
先
つ
終
了
し
た
る
を
以
て
喪
主
は
小
師
を
引
て
、
各

導
師
を
始
め
各
法
務
役
位
の
寮
舎
に
就
て
謝
拝
を
な
さ
し
む
」
（
六
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
津
送
の
終
了
後
、

喪
主
は
小
師
を
引
い
て
、
各
導
師
を
始
め
、
各
法
務
役
位
の
寮
舎
へ
行
き
、
謝
拝
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
誰
が
誰
に
謝
拝
す
る
の
か
、
具
体
的
な
謝
拝
の
手
配
も
規
定
さ
れ
て

い
る
。
謝
拝
に
つ
い
て
の
み
記
る
さ
れ
て
お
り
、
設
斎
や
嚫
施
等
は
後
の
「
㉒
遺
斎
会
と
謝
敬
」
で
詳
し

く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑳
拾
骨
諷
経

『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
霊
龕
を
挙
し
て
昨
夕
荼
毘
場
に
於
て
火
浴
を
遂
け
た
る
を
以
て
、
本
朝
嗣
法

の
上
首
骨
壺
を
携
へ
近
親
の
者
を
拉
し
て
拾
骨
を
行
ふ
へ
し
」
（
六
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
『
黄
檗
清
規
』

と
同
じ
く
、
翌
日
霊
骨
を
収
め
る
。
「
那
伽
定
中
に
其
儘
奉
還
す
へ
し
」
（
六
八
）

と
あ
る
よ
う
に
、
安
骨

仏
事
の
行
う
場
所
は
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
山
内
清
規
』
で
は
、
塔
を
作
っ
て
、

安
骨
仏
事
を
行
う
。
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
那
伽
定
」
で
行
う
。

嗣
法
の
上
首
は
全
骨
或
い
は
主
要
な
部
分
を
拾
っ
て
、
骨
壺
に
移
す
。
嗣
法
の
小
師
は
那
伽
定
中
ま
で

骨
壺
を
奉
還
し
て
、
「
安
骨
の
諷
経
を
行
ふ
へ
し
、
法
式
は
安
牌
諷
経
と
異
な
る
こ
と
な
し
」
（
六
九
）

と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
那
伽
定
で
安
骨
の
諷
経
を
行
う
。
法
式
は
安
牌

諷
経
と
同
じ
で
あ
る
。
掩
土
式
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
諷
経
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
最
後
に
、
骨
壺
に
記

す
べ
き
文
例
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

㉑
中
陰
忌
と
開
蓮
忌

周
知
の
よ
う
に
、
七
七
日
と
は
四
十
九
日
の
中
陰
で
、
死
者
が
そ
の
死
後
に
次
の
生
に
転
生
す
る
ま
で

の
あ
い
だ
の
生
存
状
態
を
「
中
陰
」
、
あ
る
い
は
「
中
有
」
と
い
う
。
こ
こ
で
玄
奘
訳
『
瑜
伽
師
地
論
』

（
巻
一
）
「
本
地
分
中
意
地
」
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
―
―
「
又
此
中
有
。
若
未
レ

得
二

生
縁
一

極
二

七
日
一

住
。
有
得
二

生
縁
一

即
不
二

決
定
一

。
若
極
二

七
日
一

未
レ

得
二

生
縁
一

死
而
復
生
。
極
二

七
日
一

住
。
如
レ

是
展
轉
未
レ

得
二

生
縁
一

。
乃
至
七
七
日
住
。
自
レ

此
已
後
決
得
二

生
縁
一

」
（
七
〇
）

。
中
有
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と
は
、
七
日
な
い
し
最
も
長
く
て
七
七
日
（
四
十
九
日
）
を
経
れ
ば
、
亡
者
は
生
縁
を
得
て
、
人
間
界
を

含
む
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
へ
生
ま
れ
変
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
生
者
の
側
で
は
中
陰
供

養
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
中
陰
供
養
と
は
、
松
浦
秀
光
氏
に
よ
れ
ば
、
「
追
福
の
行
事
で
、
死
者
に
生

者
が
善
業
を
回
向
す
る
を
そ
の
本
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
七
一
）

。
つ
ま
り
、
松
浦
氏
に
よ
れ
ば
、
対

象
が
尊
宿
、
す
な
わ
ち
相
当
な
修
行
を
積
ん
だ
い
わ
ゆ
る
高
僧
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
儀
礼
が
依
然
必

要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
中
陰
供
養
の
特
徴
を
考
察
し
た
。
同
『
清
規
』
に
は
「
毎
日

二
時
上
二

粥
飯
一

。
三
時
諷
誦
。
七
七
日
中
。
法
嗣
小
師
等
。
伴
レ

龕
坐
禅
。
終
七
日
設
レ

祭
撒
レ

霊
。
即

日
入
祖
堂
或
至
二

百
日
一

。
或
待
二

新
住
持
一

。
随
レ

時
而
行
。
」
（
七
二
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
上
二

粥
飯
一

」

や
「
諷
誦
」
な
ど
を
継
承
し
つ
つ
、
「
七
七
日
中
。
法
嗣
小
師
等
。
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
い
う
形
で
、
先
行

す
る
中
国
の
『
禅
苑
清
規
』
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
は
な
い
、
黄
檗
宗
独
自
の
儀
式
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
当
夜
逮
夜
も
中
陰
供
養
も
「
坐
禅
」
で
行
う
の
は
黄
檗
宗
の
特
色
で
、
坐
禅
重
視
の
傾

向
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
の
由
来
や
実
践
方
式

に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
こ
の
考
察
に
よ
り
、
逮
夜
や
中
陰
供
養
で
の
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
は
、
中
国
で
行

わ
れ
て
い
た
「
伴
レ

龕
」
と
い
う
「
孝
」
観
念
の
表
出
を
、
葬
儀
法
に
採
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
も
主
張
し
た
。

そ
れ
で
は
『
津
送
須
知
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
津
送
須
知
』
と
済
洞

両
宗
と
を
対
比
し
た
以
下
の
表
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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表
四こ

の
表
四
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
も
、
ま
た
、
曹
洞
宗
の
『
洞
上

僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
、
さ
ら
に
は
先
行
す
る
『
勅
修
百
丈
清
規
』
か
ら
も

そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。

『
津
送
須
知
』
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
に
お
け
る
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
い
う
黄
檗
宗
の
伝
統
的
な
独
自

の
儀
式
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
「
斎
粥
二
時
随
レ

衆
供
養
」
や
『
勅
修
百
丈
清

規
』
に
お
け
る
「
二
時
上
二

粥
飯
一

。
三
時
上
二

茶
湯
一

」
な
ど
の
規
定
が
見
ら
れ
ず
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』

に
お
け
る
「
大
衆
諷
経
」
と
い
う
部
分
を
継
承
し
た
上
で
、
具
体
的
に
誦
す
べ
き
経
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

逮
夜
は
「
香
讃
」
「
大
悲
呪
」
『
（
般
若
）
心
経
』
「
結
讃
」
な
ど
を
誦
し
て
回
向
す
る
。
忌
日
は
「
香

讃
」
「
大
悲
呪
」
『
心
経
』
「
三
真
言
」
「
結
讃
」
な
ど
を
誦
し
て
回
向
す
る
。

『津送須知』 『小叢林略清規』 『洞上僧堂清規行法鈔』 『明治校訂洞上行持軌範』

初七日より尽七日

に至る七回の諷経、

逮夜即、宿忌には茶

菓等を供へ、香讃を

挙し大悲呪心経を

誦し摩訶般若波羅

蜜多より結讃に移

り回向文を挙する

こと普通宿忌と異

なることなし。

本日に至らは那伽

定を清掃し香華燈

燭茶菓珍羞を供へ

香讃大悲呪心経三

真言結讃を挙し回

向文を称ふること

普通諷経と異なる

ことなし。（25 頁）

（安骨之次）掛真

供養。毎日二時粥

飯。三時茶湯。到

二入塔一則止。（大

正 81、708 下）

中陰二時ノ供養、三時ノ

茶湯在世ト同ジ。（『曹

洞宗全書 清規』160

頁）

中陰三時ノ粥斎三時ノ茶

湯ハ至誠ヲ竭シ在世ノ時

ノ如ク奉侍スヘシ。（129

頁）
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最
後
の
と
こ
ろ
で
、
「
開
蓮
忌
は
師
の
滅
に
入
り
玉
ふ
日
に
し
て
世
に
云
ふ
処
の
立
日
な
り
、
此
の
回

向
も
又
同
し
」
（
七
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
開
蓮
忌
も
行
わ
れ
て
い
る
。
開
蓮
忌
と
は
、
も
と
も

と
は
死
後
三
日
目
の
供
養
の
こ
と
で
あ
る
（
七
四
）

。
た
だ
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
師
の
滅
に
入
り
玉

ふ
日
に
し
て
」
と
説
き
（
前
出
）
、
住
持
遷
化
の
当
日
に
行
わ
れ
る
も
の
と
見
た
。
こ
れ
も
黄
檗
宗
の
特

色
と
言
え
る
。

㉒
遺
斎
会
と
謝
敬

「
三
七
日
又
は
尽
七
日
（
満
中
陰
）
」
で
、
斎
会
を
行
う
。
請
儀
を
携
え
て
、
拈
香
師
を
聘
し
て
お
く
。

招
く
べ
き
人
へ
案
内
状
を
発
し
て
お
く
。
荘
厳
法
式
等
は
安
牌
諷
経
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
謝
敬
と
し

て
、
拈
香
師
へ
「
拈
香
儀
」
を
贈
る
。
さ
ら
に
、
列
席
寺
院
へ
も
「
上
供
儀
」
を
贈
る
。
そ
し
て
、
不
参

の
寺
院
へ
は
特
に
「
遺
斎
儀
」
を
贈
る
の
で
あ
る
。
関
連
す
る
規
定
を
『
津
送
須
知
』
原
文
か
ら
引
け
ば
、

「
小
師
は
是
日
迄
に
葬
儀
に
拝
請
せ
し
寺
院
へ
登
山
し
一
一
礼
謝
を
遂
く
る
は
本
則
な
り
」
（
七
五
）

、
「
其

携
ふ
る
処
の
物
は
山
頭
儀
、
返
香
儀
、
遺
敬
、
程
儀
、
労
儀
、
等
を
要
意
す
へ
し
」
（
七
六
）

と
い
う
も
の

で
あ
り
、
そ
の
名
箋
の
書
方
も
決
ま
っ
て
い
る
。
「
山
頭
儀
」
は
一
般
津
送
役
位
へ
の
謝
礼
で
あ
る
。
死

者
に
対
す
る
供
養
の
た
め
、
平
常
の
嚫
儀
よ
り
は
や
や
重
く
、
ま
た
、
役
位
に
よ
り
厚
薄
が
あ
る
。
こ
う

し
た
細
節
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
、
贈
る
う
え
で
の
決
ま
り
な
ど
も
細
か
く
説
明
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

㉓
入
祖
堂
仏
事

入
祖
堂
仏
事
は
大
練
忌
（
尽
七
日
）
の
終
了
後
に
行
わ
れ
る
。
那
伽
定
の
諸
荘
厳
、
す
な
わ
ち
喪
中
の

荘
厳
を
撤
し
た
う
え
、
更
に
厳
か
に
祭
壇
を
設
け
、
仏
事
を
行
う
。
基
本
的
に
は
、
入
祖
堂
仏
事
は
『
黄

檗
清
規
』
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
黄
檗
清
規
』
で
は
、
維
那
は
「
楞
厳
呪
」
を
挙
し

て
、
回
向
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
津
送
須
知
』
で
は
、
「
香
讃
を
挙
け
「
楞
厳
呪
」
・
『
（
般

若
）
心
経
』
・
三
真
言
を
誦
し
結
讃
を
挙
け
回
向
し
て
」
（
七
七
）

と
い
う
ふ
う
に
、
誦
経
が
複
雑
化
し
て

い
る
。
そ
し
て
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
『
黄
檗
清
規
』
も
『
津
送
須
知
』
も
同
じ
く
、
「
大
悲
呪
」
を
挙
し

て
回
向
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
葬
儀
を
終
わ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
叙
述
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
掛
真
仏
事
、
安
骨
仏
事
、
入
壙
仏
事
、
入
塔
仏
事
等
を
行
う
場
合

で
あ
っ
て
も
、
荘
厳
諷
経
等
は
安
牌
諷
経
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

『
津
送
須
知
』
で
は
、
住
持
、
亡
僧
、
檀
家
等
の
葬
儀
が
全
面
的
に
、
し
か
も
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い

る
。
紙
幅
の
関
係
で
、
本
章
は
済
洞
両
宗
と
比
較
し
つ
つ
、
『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
黄
檗
宗
住
持
の
葬

送
儀
礼
に
限
定
し
て
考
察
を
加
え
た
。
こ
の
考
察
に
よ
り
、
近
代
の
黄
檗
宗
の
住
持
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴

や
済
洞
両
宗
か
ら
受
け
た
具
体
的
な
影
響
を
『
津
送
須
知
』
に
限
っ
て
は
明
ら
か
に
で
き
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
ず
『
津
送
須
知
』
に
あ
っ
て
は
、
住
持
の
葬
儀
の
特
徴
と
し
て
、
示
寂
の
次
第
、
訃
音
、
斂
龕
、
鎖



130

龕
法
式
、
起
龕
法
式
、
出
喪
行
列
な
ど
の
よ
う
に
、
先
行
す
る
『
黄
檗
清
規
』
や
『
山
内
清
規
』
に
基
づ

き
つ
つ
、
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
逮
夜
に
際
し
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
と
い
う
黄
檗
宗
の

伝
統
的
な
独
自
の
儀
式
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
中
陰
供
養
に
際
し
て
の
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
の
儀
礼
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
孝
服
の
面
で
の
仏
教
復
帰
、
一
連
の
仏
事
で
、
小
師
が

果
た
す
べ
き
儀
礼
の
重
要
性
、
さ
ら
に
臨
済
宗
で
は
「
大
悲
呪
」
「
楞
厳
呪
」
「
往
生
呪
」
、
曹
洞
宗
で

は
「
楞
厳
呪
」
な
ど
「
呪
」
類
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
黄
檗
宗
に
あ
っ
て
は
、
『
心
経
』

な
ど
の
経
や
、
い
わ
ゆ
る
「
三
真
言
」
（
変
食
真
言
・
甘
露
水
真
言
・
普
供
養
真
言
）
に
加
え
、
宗
内
で

製
作
さ
れ
た
「
真
香
讃
」
「
結
讃
」
な
ど
の
讃
が
多
く
諷
誦
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
い
ず
れ
も
、

『
黄
檗
清
規
』
や
『
山
内
清
規
』
の
精
神
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
独
特
な
側
面
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
那
伽
定
」
の
設
置
、
頭
巾
や
頭
陀
袋

な
ど
の
仏
教
教
理
上
の
意
味
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
位
牌
や
墓
標
の
決
め
ら
れ
た
書
き
方
、

住
持
遷
化
の
当
日
（
三
日
後
で
は
な
く
）
に
い
わ
ゆ
る
開
蓮
忌
を
行
う
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
特
徴
は
済
洞
両
宗
に
も
な
い
「
黄
檗
式
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
先
行
す
る
資
料
か
ら
は
確
認
で
き
な

い
個
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
黄
檗
宗
の
特
色
の
あ
る
個
所
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
更
に
考
察
す
る
必

要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

奠
茶
奠
湯
の
仏
事
を
行
う
の
は
、
明
ら
か
に
済
洞
両
宗
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
日
本
在
来
の
済

洞
両
宗
か
ら
の
影
響
に
よ
り
、
中
国
の
清
規
に
起
源
す
る
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
へ
、
黄
檗
宗
も
回
帰
し
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
の
他
、
建
札
、
津
送
須
知
、
四
門
三
匝
な
ど
は
曹
洞
宗
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
明
治
維
新
後
、
各
宗
派
は
新
た
な
布
教
教
化
、
さ
ら
に
葬
儀
を
通
し
て
の
布

教
、
宗
派
と
し
て
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
た
。
曹
洞
宗
は
、
『
行
持
規
範
』
を
編
纂
す
る
な
ど
、
宗
門

全
体
を
挙
げ
て
統
一
し
た
方
向
に
向
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
臨
済
各
派
、
黄
檗
宗
は
、
そ
う
し
た
ま
と
ま

り
や
方
向
性
を
築
け
な
か
っ
た
。
曹
洞
宗
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
、
丁
寧
な
次
第
の
作

成
と
解
説
が
付
さ
れ
た
『
行
持
規
範
』
が
定
め
ら
れ
た
。
山
本
氏
は
、
曹
洞
宗
に
は
到
底
及
ぶ
べ
く
も
な

い
黄
檗
宗
の
現
状
を
憂
え
、
新
た
な
葬
儀
の
次
第
・
法
要
の
確
立
、
新
た
な
意
味
づ
け
を
目
指
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
明
治
時
代
の
曹
洞
宗
に
あ
っ
て
は
前
出
の
『
行
持
規
範
』
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
同
書

は
宗
外
の
人
々
に
と
っ
て
比
較
的
容
易
に
入
手
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
情
報
を
積
極

的
に
参
照
し
取
り
込
ん
だ
で
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
反
映
し
、
山
本
氏
の
『
津
送
須
知
』
で
は
、
住
持
、
亡
僧
、
檀
家
の
葬
儀
に
つ
い
て

全
面
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
で
、
本
章
は
住
持
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
み
考
察
し
た
。

檀
家
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
『
黄
檗
清
規
』
や
『
山
内
清
規
』
に
も
特
段
の
規
定
を
認
め
な
い
た
め
、
済

洞
両
宗
の
諸
清
規
に
お
け
る
檀
家
の
葬
儀
と
比
較
し
つ
つ
、
考
察
す
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
す
る
。
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（
一
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJ

a
p
an

K
n
o
wl
e
d
ge

L
i
b

に
お
け
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
依
拠
し
た
。
二
〇

二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
二
）
無
著
道
忠
編
『
禅
林
象
器
箋
』
（
誠
信
書
房
、
一
九
六
三
年
）
五
六
四
～
五
六
五
頁
。

（
三
）
山
本
悦
心
編
「
凡
例
」
『
津
送
須
知
』
（
黄
檗
堂
、
一
九
三
八
年
）
三
～
四
頁
。

（
四
）
「
は
し
が
き
」
『
小
叢
林
略
清
規
』
（
禅
文
化
研
究
所
編
集
部
訓
注
・
編
集
、
禅
文
化
研
究
所
、

一
九
九
五
年
）
。

（
五
）
藤
井
正
雄
「
ほ
か
」
共
著
『
仏
教
葬
祭
大
事
典
』
（
雄
山
閣
、
一
九
八
〇
年
）
三
〇
〇
頁
。

（
六
）
徳
野
崇
行
『
日
本
禅
宗
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展
開
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
三
二
二

頁
。

（
七
）
山
本
悦
心
編
『
津
送
須
知
』
（
黄
檗
堂
、
一
九
三
八
年
）
二
頁
。

（
八
）
「
人
生
幻
寄
四
大
匪
レ

堅
。
百
年
漏
尽
終
帰
二

烏
有
一

。
況
不
レ

満
レ

百
而
中
夭
者
。
滔
滔
皆
是…

…

」

『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
中
）

（
九
）
前
掲
註
（
七
）
二
頁
。

（
一
〇
）
原
文
は
「
末
（
顕
法
）
」
に
作
る
が
、
明
ら
か
に
「
未
（
顕
法
）
」

と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
「
未
顕
法
（
み
け
ん
ぽ
う
）
」
と
は
「
師
か
ら
嗣
法
し
た
こ
と
を
ま
だ
公
に
し
て
い
な
い
僧

侶
」
と
い
う
意
味
の
黄
檗
宗
専
門
用
語
で
あ
る
。

（
十
一
）
平
久
保
章
編
著
『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集

附
録
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
五
四
三
八
～

五
四
三
九
頁
。

（
十
二
）
平
久
保
章
編
著
『
新
纂
校
訂
木
庵
全
集

附
録
・
索
引
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
三

七
七
七
頁
。

（
十
三
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
下
）

（
十
四
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
中
）

（
十
五
）
前
掲
註
（
七
）
三
～
四
頁
。

（
十
六
）
前
掲
註
（
七
）
四
頁
。

（
十
七
）
前
掲
註
（
七
）
五
頁
。

（
十
八
）
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
（
曹
洞
宗
務
院
、
一
九
一
八
年
）
一
二
〇
頁
。

（
一
九
）
前
掲
註
（
七
）
五
頁
。

（
二
〇
）
嶺
沖
元
漢
編
「
遷
化
章
第
七
」
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
（
龍
谷
大
学
蔵
本
、
一
七
二
六
年
）

（
二
一
）
前
掲
註
（
七
）
六
頁
。

（
二
二
）
前
掲
註
（
七
）
七
頁
。

（
二
三
）
前
掲
註
（
七
）
七
頁
。

（
二
四
）
前
掲
註
（
七
）
八
頁
。

（
二
五
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJ

a
pa
n
K
n
ow
l
e
dg
e
L
i
b

に
お
け
る
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
依
拠
し
た
。
二
〇
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二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
二
六
）
『
大
智
度
論
』
（
大
正
二
五
、
八
一
中
）

（
二
七
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJ

a
pa
n
K
n
ow
l
e
dg
e
L
i
b

に
お
け
る
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
依
拠
し
た
。
二
〇

二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
二
八
）
『
俱
舍
論
』
（
大
正
二
九
、
七
二
上
）

（
二
九
）
平
久
保
章
編
著
『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集

附
録
』
（
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
五
四
四
〇
頁
。

（
三
〇
）
平
久
保
章
編
著
『
新
纂
校
訂
木
庵
全
集

附
録
・
索
引
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
三

七
七
七
頁
。

（
三
一
）
黄
檗
宗
・
慧
日
山
永
明
寺HP

「
黄
檗
辞
典
」http://w

w
w
.biw

a.ne.jp/~m
-sum

ita/JISYO
N
A.htm

l

。

二
〇
二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
三
二
）
前
掲
註
（
七
）
一
〇
頁
。

（
三
三
）
前
掲
註
（
七
）
一
〇
頁
。

（
三
四
）
前
掲
註
（
七
）
一
〇
頁
。

（
三
五
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJ

a
pa
n
K
n
ow
l
e
dg
e
L
i
b

に
お
け
る
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
依
拠
し
た
。
二
〇

二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
三
六
）
黄
檗
宗
・
慧
日
山
永
明
寺HP

「
黄
檗
辞
典
」

http://w
w
w
.biw

a.ne.jp/~m
-sum

ita/oubakujisyoka.htm
l

。
二
〇
二
一
年
一
一
月
五
日
閲
覧
。

（
三
七
）
前
掲
註
（
七
）
一
〇
～
一
一
頁
。

（
三
八
）
前
掲
註
（
二
〇
）
同
。

（
三
九
）
前
掲
註
（
七
）
一
三
頁
。

（
四
〇
）
前
掲
註
（
一
八
）
一
二
二
頁
。

（
四
一
）
前
掲
註
（
七
）
一
七
頁
。

（
四
二
）
前
掲
註
（
二
〇
）
同
。

（
四
三
）
前
掲
註
（
七
）
一
七
～
一
八
頁
。

（
四
四
）
前
掲
註
（
七
）
一
七
～
一
八
頁
。

（
四
五
）
禅
文
化
研
究
所
編
集
部
訓
註
・
編
集
『
小
叢
林
略
清
規
』
（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）

一
二
四
～
一
二
八
頁
。

（
四
六
）
前
掲
註
（
一
八
）
一
二
四
～
一
二
五
頁
。

（
四
七
）
前
掲
註
（
七
）
一
九
頁
。

（
四
八
）
前
掲
註
（
七
）
一
九
頁
。

（
四
九
）
前
掲
註
（
四
五
）
一
二
九
頁
。

（
五
〇
）
前
掲
註
（
一
八
）
一
二
七
頁
。

（
五
一
）
前
掲
註
（
四
五
）
一
三
〇
頁
。
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（
五
二
）
松
浦
秀
光
『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林

一
九
八
五
年
）
一
三
九
頁
。

（
五
三
）
『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
（
大
正
一
二
、
九
〇
七
中
）

（
五
四
）
五
来
重
『
葬
と
供
養
』
（
東
方
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
五
七
三
頁
。

（
五
五
）
前
掲
註
（
五
四
）
五
八
八
頁
。

（
五
六
）
前
掲
註
（
五
四
）
五
九
〇
頁
。

（
五
七
）
前
掲
註
（
五
二
）
一
二
五
～
一
二
六
頁
。

（
五
八
）
前
掲
註
（
七
）
二
三
頁
。

（
五
九
）
前
掲
註
（
七
）
二
二
頁
。

（
六
〇
）
前
掲
註
（
七
）
二
二
頁
。

（
六
一
）
前
掲
註
（
七
）
二
二
頁
。

（
六
二
）
前
掲
註
（
七
）
二
三
頁
。

（
六
三
）
前
掲
註
（
七
）
二
三
頁
。

（
六
四
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
九
上
）

（
六
五
）
前
掲
註
（
二
〇
）
同
。

（
六
六
）
前
掲
註
（
七
）
二
四
頁
。

（
六
七
）
前
掲
註
（
七
）
二
四
～
二
五
頁
。

（
六
八
）
前
掲
註
（
七
）
二
五
頁
。

（
六
九
）
前
掲
註
（
七
）
二
五
頁
。

（
七
〇
）
『
瑜
伽
師
地
論
』
（
大
正
三
〇
、
二
八
二
上
、
中
）

（
七
一
）
前
掲
註
（
五
二
）
二
五
一
頁
。

（
七
二
）
『
黄
檗
清
規
』
（
大
正
八
二
、
七
七
八
下
）

（
七
三
）
前
掲
註
（
七
）
二
五
頁
。

（
七
四
）
松
浦
秀
光
『
禅
家
の
喪
法
と
追
善
供
養
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
六
九
年
）
二
五
四
～

二
五
五
頁
。

（
七
五
）
前
掲
註
（
七
）
二
六
頁
。

（
七
六
）
前
掲
註
（
七
）
二
六
～
二
七
頁
。

（
七
七
）
前
掲
註
（
七
）
二
八
頁
。
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終
章本

研
究
で
は
、
計
三
部
に
分
け
た
六
章
を
通
じ
て
、
隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
、
日
本
禅
界
と
の
間

の
交
流
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
第
一
部
で
は
、
「
人
」
を
中
心
に
、
隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本

禅
界
の
交
流
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
黄
檗
宗
の
開
立
は
当
時
日
本
禅
界
を
、
と
り
わ
け
臨
済
宗
を
代
表
す

る
大
教
団
で
あ
っ
た
妙
心
寺
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
本
部
で
は
主
に
、
隠
元
と
黄
檗
宗
開
立
を

促
進
す
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
龍
渓
性
潜
と
の
関
わ
り
を
切
口
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
隠
元

・
黄
檗
宗
と
妙
心
寺
に
お
け
る
親
檗
派
・
反
檗
派
と
の
融
合
・
衝
突
の
実
態
を
史
的
面
や
思
想
的
面
か
ら

明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
で
は
、
隠
元
の
生
涯
、
日
本
渡
来
の
原
因
及
び
時
代
背
景
、
黄
檗
宗
開
立
の
経
緯
等
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
明
末
清
初
の
中
国
福
建
省
の
高
僧
隠
元
は
三
五
歳
で
、
当
時
の
高
僧
の
密
雲
円
悟
の
下
で
大

悟
し
、
四
三
歳
の
時
、
密
雲
の
弟
子
の
費
隠
通
容
に
嗣
法
し
て
、
臨
済
宗
三
十
二
世
と
な
っ
た
。
隠
元
は

故
郷
の
黄
檗
山
萬
福
寺
を
二
回
住
持
し
、
そ
の
期
間
は
あ
わ
せ
て
十
七
年
に
も
及
ん
だ
。
隠
元
の
重
興
に

よ
っ
て
、
黄
檗
山
が
中
国
東
南
地
方
に
お
け
る
一
大
叢
林
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
。
承
応
三
（
一
六
五
四
）

年
、
三
年
後
に
は
帰
国
す
る
と
い
う
約
束
で
、
六
三
歳
の
隠
元
は
弟
子
一
行
と
と
も
に
長
崎
へ
渡
来
し
た
。

当
時
、
日
本
仏
教
界
は
積
極
的
に
外
来
思
想
や
文
化
を
吸
収
す
る
気
運
に
あ
り
、
隠
元
の
渡
来
は
大
き
な

反
響
を
起
こ
し
た
。
当
時
妙
心
寺
住
持
の
龍
渓
性
潜
は
隠
元
を
妙
心
寺
に
招
請
す
る
運
動
を
行
っ
た
が
、

妙
心
寺
元
老
の
愚
堂
東
寔
ら
は
正
法
禅
を
提
唱
し
、
妙
心
寺
の
伝
統
で
あ
る
「
関
山
一
流
相
承
刹
」
を
守

る
べ
く
、
隠
元
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
後
、
龍
渓
は
隠
元
を
普
門
寺
に
迎
え
、
隠
元
を
日
本
に

引
き
留
め
る
た
め
に
、
自
ら
は
何
回
も
江
戸
に
赴
い
て
、
幕
府
当
局
に
対
し
奔
走
・
要
請
を
重
ね
た
。
そ

の
結
果
、
隠
元
は
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
、
京
都
宇
治
の
寺
地
を
授
け
ら
れ
て
、
黄
檗
宗
を
開
立
し
た
。
つ

ま
り
、
妙
心
寺
招
請
の
失
敗
は
、
か
え
っ
て
黄
檗
宗
の
開
立
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

龍
渓
は
黄
檗
山
萬
福
寺
開
立
の
偉
業
を
促
進
す
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
章
で
は
、
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
し
た
龍
渓
の
動
機
を
外
在
的
要
因
と
内
在
的
要
因
と
い
う

二
面
か
ら
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
龍
渓
が
自
己
の
妙
心
寺
で
の
経
歴
に
影
を
落
と
し
か
ね
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
隠
元
を
支
援
す
べ
く
ど
こ
ま
で
も
尽
力
し
た
理
由
を
一
層
明
ら
か
に
し
た
。
さ
き
に
第

一
章
で
は
、
隠
元
の
妙
心
寺
招
請
を
め
ぐ
っ
て
、
龍
渓
と
愚
堂
の
間
に
激
し
い
論
争
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
論
じ
た
が
、
こ
の
対
立
は
実
は
、
江
戸
初
期
の
紫
衣
事
件
に
お
け
る
軟
硬
両
派
対
立
の
延
長
線
上
に

あ
る
。
龍
渓
は
日
本
仏
教
を
振
興
し
た
い
と
い
う
念
を
持
ち
な
が
ら
も
、
紫
衣
事
件
か
ら
の
影
響
に
よ
り
、

そ
の
言
行
が
妙
心
寺
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
し
だ
い
に
敵
視
さ
れ
孤
立
し
て

い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
紫
衣
事
件
は
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
う
え
で
そ
れ
な
り
に
影
響
を

与
え
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
主
因
で
は
な
い
。

如
上
の
研
究
を
通
じ
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
重
要
な
要
因
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
龍
渓
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は
求
道
心
の
強
い
禅
僧
で
あ
り
、
も
と
も
と
中
国
の
禅
林
や
禅
匠
へ
憧
れ
て
い
た
。
龍
渓
と
隠
元
の
間
に

は
特
別
な
因
縁
が
あ
る
。
隠
元
の
渡
来
前
、
龍
渓
は
偶
然
に
隠
元
の
語
録
を
読
ん
で
、
そ
の
思
想
に
惹
か

れ
、
す
で
に
心
の
底
に
隠
元
へ
の
尊
崇
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
隠
元
の
渡
来
は
龍
渓
の

望
み
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
隠
元
の
自
由
闊
達
な
禅
風
や
持
戒
主
義
な
ど
の
思
想
に
惹
か

れ
、
「
隠
元
こ
そ
は
臨
済
宗
の
正
系
（
正
宗
）
を
継
ぐ
者
で
あ
る
」
と
い
う
深
い
崇
敬
や
期
待
の
感
情
を

い
だ
く
に
至
っ
た
。
日
本
の
臨
済
宗
を
振
興
す
る
志
を
持
っ
て
い
た
龍
渓
は
、
隠
元
に
よ
る
臨
済
宗
の
振

興
を
期
待
し
た
。
そ
の
た
め
、
誤
解
や
排
斥
を
受
け
な
が
ら
も
、
黄
檗
宗
の
開
山
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

第
一
章
で
は
、
主
に
史
的
面
か
ら
、
第
二
章
で
は
、
主
に
思
想
的
、
感
情
的
面
か
ら
、
隠
元
と
龍
渓
の

関
わ
り
を
中
心
に
、
隠
元
・
黄
檗
宗
と
妙
心
寺
に
お
け
る
親
檗
派
・
反
檗
派
と
の
融
合
・
衝
突
の
実
態
を

考
察
し
た
。
隠
元
・
黄
檗
宗
に
対
す
る
融
合
・
衝
突
は
、
当
時
の
日
本
禅
界
の
禅
の
在
り
方
に
対
す
る
異

な
る
思
潮
の
対
立
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
長
い
戦
国
期
を
経
た
江
戸
初
期
は
、
禅
界
も
正
法
が
絶

え
た
と
さ
れ
る
一
方
で
、
正
法
復
興
の
道
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
背
景
に
、
隠
元
は
禅
・
律
・
浄
・

密
の
総
合
仏
教
の
特
徴
が
あ
る
黄
檗
禅
を
も
た
ら
し
、
日
本
仏
教
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

龍
渓
は
隠
元
を
臨
済
正
宗
（
臨
済
宗
の
正
系
）
と
認
め
る
一
方
で
、
対
す
る
愚
堂
は
自
分
の
禅
こ
そ
関
山

一
流
の
正
法
禅
で
あ
る
と
堅
持
し
て
、
当
時
の
戒
律
禅
や
念
仏
禅
に
強
く
反
発
し
て
い
る
。
愚
堂
は
禅
の

純
粋
性
を
追
求
し
て
い
る
た
め
、
隠
元
の
融
合
性
に
反
感
を
持
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
隠
元
の
持
戒
主
義
に
対
し
て
、
愚
堂
は
持
戒
の
形
式
を
超
越
し
つ
つ
し
か
も
真
実
の
道
を
行
う
、

い
わ
ゆ
る
悟
道
主
義
を
主
張
す
る
。
な
お
、
龍
渓
は
隠
元
に
同
じ
く
戒
律
を
厳
格
に
守
る
べ
き
だ
と
主
張

す
る
。
こ
う
し
た
思
想
上
の
共
鳴
は
、
龍
渓
が
隠
元
を
支
援
し
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
一
方
で
、
龍
渓

と
愚
堂
の
対
立
、
愚
堂
の
隠
元
へ
の
反
感
の
大
き
な
原
因
を
な
し
た
。
黄
檗
宗
の
開
立
は
政
治
面
の
考
量

が
あ
る
が
、
思
想
面
の
対
立
で
、
そ
れ
を
促
進
し
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

第
二
部
で
は
、
「
物
」
を
中
心
に
、
隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
と
の
交
流
の
実
態
を
考
察
し
た
。
法

皇
は
一
生
を
通
じ
て
、
一
つ
の
宗
派
に
限
ら
ず
、
天
台
宗
、
真
言
宗
、
浄
土
宗
な
ど
の
諸
宗
派
の
僧
侶
に

帰
依
し
た
。
そ
れ
で
も
黄
檗
宗
と
の
縁
故
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
法
皇
は
実
は
、
そ
の
生
涯
を
通

じ
実
際
に
隠
元
と
面
会
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
隠
元
の
嗣
法
の
弟
子
た
る
龍

渓
に
帰
依
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
黄
檗
の
法
脈
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
法
皇
が
隠
元
に
仏
教
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
の
仏
舎
利
や
そ
れ
を
祀
る
舎
利
殿
を
建
て
る
た
め
の
費
用
を
喜
捨
し
た
と
い
う
点
か
ら
も
、

法
皇
が
日
ご
ろ
い
か
に
深
く
隠
元
を
信
頼
し
、
帰
依
し
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
本
部
で
は
、
後
水
尾
法

皇
と
隠
元
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
際
、
和
歌
、
書
簡
、
詩
偈
、
三
平
瑞
木
像
な
ど
の
交
流
を

示
す
「
物
」
を
通
じ
て
、
二
人
の
深
い
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
が
隠
元
へ
帰
依
し
た
背

景
や
、
三
平
瑞
木
像
が
法
皇
と
隠
元
に
と
っ
て
意
味
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
で
は
、
法
皇
が
書
い
た
和
歌
や
隠
元
の
法
皇
へ
の
書
簡
や
隠
元
の
詩
偈
と
い
う
第
一
次
資
料
を

取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
と
隠
元
の
間
の
思
想
・
感
情
に
お
け
る
内
面
的
な
関
わ
り
を
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重
点
と
し
つ
つ
、
法
皇
が
隠
元
に
帰
依
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
。
和
歌
を
通
じ
て
、
法
皇
の
仏
教
信

仰
の
篤
い
こ
と
や
仏
教
に
よ
っ
て
世
俗
生
活
か
ら
解
脱
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
意
図
す
る
こ
と
が
分
か

る
。
隠
元
か
ら
法
皇
へ
の
最
初
の
書
簡
に
は
、
隠
元
の
自
由
闊
達
で
縦
横
無
礙
の
境
地
や
「
放
下
身
心
」

と
い
う
分
か
り
や
す
い
教
化
手
段
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
法
皇
の
心
に
響
き
、
大
き
な
心
の

安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
隠
元
は
こ
の
書
簡
を
通
じ
て
、
法
皇
の
世
間
と
出
世
間
の
両

面
に
お
け
る
尊
さ
を
賛
美
し
、
か
つ
、
黄
檗
宗
の
開
立
に
際
し
法
皇
か
ら
加
え
ら
れ
た
外
護
を
感
謝
し
て

お
り
、
隠
元
の
こ
う
し
た
真
摯
な
敬
意
は
、
間
に
立
っ
た
龍
渓
の
努
力
も
あ
っ
て
、
適
切
に
法
皇
へ
伝
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
隠
元
の
物
事
に
捉
わ
れ
な
い
融
通
無
碍
の
人
柄
に
は
、
包
容
性
の
あ
る
法
皇
も
親
近

感
を
覚
え
て
い
た
。
法
皇
が
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
帰
依
す
る
に
至
っ
た
背
景
は
も
と
よ
り
複
雑
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
内
部
的
な
要
因
に
う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
隠
元
と
の
交
流
を
一
層
求
め
た
も
の
と
言
え

よ
う
。

第
四
章
で
は
、
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
、
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
の
深
い
関
わ
り
を
新
た
な
視
点
か
ら

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
隠
元
が
こ
の
像
を
法
皇
へ
献
上
し
た
意
図
や
法
皇
が
こ
の
像
を
泉
涌
寺
に
安
置

し
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
。
三
平
瑞
木
像
は
福
建
に
お
け
る
民
間
信
仰
の
三
平
祖
師
信
仰
と
深
い
関
わ

り
を
有
し
て
い
る
。
隠
元
も
三
平
祖
師
信
仰
を
い
だ
い
て
い
る
。
隠
元
は
本
像
を
念
持
仏
と
し
て
供
養
し
、

自
己
の
日
本
で
の
弘
教
が
見
守
ら
れ
、
祝
福
さ
れ
て
い
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
し
て
示
寂
に
先
立

ち
、
隠
元
は
自
己
の
法
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
法
皇
へ
本
像
を
献
上
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
中
国
に
お

け
る
臨
済
宗
の
正
統
な
法
脈
（
臨
済
正
宗
）
の
み
な
ら
ず
、
故
郷
福
建
ゆ
か
り
の
三
平
祖
師
信
仰
を
も
、

本
像
を
象
徴
と
し
て
日
本
で
綿
々
と
伝
承
し
て
ゆ
く
こ
と
を
隠
元
が
法
皇
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
よ
う
。
本
像
を
受
領
し
た
法
皇
は
、
仏
教
の
復
興
の
た
め
に
行
わ
れ
た
「
寛
文
大
造
営
」
の
延
長
線

上
に
、
菩
提
寺
の
泉
涌
寺
で
、
新
た
に
宝
殿
を
建
立
し
て
、
本
像
を
安
置
・
供
養
し
た
の
で
あ
る
。
隠
元

の
説
い
た
「
灯
灯
相
続
。
万
古
三
平
」
と
い
う
中
国
の
民
間
信
仰
を
、
弟
子
た
る
法
皇
自
ら
も
日
本
で
受

け
継
い
で
ゆ
こ
う
と
い
う
意
志
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
隠
元
渡
来
及
び
黄
檗
宗
の
開
立
は
、
皇
室
、
幕
府
、
長
崎
の
唐
人
、
そ
し
て
龍
渓

を
は
じ
め
と
す
る
親
檗
派
の
僧
俗
等
か
ら
の
支
援
、
及
び
愚
堂
を
は
じ
め
と
す
る
反
檗
派
の
僧
俗
等
か
ら

の
反
発
と
不
可
欠
な
関
係
が
あ
る
。
法
皇
は
隠
元
の
渡
来
に
よ
っ
て
日
本
の
衰
微
し
て
い
た
禅
界
が
再
興

さ
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
隠
元
の
遷
化
に
際
し
て
は
大
光
普
照
国
師
号
を
授
け
て
い
る
。
そ

れ
以
後
、
皇
室
は
五
十
年
ご
と
に
執
行
さ
れ
る
隠
元
の
遠
忌
に
際
し
、
徽
号
を
授
け
て
い
る
。
令
和
四
（
二

〇
二
二
）
年
二
月
二
五
日
に
は
、
今
上
天
皇
か
ら
「
厳
統
大
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
た
。
こ
れ
で
七
回
目

と
な
る
。
法
皇
は
龍
渓
を
通
し
て
、
黄
檗
禅
の
正
統
性
や
持
戒
主
義
等
に
親
炙
し
て
、
隠
元
に
深
く
帰
依

し
た
。
第
三
章
で
は
、
史
的
な
面
か
ら
で
は
な
く
、
先
行
研
究
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
思
想
・

感
情
の
面
か
ら
、
文
雅
の
世
界
に
お
け
る
二
人
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
考
察
し
た
。
第
四
章
で
は
、
法

皇
は
隠
元
が
保
持
し
て
い
た
故
郷
の
信
仰
を
敬
い
、
そ
の
信
仰
に
込
め
ら
れ
た
中
国
文
化
を
尊
敬
・保
持

す
る
と
い
う
信
仰
面
で
の
伝
承
を
重
ん
じ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
像
へ
の
信
仰
と
い
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う
点
か
ら
も
法
皇
が
隠
元
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
証
さ
れ
る
。

第
三
部
で
は
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
及
び
変
遷
を
考
察
し
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
黄
檗
宗
の
葬

送
儀
礼
は
中
国
禅
宗
の
葬
送
儀
礼
を
受
容
し
な
が
ら
、
そ
の
う
え
で
独
自
の
特
徴
を
保
持
し
て
い
る
。
ま

た
、
近
代
ま
で
発
展
を
重
ね
た
過
程
で
、
済
・
洞
両
宗
か
ら
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
五
章
で
は
、
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
を
中
心
に
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
黄
檗
宗
の
住
持
、
亡
僧
、
東
堂
の
葬
送
儀
礼
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か

に
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
の
『
勅
修
百
丈
清
規
』
『
禅
苑
清
規
』
を
受
容
し
つ
つ
も
、
独
自
の
特
徴
を

保
持
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
例
え
ば
、
ま
ず
住
持
遷
化
仏
事
に
見
る
特
徴
と
し
て
、
逮
夜
や
七
七

日
に
お
け
る
坐
禅
の
重
視
、
「
楞
厳
呪
」
の
念
誦
の
重
視
、
孝
服
面
で
の
仏
教
回
帰
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
亡
僧
の
仏
事
で
は
阿
弥
陀
信
仰
を
濃
厚
に
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
、
住
持
の
仏
事
と
区
別
し
て
い

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
終
わ
り
に
、
東
堂
の
仏
事
で
は
、
黄
檗
宗
の
儀
礼
を
特
徴
づ
け
る
「
香
讃
」
を

唱
え
て
お
り
、
こ
こ
に
黄
檗
教
団
独
自
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
葬
儀
で
は
、
上
下
関
係
が
よ

り
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
で
反
映
さ
れ
て
い
る
隠
元
と
そ
の
弟
子
ら
が
孝
・
戒

律
・
礼
を
重
視
す
る
思
想
は
、
明
末
仏
教
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
禅
浄
兼
修
」

と
い
う
明
末
仏
教
の
思
潮
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
象
は
見
落
と
せ
な
い
が
、
そ
れ
ら

に
も
ま
し
て
や
は
り
坐
禅
重
視
と
い
う
思
想
こ
そ
が
、
隠
元
の
黄
檗
禅
に
お
け
る
一
大
特
徴
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
儀
礼
の
面
で
、
「
香
讃
」
を
唱
え
る
と
い
う
中
国
近
世
以
降
の
仏
教
に
独
特
な
儀
礼

が
黄
檗
教
団
に
も
継
承
さ
れ
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
黄
檗
宗
を
除
く
日
本
仏
教
諸

宗
は
、
中
国
仏
教
の
儀
礼
に
関
し
て
は
遅
く
と
も
元
代
ま
で
の
そ
れ
を
導
入
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

明
代
以
降
の
儀
礼
を
伝
え
て
い
る
の
は
黄
檗
宗
の
み
で
あ
る
。

第
六
章
で
は
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
の
近
世
か
ら
後
代
へ
の
展
開
を
考
え
る
た
め
に
、
近
代
の
葬
送
儀

礼
に
も
着
目
す
る
。
本
章
で
は
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
黄
檗
宗
の
『
津
送
須
知
』

に
説
か
れ
た
住
持
の
葬
送
儀
礼
を
中
心
に
、
臨
済
宗
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
（
無
著
道
忠
）
、
曹
洞
宗
の

『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
（
面
山
瑞
方
）
、
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
の
大
正
期
改
訂
版
な
ど
、

日
本
在
来
の
二
大
禅
宗
（
臨
済
・
曹
洞
両
宗
）
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
本
章
副
題
に
い
う
「
済
洞
両
宗
」

に
お
け
る
住
持
の
葬
送
儀
礼
と
の
間
で
共
時
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
『
津
送
須
知
』
を
通
じ
て
、

近
代
の
黄
檗
宗
に
お
け
る
住
持
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
や
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
。
『
津
送
須
知
』
に
お
け

る
住
持
の
葬
儀
の
特
徴
と
し
て
、
先
行
す
る
『
黄
檗
清
規
』
や
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
に
お
け
る
逮

夜
に
際
し
、
「
伴
レ

龕
坐
禅
」
の
よ
う
な
黄
檗
宗
の
伝
統
的
な
独
自
の
儀
式
を
継
承
し
て
い
る
部
分
も
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
奠
茶
奠
湯
の
仏
事
を
行
う
こ
と
や
、
建
札
、
津
送
須
知
、
四
門
三
匝
な
ど
、
明
ら
か

に
済
洞
両
宗
か
ら
の
、
特
に
曹
洞
宗
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
部
分
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
「
那

伽
定
」
の
設
置
、
頭
巾
や
頭
陀
袋
な
ど
の
仏
教
教
理
上
の
意
味
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
位

牌
や
墓
標
の
決
め
ら
れ
た
書
き
方
、
住
持
遷
化
の
当
日
（
三
日
後
で
は
な
く
）
に
い
わ
ゆ
る
開
蓮
忌
を
行

う
こ
と
な
ど
、
『
津
送
須
知
』
特
有
の
点
も
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
臨
済
宗
で
は
「
大
悲
呪
」
「
楞
厳
呪
」
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「
往
生
呪
」
、
曹
洞
宗
で
は
「
楞
厳
呪
」
な
ど
「
呪
」
類
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
黄
檗

宗
に
あ
っ
て
は
、
『
心
経
』
な
ど
の
経
や
、
い
わ
ゆ
る
「
三
真
言
」
に
加
え
、
宗
内
で
製
作
さ
れ
た
「
真

香
讃
」
「
結
讃
」
な
ど
の
讃
が
多
く
諷
誦
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
認
識
さ
れ
る
。

本
部
で
は
、
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
の
特
徴
や
変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
黄
檗
宗
開
立
の
最
初
の

段
階
で
、
日
本
で
黄
檗
宗
の
興
隆
や
黄
檗
派
の
発
展
を
維
持
促
進
す
る
た
め
に
、
明
末
仏
教
の
特
色
を
帯

び
た
黄
檗
教
団
独
自
の
特
色
を
積
極
的
に
守
り
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
葬
送
儀
礼
を
通

じ
て
認
識
さ
れ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
隠
元
渡
来
及
び
黄
檗
宗
の
開
立
は
中
国
明
末
仏
教
を
も
た
ら

し
て
、
日
本
仏
教
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
臨
済
宗
で
は
、
隠
元
の
渡
来
に
影
響
さ
れ
て
以

降
、
は
じ
め
て
臨
済
宗
開
祖
の
『
臨
済
録
』
が
本
格
的
に
研
読
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
龍
渓
を
は
じ
め

と
す
る
親
檗
派
の
多
く
は
隠
元
及
び
黄
檗
宗
に
帰
依
し
た
。
一
方
で
、
妙
心
寺
内
で
も
、
黄
檗
渡
来
か
ら

の
刺
激
を
受
け
、
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
六
―
一
七
六
八
）
の
よ
う
な
優
れ
た
中
興
者
を
出
す
に
至
っ
た
。

曹
洞
宗
で
は
、
僧
堂
を
黄
檗
様
の
禅
堂
に
す
る
こ
と
、
木
魚
の
使
用
、
（
一
部
の
寺
院
で
は
あ
る
が
）
明

音
で
経
文
を
読
誦
す
る
こ
と
、
『
黄
檗
清
規
』
を
受
容
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
檗
風
化
」
が

進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
反
動
と
し
て
の
「
祖
規
復
古
運
動
」
も
起
こ
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
隠
元
の

渡
来
は
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
内
部
の
改
革
を
促
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
三
壇
戒
会
の
開
設
、
『
黄
檗
清

規
』
の
編
纂
な
ど
を
通
じ
て
、
他
宗
派
に
お
け
る
戒
律
復
興
運
動
を
も
促
進
し
た
。
こ
う
し
て
十
七
世
紀

後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
期
に
か
け
て
、
黄
檗
宗
は
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
末
、
京

都
萬
福
寺
の
「
唐
僧
招
請
」
が
失
敗
し
、
黄
檗
宗
は
し
だ
い
に
衰
え
を
免
れ
な
く
な
っ
た
。
一
七
八
四
年
、

中
国
か
ら
招
請
さ
れ
た
萬
福
寺
住
持
の
大
成
照
漢
が
示
寂
後
、
萬
福
寺
の
住
持
は
す
べ
て
日
本
人
と
な
っ

た
。
白
隠
禅
の
中
興
と
と
も
に
、
京
都
萬
福
寺
の
日
本
人
住
持
も
白
隠
禅
を
黄
檗
宗
内
に
導
入
す
る
よ
う

に
な
り
、
間
接
的
な
が
ら
白
隠
禅
の
流
れ
に
加
わ
っ
た
。
や
が
て
幕
末
と
明
治
初
期
の
混
乱
期
を
迎
え
、

黄
檗
宗
は
江
戸
幕
府
か
ら
の
経
済
面
で
の
支
持
を
も
失
い
、
全
体
的
に
凋
落
を
避
け
難
く
な
っ
た
。
明
治

維
新
後
、
黄
檗
宗
は
新
た
な
布
教
教
化
を
模
索
し
た
が
、
と
り
わ
け
、
葬
儀
を
通
し
て
の
布
教
、
宗
派
と

し
て
の
在
り
方
を
模
索
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
過
程
を
通
じ
、
日
本
仏
教
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
、
日
本

的
な
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
く
傾
向
も
見
ら
れ
る
。

本
研
究
は
「
人
」
「
物
」
「
葬
送
儀
礼
」
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
、
隠
元
・
黄
檗
宗
と
日
本
皇
室
、

日
本
禅
界
と
の
交
流
や
相
互
影
響
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
も
と
よ
り
隠
元
・
黄
檗
宗
の
日
本
と
の

交
流
は
日
本
皇
室
、
日
本
禅
界
と
の
交
流
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
各
界
と
も
多
方
面
で
、

意
義
深
い
交
流
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
ま
た
、
同
様
に
、

（
１
）
隠
元
・
黄
檗
宗
と
江
戸
幕
府
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
朝
廷
と
の
交
流
に
比
し
て
ど
の
よ
う
な
差
異

と
共
通
性
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
（
２
）
戒
律
復
興
運
動
を
媒
介
と
し
て
日
本
仏
教
諸
宗
と
の

間
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
（
３
）
黄
檗
僧
が
日
本
の
在
家
の
文
人
ら
と

の
間
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
も
、
今
後
複
数
の
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
て
ゆ

き
た
い
。
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付
属
資
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後
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信
仰
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凡
例

一
、
主
要
な
参
考
文
献
は
以
下
の
と
お
り
。

日
下
幸
男
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
（
上
冊

研
究
・篇
資
料
篇

下
冊

年
譜
稿
）
（
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
七
年
）
。
本
表
に
あ
っ
て
、
こ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
①
と
表
示
す
る
。
藤
井
譲
治
、
吉
岡
真
之
監
修
・

解
説
『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
（
一
～
三
巻
）
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
。
本
表
に
あ
っ
て
、
こ
の

著
作
か
ら
の
引
用
は
②
と
表
示
す
る
。

一
、
（

）
内
の
数
字
は
頁
数
を
示
す
。
「
頁
」
と
い
う
表
示
は
紙
幅
節
約
の
た
め
省
略
し
た
。

一
、
新
字
体
新
仮
名
遣
い
を
基
調
と
し
た
が
、
な
る
べ
く
原
史
料
に
見
る
言
い
回
し
を
、
皇
室
関
連
の
敬

語
表
現
を
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

一
、
現
代
人
に
は
な
じ
み
の
薄
い
一
部
の
字
句
に
関
し
て
は
、
最
小
限
の
ふ
り
が
な
を
補
う
。

一
、
龍
渓
ら
禅
宗
の
僧
侶
名
に
つ
い
て
は
道
号
、
も
し
く
は
法
諱
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
記
し
た
例
が

多
い
。
そ
こ
で
龍
渓
ら
と
り
わ
け
重
要
な
人
物
に
関
し
て
は
、
欠
け
て
い
る
一
方
を
（

）
内
へ
補
い
、

読
解
上
見
落
と
し
が
生
ず
る
の
を
避
け
る
こ
と
を
期
し
た
。
例
、
（
龍
渓
）
性
潜
、
龍
渓
（
性
潜
）
。

一
、
表
は
合
計
六
つ
か
ら
成
る
。

ま
ず
表
一
は
法
皇
が
生
涯
を
通
じ
て
、
各
宗
派
の
僧
侶
か
ら
受
け
た
講
義
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
表
か

ら
、
法
皇
が
ご
く
若
い
頃
か
ら
、
天
台
宗
僧
や
禅
僧
（
五
山
僧
、
妙
心
寺
僧
、
大
徳
寺
僧
）
と
の
間
に
深

い
関
わ
り
を
持
ち
、
五
山
僧
か
ら
は
中
国
の
詩
文
に
つ
い
て
、
妙
心
寺
僧
や
大
徳
寺
僧
か
ら
は
禅
関
連
の

経
典
に
つ
い
て
受
講
し
た
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
、
妙
心
寺
僧
の
中
で
も
法
皇
が
と
り
わ
け
龍
渓
（
黄
檗

改
宗
以
前
）
を
召
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
法
皇
が
晩
年
に
至
り
、
龍
渓
を
喪
っ
て
以
降
は
、
天
龍
寺

定
西
堂
を
召
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
点
は
先
行
研
究
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

表
二
は
法
皇
が
中
国
の
儒
学
の
経
典
や
伝
統
文
学
、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
や
『
古
今
集
』
と
い
っ
た

日
本
の
伝
統
文
学
を
受
講
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
り
、
晩
年
に
あ
っ
て
は
、
法
皇
自
身
が
ど
の

よ
う
に
し
て
古
今
伝
授
に
当
た
っ
た
か
を
記
録
し
て
い
る
。

表
三
は
法
皇
が
各
宗
派
の
論
議
を
聞
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。

表
四
は
法
皇
が
参
加
し
た
各
仏
事
の
記
録
で
あ
る
。

表
五
は
さ
き
の
表
一
、
二
、
三
の
内
容
を
含
め
て
、
年
齢
順
に
法
皇
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
た
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。

終
わ
り
に
表
六
は
、
法
皇
の
隠
元
及
び
龍
渓
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。

こ
れ
ら
六
表
を
通
じ
、
法
皇
の
宗
教
人
・
文
化
人
と
し
て
の
姿
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
面
的
か
つ
立
体

的
に
捉
え
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
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表
一

慶長 17（1612）年 17 歳 即位 2 年 8 月 10 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す（『綜覧』）（①844）。

東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめらる（②81）

慶長 18（1613）年 18 歳 即位 3 年 5 月 9 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す（『綜覧』）（①848）。

東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめらる（②101）

8 月 10 日 東福寺天得院清韓（文英）、『東坡集』を進講す（『綜覧』）（①849）。

東福寺清韓をして蘇東坡の詩を講釈せしめらる（②108）

慶長 19（1614）年 19 歳 即位 4 年 2 月 19 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す、八月に至りて終る

（『綜覧』）（①852）。東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめら

る。8 月 23 日、
おわ

竟る（②142）

元和元年（慶長 20）（1615）20 歳即

位 5 年

7 月 28 日
この

是日より、建仁寺両足院東鋭（利峯）をして『論語』を講釈せしめらる、

9 月 25 日、竟る（②195）

8 月 22 日 南光坊天海は『摩訶止観』円頓章を進講す（『綜覧』）（①865）。天海

をして『摩訶止観』円頓章を講釈せしめらる（②198）

元和２（1616）年丙辰 21 歳 即位 6

年

4 月 18 日 山城建仁寺の慈稽（古澗）参内す。御学問所に召して、『三体詩』を読

ましめらる。（『通村記』）（①869）。『三体詩』を披見あらせらる。

建仁寺大統庵古澗慈稽、中院通村、之に侍す（②221）

8 月 17 日 是日より、建仁寺大統庵古澗慈稽をして『三体詩』を講釈せしめらる。

12 月 6 日、竟る（②231）
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元和 4（1618）年 23 歳 即位 8 年 1 月 18 日 金地院崇伝（以心）を召して、『錦繡段』を進講せしめらる（『綜覧』）

（①882）。南禅寺長老金地院崇伝をして『錦繡段』を講釈せしめらる（②

293）

8 月 24 日 建仁寺の慈稽を召して『仙洞三千句』の御尋ねあり（②312）

11 月 21 日 天龍寺の光西堂を召して『仙洞三千句』の御尋ねあり（②324）

元和 6（1620）年 25 歳 即位 10 年 5 月 22 日 守藤長老（集雲）をして黄山谷の詩を講釈せしめらる（②369）

9 月 13 日 山城東福寺の清韓（文英）を召して、『東坡詩集』を講ぜしめらる（『綜

覧』）（①898）。是日より、東福寺の清韓長老をして蘇東坡の詩を講釈

せしめらる（②375）

10 月 24 日 鹿苑院顕晫（昕叔）をして、『異名集』を撰ばしめらる。是日、顕晫は

参内して、之を献ず（『綜覧』）（①898）。鹿苑院の顕晫等をして『異

名集』を撰せしむ（②376）

11 月 15 日 鹿苑院顕晫（昕叔）をして、瑞仙（桃源）書写の『周易抄』に、外題を

書せしめらる（『綜覧』）（①898）

閏 12 月 6

日

土御門泰重と共に、山城天龍寺の松厳寺玄光（舜岳）より、易筮の伝授

を受けられんとす。是日、之を中止せらる（『綜覧』）（①899）

元和７（1621）年 26 歳 即位 11 年 11 月 8日 比叡山恵心院良範、『法華科註』を進講す。（『綜覧』）（①905）。恵

心院僧正良範の『法華科註』講談あり（②395）
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元和 8（1622）年 27 歳 即位 12 年 3 月 21 日 京都相国寺の鹿苑院顕晫を召して、『錦繡段』を進講せしめらる（『綜

覧』）（①907）

元和 9（1623）年 28 歳 即位 13 年 5 月 29 日 金地院崇伝（以心）をして『中庸』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

912）。僧崇伝をして『中庸』を講釈せしめらる（②435）

7 月 22 日 後陽成天皇の七回聖忌に依り、是日より五か日間、清涼殿に於て法華八

講を行わる（②444）

10 月 23 日 金地院崇伝（以心）をして『中庸』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

915）

寛永元（元和 10）（1624）年 29 歳

即位 14 年

8 月 11 日 延暦寺恵心院僧正某をして、禁中に『法華経』を講ぜしめらる（『綜覧』）

（①920）。恵心院僧正良範をして『法華経』を講釈せしめらる（②487）

寛永 2（1625）年 30 歳 即位 15 年 3 月 30 日 山城東福寺住持令柔（剛外）をして、『野馬台詩』を進講せしめらる（『綜

覧』）（①924）。東福寺寿長老をして『野馬台詩』を講釈せしめらる（②

500）

寛永 8 （1631） 36 歳 院政 2 年 3 月 4 日 興福寺喜多院某をして『般若心経』を講釈せしめらる（②691）

10 月 26 日 上皇は、知恩院霊厳（雄誉）等をして、仙洞御所に阿弥陀超世別願を法

問せしめらる。（『綜覧』）（①971）。浄土宗の法聞あり（②695）

10 月 26 日 本院（後水尾）御受戒あり、雲龍院如周正専西堂参院し、之を授け奉る。

また女房両三人、簾中にて受戒す（『続史愚抄』）（①1076）
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慶安 3 年（1650） 55 歳 院政 21 年 8 月 19 日 大徳寺の僧天祐等を召され、禅徒の法義問答を行わる（②847）

寛文 6 年（1666） 71 歳 院政 37 年 9 月 15 日 後光明院の奉為に、此の日、知恩院尊光親王は法問を法皇御所にて修行、

（『続史愚抄』）（①1409）。午時前法皇に伺公申すなり。浄土宗法問

仰せ付けられ、聴聞の為なり。知恩院御門主（尊光）、知恩院方丈知鑑

（寂照）、其の外長老分の衆 15 人出仕なり、（『鳳林承章記』）（①1409）。

浄土宗の法問あり（②1036）

9 月 18 日 日厳院権僧正堯憲をして天台の六即等の事を談義せしめらる（②1037）

11 月 3 日 龍渓（性潜）は院参、御書院にて『心経』の講談あり、新院御幸（『日

次記』）（①1412）

寛文 7 年（1667） 72 歳 院政 38 年 1 月 26 日 龍渓和尚院参、御書院にて御対面。以心庵（良純）御伺公（『日次記』）

（①1417）

2 月 8 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参（『日次記』）（①1418）

4 月 26 日 龍渓は参院、御書院にて法談あり、正明寺の勅額を拝領（『日次記』）

（①1423）

6 月 9 日 龍渓参る、御書院にて御対面（『日次記』）（①1424）

8 月 17 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参、中二階にて法談、仁和寺宮院参（『日

次記』）（①1426）

11 月 3 日 龍渓伺公し御中二階にて御対面（『日次記』）（①1428）
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11 月 7 日 龍渓法談（『日次記』）（1429）。（龍渓）性潜をして『円覚経』を講釈

せしめらる（②1051）

寛文 8 年（1668） 73 歳 院政 39 年 2 月 29 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参、香合等を拝領す（『日次記』）（①1434）。

（龍渓）性潜をして円覚経を講釈せしめらる（②1056）

4 月 15 日 （龍渓）性潜をして『円覚経』を講釈せしめらる（②1056）

8 月 20 日 龍渓（性潜）伺公、御書院にて法談、昨日に同じ（『日次記』）（①1442）

9 月 24 日 法皇は今朝龍渓を召し、斎を下され、其の後、御書院にて説法有り、午時

に説法終りて後退く、次の間にて茶菓を賜う（『日次記』）（①1444）

12 月 11日 龍渓は法皇に伺公し、御書院にて法談、終りて牧間にて御斎幷に昼の物を

下さる（『日次記』）（①1446）

寛文 9 年（1669） 74 歳 院政 40 年 6 月 15 日 龍渓参勤、御書院にて御対面、仏書を講ず（『日次記』）（①1450）

8 月 29 日 龍渓院参、御書院にて仏経を釈す（『日次記』）（①1453）

9 月 3 日 龍渓伺公、御書院にて仏経を釈す（『日次記』）（①1453）

9 月 23 日 龍渓伺公、御書院にて法談（『日次記』）（①1454）

閏 10 月 3

日

日厳院（堯憲）の法談あり、『法華経』十如是の解釈なり（『日次記』）

（①1455）。日厳院権僧正堯憲を召され、十如是の法談を聴聞あらせらる

（②1067）

寛文 10 年（1670） 75 歳 院政 41 年 3 月 13 日 法皇は二宮へ御幸。龍渓院参、御中二階にて御対面（『日次記』）（①1461）
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7 月 23 日 （龍渓）性潜の法談を聴聞あらせらる（②1077）

延宝 4 年（1676） 81 歳 院政 47 年 1 月 25 日 天龍寺定西堂明可は参院、御小座敷にて御法談あり（『日次記』）（①1526）

5 月 19 日 定西堂参る、常御殿にて説法を聞こし召さるれ（『日次記』）（①1531）

8 月 7 日 定西堂を召し法談あり（『日次記』）（①1534）

延宝 5 年（1677） 82 歳 院政 48 年 10 月 8日 定西堂は参院、法談あり（『日次記』）（①1545）

11 月 19日 定西堂参院、式日なり（『日次記』）（①1548）

12 月 8 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1548）

閏 12 月 8

日

定西堂参上、常御殿にて法談あり（『日次記』）（①1549）

延宝 6 年（1678） 83 歳 院政 49 年 1 月 19 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1551）

3 月 8 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1553）

3 月 11 日 定西堂参院（『日次記』）（①1553）

11 月 8 日 天龍寺の貞西堂をして『碧巌録』を講釈せしめらる（②1202）
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表
二

慶長 8（1603）年 8 歳 親王時代 4 月 17 日 政仁親王、書を西洞院時慶に習わせらる（『綜覧』）（①803）。書道を

西洞院時慶に学ばせらる（②9）

慶長 9（1604）年 9 歳 親王時代 12月 13日 儲皇親王（御年 9、政仁）は小御所にて御読書始あり（御書『孝経』か）、

舟橋国賢は之を授け奉る、その後、御剣・馬等を給う（『続史愚抄』）。

舟橋国賢は政仁親王読書始に『孝経』を授読（『日件録』）。国賢の講義

は初回のみ。なお一般に後水尾院撰とされる『逆耳集』は、実は国賢著ら

しい（辻善之助『後水尾天皇宸翰逆耳集について』）（①810）。小御所

に於て御読書始を行われ、大蔵卿舟橋国賢、之を授け奉る（②12）

12月 14日 是日、『孝経』を読ませらる（②13）

12月 17日 秀賢は政仁親王に『孝経』を授読（『日件録』）。秀賢の講義は翌年 2 月

より連綿と続く。紙幅の関係上、紹介を省く。就いて見られたい（①810）

慶長 10（1605）年 10 歳 親王時代 2 月 7 日 舟橋秀賢を召して、『孝経』を読ませらる（②14）

7 月 19 日 舟橋秀賢を召して『孝経』を読ませらる、8 月 7 日、竟る（②17）

8 月 21 日 政仁親王は、『大学』を舟橋秀賢に受けらる（『綜覧』）（①814）。是

日より、舟橋秀賢、大学を授け奉る、12 月 25 日、竟る（②18）

11 月 7日 舟橋秀賢は『孝経』を進講す（『綜覧』）（816）

慶長 11（1606）年 11 歳 親王時代 1 月 22 日 舟橋秀賢は政仁親王に『論語』を授読す（『日件録』）（①817）。舟橋

秀賢、『論語』を授け奉る（②21）
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慶長 12（1607）年 12 歳 親王時代 4 月 1 日 是日より、舟橋秀賢を召して『論語』を読ませらる（②22）

5 月 1 日 秀賢は政仁親王に『論語』を授読（『日件録』）（①822）

7 月 13 日 舟橋秀賢を召して『論語』を読ませられ、8 月 16 日、竟る（②23）

10 月 4日 是日より、舟橋秀賢を召して『孟子』を読ませらる（②24）

慶長 14（1609）年 14 歳 親王時代 3 月 12 日 政仁親王は、四書御受読を
お

了えらる（『綜覧』）（①829）

慶長 16（1611）年 16 歳 即位当年 7 月 21 日 主上（御年 16 歳）は昼御座にて御読書始あり、舟橋秀賢は『尚書』を授

け奉る、（『続史愚抄』）（①839）

慶長 17（1612）年 17 歳 即位 2 年 4 月 10 日 舟橋秀賢、『大学』を進講す（『綜覧』）。（①842）。舟橋秀賢をして

『大学』を講釈せしめらる（②73）

元和 2 年 4 月 29 日 中院通村をして『源氏物語』を講釈せしめらる（②224）

元和 4（1618）年戊午 23 歳 即位 8

年

9 月 14 日 土御門泰重をして『策彦詩集』を書写せしめらる（『綜覧』）（①898）

12 月 2 日 土御門泰重をして、『革命記』を書写せしめらる（『綜覧』）（①899）。

閏 12 月 6 日土御門泰重と共に、山城天龍寺の松厳寺玄光（舜岳）より、

易筮の伝授を受けられんとす、
こ の

是
ひ

日、之を中止せらる（『綜覧』）（①899）

元和７（1621）年辛酉 26 歳 即位

11 年

2 月 8 日 中院通村は『源氏物語』を進講す（『綜覧』）（①901）。『源氏物語』

の御講釈あり（②384）
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元和 8（1622）年 27 歳 即位 12 年 2 月 14 日 日野資勝をして後陽成天皇宸筆『源氏物語』を書写せしめらる（『綜覧』）

（①907）

元和 9（1623）年 28 歳 即位 13 年 2 月 15 日 中和門院は中院通村をして『源氏物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

911）

3 月 29 日 萩原兼従に『日本書紀』侍読の事を仰せ附けらる（②433）

4 月 1 日 萩原兼従をして『日本書紀』を侍読せしめらる（『綜覧』）（①911）

4 月 2 日 『源氏物語』講釈の事あり（②433）

4 月 22 日 中和門院は中院通村をして『源氏物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

911）

11 月 8 日 中和門院は土御門泰重をして、『太平記』を読進せしめらる（『綜覧』）

（①915）

寛永 2（1625）年 30 歳 即位 15 年 1 月 26 日 中院通村をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②496）

2 月 15 日 中院通村を召して、『伊勢物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①923）

8 月 3 日 烏丸光広をして、『伊勢物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①925）。

烏丸光広をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②506）

9 月 4 日 三条西実条をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②507）

11 月 9 日 古今御伝授に依り、八条宮智仁親王をして『古今和歌集』を講釈せしめら

る（②508）
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12 月 14 日 八条宮智仁親王より古今伝授を受けさせらる（②510）

寛永 9 （1632） 37 歳 院政 3 年 10月 16日 上皇は、西洞院時慶をして、文屋康秀の和歌を清書せしめらる（『綜覧』）

（①981）

寛永 16（1639） 44 歳 院政 10 年 7 月 18 日 聖護院にて中院通村の『源氏物語』講釈始まる（『略年譜』）（①1035）

正保 4 年（1647） 52 歳 院政 18 年 2 月 1 日 今日より伏原賢忠は『大学』を記録所にて講ず（『続史愚抄』)（①1092）

8 月 11 日 伏原賢忠は『論語』を宮中にて講ず（『続史愚抄』）（①1097）

慶安元年（正保 5年）（1648） 53 歳

院政 19 年

10 月 8日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1112）

慶安 2 年（1649） 54 歳 院政 20 年 2 月 26 日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1116）

3 月 18 日 中院通村は『百人一首』を講談す（『続史愚抄』）（①1117）

慶安 3 年（1650） 55 歳 院政 21 年 4 月 11 日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1130）

閏 10 月 14

日

伏原賢忠をして『孟子』を進講せしめらる（『実録』）（①1135）

承応 3 年（1654） 59 歳 院政 25 年 2 月 8 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1193）

2 月 13 日 『周易』の御講釈あり（『承応日次記』）（①1194）

2 月 18 日 『周易』の御講釈あり（『承応日次記』）（①1194）

3 月 4 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1196）

3 月 8 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1196）
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3 月 11 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1196）

3 月 16 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1197）

4 月 3 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1198）

4 月 9 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1198）

4 月 21 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』（『春秋左氏伝』）を講ず（『承応日次記』）

（①1199）

4 月 26 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1199）

5 月 21 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1199）

7 月 3 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1202）

7 月 24 日 伏原三位（賢忠）は『春秋左氏伝』（略称『左伝』）を講ず（『承応日

次記』）（①1203）

8 月１0日 伏原三位は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1204）

8 月 17 日 伏原三位は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1205）

8 月 29 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1206）

明暦 3 年（1657） 62 歳 院政 28 年 1 月 23 日 円浄法皇の『古今集』講釈始まる（①1249）

3 月 11 日 妙法院門主、聖護院門主、飛鳥井（雅章）、岩倉（具起）、今度御伝授の

『古今集之抄』（『鳳林承章記』）（①1252）

万治 2 年（1659） 64 歳 院政 30 年 1 月 21 日 法皇の道寛親王への『源氏物語』講釈始まる（『略年譜』）（①1275）
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寛文 4 年（1664）69 歳 院政 35 年 5 月 12 日 『古今集』を御伝授あらせらる②（1008）

寛文 7 年（1667） 72 歳 院政 38 年 5 月 28 日 法皇の道寛親王への『徒然草』講釈始まるか（①1424）
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表
三

元和元年（慶長 20）（1615）20 歳即

位 5 年

8 月 21 日 小御所にて天台論義あり、証義は南光坊天海、23 日亦此の事あり（『続

史愚抄』）（①865）。天台宗論義あり、叡山衆、南光坊正義（②197）

元和 3 年（1617）年 22 歳 即位 7 年 10月 12日 天台宗論義あり。15 日、又、此の事あり（②283）

元和 5（1619）年 24 歳 即位 9 年 9 月 5 日 叡山衆十一人を召され論義あり（②352）

寛永元（元和 10）（1624）年 29 歳

即位 14 年

8 月 26 日 般舟三昧院に於て御経供養を行わる。叡山衆の論義あり（②489）

寛永 11 （1634） 39 歳 院政 5 年 1 月 24 日 院にて論義あり、延暦寺僧徒参ると云う（『続史愚抄』）（①991）。延

暦寺僧徒の論義あり（②714）

寛永 14（1637） 42 歳 院政 8 年 6 月 19 日 上皇は近江の延暦寺、園城寺の僧侶を召し、その論義を聴聞あらせらる

（『綜覧』）（①1017）

寛永 15（1638） 43 歳 院政 9 年 4 月 13 日 仙洞にて達磨像を懸け、禅徒の法義問答あり（『続史愚抄』）。上皇は院

中に妙心寺東寔（愚堂）を招いて、其の入室の儀を行わしめらる（『綜覧』）。

仙洞にて入室あり。秉燭の時節、師家、学者列班、師家愚堂和尚なり、学

者十四人なり（『鳳林承章記』）（①1025）。妙心寺の僧東寔等を召し、

禅徒の法義問答を行わしめらる（②749）

正保 2 年（1645） 50 歳 院政 16 年 2 月 11 日 仙洞にて叡山の衆の論義あり、承章は聴聞の為に召さる。山門の論義の衆

は、正覚院僧正、恵心院法印、華藏院、玉泉院、寿昌院、三教院、光聚坊、

桜光坊、以上八人なり。講師恵心院なり、今日の論義の題は、『於仏果位、

断尽性悪歟』。答は『不可断尽云々』。御振舞あり（『鳳林承章記』）（①

1079）。天台宗僧の論義あり（②789）
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8 月 19 日 仙洞にて相国寺の懺法を御聴聞なり。承章（『鳳林承章記』）（①1083）。

相国寺衆をして御懺法を行わしめられ、聴聞あらせらる（②791）

慶安 2 年（1649） 54 歳 院政 20 年 8 月 3 日 仙洞にて天台宗論義これ有り。日光の尊敬門迹御聴聞（『鳳林承章記』）

（①1120）。天台宗僧の論義を聴聞あらせらる（②826）

慶安 3 年（1650） 55 歳 院政 21 年 3 月 25 日 承章院参せしむ、仙洞にて、天台の論義これ有り、聴聞仕るべき由、論義

の題は、『離境開悟』と云う題なり。論義の衆は 6 人、恵心院上首なり（『鳳

林承章記』）（①1129）

3 月 26 日 天台宗僧の論義あり（②843）

明暦元年（承応 4年）（1655）60 歳院

政 26 年

9 月 16 日 法会（法華懺法）を般舟三昧院にて行わる。法皇御所にて天台宗の論義を

聞こし
め

食すと云う。学者十二人、其の内講義これ有り、難者は妙法院堯恕

親王御方なり。精義は恵心院なり。『果断性悪』と『不断』の論義なり。

承章聴聞を為す（『鳳林承章記』）（①1222）。天台宗僧の論義あり（②

918）

万治 3 年（1660） 65 歳 院政 31 年 8 月 24 日 仙洞にて三井寺衆論義これ有り。題は『夢中実因実果』なり（『鳳林承章

記』）（①1300）

8 月 25 日 叡山衆の論義これ有るなり、題目は『色心初観』なり（『鳳林承章記』）

（①1300）

9 月 17 日 法華八講（『鳳林承章記』）（①1301）
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寛文 6 年（1666） 71 歳 院政 37 年 8 月 19 日 法皇は智積院僧正（宥貞）を仙洞に召し、論義を聞こし召す。法会を般舟

三昧院にて行わる。導師実空長老（『続史愚抄』）（①1407）。智積院権

僧正某を召して、真言宗論義あり。聴聞あらせらる（②1030）
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表
四

慶長 19（1614）年 19 歳 即位 4 年 9 月 19 日 七箇日間、妙法院宮常胤親王をして清涼殿に於て大威徳法を修せしめらる

（②158）

元和２（1616）年丙辰 21 歳 即位 6

年

1 月 21 日 三宝院義演をして清涼殿に於て普賢延命法を修せしめらる（②215）

元和 3 年（1617）年 22 歳 即位 7 年 6 月 11 日 是日より、七箇日間、曼殊院宮良恕親王をして、普賢延命法を修せしめら

る（②270）

元和 4（1618）年 23 歳 即位 8 年 11月 23日 是日より七箇日間、青蓮院尊純をして仏眼法を修せしめらる（②325）

元和 5（1619）年 24 歳 即位 9 年 9 月 19 日 仁和寺宮覚深親王をして、清涼殿に於て不動法を始行せしめらる（②355）

元和 6（1620）年 25 歳 即位 10 年 3 月 15 日 三宝院義演をして、清涼殿に仁王経法を修し、火災を祈祷せしめらる（『綜

覧』）（①894）。三宝院前大僧正義演をして、清涼殿に於て仁王経法を

修せしめらる（②367）

5 月 26 日 青蓮院前大僧正尊純より九字護身法並に諸真言等を受けさせらる（②369）

8 月 26 日 般舟院に於て御経供養を行わる（②374）

元和７（1621）年 26 歳 即位 11 年 2 月 18 日 般舟三昧院に於て御仏事を行わる（②384）

3 月 12 日 随心院前大僧正増孝をして、清涼殿に於て仁王経法を修せしめらる（②

387）

元和 9（1623）年 28 歳 即位 13 年 8 月 26 日 般舟院に於て曼荼羅供を行わる（②447）

10 月 2 日 山城随心院増孝をして、女御徳川和子の御平産を祈らしめ給う（『綜覧』）

（①914）
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10 月 28 日 東寺長者准后前大僧正義演をして清涼殿に於て不動法を修せしめらる（②

452）

寛永元（元和 10）（1624）年 29 歳

即位 14 年

7 月 23 日 青蓮院尊純をして清涼殿に於て北斗法を修せしめらる（②484）

寛永 3（1626）年 31 歳 即位 16 年 2 月 18 日 般舟三昧院に於て曼荼羅供を行わる（②515）

7 月 21 日 最胤親王をして仁王法を修せしめらる（②525）

8 月 26 日 般舟院に於て御経供養を行わる（②526）

10月 16日 曼殊院宮良恕親王をして御修法を修せしめらる（②585）

寛永 5（1628）年 33 歳 即位 18 年 8 月 22 日 青蓮院門跡尊純をして御願成就の薬師護摩を修せしめらる（②630）

寛永 6（1629）年 34 歳 即位 19 年

（退位当年）

8 月 26 日 般舟院並に泉涌寺に於て御仏事を行わる（②664）

寛永 8 （1631） 36 歳 院政 2 年 5 月 17 日 上皇は、青蓮院尊純をして、仙洞御所に護摩法を修せしめらる（『綜覧』）

（①969）

寛永 9 （1632） 37 歳 院政 3 年 5 月 14 日 仁和寺覚深親王をして、孔雀経法を清涼殿に修し、東福門院の御平産を祈

らしめらる（『綜覧』）（①978）

7 月 2 日 懺法講を行わる。全西堂、勝西堂（②702）

寛永 10 （1633） 38 歳 院政 4 年 5 月 8 日 今日より七箇日、仁王経法を宮中に行わる（去月の大雹の事、祈謝さると

云う）。阿闍梨大覚寺尊性親王、奉行万里小路綱房（『続史愚抄』）（①

985）
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7 月 30 日 上皇は、無量寿院堯円をして、仙洞御所に愛染護摩を修し、東福門院の御

平産を祈らしめらる（『綜覧』）（①986）

8 月 12 日 今日より七箇日、仏眼法を清涼殿に行わる（女院御産御祈）。阿闍梨仁和

寺覚深親王十八日結願（『続史愚抄』）（①987）

8 月 19 日 近江多賀社に、東福門院の御平産を祈らしむ（『綜覧』）（①987）

8 月 26 日 後陽成院十七回聖忌、曼荼羅供を般若三昧院に行わる。導師二尊院某長老、

公卿広橋兼賢以下二人参仕（『続史愚抄』）（①987）

11月 12日 上皇は、仁和寺覚深親王をして、薬師法を修し、家光の平癒を祈らしむ（『綜

覧』）（①988）

11月 18日 土御門泰重をして、泰山府君祭を修し、家光の平癒を祈らしむ（『綜覧』）

（①988）

寛永 11 （1634） 39 歳 院政 5 年 1 月 4 日 院御悩御祈の為、天台座主梶井最胤親王、不動法を本坊にて奉仕す（『続

史愚抄』）（①990）

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨随心院増孝、太元護摩始、阿闍梨観助、以上奉行日野

弘資（『続史愚抄』）（①990）

寛永 13（1636） 41 歳 院政 7 年 6 月 20 日 今日より七箇日、修法を南殿にて行わる。阿闍梨青蓮院尊純、奉行日野弘

資（『続史愚抄』）（①1010）

7 月 2 日 法会を仙洞にて行わる。青蓮院尊純、広橋兼賢、清閑寺共綱、勧修寺経広

（『続史愚抄』）（①1010）
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寛永 14（1637） 42 歳 院政 8 年 5 月 3 日 今日より七箇日、護摩を宮中にて行わる。阿闍梨随心院増孝、奉行日野弘

資（『続史愚抄』）（①1017）

6 月 14 日 今日より七箇日、修法を宮中にて行わる。阿闍梨実相院義尊、奉行日野弘

資、また修法を仙洞にて行わる。阿闍梨曼殊院良恕親王、奉行院司万里小

路綱房（『続史愚抄』）（①1017）

寛永 18（1641） 46 歳 院政 12 年 6 月 22 日 前大僧正増孝をして仁王大法を修せしめらる（②765）

7 月 17 日 鹿苑寺の僧顕晫等、八句陀羅尼千返を読誦し奉る（②769）

正保 2 年（1645） 50 歳 院政 16 年 8 月 19 日 仙洞にて相国寺の懺法を御聴聞なり。承章（『鳳林承章記』）（①1083）。

相国寺衆をして御懺法を行わしめられ、聴聞あらせらる（②791）

正保 3 年（1646） 51 歳 院政 17 年 7 月 3 日 仙洞にて相国寺の懺法あるなり（『鳳林承章記』）（①1087）。相国寺衆

をして御懺法を行わしめらる（②797）

慶安元年（正保 5 年）（1648）53 歳 院

政 19 年

8 月 17 日 一切経二部を大覚寺、泉涌寺等（各一部宛）に預け置かる（『続史愚抄』）

（①1111）

慶安 2 年（1649） 54 歳 院政 20 年 7 月 26 日 後陽成院御仏事を泉涌寺に行わる（『続史愚抄』）（①1120）

8 月 15 日 承章は仙洞観音懺法（『鳳林承章記』）（①1120）

8 月 18 日 相国寺衆の観音懺法を行わる（②828）

8 月 23 日 仙洞にて御法事あり、法華懺法なり、導師は日光尊敬門主、（『鳳林承章

記』）（①1121）。法華懺法講を行わる。（②833）
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9 月 26 日 仙洞にて御持仏堂の供養を仰せ付けられ、慈照晫長老、承章、崟長老（『鳳

林承章記』）（①1123）

慶安 3 年（1650） 55 歳 院政 21 年 3 月 8 日 今日より（七箇日歟）、北斗法を東寺にて行わる。阿闍梨大覚寺尊性親王、

（『続史愚抄』）（①1128）

8 月 26 日 比丘尼衆の観音懺法あり（②848）

10月 11日 相国寺衆をして観音懺法を行わしめらる（②849）

承応元年（慶安 5年）（1652） 57 歳

院政 23 年

2 月 17 日 泉涌寺、御法事、喜首座（『鳳林承章記』）（①1152）

2 月 18 日 泉涌寺、舎利講、住持の法音院長老、戒光寺、寿妙院、楽音院、長谷川頓

也（『鳳林承章記』）（①1153）

6 月 18 日 仙洞にて、相国寺の懺法（『鳳林承章記』）（①1160）。相国寺衆をして

御祈祷懺法を行わしめらる（②877）

承応 2 年（1653） 58 歳 院政 24 年 4 月 7 日 八条宮にて、相国寺僧の法華懺法これ有りなり（『鳳林承章記』）（①1177）

閏 6 月 18

日

相国寺衆をして観音御懺法を行わしめらＴれ、聴聞あらせらる、（②896）

12月 28日 御建立の相国寺塔婆に御髪並に舎利を納めさせらる（②903）

承応 3 年（1654） 59 歳 院政 25 年 12月 14日 法会を両寺（泉涌寺、般舟三昧院）にて行わる。般舟三昧院、導師実光院

某（大原）、泉涌寺（梵網講讃）、導師報恩院某（当寺長老）（『続史愚

抄』）（①1212）
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12 月 15 日 法会を両寺にて行わる。般舟三昧院（法華懺法）、導師向坊某（大原）、

泉涌寺（舎利講）、導師某（当寺長老）（『続史愚抄』）（①1212）

明暦元年（承応 4 年）（1655）60 歳 院

政 26 年

１月 8 日 後七日法始、阿闍梨寛海、阿闍梨観助、（『続史愚抄』）（①1213）

3 月 12 日 天変御祷の為、不動法を清涼殿にて行わる。阿闍梨妙法院堯然親王、阿闍

梨聖護院道晃親王、円満院常尊（『続史愚抄』）（①1215）

6 月 28 日 相国寺懺法（『鳳林承章記』）（①1218）

8 月 20 日 御法事懺法これ有り、彦首座、寿恩、徳玄、元秀（『鳳林承章記』）（①

1222）

9 月 19 日 御仏事を法皇御所にて行わる（『鳳林承章記』）（①1222）

9 月 20 日 御仏事を両寺にて行わる。般舟三昧院（曼荼羅供）、泉涌寺（曼荼羅供）

（『鳳林承章記』）（①1223）

9 月 28 日 仙洞にて御法事（『鳳林承章記』）（①1223）

10 月 6 日 仙洞にて御法会、慈照院（『鳳林承章記』）（①1224）

10 月 11日 安鎮法を新内裏にて行わる。阿闍梨尊敬親王、（『続史愚抄』）（①1224）

10 月 23日 今日より七箇日、修法を東寺にて行わる。阿闍梨寛海（『続史愚抄』）（①

1224）

11 月 8 日 今日より三箇日、両宗僧に仰せ、遷幸無為の御祷あり。天台阿闍梨尊勝院

慈性、真言阿闍梨某（『続史愚抄』）（①1226）
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12 月 26 日 宝匧印陀羅尼経一巻出され、相国寺の塔中へ御籠め成らる（『鳳林承章記』）

（①1228）

12 月 26 日 相国寺（②922）

明暦 2 年（1656） 61 歳 院政 27 年 2 月 9 日 後七日法を行わる。阿闍梨寛海（『続史愚抄』）（①1230）

閏 4 月 18

日

法皇御沙汰の為、仏事を泉涌寺にて行わる（『続史愚抄』）（①1233）

6 月 16 日 相国寺塔供養あり、陛座慈照晫東堂、拈香承章東堂、開眼崟東堂（『続史

愚抄』）（①1236）。相国寺塔婆の供養あり（②924）

8 月 20 日 仙洞御法会第二日、曼荼羅供を行わる。需西堂、藤首座、厚首座、業蔵主

（『鳳林承章記』）（①1239）

9 月 4 日 相国寺僧に懺法を仰せ付けらるるなり。天龍寺の妙智院補仲修長老、鹿王

院の賢渓倫長老、建仁寺の大統院九岩達長老、この三人を召し加えらるる

なり（『鳳林承章記』）（①1241）

9 月 18 日 法華懺法講（『続史愚抄』）（①1243）

明暦 3 年（1657） 62 歳 院政 28 年 2 月 26 日 仁和寺性承親王は灌頂（勅会）を遂ぐ。大阿闍梨菩提院信遍（『続史愚抄』）

（①1251）

3 月 13 日 長講堂にて後白河院御影開眼供養あり、七箇日、開帳ありと云う（『続史

愚抄』）（①1252）
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万治元年（明暦 4 年）（1658）63 歳 院

政 29 年

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛海、阿闍梨観助（『続史愚抄』）（①1260）

2 月 11 日 般舟三昧院に於て御法事を行わる（『実録』）（①1261）

3 月 5 日 今日より七箇日、護摩を南殿にて修さる。阿闍梨円満院常尊（『続史愚抄』）

（①1262）

5 月 12 日 今日より東大寺法華会ありと云う（『続史愚抄』）（①1265）

万治 2 年（1659） 64 歳 院政 30 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済、阿闍梨観助（『続史愚抄』）（①1274）

万治 3 年（1660） 65 歳 院政 31 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済（『続史愚抄』）（①1290）

寛文 2 年（1662） 67 歳 院政 33 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済（『続史愚抄』）（①1331）

7 月 3 日 相国寺に於て御懺法を行わる（②992）

寛文 3 年（1663） 68 歳 院政 34 年 1 月 19 日 今日より三箇日、台密両僧に仰せて、祈祷を各本坊にて修さる、天台養源

院慶算、真言某（『続史愚抄』）（①1348）

6 月 4 日 法堂にて太上法皇の御誕生日聖節の御祈祷の祝聖これ有り（『鳳林承章

記』）（①1356）

8 月 7 日 今日より七箇日、安鎮法を法皇新仙洞にて行はる、阿闍梨二品道晃法親王

（『続史愚抄』）（①1357）

寛文 4 年（1664） 69 歳 院政 35 年 5 月 6 日 鹿苑院の懺法、斎なり（『鳳林承章記』）（①1375）

5 月 12 日 古今集を伝授する（②1008）
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6 月 4 日 万年塔婆前にて、太上法皇の御誕節の御祈祷、祝聖、承章出頭せしむ。慈

照翁なり（『鳳林承章記』）（①1380）

8 月 10 日 今夜より安鎮法を新院新仙洞にて行わる。阿闍梨天台座主堯恕親王（『続

史愚抄』）（①1383）

寛文 5 年（1665） 70 歳 院政 36 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者信遍（『続史愚抄』）（①1391）

3 月 19 日 興福寺維摩会を始行さる。行事甘露寺方長参向、講師一乗院真敬親王（『続

史愚抄』）（①1393）

4 月 17 日 法皇は宮中にて相国寺観音懺法仰せ付けられしなり。清閑寺共綱（『鳳林

承章記』）（①1395）。相国寺衆をして観音御懺法を行わしめらる（②1019）

4 月 18 日 東照宮神前にて宸筆御経供養を行わる。導師輪王寺尊敬親王（『続史愚抄』）

（①1395）

4 月 19 日 日光山薬師堂にて曼荼羅供を行わる（『続史愚抄』）（①1395）

寛文 6 年（1666） 71 歳 院政 37 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者信遍、阿闍梨厳曜（『続史愚抄』）（①1400）

７月 3 日 豊光寺にて懺法、斎あり（『鳳林承章記』）（①1405）

7 月 6 日 天龍寺三会院の舎利の伝記聞こし召さる（『鳳林承章記』）（①1405）

7 月 20 日 豊光寺にて懺法、斎（『鳳林承章記』）（①1406）

8 月 7 日 法皇にて相国寺懺法仰せ付けなり（『鳳林承章記』）（①1406）。相国寺

衆をして観音御懺法を行わしめらる（②1028）
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8 月 21 日 御仏事を泉涌寺にて行わる。導師如周西堂、安井門跡（性演）（『続史愚

抄』）（①1407）。般舟院に於て御法事を行わる（②1031）

8 月 25 日 御仏事を般舟三昧院にて行わる（『続史愚抄』）（①1407）

8 月 26 日 曼荼羅供を法皇御所にて行わる（『続史愚抄』）（①1408）

9 月 2 日 観音懺法を法皇御所にて行わる。相国寺僧徒参仕（『続史愚抄』）（①1408）

9 月 3 日 太上法皇にて相国寺観音懺法仰せ付けらる故、慈照吉東堂、（『鳳林承章

記』）（①1408）。相国寺観音御懺法を行わる（②1034）

寛文 7 年（1667） 72 歳 院政 38 年 10 月 2日 懺法を法皇御所にて行わる（『鳳林承章記』）（①1427）

寛文 8 年（1668） 73 歳 院政 39 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨超長者高賢、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1432）

2 月 11 日 泉涌寺御仏事（『続史愚抄』）（①1434）。般舟院に於て御仏事を行わる

（②1054）

3 月 4 日 今日より三箇日、不動小法を天台座主妙法院堯恕親王室にて行わる（『続

史愚抄』）（①1435）

3 月 12 日 聖護院宮道寛親王は来る十五日三井寺にて御灌頂なり（『鳳林承章記』）

（①1435）

3 月 15 日 道寛親王は園城寺にて灌頂、大阿闍梨道晃親王（『略年譜』）、今日は聖

護院宮道寛親王三井寺にて灌頂御執行なり（『鳳林承章記』）（①1435）

寛文 9 年（1669） 74 歳 院政 40 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨永愿、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1447）
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2 月 17 日 御仏事を泉涌寺にて行わる（『続史愚抄』）（①1448）

2 月 18 日 御仏事を泉涌寺にて行わる（『続史愚抄』）（①1448）。泉涌寺に於て御

法事を行わる（②1062）

9 月 25 日 相国寺に観音懺法を仰せ付けらる（『日次記』）（①1454）

寛文 10 年（1670） 75 歳 院政 41 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者高賢、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1459）

寛文 11 年（1671） 76 歳 院政 42 年 2 月 19 日 法皇御所にて観音懺法あり。導師法鏡寺宮（理昌）、大聖寺宮（元昌）（『日

次記』）（①1473）

寛文 12 年（1672） 77 歳 院政 43 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者性演、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1479）

2 月 10 日 泉涌寺仏事（『続史愚抄』）（①1480）。般舟院に於て御仏事を行わる（②

1099）

2 月 11 日 泉涌寺仏事（『続史愚抄』）（①1480）。相国寺衆をして梵語心経を読誦

せしめらる（②1099）

延宝元年（寛文 13 年）（1673） 78

歳 院政 44 年

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者性演、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1487）

12 月 7 日 今日より七箇日、安鎮法を法皇御所にて行わる。阿闍梨盛胤親王（『続史

愚抄』）（①1500）
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表
五

慶長 8（1603）年 8 歳 親王時代 4 月 17 日 政仁親王、書を西洞院時慶に習わせらる（『綜覧』）（①803）。書道を

西洞院時慶に学ばせらる（②9）

慶長 9（1604）年 9 歳 親王時代 12月 13日 儲皇親王（御年 9、政仁）は小御所にて御読書始あり（御書孝経歟）。舟

橋国賢は之を授け奉る。その後、御剣・馬等を給う（『続史愚抄』）。舟

橋国賢は政仁親王読書始に『孝経』を授読（『日件録』）。国賢の講義は

初回のみ。なお後水尾院撰とされる『逆耳集』は、実はこの国賢著らしい

（辻善之助『後水尾天皇宸翰逆耳集について』）（①810）。小御所に於

て御読書始を行われ、大蔵卿舟橋国賢、之を授け奉る（②12）

12月 14日 是日、『孝経』を読ませらる（②13）

12月 17日 秀賢は政仁親王に『孝経』を授読（『日件録』）。秀賢の講義は翌年 2 月

より連綿と続く。紹介を省く（①810）

慶長 10（1605）年 10 歳 親王時代 2 月 7 日 舟橋秀賢を召して、『孝経』を読ませらる（②14）

7 月 19 日 舟橋秀賢を召して『孝経』を読ませらる、8 月 7 日、竟る（②17）

8 月 21 日 政仁親王は、『大学』を舟橋秀賢に受けらる（『綜覧』）（①814）。是

日より、舟橋秀賢、大学を授け奉る、12 月 25 日、竟る（②18）

11 月 7日 舟橋秀賢は『孝経』を進講す（『綜覧』）（①816）

慶長 11（1606）年 11 歳 親王時代 1 月 22 日 舟橋秀賢は政仁親王に『論語』を授読す（『日件録』）（①817）。舟橋

秀賢、『論語』を授け奉る（②21）

慶長 12（1607）年 12 歳 親王時代 4 月 1 日 是日より、舟橋秀賢を召して『論語』を読ませらる（②22）
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5 月 1 日 秀賢は政仁親王に『論語』を授読（『日件録』）（①822）

7 月 13 日 舟橋秀賢を召して『論語』を読ませられ、8 月 16 日、竟る（②23）

10 月 4日 是日より、舟橋秀賢を召して『孟子』を読ませらる（②24）

慶長 14（1609）年 14 歳 親王時代 3 月 12 日 政仁親王は、四書御受読を
お

了えらる（『綜覧』）（①829）

慶長 16（1611）年 16 歳 即位当年 7 月 21 日 主上（御年 16 歳）は昼御座にて御読書始あり、舟橋秀賢は『尚書』を授

け奉る（『続史愚抄』）（①839）

慶長 17（1612）年 17 歳 即位 2 年 4 月 10 日 舟橋秀賢、『大学』を進講す（『綜覧』）。（①842）。舟橋秀賢をして

『大学』を講釈せしめらる、（②73）

8 月 10 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す（『綜覧』）（①844）。

東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめらる（②81）

慶長 18（1613）年 18 歳 即位 3 年 5 月 9 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す（『綜覧』）（①848）。

東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめらる（②101）

8 月 10 日 東福寺天得院清韓（文英）、『東坡集』を進講す（『綜覧』）（①849）。

東福寺清韓をして蘇東坡の詩を講釈せしめらる（②108）

慶長 19（1614）年 19 歳 即位 4 年 2 月 19 日 東福寺勝林庵聖澄（月渓）、『古文真宝』を進講す、八月に至りて終る（『綜

覧』）（①852）。東福寺聖澄をして『古文真宝』を講釈せしめらる。8

月 23 日、竟る（②142）

9 月 19 日 七箇日間、妙法院宮常胤親王をして清涼殿に於て大威徳法を修せしめらる

（②158）
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元和元年（慶長 20）（1615）20 歳

即位 5 年

7 月 28 日 是日より、建仁寺両足院東鋭（利峯）をして論語を講釈せしめらる、9 月

25 日、竟る（②195）

8 月 21 日 小御所にて天台論義あり、証義は南光坊天海、23 日亦此の事あり（『続

史愚抄』）（①865）天台宗論義あり、叡山衆、南光坊正義（②197）

8 月 22 日 南光坊天海は『摩訶止観』円頓章を進講す（『綜覧』）（①865）。天海

をして『摩訶止観』円頓章を講釈せしめらる（②198）

元和２（1616）年丙辰 21 歳 即位 6

年

4 月 18 日 山城建仁寺の慈稽（古澗）参内す。御学問所に召して、『三体詩』を読ま

しめらる。（『通村記』）（①869）。『三体詩』を披見あらせらる。建

仁寺大統庵古澗慈稽、中院通村、之に侍す（②221）

4 月 29 日 中院通村をして『源氏物語』を講釈せしめらる（②224）

8 月 17 日 是日より、建仁寺大統庵古澗慈稽をして『三体詩』を講釈せしめらる、12

月 6 日、竟る（②231）

元和 3 年（1617）年 22 歳 即位 7 年 10 月 12 日 天台宗論義あり。15 日、又、此の事あり（②283）

元和 4（1618）年 23 歳 即位 8 年 1 月 18 日 金地院崇伝（以心）を召して、『錦繡段』を進講せしめらる（『綜覧』）

（①882）。南禅寺長老金地院崇伝をして『錦繡段』を講釈せしめらる、

（②293）

8 月 24 日 建仁寺の慈稽を召して『仙洞三千句』の御尋ねあり（②312）

9 月 14 日 土御門泰重をして『策彦詩集』を書写せしめらる（『綜覧』）（①898）

11 月 21 日 天龍寺の光西堂を召して『仙洞三千句』の御尋ねあり（②324）
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11 月 23 日 是日より七箇日間、青蓮院尊純をして仏眼法を修せしめらる（②325）

12 月 2 日 土御門泰重をして、『革命記』を書写せしめらる（『綜覧』）（①899）。

閏 12 月 6日土御門泰重と共に、山城天龍寺の松厳寺玄光（舜岳）より、

易筮の伝授を受けられんとす、是日、之を中止せらる（『綜覧』）（①899）

元和 5（1619）年 24 歳 即位 9 年 9 月 5 日 叡山衆十一人を召され論義あり（②352）

9 月 19 日 仁和寺宮覚深親王をして、清涼殿に於て不動法を始行せしめらる（②355）

元和 6（1620）年 25 歳 即位 10 年 3 月 15 日 三宝院義演をして、清涼殿に仁王経法を修し、火災を祈祷せしめらる（『綜

覧』）（①894）

。三宝院前大僧正義演をして、清涼殿に於て仁王経法を修し（②367）

5 月 22 日 守藤長老（集雲）をして黄山谷の詩を講釈せしめらる（②369）

5 月 26 日 青蓮院前大僧正尊純より九字護身法並に諸真言等を受けさせらる（②369）

8 月 26 日 般舟院に於て御経供養を行わる（②374）

9 月 13 日 山城東福寺の清韓（文英）を召して、『東坡詩集』を講ぜしめらる（『綜

覧』）（①898）。
この

是日より、東福寺の清韓長老をして蘇東坡の詩を講釈

せしめらる（②375）

10 月 24 日 鹿苑院顕晫（昕叔）をして、『異名集』を撰ばしめらる、是日、顕晫は参

内して、之を献ず（『綜覧』）（①898）。鹿苑院の顕晫等をして『異名

集』を撰せしむ（②376）
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11 月 15 日 鹿苑院顕晫（昕叔）をして、瑞仙（桃源）書写の『周易抄』に、外題を書

せしめらる（『綜覧』）（①898）

閏 12 月 6

日

土御門泰重と共に、山城天龍寺の松厳寺玄光（舜岳）より、易筮の伝授を

受けられんとす、是日、之を中止せらる（『綜覧』）（①899）

元和７（1621）年辛酉 26 歳 即位

11 年

2 月 8 日 中院通村は『源氏物語』を進講す（『綜覧』）（①901）。『源氏物語』

の御講釈あり（②384）

2 月 18 日 般舟三昧院に於て御仏事を行わる（②384）

3 月 12 日 随心院前大僧正増孝をして、清涼殿に於て仁王経法を修せしめらる（②

387）

11 月 8 日 比叡山恵心院良範、『法華科註』を進講す（『綜覧』）（①905）。恵心

院僧正良範の『法華科註』講談あり（②395）

元和 8（1622）年 27 歳 即位 12 年 2 月 14 日 日野資勝をして後陽成天皇宸筆『源氏物語』を書写せしめらる（『綜覧』）

（①907）

3 月 21 日 京都相国寺の鹿苑院顕晫を召して、『錦繡段』を進講せしめらる（『綜覧』）

（①907）

元和 9（1623）年 28 歳 即位 13 年 2 月 15 日 中和門院は中院通村をして『源氏物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

911）

3 月 29 日 萩原兼従に『日本書紀』侍読の事を仰せ附けらる（②433）

4 月 1 日 萩原兼従をして『日本書紀』を侍読せしめらる（『綜覧』）（①911）
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4 月 2 日 『源氏物語』講釈の事あり（②433）

4 月 22 日 中和門院は中院通村をして『源氏物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①

911）

5 月 29 日 金地院崇伝（以心）をして『中庸』を進講せしめらる（『綜覧』）（①912）。

僧崇伝をして『中庸』を講釈せしめらる（②435）

7 月 22 日 後陽成天皇の七回聖忌に依り、是日より五か日間、清涼殿に於て法華八講

を行わる（②444）

8 月 26 日 般舟院に於て曼荼羅供を行わる（②447）

10 月 2 日 山城随心院増孝をして、女御徳川和子の御平産を祈らしめ給う（『綜覧』）

（①914）

10 月 23 日 金地院崇伝（以心）をして『中庸』を進講せしめらる（『綜覧』）（①915）

10 月 28 日 東寺長者准后前大僧正義演をして清涼殿に於て不動法を修せしめらる（②

452）

11 月 8 日 中和門院は土御門泰重をして、『太平記』を読進せしめらる（『綜覧』）

（①915）

寛永元（元和 10）（1624）年 29 歳

即位 14 年

7 月 23 日 青蓮院尊純をして清涼殿に於て北斗法を修せしめらる（②484）

8 月 11 日 延暦寺恵心院僧正某をして、禁中に『法華経』を講ぜしめらる（『綜覧』）

（①920）。恵心院僧正良範をして『法華経』を講釈せしめらる（②487）
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8 月 26 日 般舟三昧院に於て御経供養を行わる。叡山衆の論義あり（②489）

寛永 2（1625）年 30 歳 即位 15 年 1 月 26 日 中院通村をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②496）

2 月 15 日 中院通村を召して、『伊勢物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①923）

3 月 30 日 山城東福寺住持令柔（剛外）をして、『野馬台詩』を進講せしめらる（『綜

覧』）（①924）。東福寺寿長老をして『野馬台詩』を講釈せしめらる（②

500）

8 月 3 日 烏丸光広をして、『伊勢物語』を進講せしめらる（『綜覧』）（①925）。

烏丸光広をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②506）

9 月 4 日 三条西実条をして『伊勢物語』を講釈せしめらる（②507）

11 月 9 日 古今御伝授に依り、八条宮智仁親王をして『古今和歌集』を講釈せしめら

る（②508）

12 月 14 日 八条宮智仁親王より古今伝授を受けさせらる（②510）

寛永 8 （1631） 36 歳 院政 2 年 3 月 4 日 興福寺喜多院某をして『般若心経』を講釈せしめらる（②691）

5 月 17 日 上皇は、青蓮院尊純をして、仙洞御所に護摩法を修せしめらる（『綜覧』）

（①969）

10 月 26 日 上皇は、知恩院霊厳（雄誉）等をして、仙洞御所に阿弥陀超世別願を法問

せしめらる（『綜覧』）（①971）。浄土宗の法聞あり（②695）

寛永 9 （1632） 37 歳 院政 3 年 5 月 14 日 仁和寺覚深親王をして、孔雀経法を清涼殿に修し、東福門院の御平産を祈

らしめらる（『綜覧』）（①978）
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7 月 2 日 懺法講を行わる。全西堂、勝西堂（②702）

10 月 16 日 上皇は、西洞院時慶をして、文屋康秀の和歌を清書せしめらる（『綜覧』）

（①981）

11 月 3 日 上皇は、山城智積院長存等を召し、真言宗の論義を聴き給う（『綜覧』）

（①981）。智積院某を召され、真言宗論義を聴聞あらせらる（②708）。

是歳、秋冬の間、日月俱に赤気あり。院御願の為、一寺を丹波千畑に建立

さる。法常寺と号す。一糸和尚を以て開山と為すと云う（『続史愚抄』）

（①982）。是歳、後柏原天皇宸筆『阿弥陀経』を、知恩院に寄進あらせ

らる（『綜覧』）（①982）

寛永 10 （1633） 38 歳 院政 4 年 5 月 8 日 今日より七箇日、仁王経法を宮中に行わる（去月の大雹の事、祈謝さると

云う）。阿闍梨大覚寺尊性親王、奉行万里小路綱房（『続史愚抄』）（①

985）

7 月 30 日 上皇は、無量寿院堯円をして、仙洞御所に愛染護摩を修し、東福門院の御

平産を祈らしめらる（『綜覧』）（①986）

8 月 12 日 今日より七箇日、仏眼法を清涼殿に行わる（女院御産御祈）、阿闍梨仁和

寺覚深親王十八日結願（『続史愚抄』）（①987）

8 月 19 日 近江多賀社に、東福門院の御平産を祈りらしむ（『綜覧』）（①987）

8 月 26 日 後陽成院十七回聖忌、曼荼羅供を般若三昧院に行わる。導師二尊院某長老、

公卿広橋兼賢以下二人参仕（『続史愚抄』）（①987）
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11 月 12 日 上皇は、仁和寺覚深親王をして、薬師法を修し、家光の平癒を祈らしむ（『綜

覧』）（①988）

11 月 18 日 土御門泰重をして、泰山府君祭を修し、家光の平癒を祈らしむ（『綜覧』）

（①988）

寛永 11 （1634） 39 歳 院政 5 年 1 月 4 日 院御悩御祈の為、天台座主梶井最胤親王、不動法を本坊にて奉仕す（『続

史愚抄』）（①990）

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨随心院増孝、太元護摩始、阿闍梨観助、以上奉行日野

弘資（『続史愚抄』）（①990）

1 月 24 日 院にて論義あり、延暦寺僧徒参ると云う。（『続史愚抄』）（①991）。

延暦寺僧徒の論義あり（②714）

寛永 13（1636） 41 歳 院政 7 年 6 月 20 日 今日より七箇日、修法を南殿にて行わる。阿闍梨青蓮院尊純、奉行日野弘

資（『続史愚抄』）（①1010）

7 月 2 日 法会を仙洞にて行わる。青蓮院尊純、広橋兼賢、清閑寺共綱、勧修寺経広

（『続史愚抄』）（①1010）

寛永 14（1637） 42 歳 院政 8 年 5 月 3 日 今日より七箇日、護摩を宮中にて行わる。阿闍梨随心院増孝、奉行日野弘

資（『続史愚抄』）（①1017）

6 月 14 日 今日より七箇日、修法を宮中にて行わる。阿闍梨実相院義尊、奉行日野弘

資、また修法を仙洞にて行わる。阿闍梨曼殊院良恕親王、奉行院司万里小

路綱房（『続史愚抄』）（①1017）
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寛永 15（1638） 43 歳 院政 9 年 4 月 13 日 仙洞にて達磨像を懸け、禅徒の法義問答あり（『続史愚抄』）。上皇は院

中に妙心寺東寔（愚堂）をして、其の入室の儀を行わしめらる（『綜覧』）。

仙洞にて入室あり、秉燭の時節、師家、学者列班、師家愚堂和尚なり。学

者十四人なり（『鳳林承章記』）（①1025）。妙心寺の僧東寔等を召し、

禅徒の法義問答を行わしめらる（②749）

9 月１1 日 上皇は前大徳寺住持宗彭（沢庵）を召して、禅法を聴き給う（『綜覧』）

（①1027）

10 月 3 日 僧宗彭をして『原人論』を講釈せしめらる（②751）

寛永 16（1639） 44 歳 院政 10 年 7 月 18 日 聖護院にて中院通村の『源氏物語』講釈始まる（『略年譜』）（①1035）

寛永 18（1641） 46 歳 院政 12 年 6 月 22 日 前大僧正増孝をして仁王大法を修せしめらる（②765）

7 月 17 日 鹿苑寺の僧顕晫等、八句陀羅尼千返を読誦し奉る（②769）

正保元年（寛永 21）（1644）49 歳 院

政 15 年

3 月 30 日 仙洞にて遊行上人（如短）の法事念仏を仰付けられ、御聴聞なり、承章ま

た聴聞の為に召さるなり、広御殿の階前に続舞台あり、其の上にて、念仏

なり（『鳳林承章記』）（①1070）。遊行上人（如短）の法事念佛を聴聞

あらせらる（②784）

10 月 26 日 本院（後水尾）御受戒あり、雲龍院如周正専西堂参院し、之を授け奉る、

また女房両三人、簾中にて受戒す（『続史愚抄』）（①1076）
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正保 2 年（1645） 50 歳 院政 16 年 2 月 11 日 仙洞にて叡山の衆の論義あり、承章は聴聞の為に召さる。山門の論義の衆

は、正覚院僧正、恵心院法印、華藏院、玉泉院、寿昌院、三教院、光聚坊、

桜光坊、以上八人なり、講師恵心院なり。今日の論義の題は、『於仏果位、

断尽性悪歟』。答、『不可断尽云々』、御振舞あり（『鳳林承章記』）（①

1079）。天台宗僧の論義あり（②789）

8 月 19 日 仙洞にて相国寺の懺法を御聴聞なり、承章（『鳳林承章記』）（①1083）。

相国寺衆をして御懺法を行わしめられ、聴聞あらせらる（②791）

正保 3 年（1646） 51 歳 院政 17 年 7 月 3 日 仙洞にて相国寺の懺法あるなり、（『鳳林承章記』）（①1087）。相国寺

衆をして御懺法を行わしめらる（②797）

正保 4 年（1647） 52 歳 院政 18 年 2 月 1 日 今日より伏原賢忠は『大学』を記録所にて講ず（『続史愚抄』)（①1092）

8 月 11 日 伏原賢忠は『論語』を宮中にて講ず（『続史愚抄』）（①1097）

慶安元年（正保 5 年）（1648）53 歳院

政 19 年

8 月 17 日 一切経二部を大覚寺、泉涌寺等（各一部宛）に預け置かる（『続史愚抄』）

（①1111）

10 月 8 日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1112）

慶安 2 年（1649） 54 歳 院政 20 年 2 月 26 日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1116）

3 月 18 日 中院通村は『百人一首』を講談す（『続史愚抄』）（①1117）

7 月 26 日 後陽成院御仏事を泉涌寺に行わる（『続史愚抄』）（①1120）

8 月 3 日 仙洞にて天台宗論義これ有り、日光の尊敬門迹御聴聞（『鳳林承章記』）

（①1120）天台宗僧の論義を聴聞あらせらる（②826）
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8 月 15 日 承章は仙洞観音懺法（『鳳林承章記』）（①1120）

8 月 18 日 相国寺衆の観音懺法を行わる（②828）

8 月 23 日 仙洞にて御法事あり、法華懺法なり。導師は日光尊敬門主（『鳳林承章記』）

（①1121）。法華懺法講を行わる（②833）

9 月 26 日 仙洞にて御持仏堂の供養を仰せ付けられ、慈照晫長老、承章、崟長老（『鳳

林承章記』）（①1123）

慶安 3 年（1650） 55 歳 院政 21 年 3 月 8 日 今日より（七箇日歟）、北斗法を東寺にて行わる。阿闍梨大覚寺尊性親王

（『続史愚抄』）（①1128）

3 月 25 日 承章院参せしむ、仙洞にて、天台の論義これ有り、聴聞仕るべき由、論義

の題は、『離境開悟』と云う題なり。論義の衆は 6人、恵心院上首なり（『鳳

林承章記』）（①1129）

3 月 26 日 天台宗僧の論義あり（843）

4 月 11 日 伏原賢忠をして『論語』を進講せしめらる（『実録』）（①1130）

8 月 19 日 大徳寺の僧天祐等を召され、禅徒の法義問答を行わる（②847）

8 月 26 日 比丘尼衆の観音懺法あり（②848）

10 月 11 日 相国寺衆をして観音懺法を行わしめらる（②849）

閏 10 月 14

日

伏原賢忠をして『孟子』を進講せしめらる（『実録』）（1135）
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承応元年（慶安 5 年）（1652） 57 歳

院政 23 年

2 月 17 日 泉涌寺、御法事、喜首座（『鳳林承章記』）（①1152）

2 月 18 日 泉涌寺、舎利講、住持の法音院長老、戒光寺、寿妙院、楽音院、長谷川頓

也（『鳳林承章記』）（①1153）

6 月 18 日 仙洞にて、相国寺の懺法（『鳳林承章記』）（①1160）。相国寺衆をして

御祈祷懺法を行わしめらる（②877）

承応 2 年（1653） 58 歳 院政 24 年 4 月 7 日 八条宮にて、相国寺僧の法華懺法これ有りなり（『鳳林承章記』）（①1177）

閏 6 月 18

日

相国寺衆をして観音御懺法を行わしめらる、聴聞あらせらる（②896）

12 月 28 日 御建立の相国寺塔婆に御髪並に舎利を納めさせらる（②903）

承応 3 年（1654） 59 歳 院政 25 年 2 月 8 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1193）

2 月 13 日 『周易』の御講釈あり（『承応日次記』）（①1194）

2 月 18 日 『周易』の御講釈あり（『承応日次記』）（①1194）

3 月 4 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1196）

3 月 8 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1196）

3 月 11 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1196）

3 月 16 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1197）

4 月 3 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1198）

4 月 9 日 （朝山素心）意林庵は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1198）
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4 月 21 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1199）

4 月 26 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1199）

5 月 21 日 伏原三位（賢忠）は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1199）

7 月 3 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1202）

7 月 24 日 伏原三位（賢忠）は『春秋左氏伝』を講ず（『承応日次記』）（①1203）

8 月１0 日 伏原三位は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1204）

8 月 17 日 伏原三位は『左伝』を講ず（『承応日次記』）（①1205）

8 月 29 日 朝山素心は『周易』を講ず（『承応日次記』）（①1206）

12 月 14 日 法会を両寺（泉涌寺、般舟三昧院）にて行わる。般舟三昧院、導師実光院

某（大原）、泉涌寺（梵網講讃）、導師報恩院某（当寺長老）（『続史愚

抄』）（①1212）

12 月 15 日 法会を両寺にて行わる。般舟三昧院（法華懺法）、導師向坊某（大原）、

泉涌寺（舎利講）、導師某（当寺長老）（『続史愚抄』）（①1212）

明暦元年（承応 4 年）（1655）60 歳院

政 26 年

１月 8 日 後七日法始、阿闍梨寛海、阿闍梨観助（『続史愚抄』）（①1213）

3 月 12 日 天変御祷の為、不動法を清涼殿にて行わる。阿闍梨妙法院堯然親王、阿闍

梨聖護院道晃親王、円満院常尊（『続史愚抄』）（①1215）

6 月 28 日 相国寺懺法、（『鳳林承章記』）（①1218）



181

8 月 20 日 御法事懺法これ有り、彦首座、寿恩、徳玄、元秀（『鳳林承章記』）（①

1222）

9 月 16 日 法会（法華懺法）を般舟三昧院にて行わる。法皇御所にて天台宗の論義を

聞こし
め

食すと云う。学者十二人、其の内講義これ有り、難者は妙法院堯恕

親王御方なり、精義恵心院なり、『仏果断性悪』と『不断』の論義なり、

承章聴聞を為す（『鳳林承章記』）（①1222）。天台宗僧の論義あり（②

918）

9 月 19 日 御仏事を法皇御所にて行わる（『鳳林承章記』）（①1222）

9 月 20 日 御仏事を両寺にて行わる。般舟三昧院（曼荼羅供）、泉涌寺（曼荼羅供）

（『鳳林承章記』）（①1223）

9 月 28 日 仙洞にて御法事（『鳳林承章記』）（①1223）

10 月 6 日 仙洞にて御法会、慈照院（『鳳林承章記』）（①1224）

10 月 11 日 安鎮法を新内裏にて行わる。阿闍梨尊敬親王（『続史愚抄』）（①1224）

10 月 23 日 今日より七箇日、修法を東寺にて行わる。阿闍梨寛海（『続史愚抄』）（①

1224）

11 月 8 日 今日より三箇日、両宗僧に仰せ、遷幸無為の御祷あり、天台阿闍梨尊勝院

慈性、真言阿闍梨某（『続史愚抄』）（①1226）

12 月 26 日 宝匧印陀羅尼経一巻出され、相国寺の塔中へ御籠め成らる（『鳳林承章記』）

（①1228）
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明暦 3 年（1657） 62 歳 院政 28 年 1 月 23 日 円浄法皇の『古今集』講釈始まる（①1249）

2 月 26 日 仁和寺性承親王は灌頂（勅会）を遂ぐ、大阿闍梨菩提院信遍（『続史愚抄』）

（①1251）

3 月 11 日 妙門主、聖門主、飛鳥井（雅章）、岩倉（具起）、今度御伝授の『古今集

之抄』（『鳳林承章記』）（①1252）

3 月 13 日 長講堂にて後白河院御影開眼供養あり、七箇日、開帳ありと云う（『続史

愚抄』）（①1252）

万治元年（明暦 4年）（1658）63 歳 院

政 29 年

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛海、阿闍梨観助（『続史愚抄』）（①1260）

2 月 11 日 般舟三昧院に於て御法事を行わる（『実録』）（①1261）

3 月 5 日 今日より七箇日、護摩を南殿にて修さる。阿闍梨円満院常尊（『続史愚抄』）

（①1262）

5 月 12 日 今日より東大寺法華会ありと云う（『続史愚抄』）（①1265）

万治 2 年（1659） 64 歳 院政 30 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済、阿闍梨観助（『続史愚抄』）（①1274）

1 月 21 日 法皇の道寛親王への『源氏物語』講釈始まる（『略年譜』）（①1275）

夏頃 法皇より後西天皇、烏丸資慶、中院通茂、日野弘資への古今伝受の

儀、持ち上がる（『古今伝受日記』）（①1339）

万治 3 年（1660） 65 歳 院政 31 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済（『続史愚抄』）（①1290）
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8 月 24 日 仙洞にて三井寺衆論義これ有り、題は夢中実因実果なり（『鳳林承章記』）

（①1300）

8 月 25 日 叡山衆の論義これ有るなり、題目は色心初観なり（『鳳林承章記』）（①

1300）

9 月 17 日 法華八講（『鳳林承章記』）（①1301）

寛文 2 年（1662） 67 歳 院政 33 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者寛済（『続史愚抄』）（①1331）

7 月 3 日 相国寺に於て御懺法を行わる（②992）

寛文 3 年（1663） 68 歳 院政 34 年 1 月 19 日 今日より三箇日、台密両僧に仰せて、祈祷を各本坊にて修さる。天台養源

院慶算、真言某（『続史愚抄』）（①1348）

6 月 4 日 法堂にて太上法皇の御誕生日聖節の御祈祷の祝聖これ有り（『鳳林承章

記』）（①1356）

8 月 7 日 今日より七箇日、安鎮法を法皇新仙洞にて行わる。阿闍梨二品道晃法親王

（『続史愚抄』）（①1357）

寛文 4 年（1664） 69 歳 院政 35 年 5 月 6 日 鹿苑院の懺法、斎なり（『鳳林承章記』）（①1375）

5 月 12 日 古今集を御伝授あらせらる（②1008）

6 月 4 日 万年塔婆前にて、太上法皇の御誕節の御祈祷、祝聖、承章出頭せしむ、慈

照翁なり（『鳳林承章記』）（①1380）

8 月 10 日 今夜より安鎮法を新院新仙洞にて行わる。阿闍梨天台座主堯恕親王（『続

史愚抄』）（①1383）



184

12 月 14 日 今日より七箇日、修法を清涼殿にて行わる。阿闍梨天台座主堯恕親王（『続

史愚抄』）（①1390）

寛文 5 年（1665） 70 歳 院政 36 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者信遍（『続史愚抄』）（①1391）

3 月 19 日 興福寺維摩会を始行さる。行事甘露寺方長参向、講師一乗院真敬親王（『続

史愚抄』）（①1393）

4 月 17 日 法皇は宮中にて相国寺観音懺法仰せ付けられしなり。清閑寺共綱（『鳳林

承章記』）（①1395）。相国寺衆をして観音御懺法を行わしめらる（②1019）

4 月 18 日 東照宮神前にて宸筆御経供養を行わる。導師輪王寺尊敬親王（『続史愚抄』）

（①1395）

4 月 19 日 日光山薬師堂にて曼荼羅供を行わる。（『続史愚抄』）（①1395）

寛文 6 年（1666） 71 歳 院政 37 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者信遍、阿闍梨厳曜（『続史愚抄』）（①1400）

７月 3 日 豊光寺にて懺法、斎あり（『鳳林承章記』）（①1405）

7 月 6 日 天龍寺三会院の舎利の伝記聞こし召さる（『鳳林承章記』）（①1405）

7 月 20 日 豊光寺にて懺法、斎（『鳳林承章記』）（①1406）

8 月 7 日 法皇にて相国寺懺法仰せ付けなり（『鳳林承章記』）（①1406）。相国寺

衆をして観音御懺法を行わしめらる（②1028）

8 月 19 日 法皇は智積院僧正（宥貞）を仙洞に召し、論義を聞こし召す。法会を般舟

三昧院にて行わる。導師実空長老、（『続史愚抄』）（①1407）。智積院

権僧正某を召して、真言宗論義あり、聴聞あらせらる（②1030）
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8 月 21 日 御仏事を泉涌寺にて行わる。導師如周西堂、安井門跡（性演）（『続史愚

抄』）（①1407）。般舟院に於て御法事を行わる（②1031）

8 月 25 日 御仏事を般舟三昧院にて行わる（『続史愚抄』）（①1407）

8 月 26 日 曼荼羅供を法皇御所にて行わる（『続史愚抄』）（①1408）

9 月 2 日 観音懺法を法皇御所にて行わる。相国寺僧徒参仕（『続史愚抄』）（①1408）

9 月 3 日 太上法皇にて相国寺観音懺法仰せ付けらる故、慈照吉東堂、（『鳳林承章

記』）（①1408）。相国寺観音御懺法を行わる（②1034）

9 月 15 日 後光明院の
お ん

奉
た め

為に、此の日、知恩院尊光親王は法問を法皇御所にて修行

（『続史愚抄』）（①1409）。午時前法皇に伺公申すなり、浄土宗法問仰

せ付けられ、聴聞の為なり。知恩院御門主（尊光）、知恩院方丈知鑑（寂

照）、其の外長老分の衆 15 人出仕なり、（『鳳林承章記』）（①1409）。

浄土宗の法問あり（②1036）

9 月 18 日 日厳院権僧正堯憲をして天台の六即等の事を談義せしめらる（②1037）

11 月 3 日 龍渓は院参、御書院にて『心経』の講談あり、新院御幸（『日次記』）（①

1412）

寛文 7 年（1667） 72 歳 院政 38 年 1 月 26 日 龍渓和尚院参、御書院にて御対面、以心庵（良純）御伺公（『日次記』）

（①1417）

2 月 8 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参（『日次記』）（①1418）
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4 月 26 日 龍渓は参院、御書院にて法談あり、正明寺の勅額を拝領（『日次記』）（①

1423）

5 月 28 日 法皇の道寛親王への『徒然草』講釈始まるか（①1424）

6 月 9 日 龍渓参る、御書院にて御対面（『日次記』）（①1424）

8 月 17 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参、中二階にて法談、仁和寺宮院参（『日

次記』）（①1426）

10 月 2 日 懺法を法皇御所にて行わる（『鳳林承章記』）（①1427）

11 月 3 日 龍渓伺公し御中二階にて御対面（『日次記』）（①1428）

11 月 7 日 龍渓法談（『日次記』）（①1429）。（龍渓）性潜をして『円覚経』を講

釈せしめらる（1051）

寛文 8 年（1668） 73 歳 院政 39 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨超長者高賢、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1432）

2 月 10 日 御仏事を泉涌寺に行わる（『続史愚抄』）（①1434）

2 月 11 日 泉涌寺御仏事（『続史愚抄』）（①1434）。般舟院に於て御仏事を行わる

（②1054）

2 月 29 日 新院は法皇御所へ御幸、龍渓院参、香合等を拝領す（『日次記』）（①1434）。

（龍渓）性潜をして『円覚経』を講釈せしめらる（②1056）

3 月 4 日 今日より三箇日、不動小法を天台座主妙法院堯恕親王室にて行わる（『続

史愚抄』）（①1435）
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3 月 12 日 聖護院宮道寛親王は
き た

来る十五日三井寺にて御灌頂なり（『鳳林承章記』）

（①1435）

3 月 15 日 道寛親王は園城寺にて灌頂、大阿闍梨道晃親王（『略年譜』）、今日は聖

護院宮道寛親王三井寺にて灌頂御執行なり（『鳳林承章記』）（①1435）

4 月 15 日 （龍渓）性潜をして『円覚経』を講釈せしめらる（②1056）

8 月 20 日 龍渓伺公、御書院にて法談、昨日に同じ（『日次記』）（①1442）

9 月 24 日 法皇は今朝龍渓を召し、斎を下され、其の後、御書院にて説法有り、午時

に説法終りて後退く、次の間にて茶菓を賜う（『日次記』）（①1444）

12 月 11 日 龍渓は法皇に伺公し、御書院にて法談、終りて牧間にて御斎幷に昼の物を

下さる（『日次記』）（①1446）

寛文 9 年（1669） 74 歳 院政 40 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨永愿、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1447）

2 月 17 日 御仏事を泉涌寺にて行わる（『続史愚抄』）（①1448）

2 月 18 日 御仏事を泉涌寺にて行わる（『続史愚抄』）（①1448）。泉涌寺に於て御

法事を行わる。（②1062）

6 月 15 日 龍渓参勤、御書院にて御対面、仏書を講ず（『日次記』）（①1450）

8 月 29 日 龍渓院参、御書院にて仏経を釈す（『日次記』）（①1453）

9 月 3 日 龍渓伺公、御書院にて仏経を釈す（『日次記』）（①1453）

9 月 23 日 龍渓伺公、御書院にて法談（『日次記』）（①1454）

9 月 25 日 相国寺に観音懺法を仰せ付けられ、（『日次記』）（①1454）
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閏 10 月 3

日

日厳院（堯憲）の法談あり、『法華経』十如是の解釈なり（『日次記』）

（①1455）。日厳院権僧正堯憲を召され、十如是の法談を聴聞あらせらる

（②1067）

寛文 10 年（1670） 75 歳 院政 41 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者高賢、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1459）

3 月 13 日 法皇は二宮へ御幸。龍渓院参、御中二階にて御対面（『日次記』）（①1461）

7 月 23 日 （龍渓）性潜の法談を聴聞あらせらる（②1077）

寛文 11 年（1671） 76 歳 院政 42 年 2 月 19 日 法皇御所にて観音懺法あり、導師法鏡寺宮（理昌）、大聖寺宮（元昌）（『日

次記』）（①1473）

寛文 12 年（1672） 77 歳 院政 43 年 1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者性演、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1479）

2 月 10 日 泉涌寺仏事（『続史愚抄』）（①1480）。般舟院に於て御仏事を行わる（②

1099）

2 月 11 日 泉涌寺仏事（『続史愚抄』）（①1480）。相国寺衆をして梵語『心経』を

読誦せしめらる（②1099）

延宝元年（寛文 13 年）（1673） 78

歳 院政 44 年

1 月 8 日 後七日法始、阿闍梨長者性演、阿闍梨厳躍（『続史愚抄』）（①1487）

12 月 7 日 今日より七箇日、安鎮法を法皇御所にて行わる。阿闍梨盛胤親王（『続史

愚抄』）（①1500）

延宝 4 年（1676） 81 歳 院政 47 年 1 月 25 日 天龍寺定西堂明可は参院、御小座敷にて御法談あり（『日次記』）（①1526）

5 月 19 日 定西堂参る。常御殿にて説法を聞こし召さる（『日次記』）（①1531）
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8 月 7 日 定西堂を召し法談あり（『日次記』）（①1534）

延宝 5 年（1677） 82 歳 院政 48 年 10 月 8日 定西堂は参院、法談あり（『日次記』）①（1545）

11 月 19 日 定西堂参院、式日なり（『日次記』）（①1548）

12 月 8 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1548）

閏 12 月 8

日

定西堂参上、常御殿にて法談あり（『日次記』）（①1549）

延宝 6 年（1678） 83 歳 院政 49 年 1 月 19 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1551）

3 月 8 日 定西堂参院、御内儀にて法談あり（『日次記』）（①1553）

3 月 11 日 定西堂参院（『日次記』）（①1553）

11 月 8 日 天龍寺の貞西堂をして『碧巌録』を講釈せしめらる（②1202）
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表
六

慶長元（1596）年 6月 4日後水尾天皇御降誕。

慶長 16（1611）年 後水尾天皇 16 歳 3月 27 日後水尾天皇御践祚。4 月 12 日御即位。

寛永 6（1629）年 後水尾上皇 34 歳 11 月 8日皇位を皇女興子内親王に御譲位、後水尾上皇となられる。

寛永 13（1636）年 4月 13 日龍渓性潜、愚堂東寔の伴として参内、後水尾上皇を初めて拝する。

慶安 4（1651）年 後水尾上皇 56 歳 龍渓性潜に紫衣を賜う。5月 6日後水尾上皇御落飾。

承応元（1652）年 9月 12 日後水尾法皇の綸旨を奉じて龍渓性潜、妙心寺へ勅住する。（以下法皇と略称

す）

承応 3（1654）年 隠元 63 歳 7月 5日隠元禅師東渡。

明暦 3（1657）年 4月、法皇、龍渓性潜を召し内殿に入れ御勅問。

「徳山入門便棒」和歌頌の宸翰を賜う。これ機機投合の始めという。

寛文 3（1663）年 5月 25 日法皇、龍渓性潜を召し、隠元禅師に代って法要を問わせられる。上奏法語あ

り。

寛文 4（1664）年 1月 19 日、龍渓性潜は法輪山正明寺の請に赴くに当り、隠元の法を嗣ぐ。

4 月、法皇、龍渓性潜を召し、宮中において説法せしめらる。栴檀香十斤、黄金、絹

布等を賜う。

10 月 2日、龍渓性潜は法皇に『臨済四料揀』を進講する。
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寛文 5（1665）年 龍渓性潜、東福門院の召により皇子二品親王金剛寿院の正殿に上り陞座説法ある。

法皇旛山の御苑を龍渓性潜に賜い禅苑とされる。

同禅苑に「天寿山」「資福禅寺」の二大勅額を賜う。

10 月、法皇、隠元禅師の道化を賞して御香及び黄金を下賜なさる。又鏤金の硯筐を賜

う。

11 月 8日、法皇、龍渓性潜を召し、内殿に於いて説戒せしめらる。光子内親王菩薩戒

を受け、法皇親しく天聴を傾けられる。

寛文 6（1666）年 6月 29 日、法皇、仏舎利五顆を宝塔に入れて隠元禅師に賜う。隠元禅師ら諸僧と謝偈

を呈する。

8月 26 日、後陽成天皇五十回忌に当り龍渓性潜の薦御あり。

10月3日、藤太妃の命を受け慶瑞寺に於いて皇子金剛寿院式部卿親王の小祥忌を薦御、

対霊小参あり。

11 月、龍渓性潜『般若心経口譚』を法皇に奉る。

11 月、法皇、黄金を下賜なさり、黄檗山に舎利殿を建てしめらる。
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寛文 7（1667）年 正月、法皇、中金百両を正明寺に寄進し、本堂を板葺と為す。

春、仏舎利三顆並びに聖牙一個を宝塔に入れ龍渓性潜に賜う

4 月 19 日法皇、「正明寺」の勅額・初祖達磨像等を龍渓性潜に賜い、七言八句の謝偈

あり。

5月 29 日より翌八年 4 月 15 日まで龍渓性潜、『円覚経』を法皇に進講す。

6月 19 日、舎利殿落成、拈香法語あり。

11 月 7日、法皇、龍渓性潜に謝法の御宸翰を賜う。

寛文 8（1668）年 3月 19 日、龍渓性潜、天寿山資福禅寺に進山、法皇より御香、白絹、画屏など賜う。

4月 15 日、法皇、龍渓性潜に嗣法なさる。

龍渓性潜を召し、菩薩大戒を受けらる。

7月 3日より翌九年 10 月 29 日の間、龍渓性潜、法皇に『碧巌録』を進講。

寛文 9（1669）年 龍渓性潜、法皇に印可の偈を上る。

9月 20 日、法皇、龍渓性潜へ大宗正統禅師の号を賜う。

従来提唱の『法輪請益録』を『宗統録』となし『御版宗統録』として板行される。「宗

統録流通の序」を賜う。

10 月 1日、法皇、仏舎利御製讃を隠元禅師に賜い、隠元禅師ら諸僧と和韻する。
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寛文 10（1670）年 龍渓性潜 69 歳 4月、正明寺の夏安居に法皇の御慰問あり、解夏の後聖恩を謝する。

6月 4日、法皇 75 歳の祝寿に正明寺に於て金剛道場を啓建する。

8月 23 日、龍渓性潜、大阪九島院に於いて水中に示寂、法皇三塔所を勅建し、毎歳忌

日に正明寺に於いて法要せしめらる。

寛文 11（1671）年 8月 5日、法皇、祖岸に詔して隠元禅師に龍渓性潜の系嗣を勅問あり、奏対ある。

寛文 12（1672）年 秋、法皇、正明寺へ大蔵経を賜う。

正明寺開山堂の勅建あり。

延宝元（1673）年 隠元禅師 82 歳 2月 3日、法皇錦織の観音像を隠元禅師に賜う。

隠元禅師奏対の機縁録を上る。

3月 30 日、法皇、使を賜って隠元禅師を存問なさる。

4月 2日、法皇、大光普照国師号を隠元禅師に賜う。

4月 3日、隠元禅師示寂。示寂に先立ち、三平瑞木像を法皇に献じるように指示する。

延宝 2（1674）年 法皇、泉涌寺で妙応殿を建て、三平瑞木像を奉安なさる。

延宝 8（1680）年 法皇 85 歳 8月 19 日、法皇崩じられる。

普明院宮より法皇の尊像、勅筆心経、仏舎利賛、自画自賛、普門品などを正明寺へ下

賜なさる。
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元禄 7（1694）年 法皇の御像を正明寺舎利殿に奉安する。

享和２（1802）年 春、龍渓性潜の法皇への付偈、払子、隠元禅師の勅答など京都の円通寺より正明寺へ

返却さる。

明治 9（1876）年 7月、黄檗山に奉安の法皇御木像並びに尊牌泉涌寺に御遷座。

明治 27（1894）年 7月 15 日、法皇の御法像、泉涌寺より黄檗山へ御遷座。
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〇
三
年
）

禅
文
化
研
究
所
編
集
部
訓
註
・
編
集
『
小
叢
林
略
清
規
』
（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）

竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

上
』
（
右
文
書
院
、
一
九
七
六
年
）

田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）

帝
国
学
士
院
編
『
宸
翰
英
華
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
。
初
版
一
九
四
四
年
）

（
元
）
徳
煇
編
、
李
継
武
校
点
『
勅
修
百
丈
清
規
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

林
観
潮
標
柱
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）

辞
典

ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJ

a
pa
n
K
n
o
wl
e
d
ge

L
i
b

に
お
け
る
『
仏
教
語
大
辞
典
』

大
槻
幹
郎
・
加
藤
正
俊
・林
雪
光
編
『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）

黄
檗
宗
・
慧
日
山
永
明
寺H

P

「
黄
檗
辞
典
」
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禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）

総
合
佛
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
総
合
佛
教
大
辞
典
』
（
法
藏
館
、
一
九
八
七
年
）

藤
井
正
雄
ほ
か
共
著
『
仏
教
葬
祭
大
事
典
』
（
雄
山
閣
、
一
九
八
〇
年
）

図
録

『
黄
檗
―
禅
と
芸
術
―
』
（
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
、
一
九
九
二
年
九
月
）

『
黄
檗
の
美
術
―
江
戸
時
代
の
文
化
を
変
え
た
も
の
―
』
（
京
都
国
立
博
物
館
編
、
一
九
九
三
年
十
月
）

『
黄
檗
―O

U
B
AK
U

京
都
宇
治
・
萬
福
寺
の
名
宝
と
禅
の
新
風
』
（
福
岡
九
州
国
立
博
物
館
編
、
二
〇
一
一

年
三
月
）

『
殿
様
の
愛
し
た
禅

黄
檗
文
化
と
そ
の
名
宝
』
（
鳥
取
県
立
博
物
館
編
、
二
〇
一
九
年
）

『
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
た
黄
檗
文
化
』
浜
松
市
博
物
館
、
二
〇
一
四
年

日
本
語
著
作
、
論
文

荒
木
見
悟
「
明
代
に
お
け
る
楞
厳
経
の
盛
行
」
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
（
研
文
出
版
〔
山
本
書
店
出

版
部
〕
、
一
九
八
四
年
）

石
崎
又
造
『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』
（
清
水
弘
文
堂
書
房
、
一
九
六
七
年
）

伊
藤
古
鑑
『
日
本
禅
の
正
燈

愚
堂
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
）

『
黄
檗
宗
鑑
録
』
（
黄
檗
宗
務
本
院
、
一
九
三
六
年
）

奥
田
啓
知
『
波
濤
の
夢

龍
渓
禅
師
一
代
記
』
（
九
島
禅
院
発
行
、
二
〇
一
九
年
）

尾
崎
正
善
「
『
椙
樹
林
清
規
』
と
『
黄
檗
清
規
』
―
『
黄
檗
山
内
清
規
』
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
印

度
學
佛
教
學
研
究
』
四
二
（
一
）
、
一
九
九
三
年
）

大
津
透
等
編
『
日
本
歴
史

第
一
一
巻

近
世
二
』
（
岩
波
書
店

二
〇
一
四
年
）

小
野
和
子
「
動
乱
の
時
代
を
生
き
た
隠
元
禅
師
」
『
禅
文
化
』
（
一
二
四
）
（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
八

七
年
）

加
藤
正
俊
「
近
世
禅
林
の
流
れ
―
紫
衣
事
件
を
起
点
と
す
る
―
」
『
墨
美
』
（
二
五
七
）
（
墨
美
社
、
一

九
七
六
年
）

加
藤
正
俊
「
伯
蒲
慧
稜
と
紫
衣
事
件
」
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
（
九
）
』
（
花
園
大
学
内
禅
文
化
研
究
所
、

一
九
七
七
年
）

川
上
孤
山
『
増
補
妙
心
寺
史
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
）

川
辺
真
蔵
「
隠
元
渡
来
の
頃
」
『
近
世
禅
僧
伝
』
（
石
書
房
出
版
、
一
九
四
三
年
）

菊
地
章
太
「
中
世
近
世
に
お
け
る
道
教
信
仰
の
伝
播
―
媽
祖
崇
拝
の
拡
大
を
手
か
が
り
に
」
『
日
本
宗
教

史
四

宗
教
の
受
容
と
交
流
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）

木
村
静
雄
「
徳
川
初
期
に
お
け
る
臨
済
禅
の
低
迷
と
そ
の
打
開
―
白
隠
禅
出
現
の
時
代
背
景
―
」
『
禅
文

化
研
究
所
紀
要
』
（
九
）
（
花
園
大
学
内
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
七
七
年
）
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木
村
得
玄
『
隠
元
禅
師
と
黄
檗
文
化
』(

春
秋
社
、
二
〇
一
一)

木
村
得
玄
『
隠
元
禅
師
年
譜
【
現
代
語
訳
】
』
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
）

木
村
得
玄
『
初
期
黄
檗
派
の
僧
た
ち
』
（
春
秋
社
、

二
〇
〇
七
）

木
村
得
玄
「
続
隠
元
禅
師
来
日
の
理
由
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
六
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇

〇
七
年
）

木
村
得
玄
「
黄
檗
宗
経
典
の
香
讃
に
つ
い
て
」
（
『
春
秋
』
（
四
六
一
）
、
二
〇
〇
四
年
）

木
村
得
玄
『
黄
檗
宗
の
歴
史
・
人
物
・
文
化
』(

春
秋
社
、
二
〇
〇
五)

日
下
幸
男
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
（
上
冊

研
究
編
・
資
料
編
）
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

日
下
幸
男
『
後
水
尾
院
の
研
究
』
（
下
冊

年
譜
稿
）
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

熊
倉
功
夫
『
後
水
尾
院
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
）

久
保
貴
子
『
後
水
尾
天
皇
―
千
年
の
坂
も
踏
み
わ
け
て
―
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）

倉
光
活
文
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
禅
師
」
『
禅
宗
』
第
二
六
四
号
（
貝
葉
書
院
、
一
九
一
七
年
）

倉
光
活
文
「
皇
室
と
黄
檗
宗
」
『
瞎
驢
眼
』
五
九
号
（
黄
檗
山
、
一
九
一
五
年
）

渓
道
元
「
龍
渓
禅
師
の
偉
徳
」
『
墨
美
』
（
一
〇
五
）
（
墨
美
社
、
一
九
六
一
年
）

近
藤
瑞
堂
「
皇
室
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
」
『
護
法
』
第
三
三
年
第
三
号
（
鴻
盟
社
、
一
九
一
七
年
、
京
都

宇
治
黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿
所
蔵
）

末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

鈴
木
健
一
「
後
水
尾
院
歌
壇
の
成
立
と
展
開
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
三
（
一
）
、
一
九
八
六
年
）

総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
編
集
『
泉
涌
寺
史

本
文
篇
』
（
法
藏
館
、
一
九
八
四
年
）

高
井
恭
子
「
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
供
養
に
つ
い
て
―
「
法
皇
忌
」
と
の
関
係
か
ら
―
」
『
黄

檗
文
華
』
（
一
二
一
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
二
年
）

高
井
恭
子
「
儀
礼
「
法
皇
忌
」
を
め
ぐ
っ
て
―
黄
檗
山
萬
福
寺
に
お
け
る
仏
舎
利
瞻
礼
と
後
水
尾
上
皇
の

供
養
―
」
『
印
度
學
仏
教
學
研
究
』
五
一
（
二
）
（
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
二
〇
〇
三
年
）

竹
貫
元
勝
『
隠
元
と
黄
檗
宗
の
歴
史
』
（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）

竹
貫
元
勝
『
日
本
禅
宗
史
』
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）

竹
貫
元
勝
「
黄
檗
宗
教
団
の
形
成
と
展
開
」
「
黄
檗
宗
と
妙
心
寺
」
『
日
本
禅
宗
史
研
究
』
（
雄
山
閣
出

版
、
一
九
九
三
年
）

竹
貫
元
勝
「
隠
元
と
妙
心
寺
」
『
朝
枝
善
照
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

佛
教
と
人
間
社
会
の
研
究
』
（
同

朋
舎
、
二
〇
〇
四
年
）

玉
村
竹
二
「
後
水
尾
天
皇
宸
筆
『
宗
統
録
』
勅
序
」
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
（
上
）
（
思
文
閣
、
一
九
七

六
年
）

辻
善
之
助
『
修
訂

皇
室
と
日
本
精
神
』
（
大
日
本
出
版
、
一
九
四
四
年
）

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
三
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
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辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
篇
之
四
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）

徳
野
崇
行
『
日
本
禅
宗
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展
開
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）

中
尾
文
雄
『
龍
渓
禅
師
の
生
涯
と
思
想
―
『
龍
渓
和
尚
語
録
』
研
究
ノ
ー
ト
』
（
九
島
院
蔵
版
、
二
〇
〇

〇
年
）

中
尾
文
雄
『
黄
檗
清
規
』
訳
本
（
黄
檗
宗
務
本
院
、
一
九
八
四
年
）

中
尾
文
雄
『
後
水
尾
法
皇
と
黄
檗
宗
』
（
黄
檗
山
、
一
九
七
九
年
）

中
村
健
史
「
新
収

慶
長
十
七
年
八
月
十
七
日
和
漢
聯
句

紹
介
と
翻
刻
」
『
人
間
文
化
』H

&
S

（
四
二
）

（
神
戸
学
院
大
学
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
）

中
野
三
敏
『
十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸
―
雅
と
俗
の
成
熟
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）

成
河
峰
雄
「
黄
檗
清
規
の
喪
葬
儀
礼
―
尊
宿
遷
化
の
場
合
―
」
（
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
三
八
（
二
）
、

一
九
九
〇
年
）

錦
織
亮
介
『
黄
檗
禅
林
の
絵
画
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）

西
谷
功
「
近
世
泉
涌
寺
の
再
建
―
伽
藍
復
興
と
精
神
の
回
帰
」
（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
九
）
黄
檗
山
萬

福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
九
）

西
谷
功
「
近
世
天
皇
家
の
念
持
仏
―
泉
涌
寺
奉
安
の
仏
像
を
中
心
に
」
（
『
大
法
輪
』
七
九
（
一
二
）
、

大
法
輪
閣
、
二
〇
一
二
年
）

野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）

野
川
博
之
「
仏
事
梵
唄
讃
」
に
見
る
黄
檗
禅
の
特
色
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第

一
分
冊
（
四
五
）
、
一
九
九
九
年
）

松
浦
秀
光
『
禅
家
の
葬
法
と
追
善
供
養
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
六
九
年
）

松
浦
秀
光
『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
五
年
）

源
了
圓
・
楊
曾
文
編
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書

第
四
巻

宗
教
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
）

無
著
道
忠
『
正
法
山
誌
』
（
東
林
院
、
一
九
三
五
年
）

村
瀬
玄
妙
『
茶
禅
一
味
』
（
教
育
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
）

柳
田
聖
山
『
臨
済
ノ
ー
ト
』
（
春
秋
社
出
版
、
一
九
七
一
年
）

楊
慶
慶
「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
禪
學
研
究
』
九
九
号
（
禪
學
研
究
会
、

二
〇
二
一
年
）

楊
慶
慶
「
隠
元
と
龍
渓
性
潜
―
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
す
る
龍
渓
性
潜
の
動
機
を
中
心
に
」
『
名
古

屋
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
（
四
）
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
図
書
・論
集
委
員
会
、
二

〇
二
一
年
）

平
久
保
章
『
隠
元
』(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)

福
井
文
雅
「
近
世
中
国
の
新
儀
礼
「
香
讃
」
考
」
『
漢
字
文
化
圏
の
座
標
』
（
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

福
井
文
雅
「
近
世
中
国
の
新
儀
礼
「
香
讃
」
考
」
「
中
国
伝
統
宗
教
の
転
機
」
『
漢
字
文
化
圏
の
座
標
』

（
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
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李
献
璋
『
媽
祖
信
仰
の
研
究
』
（
泰
山
文
物
社
、
一
九
七
九
年
）

林
観
潮
「
隠
元
和
尚
の
禅
風
」
『
黄
檗
文
華
』
（
一
三
八
）
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
九
年
）

林
観
潮
「
隠
元
と
鄭
成
功
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
二
）
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、

二
〇
〇
三
年
）

林
観
潮
「
隠
元
隆
琦
と
日
本
皇
室
―
『
桃
蘂
編
』
を
巡
っ
て
」
（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
二
三
）
、
黄
檗
山

萬
福

寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
四
年
）

若
木
太
一
編
『
長
崎

東
西
文
化
交
渉
史
の
舞
台
：
明
・
清
時
代
の
長
崎

支
配
の
構
図
と
文
化
の
諸
相
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

鷲
尾
順
敬
「
黄
檗
派
の
開
立
と
龍
渓
」
『
日
本
禅
宗
史
の
研
究
』
（
教
典
出
版
、
一
九
四
五
年
）

徐
興
慶
・
劉
序
楓
編
『
十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
―
黄
檗
宗
を
中
心
に
』
（
国
立
台
湾
大
学
出
版

中
心
、
二
〇
一
八
年
）

中
国
語
著
作
、
論
文

陳
永
革
『
晩
明
佛
教
思
想
研
究
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

賈
晋
華
『
古
典
禅
研
究
：
中
唐
至
五
代
禅
宗
発
展
新
探
』
（
上
海
人
民
出
版
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

林
観
潮
『
隠
元
隆
琦
禅
師
』(

厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)

林
観
潮
『
臨
済
宗
黄
檗
派
と
日
本
黄
檗
宗
』(

中
国
財
富
出
版
社
、
二
〇
一
三
年)

林
国
平
、
彭
文
宇
『
福
建
民
間
信
仰
』
（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

唐
王
諷
「
漳
州
三
平
大
師
碑
銘
並
序
」
（
『
唐
文
粋
』
巻
六
四
、
『
全
唐
文
』
巻
七
九
一

呉
彊
『
蹈
海
東
瀛
：
隠
元
隆
琦
与
前
近
代
東
亜
社
会
的
本
真
危
機
』
（
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）

顔
亜
玉
「
閩
南
三
平
祖
師
信
仰
的
形
成
与
発
展
演
変
」
（
『
世
界
宗
教
研
究
』
第
三
期
、
二
〇
〇
一
年
）

英
語
著
作

B
a
r
on
i,
H
e
l
en

J
o
se
p
h
in
e

『O
b
ak
u
Z
e
n

：T
h
e
E
m
e
rg
e
n
ce

o
f
t
h
e
T
h
i
rd

S
e
ct

o
f
Z
e
n
i
n
T
o
k
ug
a
w
a

J
a
p
an

』
（H

o
no
l
u
lu
:
U
ni
v
e
rs
i
t
y
o
f
H
a
w
ai
i
P
r
e
ss

、
二
〇
〇
〇
年
）

W
u
J
i
a
ng

『L
e
a
vi
n
g

f
o
r

t
h
e

R
i
s
in
g

S
u
n

：Ch
i
ne
s
e

Z
e
n

M
a
s
te
r

Y
i
n
yu
a
n

a
n
d

t
h
e

A
u
t
he
n
t
ic
i
t
y

C
r
i
si
s

i
n

E
a
rl
y

M
o
d
er
n

E
a
s
t

A
s
i
a

』(
O
x
fo
r
d
U
n
i
ve
r
s
it
y

P
r
e
ss

、

二
〇
一
四
年)

博
士
論
文

黄
薇
姍
「
十
七
世
紀
渡
日
明
知
識
人
研
究
―
中
日
思
想
交
流
を
中
心
に
」
（
立
命
館
大
学
、
二
〇
一
九
年

九
月
）

徐
興
慶
「
近
世
日
中
文
化
交
流
史
の
研
究
―
朱
舜
水
を
中
心
に
」
（
九
州
大
学
、
一
九
九
二
年
）
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初
出
一
覧
（
初
出
原
題
お
よ
び
掲
載
誌
）

本
論
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
加
筆
・
修
正
を
加

え
た
。
な
お
、
「
＊
」
を
付
し
た
論
文
は
、
当
該
日
本
語
論
文
の
中
国
語
訳
で
、
中
国
国
内
刊
行
の
学
術

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

序
章
（
新
稿
）

【
第
一
部
】

第
一
章

隠
元
の
渡
来
と
黄
檗
宗
の
開
立
（
新
稿
）

第
二
章

「
隠
元
と
龍
渓
性
潜
―
隠
元
の
黄
檗
宗
開
立
を
支
援
す
る
龍
渓
性
潜
の
動
機
を
中
心
に
―
」

（
『
名
古
屋
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
（
四
）
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

＊
「
隐
元
与
龙
溪
性
潜
―
以
龙
溪
性
潜
支
持
隐
元
开
创
黄
檗
宗
的
动
机
为
中
心
―
」
（
《
闽
商
文
化
研
究
：

黄
檗
学
特
刊
》
二
〇
二
一
年
一
一
月
）

【
第
二
部
】

第
三
章

「
後
水
尾
法
皇
の
隠
元
へ
の
帰
依
の
背
景
―
和
歌
や
書
簡
等
の
分
析
を
中
心
に
―
」
（
『
名
古

屋
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
（
五
）
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

第
四
章

「
後
水
尾
法
皇
と
隠
元
―
三
平
瑞
木
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
禪
學
研
究
』
（
九
九
）
、
二
〇

二
一
年
三
月
）

＊
「
后
水
尾
法
皇
与
隐
元
―
以
三
平
瑞
木
像
为
中
心
―
（
《
闽
商
文
化
研
究
：
隐
元
特
刊
》
二
〇
二
二
年

三
月

刊
行
予
定
）

【
第
三
部
】

第
五
章

「
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
『
黄
檗
清
規
』
『
黄
檗
山
内
（
小
）
清
規
』
を
中
心
に
―
」
（
『
東

海
佛
教
』
（
六
七
）
、
二
〇
二
二
年
三
月

刊
行
予
定
）

第
六
章

『
津
送
須
知
』
に
お
け
る
黄
檗
宗
の
葬
送
儀
礼
―
済
洞
両
宗
と
の
比
較
を
視
野
に
入
れ
て
―
」

（
『
黄
檗
文
華
』
（
一
四
一
）
、
二
〇
二
二
年
九
月

刊
行
予
定
）

終
章
（
新
稿
）
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謝
辞思

い
起
こ
せ
ば
私
は
二
〇
一
六
年
四
月
、
名
古
屋
大
学
文
学
研
究
科
人
文
学
専
攻
文
化
人
類
学
・宗
教

学
・
日
本
思
想
史
専
門
へ
留
学
致
し
ま
し
た
。
私
の
長
期
に
わ
た
る
日
本
留
学
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た

勤
務
先
の
中
国
・
重
慶
大
学
に
対
し
、
ま
ず
深
い
謝
意
を
表
し
た
く
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
を
快
く
受

け
入
れ
て
、
研
究
の
道
へ
の
扉
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
阿
部
泰
郎
教
授
に
対
し
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
留
学
か
ら
二
年
数
か
月
を
経
た
二
〇
一
八
年
七
月
、
名
古
屋
大
学
で
、
阿
部
泰
郎
教
授
に
よ
り
「
黄

檗
文
化
の
越
境
と
発
展
―
人
と
文
物
の
交
流
―
」
と
題
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
（S

）
「
宗
教
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
探
査
と
綜
合
的
研
究

―
人
文
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
（
二
〇
一
四
年
五
月
～
二
〇
一
九
年
三
月
）
の
一

環
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
し
た
（
研
究
代
表
者
：
阿
部
泰
郎
）
。
阿
部
教
授
は
私
の
研
究
を
終
始
温

か
く
御
支
援
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
数
々
の
温
か
な
御
教
導
を
思
い
出
す
た
び
に
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
二

〇
一
九
年
三
月
に
至
り
、
阿
部
教
授
は
定
年
退
官
さ
れ
、
同
年
四
月
か
ら
は
、
新
た
に
近
本
謙
介
教
授
に

師
事
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
近
本
教
授
か
ら
は
、
学
位
論
文
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
主
要
な
三

つ
の
柱
（
本
論
文
の
三
部
構
成
）
を
立
て
る
と
い
う
貴
重
な
御
意
見
を
頂
き
、
こ
の
こ
と
が
学
位
論
文
を

曲
が
り
な
り
に
も
完
成
へ
と
漕
ぎ
着
け
る
う
え
で
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
他
の
数
々
の
温
か
な

御
指
導
と
と
も
に
、
こ
の
点
、
近
本
教
授
に
対
し
、
幾
重
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
近
本
教
授
か
ら
は

学
位
論
文
の
執
筆
中
に
幾
度
も
頂
い
た
ア
ド
バ
イ
ス
の
数
々
は
、
ど
れ
も
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
も
し

も
そ
の
仰
せ
の
通
り
に
し
な
か
っ
た
な
ら
、
果
た
し
て
文
章
が
ま
と
ま
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の

ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
点
、
た
だ
た
だ
感
謝
の
ほ
か
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
阿
部
・
近
本
両
教
授
の
ゼ
ミ
に

お
い
て
、
発
表
を
行
う
た
び
に
、
研
究
室
の
多
く
の
先
輩
や
同
輩
達
か
ら
は
貴
重
な
御
意
見
を
頂
き
ま
し

た
。
こ
の
点
も
深
謝
致
し
ま
す
。
両
教
授
か
ら
の
御
教
導
と
と
も
に
、
こ
れ
も
い
つ
ま
で
も
忘
れ
難
い
思

い
出
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
日
本
文
学
研
究
室
の
ゼ
ミ
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
そ
こ
で
も
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
戴

致
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
塩
村
耕
教
授
、
大
井
田
晴
彦
教
授
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
と
り
わ

け
塩
村
教
授
に
対
し
て
は
、
私
が
縁
あ
っ
て
見
出
し
た
新
出
資
料
を
翻
刻
す
る
際
、
数
々
の
貴
重
な
御
意

見
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
点
も
深
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、
日
本
文
学
研
究
室
の
ゼ
ミ
に
お
き
ま
し
て
も
、

私
が
本
来
所
属
す
る
研
究
室
に
お
け
る
ゼ
ミ
と
同
様
、
数
多
く
の
先
輩
・
同
学
諸
氏
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
貴

重
な
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
点
も
、
関
係
者
各
位
へ
深
謝
致
し
ま
す
。

論
文
執
筆
が
進
む
に
つ
れ
て
御
縁
を
頂
き
御
貴
重
な
意
見
を
頂
い
た
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
・
菅
原
研

州
先
生
、
元
台
湾
法
鼓
文
理
学
院
兼
任
助
理
教
授
・
野
川
博
之
先
生
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
客

員
研
究
員
・
尾
崎
正
善
先
生
、
花
園
大
学
文
学
部
・
小
川
太
龍
先
生
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
・
柳

幹
康
先
生
、
所
属
の
研
究
室
に
あ
っ
て
は
鈴
木
良
幸
先
輩
、
高
松
世
津
子
さ
ん
へ
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
の
ほ
か
、
学
位
論
文
の
執
筆
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
い
つ
も
快
く
御
許
可
頂
い
た
萬
福

寺
文
華
殿
（
京
都
府
宇
治
市
）
主
管
・
田
中
智
誠
師
、
泉
涌
寺
心
照
殿
（
京
都
市
東
山
区
）
学
芸
員
・
西

谷
功
先
生
、
大
阪
九
島
院
住
職
・
奥
田
啓
知
和
尚
へ
も
深
謝
の
誠
を
捧
げ
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
中

国
に
あ
っ
て
は
、
種
々
の
研
究
成
果
を
快
く
御
提
供
頂
い
た
厦
門
大
学
人
文
学
部
・
林
観
潮
先
生
か
ら
の

御
厚
意
に
対
し
、
深
謝
致
し
ま
す
。

勤
務
先
の
中
国
・
重
慶
大
学
に
お
い
て
も
同
僚
の
張
宏
氏
、
そ
し
て
従
兄
の
王
欣
氏
、
六
年
間
に
わ
た

り
慣
れ
親
し
ん
だ
留
学
先
・
名
古
屋
大
学
に
あ
っ
て
は
、
留
学
生
仲
間
の
桑
忠
林
、
張
揚
、
姜
美
蘭
、
陳

碧
強
の
諸
氏
に
は
と
り
わ
け
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
心
か
ら
謝
意
を
表
し
ま
す
。

そ
し
て
、
主
査
の
近
本
謙
介
教
授
、
副
査
の
佐
々
木
重
洋
教
授
、
東
賢
太
朗
教
授
、
塩
村
耕
教
授
、
阿

部
泰
郎
教
授
に
対
し
、
改
め
て
心
よ
り
深
謝
致
し
ま
す
。
御
指
導
の
数
々
に
対
し
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

終
わ
り
に
、
私
の
未
来
を
信
じ
、
コ
ロ
ナ
禍
の
さ
な
か
、
海
を
越
え
て
い
つ
も
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た

老
い
た
両
親
に
こ
の
論
文
を
捧
げ
ま
す
。

令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
二
月
二
五
日

楊

慶
慶
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